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ご
あ
い
さ
つ

　
彦
根
城
の
東
、
江
戸
時
代
の
譜
代
大
名
・
井
伊
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
清
凉
寺
や
龍
潭
寺
が
建
立
さ
れ
た
佐
和
山
西
麓
に
、
旧
井
伊

神
社
社
殿
も
ま
た
位
置
し
て
い
ま
す
。
本
社
殿
は
幕
末
に
井
伊
家
が
祖
先
を
祀
っ
た
井
伊
八
幡
宮
が
始
ま
り
で
し
た
。

　
旧
井
伊
神
社
は
昭
和
五
二
年
度
か
ら
の
彦
根
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査
や
、
昭
和
五
八
年
度
か
ら
の
滋
賀
県
教
育
委
員
会
の
調

査
に
よ
り
文
化
財
的
価
値
が
確
認
さ
れ
、
平
成
二
五
年
度
に
は
「
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
相
の
間
及
び
拝
殿
」
と
い
う
名
称
で
彦
根
市

指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
彦
根
市
で
は
、
平
成
三
〇
年
度
に
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
文
化
財
的
価
値
を
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る

た
め
、
専
門
家
へ
の
委
託
に
よ
る
調
査
事
業
を
計
画
し
、
こ
の
た
び
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
調
査
報
告
書
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
後
、
こ
の
報
告
書
が
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
こ
と
を
よ
り
よ
く
知
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
市
か
ら
調
査
を
依
頼
し
た
京
都
大
学
名
誉
教
授
山
岸
常
人
氏
な
ら
び
に
京
都
工
芸
繊
維
大
学
デ
ザ
イ

ン
・
建
築
学
系
准
教
授
登
谷
伸
宏
氏
を
は
じ
め
、
調
査
に
あ
た
り
多
く
の
関
係
者
の
方
々
に
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と

に
深
く
感
謝
し
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
令
和
五
年
三
月
三
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
根
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長
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1

第
一
章　
調
査
の
概
要

　
　
　
　
　
第
一
節　
調
査
に
至
る
経
緯
と
目
的

　
井
伊
神
社
は
、
彦
根
城
下
町
の
東
、
佐
和
山
の
西
麓
に
所
在
す
る
。
こ
の
地
区
に
は
彦

根
藩
主
井
伊
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
清
凉
寺
（
曹
洞
宗
）、
井
伊
家
父
祖
の
地
で
あ
る
遠
江

国
井
伊
谷
の
龍
潭
寺
と
同
名
の
龍
潭
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）、
四
代
当
主
井
伊
直
興
の

発
願
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
長
寿
院
（
大
洞
弁
財
天
）（
真
言
宗
醍
醐
派
）
な
ど
井
伊
家
と

の
ゆ
か
り
が
深
い
寺
社
が
並
ぶ
。
井
伊
神
社
は
、
も
と
は
井
伊
家
の
祖
で
あ
る
井
伊
共
保

を
祀
る
井
伊
八
幡
宮
と
し
て
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
に
一
二
代
当
主
井
伊
直
亮
の

命
に
よ
り
龍
潭
寺
境
内
に
創
建
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
造
営
さ
れ
た
社
殿
は
「
仮

殿
」
で
あ
っ
た
た
め
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
現
社
地
に
新
た
な
社
殿
が
造
営
さ
れ

た
。
現
存
す
る
井
伊
神
社
の
旧
社
殿
は
、
こ
の
と
き
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
井
伊
神
社
の
旧
社
殿
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
度
か
ら

五
六
年
度
に
か
け
て
彦
根
市
教
育
委
員
会
の
実
施
し
た
市
内
の
近
世
社
寺
建
築
緊
急
対
策

調
査
で
調
査
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
五
八
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
滋

賀
県
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
で
も
、
表
門
（
中
門
）
と
社
殿
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
は
、
新
社
殿
へ
の
遷
座
に
と
も
な
い
旧
社
殿
が
そ

れ
ま
で
井
伊
神
社
を
管
理
し
て
き
た
多
賀
大
社
か
ら
彦
根
市
へ
寄
贈
さ
れ
、
同
年
に
「
旧

井
伊
神
社
本
殿
、
相
の
間
お
よ
び
拝
殿
」
と
し
て
彦
根
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
二
七
年
に
は
、
京
都
伝
統
建
築
技
術
協
会
が
彦
根
市
の
委
託
を
受
け
て
社
殿
の

現
況
調
査
を
行
い
、
保
存
・
活
用
の
方
針
を
提
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、井
伊
神
社
の
旧
社
殿
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、

そ
の
文
化
財
的
価
値
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
文
化
財
と
し
て
の
保
存
・
活
用
の

あ
り
方
が
示
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
彦
根
市
で
は
旧
社
殿
の
文
化
財
的
価
値

を
さ
ら
に
詳
細
に
解
明
し
、
よ
り
質
の
高
い
保
存
・
活
用
を
進
め
る
た
め
、
平
成
三
〇
年

に
改
め
て
社
殿
の
調
査
事
業
を
計
画
し
た
。
今
回
の
調
査
は
、
ま
ず
彦
根
市
歴
史
ま
ち
づ

く
り
部
文
化
財
課
か
ら
京
都
大
学
名
誉
教
授
山
岸
常
人
と
京
都
工
芸
繊
維
大
学
デ
ザ
イ

ン・建
築
学
系
准
教
授
登
谷
伸
宏
へ
依
頼
が
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

九
月
に
彦
根
市
と
京
都
工
芸
繊
維
大
学
と
の
間
で
「
旧
井
伊
神
社
社
殿
学
術
調
査
委
託
業

務
」
の
契
約
を
交
し
、
登
谷
の
受
託
研
究
と
し
て
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
調
査
の
内
容

　
今
回
の
調
査
は
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
文
化
財
的
価
値
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
解
明
す

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
実
施
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

（
一
）
彦
根
市
指
定
文
化
財
「
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
相
の
間
お
よ
び
拝
殿
」
の
平
面
図
・

図１-１　彦根市位置図
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断
面
図
実
測
、
改
造
状
況
と
復
原
に
関
す
る
調
査
、
建
立
年
代
の
確
認
、
建
築

的
特
徴
の
記
録
、
写
真
撮
影
、
建
立
に
関
わ
る
史
料
の
収
集
。

（
二
）
旧
社
殿
の
塗
装
彩
色
材
料
・
技
法
に
関
す
る
調
査
。

（
三
）
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
る
五
基
の
厨
子
の
平
面
図
・
断
面
図
実
測
、
改
造
状
況
と

復
原
に
関
す
る
調
査
、
建
立
年
代
の
確
認
・
建
築
的
特
徴
の
記
録
、
写
真
撮
影
、

建
立
に
関
わ
る
史
料
の
収
集
。

（
四
）
本
殿
軒
下
に
保
管
さ
れ
て
い
る
中
門
の
建
築
部
材
に
関
す
る
調
査
。

（
五
）
旧
社
殿
の
建
築
的
価
値
を
解
明
す
る
た
め
の
類
例
調
査
。

　
こ
の
う
ち
、（
一
）（
三
）（
四
）
は
山
岸
・
登
谷
が
行
っ
た
。
社
殿
の
平
面
図
・
断
面

図
の
実
測
・
作
製
、
中
門
の
建
築
部
材
の
実
測
は
、（
株
）
西
澤
工
務
店
に
依
頼
し
た
。

　
（
二
）
は
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
北
野
信
彦
氏
に
依
頼
し
て
実
施
し
、
北
野
氏
に
調
査

結
果
の
報
告
を
執
筆
い
た
だ
い
た
。

　
（
五
）
に
つ
い
て
は
、
旧
藩
領
に
現
存
す
る
井
伊
家
と
関
係
の
深
い
寺
社
、
近
畿
地
方

を
中
心
に
お
も
な
権
現
造
の
社
殿
な
ど
に
つ
い
て
類
例
調
査
を
実
施
し
た
。
類
例
調
査
に

は
京
都
府
立
大
学
文
学
部
准
教
授
岸
泰
子
氏
に
参
加
い
た
だ
き
、
報
告
書
の
執
筆
に
も
関

わ
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　
① 

調
査
組
織　
旧
社
殿
の
調
査
は
山
岸
・
登
谷
・
北
野
が
、
類
例
調
査
は
山
岸
・
登
谷
・

岸
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。
調
査
参
加
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
肩
書
き
は
調
査
当
時

の
も
の
で
あ
る
）。

　
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
京
都
府
立
大
学
文
学
部
特
任
教
授　
山
岸
常
人

　
京
都
工
芸
繊
維
大
学
デ
ザ
イ
ン
・
建
築
学
系
准
教
授　
　
　
登
谷
伸
宏

　
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
信
彦

　
京
都
府
立
大
学
文
学
部
准
教
授　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸　
泰
子

　
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻　
　
　
　
　
末
次
優
衣

　
同
文
学
部
歴
史
学
科
学
部
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
穂
香
・
横
田
一
真

　
事
務
局　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
根
市
歴
史
ま
ち
づ
く
り
部
文
化
財
課

図１-２　井伊神社位置図（国土地理院２万５千分１地形図「彦根西部」「彦根東部」をもとに作成）

佐和山
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調
査
に
あ
た
っ
て
、北
野
天
満
宮・南
禅
寺
金
地
院
（
以
上
、京
都
市
）、多
賀
大
社
（
滋

賀
県
犬
上
郡
）、
日
吉
大
社
（
滋
賀
県
大
津
市
）、
北
野
神
社
・
荒
神
山
神
社
・
清
凉
寺
・

長
寿
院
（
大
洞
弁
才
天
）・天
寧
寺・龍
潭
寺
（
以
上
、
滋
賀
県
彦
根
市
）、
天
満
神
社
（
福

井
県
敦
賀
市
）
の
所
有
者
の
方
々
、
彦
根
城
博
物
館
に
は
、
格
別
な
便
宜
を
お
図
り
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
西
澤
工
務
店
か
ら
は
中
門
な
ど
の
写
真
を
提
供
い
た
だ
い
た
。
快
く
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
② 

調
査
期
間　
令
和
元
年
九
月
〜
令
和
三
年
三
月

　
③ 

報
告
書
の
作
成　
報
告
書
の
作
成
は
、
登
谷
を
中
心
に
調
査
参
加
者
が
分
担
し
て

そ
の
任
に
当
た
っ
た
。
分
担
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
編
集
、
お
よ
び
第
一
章
〜
第
三
章
、
第
五
章
・
第
六
章
・
ま
と
め
執
筆　
　
登
谷

　
第
四
章
執
筆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野

　
第
七
章
・
第
八
章
執
筆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
岸

　
第
九
章
執
筆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸

　
史
料
「
井
伊
八
幡
宮
遷
坐
記
」
翻
刻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
根
城
博
物
館

　
図
面
作
製
・
調
整　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
株
）
西
澤
工
務
店

　
な
お
、
調
査
票
・
野
帳
・
写
真
は
、
登
谷
が
保
管
す
る
。

　
　
　
　
　
主
要
参
考
文
献

　
報
告
書
の
作
成
に
は
多
数
の
文
献
を
参
照
し
た
。
す
べ
て
に
註
記
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
以
下
に
主
要
な
も
の
を
列
記
す
る
。

中
村
直
勝
監
修
『
彦
根
市
史　
中
冊
』（
彦
根
市
役
所
、
一
九
六
二
年
）

長
浜
曳
山
祭
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
常
磐
山
─
長
浜
曳
山
祭
調
査
報
告
─
』（
長
浜
曳
山

祭
文
化
財
保
護
委
員
会
、
一
九
六
八
年
）

『
彦
根
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
、

一
九
八
三
年
）

『
重
要
文
化
財
・
県
指
定
有
形
文
化
財
長
寿
院
伽
藍
５
棟
修
理
工
事
報
告
書
』（
滋
賀
県
教

育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）

『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
滋
賀
県
教
育
委
員
会

文
化
部
文
化
財
保
護
課
、
一
九
八
六
年
）

『
滋
賀
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
五　
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）

彦
根
城
博
物
館
編
『
彦
根
藩
史
料
叢
書　
侍
中
由
緒
帳
』
１
〜
16
（
彦
根
市
教
育
委
員
会

〈
９
巻
ま
で
〉・
彦
根
城
博
物
館
〈
10
巻
以
降
〉、
一
九
九
四
年
〜
二
〇
二
〇
年
）

彦
根
城
博
物
館
編
『
彦
根
の
寺
社　
仙
琳
寺
の
歴
史
と
美
術
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
七
年
）

岸
本　
覚
「
長
州
藩
祖
廟
の
形
成
」（『
日
本
史
研
究
』
四
三
八
、一
九
九
九
年
）

高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
─
藩
主
直
中
の
造
像
活
動　
清
凉
寺
護
国
殿
と
天

寧
寺
観
徳
殿
─
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
五
、二
〇
〇
四
年
）

彦
根
藩
資
料
調
査
研
究
委
員
会
編『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
６　
武
家
の
生
活
と
教
養
』（
彦

根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）

彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史　
第
二
巻　
通
史
編　
近
世
』（
彦
根
市
、

二
〇
〇
八
年
）

水
野
耕
嗣
編
『
尾
張
藩
御
彫
物
師 

早
瀬
長
兵
衛　
木
彫
の
軌
跡
』（
泉
良
、二
〇
〇
八
年
）

彦
根
城
博
物
館
編
『
五
百
羅
漢
の
お
寺
─
天
寧
寺
の
歴
史
と
美
術
─
』（
彦
根
城
博
物
館
、

二
〇
一
〇
年
）

母
利
美
和
「
近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制
─
彦
根
井
伊
家
の
場
合
─
」（『
史
窓
』

七
〇
、二
〇
一
三
年
）

夏
目
琢
史
『
近
世
の
地
方
寺
院
と
地
域
社
会
─
遠
州
井
伊
谷
龍
潭
寺
を
中
心
に
─
』（
同

成
社
、
二
〇
一
五
年
）

高
野
信
治
『
武
士
神
格
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）

母
利
美
和
「
彦
根
藩
普
請
方
の
組
織
と
機
能
」（『
史
窓
』
七
八
、二
〇
二
一
年
）

梁　
媛
淋
「
十
九
世
紀
前
半
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造
」（『
日
本
研
究
』
五
三
、

　
二
〇
二
六
年
）
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第
二
章　
井
伊
神
社
の
創
建
と
沿
革

　
　
　
　
　
第
一
節　
彦
根
藩
主
に
よ
る
寺
社
の
造
営

　
（
一
）
直
政
・
直
孝
に
よ
る
寺
社
の
創
建
と
移
築

　
彦
根
藩
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
大
き
な
戦
功
を
挙

げ
た
井
伊
直
政
を
藩
祖
と
す
る
。
直
政
は
、
そ
の
戦
功
に
よ
り
一
二
万
石
か
ら
一
八
万
石

へ
加
増
の
上
、
上
野
国
高
崎
か
ら
近
江
国
佐
和
山
へ
移
封
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
二
年
後

の
慶
長
七
年
、
直
政
は
戦
傷
が
も
と
で
死
去
し
た
た
め
、
藩
政
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
跡

を
継
い
だ
嫡
男
の
直
継
、
二
代
当
主
と
な
っ
た
直
孝
で
あ
っ
た
。
直
継
は
、
同
八
年
に
居

城
を
佐
和
山
か
ら
彦
根
山
へ
移
し
、
新
た
に
築
城
を
始
め
る
と
と
も
に
、
城
下
町
の
建
設

に
着
手
し
た
。
そ
の
後
も
、
城
郭
の
造
営
・
城
下
町
の
整
備
は
直
孝
に
よ
り
引
き
続
き
進

め
ら
れ
、
寛
永
期
ま
で
続
い
た
。

　
直
政
の
時
代
を
含
め
た
藩
政
の
最
初
期
に
は
、
当
主
に
よ
る
寺
院
の
創
建
・
移
転
も
活

発
に
行
わ
れ
た
（
一
）。
彦
根
寺
は
も
と
は
彦
根
山
（
金
亀
山
）
に
所
在
し
た
が
、
彦
根
城

築
城
に
と
も
な
い
城
下
の
石
ヶ
崎
町
へ
移
転
し
、
さ
ら
に
直
孝
に
よ
り
北
野
寺
と
改
称
さ

れ
て
井
伊
家
の
祈
願
寺
と
な
っ
た
。
ま
た
、
直
政
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
敗
れ
た
石
田
三
成

一
族
を
弔
う
た
め
、
佐
和
山
の
西
麓
に
清
凉
寺
を
創
建
し
た
。
そ
の
後
、
清
凉
寺
は
井
伊

家
の
菩
提
所
と
な
り
、
藩
の
厚
い
庇
護
を
受
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
清
凉
寺

に
隣
接
す
る
龍
潭
寺
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
直
孝
が
井
伊
家
の
父
祖
の
地
で
あ

る
遠
江
国
井
伊
谷
の
龍
潭
寺
か
ら
五
世
昊
天
崇
建
を
招
請
し
て
開
い
た
寺
院
で
、
直
孝
の

室
が
葬
ら
れ
た
。

　
そ
の
他
に
、
井
伊
家
の
旧
領
で
あ
っ
た
高
崎
か
ら
も
寺
院
が
招
請
さ
れ
て
お
り
、
慶
長

六
年
に
は
直
政
の
室
東
梅
院
の
両
親
の
菩
提
所
で
あ
っ
た
安
国
寺
が
、
直
政
に
よ
り
宗
安

寺
と
寺
名
を
変
え
て
佐
和
山
南
麓
へ
移
さ
れ
た
。
大
信
寺
は
、
同
じ
く
直
政
が
佐
和
山
へ

移
し
た
寺
院
で
あ
る
。
両
寺
は
い
ず
れ
も
直
継
に
よ
り
城
下
へ
移
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、当
該
期
に
は
藩
政
の
基
盤
の
形
成
、城
下
町
建
設
の
進
展
と
並
行
し
て
、

当
主
に
よ
る
寺
院
の
創
建
・
移
転
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
井

伊
と
い
う
家
の
維
持
に
必
要
な
祈
願
所
・
菩
提
所
の
新
た
な
設
定
、
新
旧
領
国
の
寺
院
と

の
関
係
構
築
と
い
う
喫
緊
の
課
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
二
）
歴
代
当
主
に
よ
る
寺
社
の
造
営

　
三
代
当
主
直
澄
以
降
も
、
歴
代
の
当
主
に
よ
り
藩
内
で
多
く
の
寺
社
の
創
建
・
造
営

が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
当
主
に
よ
る
寺
社
造
営
に
つ
い
て
、
特
に
四
代
当
主
直
興
、

一
一
代
当
主
直
中
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
① 
直
興　
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）、
直
興
は
佐
和
山
の
西
麓
に
所
在
し
た
愛
宕
社
本

殿
の
修
理
と
、
舞
台
の
造
営
を
行
っ
た
。
棟
札
か
ら
、
い
ず
れ
も
総
奉
行
は
家
老
の
木
俣

清
左
衛
門
で
あ
り
、
藩
の
直
営
で
造
営
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
二
）。

　
さ
ら
に
、
同
八
年
か
ら
は
、
直
興
の
発
願
に
よ
り
佐
和
山
の
西
麓
に
位
置
す
る
長
寿
院

に
大
洞
弁
才
天
堂
が
造
営
さ
れ
た
。
弁
才
天
堂
の
造
営
は
領
内
す
べ
て
の
住
民
か
ら
の
奉

彦
根
藩
井
伊
家
系
図（
数
字
は
、歴
代
の
代
数
、丸
括
弧
の
数
字
は
藩
主
の
代
数
）

共
保
（
自
浄
院
）　　
　
　
　
　
直１
政①
（
祥
寿
院
）　
　
直
継
（
雲
光
院
）　
　
直２
孝②
（
久
昌
院
）

　
　
直３
澄③
（
玉
龍
院
）
　
　
　
直４
興④⑦（
長
寿
院
）
　
　
　
直５
通⑤
（
光
照
院
）
　
　
　
直６
恒⑥
（
円
成
院
）

　
　
直７
惟⑧
（
泰
源
院
）
　
　
　
直８
定⑨⑪（
天
祥
院
）
　
　
　
直９
禔⑩
（
見
性
院
）
　
　
　
直10
幸⑫
（
大
魏
院
） 

　
　
直11
中⑬
（
観
徳
院
）
　
　
　
直12
亮⑭
（
天
徳
院
）
　
　
　
直13
弼⑮
（
宗
観
院
）
　
　
　
直14
憲⑯
（
忠
正
院
）
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加
に
よ
り
賄
わ
れ
、
同
時
期
に
は
楼
門
・
阿
弥
陀
堂
・
経
蔵
（
い
ず
れ
も
滋
賀
県
指
定
有

形
文
化
財
）
な
ど
も
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
弁
才
天
堂
（
重
要
文

化
財
）
は
複
合
社
殿
（
権
現
造
）
の
形
式
を
と
る
が
、
拝
殿
の
間
口
が
本
殿
の
そ
れ
よ
り

も
狭
く
な
る
と
い
う
権
現
造
の
な
か
で
は
独
特
の
平
面
形
式
を
持
つ
。
こ
の
形
式
は
、
現

存
す
る
な
か
で
は
後
述
す
る
護
国
殿
に
お
い
て
の
み
採
用
さ
れ
て
お
り
、
彦
根
藩
内
で
も

限
ら
れ
た
建
物
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
と
き
の
一
連
の
造
営
は
彦
根
藩
の
直
営
で
進
め
ら
れ
、
棟
札
か
ら
弁
才
天
堂
・
阿

弥
陀
堂
は
庵
原
助
右
衛
門
・
西
山
隼
人
が
奉
行
と
な
り
、
そ
の
下
に
普
請
奉
行
・
作
事
奉

行
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
棟
梁
は
、
居
川
佐
右
衛
門
・
川
瀬
文
右
衛
門
・
羽
森
清
右
衛
門
・

中
澤
喜
右
衛
門
・
長
谷
川
次
郎
兵
衛
・
羽
森
彦
介
の
六
名
が
務
め
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
ら
に
、
元
禄
九
年
に
造
営
さ
れ
た
宝
蔵
は
統
轄
を
作
事
奉
行
が
担
い
、
棟
梁
は
羽
森
清

右
衛
門・中
澤
喜
右
衛
門
で
あ
っ
た
。一
方
、同
一
二
年
か
ら
造
営
が
始
ま
っ
た
経
蔵
で
は
、

奉
行
を
庵
原
と
石
居
氏
半
平
、
棟
梁
を
羽
森
彦
介
・
小
森
徳
兵
衛
が
務
め
た
（
三
）。
こ
れ

ら
か
ら
、
藩
直
営
の
寺
社
造
営
に
お
い
て
は
、
奉
行
─
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行
─
棟
梁
─

大
工
か
ら
な
る
造
営
組
織
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
、
奉
行
を
担
っ
た

藩
士
は
、
い
ず
れ
も
家
老
な
ど
藩
政
の
中
枢
を
占
め
る
役
職
に
就
く
家
柄
で
あ
り
、
造
営

全
体
を
統
轄
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
宝
蔵
に
お
い
て
奉
行
が

統
轄
し
な
か
っ
た
の
は
、
境
内
の
主
要
な
建
物
で
は
な
か
っ
た
た
め
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
棟
梁
の
う
ち
羽
森
姓
・
小
森
姓
の
大
工
は
、
藩
か
ら
扶
持
を
与
え
ら
れ
る
作
事
奉

行
直
属
の
大
工
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
長
寿
院
奥
之
院
、

寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
北
野
神
社
本
殿
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
井
伊
八
幡

宮
社
殿
の
造
営
で
も
棟
梁
を
務
め
て
い
る
（
第
九
章
参
照
）。

　
② 

直
中　
直
中
は
、
歴
代
当
主
の
な
か
で
も
中
興
の
名
君
と
さ
れ
、
治
政
中
に
多
く

の
寺
社
造
営
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
直
中
に
よ
る
寺
社
造
営
の
詳
細
は

写真２-１　長寿院弁才天堂正側面全景

写真２-２　長寿院阿弥陀堂正側面全景

写真２-３　北野神社本殿・石の間・拝殿正側面全景

第
九
章
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
そ
の

概
略
を
み
て
お
き
た
い
。直
中
は
、

寛
政
七
年
に
火
災
に
よ
り
焼
失
し

た
北
野
神
社
社
殿
の
再
建
を
進
め

た
。
社
殿
の
造
営
は
そ
れ
ま
で
と

同
じ
く
藩
の
直
営
で
行
わ
れ
、
同

一
二
年
に
上
棟
し
て
い
る
。
棟
札

に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
も
家
老
の

庵
原
助
右
衛
門
を
奉
行
と
す
る
造

営
組
織
に
よ
り
造
営
が
実
施
さ

れ
、
棟
梁
は
北
村
常
右
衛
門
・
川

村
正
蔵
・
羽
守
甚
蔵
が
務
め
た

（
四
）。

　
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）、
直
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中
は
清
凉
寺
境
内
の
う
ち
井
伊
家
墓
所
の

東
側
に
護
国
殿
の
造
営
を
命
じ
た
。
護
国

殿
に
は
複
合
社
殿
（
権
現
造
）
の
形
式
が

用
い
ら
れ
、
同
八
年
に
上
棟
を
迎
え
た
。

本
殿
に
は
東
照
大
権
現
の
神
牌
と
、
初
代

藩
主
直
政
・
二
代
藩
主
直
孝
の
寿
像
が
祀

ら
れ
た
が
、
護
国
殿
が
完
成
し
た
際
に
詠

ま
れ
た
「
護
国
殿
祭
文
」（
清
凉
寺
蔵
）

で
は
直
政
・
直
孝
の
「
木
像
」
を
安
置
し

た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
二
人
の
藩

祖
の
功
績
を
讃
え
て
お
り
、
あ
く
ま
で
二

人
を
神
と
し
て
祀
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
（
五
）。
護
国
殿
の
古
写

限
ら
れ
て
お
り
（
七
）、
藩
主
と
家
臣
が
そ
の
主
従
関
係
を
再
構
築
す
る
場
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
期
に
は
、
諸
藩
に
お
い
て
も
藩
祖
の
功
績
を

顕
彰
し
、
家
と
し
て
の
歴
史
的
な
連
続
性
や
藩
主
・
家
臣
の
君
臣
関
係
を
再
確
認
す
る
動

き
が
み
ら
れ
る
（
八
）。
護
国
殿
が
完
成
し
た
の
が
、
直
中
が
隠
居
す
る
一
年
前
で
あ
っ
た

こ
と
、
直
中
が
つ
ぎ
の
藩
主
と
な
る
直
亮
に
対
し
て
藩
主
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
（
九
）、
護
国
殿
造
営
の
背
景
に
は
、
直
中
が
自
ら
の

隠
居
後
、
新
た
な
藩
主
と
家
臣
と
の
君
臣
関
係
を
継
続
的
に
確
認
す
る
場
を
必
要
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
佐
和
山
の
南
、
里
根
山
に
位
置
す
る
天
寧
寺
は
、
直
中
が
自
ら
死
を
命
じ
た
腰
元
と
そ

の
子
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
創
建
し
た
寺
院
で
あ
る
。
も
と
は
宗
徳
寺
と
い
う
寺
名
で
城

下
に
所
在
し
た
が
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
現
寺
地
へ
移
転
し
て
新
た
な
堂
塔
の
造

営
が
行
わ
れ
た
。
初
代
住
持
に
は
直
中
が
厚
く
帰
依
し
た
寂
室
堅
光
が
選
ば
れ
て
お
り
、

直
中
の
私
寺
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
さ
れ
る
（
一
〇
）。
現
在
境
内
に
は
、
同
一
一
年
造
営

護国殿

真
を
み
る
と
、
社
殿
の
前
面

に
は
平
唐
門
形
式
の
中
門
と

透
塀
が
立
ち
、
社
殿
の
周
囲

を
土
塀
が
囲
ん
で
い
た
。
さ

ら
に
、「
清
凉
寺
交
割
帳
」（
六
）

や
「
清
凉
寺
十
景
図
」（
清

凉
寺
蔵
）
か
ら
は
、
護
国
殿

の
参
道
や
社
殿
の
前
に
家
老

以
下
の
お
も
立
っ
た
藩
士
が

寄
進
し
た
金
灯
籠
や
石
灯
籠

が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
参
詣
で
き
る

の
も
藩
主
の
ほ
か
は
藩
士
に

写真２-４　清凉寺護国殿古写真（井伊岳夫氏所蔵）写真２-５　天寧寺観徳殿古写真（井伊岳夫氏所蔵）

図２-１　「清凉寺十景図」（清凉寺所蔵）に描かれ
た護国殿（一部筆者加筆）
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さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
井
伊
谷
龍
潭
寺
に
お
け
る
遠
忌
法
会
は
近
世
を
通
じ
て
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
、
彦
根
藩
井
伊
家
と
、
井
伊
直
継
を
祖
と
す
る
越
後
国
与
板
藩
井
伊
家
か

ら
家
臣
が
代
拝
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
七
〇
〇
回
遠
忌
に
当
た
る
寛

政
四
年
に
は
、
五
月
に
直
中
が
多
く
の
家
臣
と
と
も
に
龍
潭
寺
を
参
詣
し
て
お
り
、
八

月
の
遠
忌
法
会
も
大
々
的
に
執
り
行
わ
れ
た
（
一
五
）。
そ
し
て
、
そ
の
後
を
継
い
だ
直
亮
は
、

井
伊
谷
龍
潭
寺
で
の
遠
忌
法
会
に
加
え
て
、
彦
根
に
お
い
て
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
を
計
画

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
は
法
会
ま
で
の
期
間
が
短
か
っ
た
た
め
か
、
直
亮
は
社

殿
を
「
仮
殿
」
と
し
て
造
営
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」（「
田

中
与
左
衛
門
家
文
書
」、
巻
末
史
料
参
照
）
に
よ
る
と
、
天
保
一
三
年
八
月
一
一
日
か
ら

一
五
日
ま
で
彦
根
の
龍
潭
寺
で
も
遠
忌
法
会
を
執
行
し
、
合
わ
せ
て
八
幡
宮
へ
藩
士
が
参

拝
し
て
お
り
、
六
月
以
降
社
殿
の
造
営
が
実
際
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の

の
羅
漢
堂
と
同
二
年
造
営
の
本
堂
と
が
南
北
に
並
ぶ
。
本
堂
の
造
営
に
あ
た
っ
て
は
、
材

木
の
調
達
に
作
事
奉
行
直
属
の
大
工
で
あ
っ
た
小
森
得
右
衛
門
が
棟
梁
と
し
て
関
わ
っ
て

い
る（
一
一
）。
し
た
が
っ
て
、本
堂
の
造
営
に
は
藩
の
関
与
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、

羅
漢
堂
の
棟
札
か
ら
は
、
こ
の
時
の
造
営
が
藩
の
直
営
で
は
な
い
も
の
の
、
直
中
の
「
特

命
」
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
藩
の
援
助
の
も
と
造
営
が
行
わ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　
造
営
が
進
む
な
か
で
、
直
中
は
文
政
八
年
に
境
内
北
側
に
観
徳
殿
を
造
営
し
、
自
ら
の

寿
像
を
安
置
し
た
。
観
徳
殿
は
装
飾
の
少
な
い
小
規
模
な
建
物
で
、
複
合
社
殿
で
は
あ
る

も
の
の
、
護
国
殿
の
よ
う
な
権
現
造
の
形
式
を
と
ら
ず
、
正
面
の
中
門
も
薬
医
門
形
式
で

あ
っ
た
（
第
三
章
第
五
節
参
照
）。
ま
た
、
周
囲
に
は
土
塀
を
廻
し
て
お
り
、
閉
鎖
的
な

構
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
護
国
殿
で
は
社
殿
の
前
方
や
参
道
に
藩
士
が
奉
納
し
た
石
灯
籠

な
ど
を
立
て
る
が
、
観
徳
殿
で
は
そ
う
し
た
石
灯
籠
な
ど
は
な
い
（
一
二
）。
観
徳
殿
は
、
護

国
殿
に
比
べ
る
と
私
的
な
意
味
合
い
の
強
い
施
設
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

観
徳
殿
は
、直
中
の
院
号
「
観
徳
院
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、直
中
の
存
世
中
は
「
御
像
殿
」

（「
天
寧
寺
境
内
図
」〈
天
寧
寺
所
蔵
〉）、
あ
る
い
は
「
御
寿
像
殿
」（
一
三
）

と
呼
ば
れ
、
明
ら

か
に
自
ら
の
寿
像
を
納
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
立
さ
れ
た
と
い
え
る
。「
天
寧
寺
境

内
図
」
を
み
る
と
、
観
徳
殿
の
背
後
に
は
山
肌
が
露
出
し
て
お
り
、
意
図
的
に
山
を
削
っ

て
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
木
文
恵
は
、
観
徳
殿
が
彦
根
城
と
相
対
す
る
よ
う
に

配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
中
が
自
ら
の
死
後
も
彦
根
藩
の
繁
栄
を
守
護
す
る
役
割
を

担
お
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
四
）。

　
　
　
　
　
第
二
節　
井
伊
八
幡
宮
の
創
建

　
（
一
）
井
伊
共
保
の
七
五
〇
回
遠
忌
と
井
伊
八
幡
宮
の
創
建

　
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
六
月
、
一
二
代
当
主
直
亮
は
、
龍
潭
寺
境
内
に
井
伊
家
の

祖
で
あ
る
井
伊
共
保
を
祀
る
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
を
命
じ
た
。
こ
の
年
は
共
保
の
七
五
〇

回
遠
忌
に
あ
た
り
、
遠
江
国
井
伊
谷
の
龍
潭
寺
で
は
八
月
に
大
規
模
な
遠
忌
法
会
が
執
行

図２-２　井伊八幡宮仮殿（「井伊八幡宮社地図」〈田中
与左衛門家文書〉）
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時
建
て
ら
れ
た
社
殿
は
、「
井
伊
八
幡
宮
社
地
図
」（
図
２-

２
）
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
社
殿
は
内
陣
・
外
陣
か
ら
な
り
、
内
陣
に
厨
子
に
納
め
ら
れ
た
共
保
の

神
像
を
祀
っ
て
い
る
。
藩
士
が
参
拝
す
る
際
に
は
、
外
陣
に
僧
が
控
え
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
陣
の
前
に
は
九
尺
の
仮
庇
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
仮
庇

の
下
に
は
畳
が
前
後
に
三
列
敷
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
列
目
は
家
老
・
中
老
、
二

列
目
は
用
人
・
笹
之
間
衆
な
ど
、
三
列
目
は
家
中
衆
（
騎
馬
徒
ま
で
）
と
い
う
よ
う
に
、

身
分
に
よ
り
ど
の
畳
で
拝
礼
す
る
の
か
が
決
め
ら
れ
た
。

　
（
二
）
社
殿
の
造
営

　
そ
の
後
の
経
緯
を
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」
か
ら
追
う
と
、
以
下
の
よ
う
に
進
め
ら

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
一
二
月
、
直
亮
は
本
殿
の
造
営
を
翌
一
四
年
に

実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
日
光
社
参
が
終
わ
る
ま
で
見
合
わ
せ
る
よ
う
指
示
し
て
お

り
、
本
殿
造
営
の
準
備
自
体
は
八
月
以
降
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
だ

が
、
釿
始
が
行
わ
れ
た
の
は
弘
化
二
年
正
月
で
あ
り
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
造
営
は
当

初
の
予
定
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
。
四
月
に
は
共
保
の
神
像
が
北
野
寺
へ
遷
さ
れ
、
北
野
神

社
の
社
倉
へ
安
置
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
五
月
晦
日
に
柱
立
、
六
月
二
一
日
に
は
上
棟
が
そ

れ
ぞ
れ
執
り
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
八
月
に
は
造
営
が
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、
一
五
日
に

新
た
な
本
殿
へ
の
遷
座
が
執
行
さ
れ
た
。こ
の
と
き
に
建
て
ら
れ
た
本
殿
な
ど
の
社
殿
が
、

現
存
す
る
旧
井
伊
神
社
社
殿
で
あ
る
。

　
遷
座
の
翌
日
一
六
日
か
ら
二
二
日
ま
で
は
、
藩
士
の
参
詣
日
が
設
け
ら
れ
、
二
三
日
か

ら
二
七
日
ま
で
は
領
民
の
参
詣
日
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
期
間
に
は
、
町
人
な

ど
の
参
詣
を
目
当
て
に
門
前
か
ら
清
凉
寺
前
に
か
け
て
茶
屋
や
物
売
り
が
並
ん
だ
と
あ

る
。
初
日
の
一
六
日
に
は
、
家
老
・
新
野
左
馬
助
（
直
中
の
一
〇
男
）・
中
老
・
用
人
・

一
八
〇
石
以
下
知
行
取
、
一
七
日
に
は
笹
之
間
・
笹
之
間
詰
・
物
頭
・
二
〇
〇
石
以
上
知

行
取
が
そ
れ
ぞ
れ
参
拝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
日
に
は
小
溜
・
母
衣
役
・
扶
持
切
米
取
・

騎
馬
徒
の
参
拝
日
、
一
九・二
〇
日
は
郷
士
な
ど
の
参
拝
日
に
充
て
ら
れ
た
。

　
創
建
当
初
の
境
内
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
、「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」
に
載
せ
ら
れ

た
「
御
宮
略
図
」（
図
２-

３
）
お
よ
び
、「（
井
伊
八
幡
宮
参
詣
配
置
図
）」（
図
２-

４
）

が
あ
る
（
い
ず
れ
も
田
中
与
左
衛
門
家
文
書
）。
二
つ
の
絵
図
に
描
か
れ
る
境
内
は
ほ
ぼ

一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
か
ら
創
建
当
初
の
境
内
の
様
相
を
確
認
し
て
お
く
。

　
図
２-

３
を
み
る
と
、
参
道
が
清
凉
寺
・
龍
潭
寺
の
前
を
通
る
「
龍
潭
寺
道
」
か
ら
分

岐
し
、
折
れ
を
と
も
な
い
な
が
ら
社
殿
ま
で
延
び
る
。
境
内
の
入
口
に
は
「
龍
潭
寺
道
」

に
面
し
て
冠
木
門
と
柵
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
方
に
堀
と
そ
れ
を
ま
た
ぐ
「
一
ノ
橋
」
が

あ
る
。
そ
こ
か
ら
参
道
を
進
む
と
途
中
に
鳥
居
が
立
ち
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
は
コ
の
字
形

に
掘
ら
れ
た
堀
と
そ
こ
に
架
か
る
「
二
ノ
橋
」
が
位
置
す
る
。
こ
の
橋
を
渡
る
と
中
門
が

立
ち
、背
後
に
は
も
う
一
基
の
鳥
居
が
配
さ
れ
る
。
そ
の
後
方
に
は
冠
木
門
と
柵
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
社
殿
が
立
つ
。
柵
の
内
側
に
は
社
殿
と
の
間
に
南
側
に「
手
水
鉢
」、北
側
に「
御

番
所
」
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、
拝
殿
の
南
側
に
は
井
戸
を
配
し
て
い
る
。
境
内
の
最
奥
部

に
立
つ
社
殿
は
正
面
か
ら
見
た
立
面
と
し
て
描
か
れ
、「
本
宮
」
と
「
拝
殿
」
を
「
渡
り
間
」

が
つ
な
ぐ
複
合
社
殿
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
図
２-

４
は
、
社
殿
を
平
面
図
と
し
て
実
際
よ
り
も
か
な
り
大
き
く

描
き
、
拝
殿
内
部
や
正
面
の
縁
に
家
臣
の
座
配
を
記
入
し
て
お
り
、
井
伊
八
幡
宮
の
新
社

殿
へ
の
遷
座
に
と
も
な
う
家
臣
参
詣
の
様
子
を
記
録
し
た
図
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

か
境
内
は
社
殿
の
下
方
に
小
さ
く
描
く
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
石
灯
籠
を
配
す
る
な
ど
、

図
２-

３
に
は
な
い
情
報
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
詳
細
に
み
る
と
、
社
殿
前
方
に
手
水
鉢

が
な
く
、
中
門
後
方
の
鳥
居
の
脇
に
「
手
洗
井
」
を
描
く
点
、
社
殿
前
の
冠
木
門
の
手
前

に
階
段
の
よ
う
な
も
の
を
描
い
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
絵
図
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
境
内
を
正
確
に
示
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
も
の
の
、
創
建
当
初
の
境
内
に
は
堀
や
橋
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
近
代
以
降
と
は
大

き
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
門
も
明
治
期
と
は
立
つ
位
置
が

異
な
り
、
創
建
後
間
も
な
く
境
内
の
大
規
模
な
改
変
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
（
三
）
社
殿
の
造
営
組
織

　
旧
井
伊
神
社
社
殿
に
は
、
上
棟
に
あ
た
っ
て
作
製
さ
れ
た
棟
札
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
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図２-３　「御宮略図」（「井伊八幡宮御鎮坐記」〈田中
与左衛門家文書〉）

図２-４　「（井伊八幡宮参詣配置図）」（田中与左衛門家
文書）

こ
か
ら
社
殿
の
造
営
組
織
の
詳
細
が
明
ら
か

と
な
る
。
さ
ら
に
、『
侍
中
由
緒
帳
』
に
は
、

造
営
に
携
わ
っ
た
各
家
の
由
緒
と
し
て
、
弘

化
三
年
閏
五
月
に
井
伊
八
幡
宮
造
営
に
対
す

る
褒
賞
の
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
棟
札
に
載
せ
ら
れ
た
者
以
外
に
も
多
く

の
藩
士
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

表
２-

１
は
、
こ
れ
ら
か
ら
造
営
に
携

わ
っ
た
藩
士
ら
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る

（
一
六
）。
こ
こ
か
ら
、
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
は

藩
の
直
営
で
進
め
ら
れ
、
総
奉
行
は
家
老
の

木
俣
土
佐
・
小
野
田
小
一
郎
が
務
め
た
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
総
奉
行
の
下
に
は
用

掛
・
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行
・
塗
物
奉
行
が

配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
、
棟
札
に

は
な
い
が
普
請
方
手
引
・
普
請
着
到
附
役
・

買
上
物
改
証
判
役
の
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
こ
の
う
ち
普
請
方
手
引
に
つ
い
て
は
、

普
請
奉
行
で
あ
っ
た
安
中
半
右
衛
門
が
造
営

半
ば
で
城
使
役
へ
役
替
え
と
な
っ
た
た
め
、

河
北
主
水
・
石
原
権
之
介
が
そ
の
代
わ
り
と

し
て
勤
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
と
き
編
成
さ
れ
た
造
営
組
織
を
藩
に

よ
る
他
の
寺
社
造
営
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

前
述
の
よ
う
に
、
元
禄
期
の
弁
才
天
堂
造
営

の
際
は
、
奉
行
の
下
に
普
請
奉
行
・
作
事
奉
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行
が
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
で
は
総
奉
行
と
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行

と
の
間
に
用
掛
が
配
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
く
異
な
る
。用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
た
加
藤
彦
兵
衛・

藤
堂
次
郎
太
夫
は
い
ず
れ
も
側
役
を
務
め
て
お
り
、
直
亮
の
近
く
に
仕
え
る
家
臣
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
直
亮
の
意
志
を
直
接
に
造
営
へ
反
映
さ
せ
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
役
職
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
と
き
の
造
営
で
棟
梁
を
務
め
た
小
森
徳
兵
衛
・
長
谷
川
嘉
棟
太
は
、
天
保

六
年
に
作
成
さ
れ
た「
天
保
六
年
六
月　
御
作
事
方
肝
煎
勤
向
帳
」（
彦
根
市
図
書
館
所
蔵
）

に
作
事
奉
行
直
属
の
大
工
と
し
て
同
姓
の
大
工
が
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
藩
の
大
工

で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
伝
十
郎
は
同
じ
く
直
属
の
大
工
で
あ
っ
た
村
田
伝
十

郎
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
（『
彦
根
市
史　
中
冊
』
一
〇
七
頁
）。

　
そ
の
他
に
も
、
拝
殿
向
拝
の
彫
刻
に
は
背
面
に
「
長
浜
住　
早
瀬
守
次
」
と
墨
書
さ
れ

て
お
り
（
第
三
章
第
三
節
）、
棟
札
に
記
載
は
な
い
も
の
の
、
社
殿
の
彫
刻
を
長
浜
の
彫

物
師
が
分
担
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
守
次
は
長
浜
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
彫
物
師

で
、「
尾
張
藩
御
用
彫
刻
師
」
を
名
乗
っ
た
早
瀬
長
兵
衛
の
一
門
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
一
七
）。

現
存
す
る
守
次
の
作
品
と
し
て
は
、
文
化
九
年
建
立
の
大
通
寺
山
門
の
彫
刻
、
長
浜
曳
山

祭
の
曳
山
「
壽
山
」「
青
海
山
」
の
彫
刻
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、彦
根
に
お
い
て
も
、

井
伊
神
社
の
ほ
か
に
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
彦
根
城
天
守
の
修
理
に
も
動
員
さ
れ

て
お
り
、
幕
末
期
に
彦
根
藩
の
行
っ
た
造
営
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
（
第
三
章
第
三
節
参

照
）。

　
以
上
、
直
亮
に
よ
る
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
直
亮
が
井
伊
八
幡
宮

を
創
建
し
た
直
接
の
契
機
は
、共
保
の
七
五
〇
回
遠
忌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
翌
年
に
挙
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
江
戸
幕
府
一
二
代
将
軍
徳
川

家
慶
の
日
光
社
参
の
影
響
も
あ
っ
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
慶
が
大
名
・
旗
本
を
従
え

て
行
っ
た
日
光
社
参
は
、
父
徳
川
家
斉
の
大
御
所
政
治
に
よ
り
低
下
し
た
将
軍
権
威
を
再

び
強
化
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
直
亮
は
天
保
一
二
年
ま
で
大
老
を
務
め

て
お
り
、
か
か
る
将
軍
権
威
の
上
昇
と
い
う
社
参
の
目
的
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
で

表２-１　井伊八幡宮造営に携わった藩士・工匠
役職・職名 姓名 藩機構における役職 備考 典拠

総奉行 木俣土佐守易 家老 棟札・『侍中由緒帳』
小野田小一郎為典 家老 棟札・『侍中由緒帳』

用掛 加藤彦兵衛安和 側役 棟札・『侍中由緒帳』
藤堂次郎太夫良璟 側役 棟札・『侍中由緒帳』

普請奉行 安中半右衛門正英 普請奉行 弘化２年 10 月に城使役に役替 棟札・『侍中由緒帳』

普請方手引 河北主水祐順 側役・普請方手引 『侍中由緒帳』
石原権之介吉文 供頭・普請奉行手引 『侍中由緒帳』

作事奉行 山下一太夫良英 作事奉行 棟札・『侍中由緒帳』
竹岡衛士泰 作事奉行 棟札・『侍中由緒帳』

塗物奉行 武笠七郎右衛門宣豫 元方勘定奉行・佐野奉行 棟札・『侍中由緒帳』

普請着到附役
長浜八平宗栄 普請着到附役 『侍中由緒帳』
大久保弥七正義 普請着到附役 『侍中由緒帳』
荒木小七郎忠一 普請着到附役 着任は弘化２年３月 『侍中由緒帳』

買上物改証判役 加藤庄九郎 買上物改証判役 『侍中由緒帳』
牧野藤十郎成福 買上物改証判役 着任は弘化２年７月 『侍中由緒帳』

棟梁 小森徳兵衛正常 棟札
長谷川嘉棟太吉知 棟札

肝煎 伝十郎 棟札
外次郎 棟札

差添 治右衛門 棟札
久助 棟札
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あ
る
。
直
亮
自
身
、
父
直
中
か
ら
藩
主
と
し
て
の
適
性
を
否
定
さ
れ
て
お
り
、
藩
内
に
お

け
る
藩
主
と
し
て
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
も
、
直
中
が
造
営
し
た
護
国
殿
と
は
異
な
る

君
臣
関
係
を
再
構
築
す
る
た
め
の
装
置
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
第
三
節　
近
代
以
降
の
井
伊
神
社

　
明
治
維
新
以
降
、
明
治
政
府
に
よ
り
近
代
化
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
井
伊
八
幡
宮
・

護
国
殿
と
い
っ
た
藩
主
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
宗
教
施
設
は
、
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
化
し

た
。
ま
ず
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
井
伊
八
幡
宮
に
祀
ら
れ
た
共
保
の
霊
は
、
稜
威

鞆
安
彦
命
と
改
め
ら
れ
、社
名
も
井
伊
八
幡
宮
か
ら
井
伊
神
社
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
一
方
、

護
国
殿
も
神
仏
分
離
に
よ
り
清
凉
寺
か
ら
独
立
し
、
明
治
九
年
に
は
新
た
に
神
社
と
な
り

社
号
を
佐
和
山
神
社
と
称
し
た
。

写真２-６　井伊神社境内古写真（彦根市立図書館所蔵）

が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
そ
の
隣
に
押
さ
れ
た
押
紙
に
「
未
タ
御
出
来

相
成
不
申
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
新
た
に
社
殿
が
造
営
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
社
殿
の
南
側
に
は
「
仮
御
神
楽
座
」
を
描
く
が
、
上
部
に
「
当
時
御
取

払
場
所
」
と
記
し
た
押
紙
を
押
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
に
立
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
。

　
そ
の
他
に
、
時
期
は
不
明
な
が
ら
近
代
の
境
内
を
撮
影
し
た
写
真
と
し
て
写
真
２-

６

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
手
水
舎
や
神
楽
殿
と
思
わ
れ
る
建
物
が
写
っ
て
お
り
、
実
際
に
こ

れ
ら
の
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
後
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
に
は
井
伊
神
社
と
佐
和
山
神
社
は
合
祀
さ
れ
、

佐
和
山
神
社
の
御
神
体
で
あ
っ
た
直
政
・
直
孝
の
坐
像
は
井
伊
神
社
へ
と
遷
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、同
三
五
年
に
は
、佐
和
山
神
社
の
社
殿
は
、敦
賀
市
の
天
満
神
社
へ
と
移
築
さ
れ
た
。

平
成
三
年（
一
九
九
一
）、井
伊
神
社
の
社
務
が
井
伊
家
か
ら
多
賀
大
社
へ
と
引
き
継
が
れ
、

同
二
五
年
に
は
社
殿
が
多
賀
大
社
か
ら
彦
根
市
へ
と
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
社

殿
は
彦
根
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
一
方
、
天
満
神
社
（
旧
佐
和
山
神
社
）
の
社

殿
は
、
平
成
二
八
年
に
「
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
」
と
し
て
福
井
県
指
定
有
形

文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
。

　
ま
た
、
直
中
の
坐
像
を
祀
っ
た
観
徳
殿
に
は
、
明
治
二
年
に
ど
こ
か
ら
か
一
三
代
当
主

井
伊
直
弼
の
坐
像
が
遷
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
神
仏
分
離
が
進
む
な
か
で
、
観
徳
殿
は
天
寧

寺
か
ら
独
立
し
、
祖
霊
社
と
な
っ
た
。
昭
和
一
三
年
に
は
、
佐
和
山
神
社
と
同
様
、
井
伊

神
社
へ
合
祀
さ
れ
、
直
中
と
直
弼
の
坐
像
は
井
伊
神
社
へ
と
遷
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同

三
八
年
に
観
徳
殿
は
荒
神
山
神
社
の
遙
拝
所
と
し
て
、
彦
根
城
の
南
西
に
位
置
す
る
荒
神

山
の
東
麓
に
移
築
さ
れ
た
。
平
成
二
八
年
に
は
、「
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
」
と
し
て
彦
根

市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
註

（
一
） 

中
村
直
勝
監
修
『
彦
根
市
史　
中
冊
』（
彦
根
市
役
所
、
一
九
六
二
年
）。

　
明
治
初
期
の
境
内
の
様
相
は
、
創

建
間
も
な
い
境
内
の
様
相
を
描
い
た

と
考
え
ら
れ
る
「
井
伊
神
社
絵
図
」

（
井
伊
岳
夫
氏
所
蔵
）
か
ら
う
か
が

え
る
（
第
三
章
第
二
節
（
三
）
絵
図

を
参
照
）。
こ
の
絵
図
は
境
内
全
体

を
描
い
た
も
の
で
、
隅
に
は
紙
を
継

い
で
社
殿
と
中
門
の
平
面
図
を
付
し

て
い
る
。
境
内
は
、
幕
末
期
か
ら
大

き
く
変
化
し
て
お
り
、境
内
入
口
と
、

中
門
の
前
方
に
設
け
ら
れ
た
堀
・
橋

は
な
く
、
中
門
の
位
置
も
社
殿
寄
り

に
後
退
し
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
正

面
に
立
つ
鳥
居
の
南
東
に
入
母
屋
造

の
建
物
、
中
門
の
手
前
に
は
手
水
舎
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彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史　

第
二
巻　

通
史
編　

近
世
』（
彦
根
市
、

二
〇
〇
八
年
）。

（
二
） 
彦
根
城
博
物
館
編
『
彦
根
の
寺
社　

仙
琳
寺
の
歴
史
と
美
術
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
七
年
）。

（
三
） 『
重
要
文
化
財
・
県
指
定
有
形
文
化
財　
長
寿
院
伽
藍
５
棟
修
理
工
事
報
告
書
』（
滋
賀
県
教

育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）。

（
四
） 

北
野
神
社
社
殿
の
棟
札
は
、
西
澤
工
務
店
が
修
理
工
事
の
際
に
撮
影
し
た
写
真
を
参
照
し
た
。

（
五
） 

こ
の
と
き
、
直
中
は
自
ら
の
寿
像
も
制
作
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
寿
像
が
ど
こ
に
安
置
さ
れ

た
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
の
ち
に
井
伊
神
社
本
殿
内
へ
納
め
ら
れ
て
現
存
す
る
（
第
五
章
参

照
）。

（
六
） 「
清
凉
寺
交
割
帳
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
、
調
査
番
号
六
一
八
四
）。

（
七
） 

頼　
あ
き
「
彦
根
藩
と
寺
社
」（
彦
根
城
博
物
館
編
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
６　
武
家
の
生

活
と
教
養
』
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
八
） 

岸
本　
覚
「
長
州
藩
祖
廟
の
形
成
」（『
日
本
史
研
究
』
四
三
八
、一
九
九
九
年
）。

　
　
　
同　
　

「
近
世
後
期
に
お
け
る
歴
史
編
纂
事
業
と
祖
先
顕
彰
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
五
九
、

　
　
　
二
〇
一
七
年
）。

（
九
） 

母
利
美
和
「
幕
末
期
彦
根
藩
の
政
治
意
識
─
井
伊
直
弼
の
政
治
意
識
形
成
過
程
を
中
心
に
─
」

（
前
掲
彦
根
城
博
物
館
編
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
６　
武
家
の
生
活
と
教
養
』）。

（
一
〇
） 

彦
根
城
博
物
館
編
『
五
百
羅
漢
の
お
寺
─
天
寧
寺
の
歴
史
と
美
術
─
』（
彦
根
城
博
物
館
、

二
〇
一
〇
年
）。
な
お
、
本
堂
は
宗
徳
寺
か
ら
の
移
築
と
伝
わ
る
。
詳
細
は
第
九
章
を
参
照
の

こ
と
。

（
一
一
） 「
御
指
紙
略
記
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
、
調
査
番
号
三
一
六
六
三
）。

（
一
二
） 「
御
像
殿
交
割
簿
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
六
一
八
六
）。

（
一
三
） 「
御
指
紙
略
記
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
三
一
七
七
二
）。

（
一
四
） 

高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
─
藩
主
直
中
の
造
像
活
動　
清
凉
寺
護
国
殿
と
天
寧

寺
観
徳
殿
─
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
五
、二
〇
〇
四
年
）。

（
一
五
） 

夏
目
琢
史
「
彦
根
藩
井
伊
家
の
井
伊
谷
参
詣
」『
近
世
の
地
方
寺
院
と
地
域
社
会
─
遠
州
井
伊

谷
龍
潭
寺
を
中
心
に
─
』（
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
一
六
） 

そ
の
他
に
も
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」
に
は
、
褒
賞
を
与
え
ら
れ
た
藩
士
と
し
て
、
田
中

惣
右
衛
門
・
堤
与
一
右
衛
門
・
中
山
周
介
・
山
本
泉
介
・
浜
甲
右
衛
門
・
小
倉
四
郎
平
・
服

部
護
一
の
名
前
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
は
『
侍
中
由
緒
帳
』
に
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

造
営
に
お
け
る
役
割
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
田
中
惣
右
衛
門
は
河
北
主
水
・

石
原
権
之
介
と
と
も
に
江
州
綿
二
把
を
褒
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
両
名
と
同
じ
く
普

請
方
手
引
の
役
割
を
担
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
一
七
）
水
野
耕
嗣
『
尾
張
藩
御
彫
物
師 

早
瀬
長
兵
衛　
木
彫
の
軌
跡
』（
泉
良
、
二
〇
〇
八
年
）。
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第
三
章　
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
建
築
的
特
徴

　
　
　
　
　
第
一
節　
井
伊
神
社
境
内
の
構
成
と
石
造
物

　
井
伊
神
社
は
佐
和
山
の
西
麓
、
龍
潭
寺
の
北
側
に
位
置
す
る
。
境
内
は
井
伊
八
幡
宮
創

建
に
と
も
な
い
整
備
さ
れ
、
そ
の
後
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
幅
に
改
変
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
境
内
は
西
側
を
正
面
と
し
て
大
き
く
三
段
に
造
成
さ
れ
、
最
も
東

側
に
あ
た
る
上
段
に
社
殿
が
立
つ
。
各
段
の
境
に
は
石
階
を
設
け
る
と
と
も
に
、
上
・
中

段
の
法
面
に
は
低
い
石
垣
を
積
む
。
こ
う
し
た
境
内
の
構
成
の
み
は
創
建
当
初
か
ら
そ
れ

ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
境
内
に
は
近
世
・
近
代
に
奉
納
さ
れ

た
石
灯
籠
な
ど
の
石
造
物
が
い
く
つ
か
現
存
し
て
お
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
創
建
当
初

の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
段
の
平
坦
地
の
う
ち
下
段
に
は
、
本
殿
に
向
か
っ
て
参
道
が
東
西
に
走
り
、
正
面
に

一
対
の
石
灯
籠
、
そ
こ
か
ら
や
や
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
参
道
を
ま
た
い
で
鳥
居
が
立
つ
。

さ
ら
に
、中
段
と
の
境
に
も
一
対
の
石
灯
籠
が
立
つ
。
こ
れ
は
、明
治
三
〇
年（
一
八
九
七
）

に
長
浜
町
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
段
と
の
段
差
に
は
粗
く
加
工
し
た
石
を
二
段
程

度
積
ん
だ
低
い
石
垣
を
築
い
て
お
り
、
参
道
中
央
に
石
階
を
設
け
る
。

　
中
段
に
は
、
奥
寄
り
に
参
道
を
挟
ん
で
一
対
の
石
灯
籠
、
そ
の
南
側
に
建
物
の
礎
石
、

井
戸
の
枠
石
、
水
盤
が
残
る
。
こ
の
う
ち
石
灯
籠
は
「
西
原
中
」
の
寄
進
し
た
も
の
で
、

近
代
に
入
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
南
側
の
礎
石
な
ど
は
、
第
二
章
写

真
２-

６
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、灯
籠
の
南
側
に
立
っ
て
い
た
手
水
舎
の
遺
構
で
あ
る
。

上
段
と
の
段
差
に
は
、足
元
に
の
み
粗
く
加
工
し
た
石
を
二
段
程
度
積
ん
だ
石
垣
を
築
き
、

参
道
中
央
、
お
よ
び
参
道
の
両
脇
に
石
階
を
設
け
て
い
る
。

　
上
段
は
、
中
段
か
ら
石
階
を
上
っ
た
と
こ
ろ
に
中
門
の
基
壇
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
本
殿

側
の
参
道
は
切
石
敷
き
と
す
る
。
さ
ら
に
、
中
門
の
両
側
に
は
藩
士
の
寄
進
し
た
石
灯
籠

が
立
ち
並
ぶ
。
旧
本
殿
な
ど
の
社
殿
は
上
段
の
東
寄
り
に
位
置
し
、
現
在
は
中
門
跡
と
旧

社
殿
と
の
間
に
新
し
い
井
伊
神
社
本
殿
が
立
っ
て
い
る
。
建
立
当
初
は
社
殿
を
囲
繞
す
る

よ
う
に
透
塀
が
立
っ
て
お
り
、
社
殿
の
周
囲
に
は
透
塀
の
柱
の
礎
石
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
旧
社
殿
の
北
東
に
は
井
戸
の
枠
石
が
残
る
。

　
さ
て
、
境
内
の
鳥
居
や
石
灯
籠
な
ど
の
石
造
物
は
、
先
に
述
べ
た
近
代
の
も
の
を
除
く

と
、
社
殿
の
造
営
に
合
わ
せ
て
彦
根
藩
士
が
寄
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
社
殿
建
立
と
同
じ
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
銘
を
持
つ
。
現
在
、
境
内
に
あ
っ
た

大
部
分
の
建
物
や
堀
な
ど
の
構
築
物
は
失
わ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
石
造
物
か
ら
創
建

当
初
の
境
内
の
様
相
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
図
３-

１
）。

　
表
３-

１
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
造
物
に
刻
ま
れ
た
年
紀
と
寄
進
者
を
一
覧
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
寄
進
者
名
の
う
ち
、
石
造
物
の
風
蝕
が
大
き
く
ほ
と
ん
ど
判
読
で
き
な
い
も

の
、
判
読
の
難
し
い
も
の
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
風
蝕
に
よ
り
姓
名
の
一
部
が
判
読
で
き

な
い
も
の
は
、『
侍
中
由
緒
帳
』
に
も
と
づ
き
姓
名
を
推
定
し
た
。
さ
ら
に
、表
３-

２
は
、

寄
進
者
の
藩
機
構
に
お
け
る
役
職
と
知
行
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
灯
籠

な
ど
を
寄
進
し
た
藩
士
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
① 

知
行
高
が
二
〇
〇
石
以
上
の
藩
士
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
藩
内
で
も
家
格
の

高
い
藩
士
が
寄
進
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
造
営
の
作
事
奉
行
を
務
め
た

山
下
一
太
夫
・
竹
岡
衛
士
、
塗
物
奉
行
を
務
め
た
武
笠
七
郎
右
衛
門
は
、
い
ず
れ
も

知
行
高
が
二
〇
〇
石
未
満
な
が
ら
灯
籠
３
を
寄
進
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
場
所
は
中
門
両
脇
に
並
ぶ
灯
籠
列
の
北
端
に
位
置
す
る
。

　
② 

弘
化
二
年
の
年
紀
を
持
つ
灯
籠
の
多
く
は
一
基
ず
つ
奉
納
さ
れ
て
い
る
が
、
社
殿

近
く
に
は
対
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
灯
籠
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
社
殿
に
最
も
近
い

灯
籠
８・９
は
、
藩
主
の
近
く
に
仕
え
る
側
役
が
奉
納
し
た
も
の
、
そ
の
両
隣
に
並
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図３-１　井伊神社配置図（図中の丸囲い数字は、表３- １の石造物の番号
を示す）

井伊神社

旧井伊神社社殿覆屋

N

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭ ⑮
⑯

⑰ ⑱

⑲

⑳ ㉑

井伊神社本殿
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ぶ
７
・
10
は
、
家
老
を
務
め
る
大
身
の
藩
士
が
奉
納
し
た
も
の
で
あ
り
、
藩
主
直
亮

と
の
親
疎
に
よ
り
奉
納
の
形
式
や
位
置
が
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③ 

側
役
が
奉
納
し
た
灯
籠
８・９
の
み
は
年
紀
が
弘
化
二
年
九
月
と
な
っ
て
お
り
、
理

由
は
不
明
な
が
ら
、
他
と
比
べ
一
ヶ
月
遅
く
作
ら
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
最
初
に

藩
士
や
領
民
が
参
詣
を
許
さ
れ
た
の
は
、
同
年
八
月
一
六
〜
二
二
日
で
あ
り
、
そ
の

時
に
は
こ
れ
ら
の
灯
籠
は
立
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。

　
④ 

手
水
舎
の
水
盤
に
は
、
大
身
の
藩
士
の
姓
名
が
列
記
さ
れ
る
。
こ
の
水
盤
は
創
建

期
に
は
社
殿
の
近
傍
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
（
第
二
章
図
２-

３・４
）、
社
殿
の
近

く
に
配
さ
れ
る
石
造
物
を
家
格
の
高
い
藩
士
が
奉
納
す
る
と
い
う
基
本
的
な
方
針
の

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
⑤ 

石
鳥
居
は
家
老
の
木
俣
土
佐
・
小
野
田
小
一
郎
が
奉
納
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に

大
規
模
な
石
造
物
は
八
幡
宮
造
営
の
総
奉
行
を
務
め
た
木
俣
・
小
野
田
両
人
が
担
っ

た
こ
と
が
わ
か
る

　
こ
の
よ
う
に
、
境
内
に
現
存
す
る
石
造
物
は
、
藩
内
で
も
家
格
の
高
い
藩
士
が
奉
納
し

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
か
つ
藩
主
と
の
親
疎
に
も
と
づ
き
石
造
物
の
規
模・数
量・

位
置
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
境
内
全
体
が
君
臣
関
係
を

確
認
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

写真３-２　井伊神社境内（中段から社殿をみる）写真３-４　井伊神社中門跡の両脇に並ぶ石灯籠

写真３-１　井伊神社境内（境内入口から奥をみる）写真３-３　西原中寄進の石灯籠、および手水舎跡に
残る水盤
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表
３-

１　
境
内
石
造
物
一
覧
（
番
号
は
、
図
３-

１
中
の
丸
囲
い
数
字
と
一
致
す
る
）

番
号

種
別

碑
銘

年
紀

寄
進
者
名

備
考

１

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

青
木
平
左
衛
門
頼
延
・
細
江
次
郎
右
衛
門
正
豊
・
木
俣
亘
理
守
陣
・
三
浦
鵜
殿
綱
軌
・
大
久
保
小
膳
員
好
・
庵
原
奥
左
衛
門
朝
徳
・
吉
用
茂
助
明
一
・

大
久
保
藤
助
正
永
・
脇
十
次
右
衛
門
豊
昶
・
杉
原
重
之
進
守
徳

寄
進
者
は
計
一
一
名

２

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

３

灯
籠

奉
献

山
下
一
太
夫
良
英
・
竹
岡
衛
士
泰
・
武
笠
七
郎
右
衛
門
宣
豫

４

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

５

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

内
田
源
太
夫
包
道
・
三
浦
吉
之
介
貞
善
・
成
嶋
常
五
郎
久
邦
・
小
泉
貞
之
丞
信
順
・
今
村
荘
之
進
正
道

寄
進
者
は
計
七
名

６

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

７

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

西
郷
伊
予
源
員
材
・
長
野
伊
豆
在
原
業
寿
・
三
浦
与
右
衛
門
平
元
泰
・
中
野
若
狭
藤
原
尭
三
・
木
俣
懿
二
郎
橘
守
彝

10
と
対
と
な
る

８

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
九
月
吉
祥
日

今
村
忠
右
衛
門
正
良
・
犬
塚
外
記
藤
原
正
陽
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
加
藤
彦
兵
衛
安
和
・
西
尾
隆
治
高
光
・
河
北
主
水
祐
順
・
藤
堂
次
郎
太
夫
良
璟
・

横
山
彦
右
衛
門
義
監
・
石
原
権
之
介
吉
文

９
と
対
と
な
る

９

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
九
月
吉
祥
日

今
村
忠
右
衛
門
正
良
・
犬
塚
外
記
藤
原
正
陽
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
加
藤
彦
兵
衛
安
和
・
西
尾
隆
治
高
光
・
河
北
主
水
祐
順
・
藤
堂
次
郎
太
夫
良
璟
・

横
山
彦
右
衛
門
義
監
・
石
原
権
之
介
吉
文

８
と
対
と
な
る

10

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

西
郷
伊
予
源
員
材
・
長
野
伊
豆
在
原
業
寿
・
三
浦
与
右
衛
門
平
元
泰
・
中
野
若
狭
藤
原
尭
三
・
木
俣
懿
二
郎
橘
守
彝

７
と
対
と
な
る

11

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

12

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

朝
比
奈
篤
右
衛
門
泰
公
・
日
下
部
三
郎
右
衛
門
令
立
・
藤
田
金
之
助
重
相
・
喜
多
山
庄
二
郎
正
許
・
大
塚
広
人
勝
雄
・
大
久
保
権
内
忠
督
・
澤
村
左

平
太
之
輝
・
大
野
三
郎
介
義
房

13

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

14

灯
籠

御
神
燈
（
な
し
）

西
原
中

15
と
対
と
な
る

15

灯
籠

御
神
燈
（
な
し
）

西
原
中

14
と
対
と
な
る

16

水
盤

奉
献

（
判
読
で
き
ず
）

庵
原
虎
吉
藤
原
朝
儀
・
宇
津
木
対
馬
泰
交
・
横
地
刑
部
儀
致
・
印
具
寿
之
介
荘
重
・
戸
塚
左
太
夫
源
正
安
・
脇
蔵
人
源
豊
武
・
澤
村
鍋
丸
平
之
則
・

増
田
啓
次
郎
藤
原
良
寛
・
吉
用
隼
丞
菅
原
明
通
・
木
俣
源
二
郎
橘
守
敬
・
犬
塚
求
之
介
藤
原
正
憙
・
今
村
俊
二
源
正
邦
・
中
野
平
馬
藤
原
徴
光

寄
進
者
は
計
一
四
名
か

17

灯
籠

献
燈

明
治
三
十
年

長
浜
町

18
と
対
と
な
る
、
月
日
は

判
読
で
き
ず

18

灯
籠

献
燈

明
治
三
十
年

長
浜
町

17
と
対
と
な
る
、
月
日
は

判
読
で
き
ず

19

鳥
居

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

木
俣
土
佐
橘
守
易
・
小
野
田
小
一
郎
藤
原
為
典

20

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

21

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

勝
野
五
太
夫
正
生
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
犬
塚
外
記
正
陽
・
杉
原
数
馬
守
寿
・
山
田
甚
五
右
衛
門
利
整
・
河
北
主
水
祐
順
・
荒
居
治
太
夫
善
張
・
石
原

権
之
介
吉
文
・
高
橋
要
人
重
敬
・
早
乙
目
多
司
馬
正
彝
・
長
野
文
次
郎
業
肥
・
片
桐
棟
之
［
　
　
］・
三
浦
九
右
衛
門
高
近
・
田
中
三
郎
左
衛
門
義

貴
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表
３-

１　
境
内
石
造
物
一
覧
（
番
号
は
、
図
３-

１
中
の
丸
囲
い
数
字
と
一
致
す
る
）

番
号

種
別

碑
銘

年
紀

寄
進
者
名

備
考

１

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

青
木
平
左
衛
門
頼
延
・
細
江
次
郎
右
衛
門
正
豊
・
木
俣
亘
理
守
陣
・
三
浦
鵜
殿
綱
軌
・
大
久
保
小
膳
員
好
・
庵
原
奥
左
衛
門
朝
徳
・
吉
用
茂
助
明
一
・

大
久
保
藤
助
正
永
・
脇
十
次
右
衛
門
豊
昶
・
杉
原
重
之
進
守
徳

寄
進
者
は
計
一
一
名

２

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

３

灯
籠

奉
献

山
下
一
太
夫
良
英
・
竹
岡
衛
士
泰
・
武
笠
七
郎
右
衛
門
宣
豫

４

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

５

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

内
田
源
太
夫
包
道
・
三
浦
吉
之
介
貞
善
・
成
嶋
常
五
郎
久
邦
・
小
泉
貞
之
丞
信
順
・
今
村
荘
之
進
正
道

寄
進
者
は
計
七
名

６

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

７

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

西
郷
伊
予
源
員
材
・
長
野
伊
豆
在
原
業
寿
・
三
浦
与
右
衛
門
平
元
泰
・
中
野
若
狭
藤
原
尭
三
・
木
俣
懿
二
郎
橘
守
彝

10
と
対
と
な
る

８

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
九
月
吉
祥
日

今
村
忠
右
衛
門
正
良
・
犬
塚
外
記
藤
原
正
陽
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
加
藤
彦
兵
衛
安
和
・
西
尾
隆
治
高
光
・
河
北
主
水
祐
順
・
藤
堂
次
郎
太
夫
良
璟
・

横
山
彦
右
衛
門
義
監
・
石
原
権
之
介
吉
文

９
と
対
と
な
る

９

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
九
月
吉
祥
日

今
村
忠
右
衛
門
正
良
・
犬
塚
外
記
藤
原
正
陽
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
加
藤
彦
兵
衛
安
和
・
西
尾
隆
治
高
光
・
河
北
主
水
祐
順
・
藤
堂
次
郎
太
夫
良
璟
・

横
山
彦
右
衛
門
義
監
・
石
原
権
之
介
吉
文

８
と
対
と
な
る

10

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

西
郷
伊
予
源
員
材
・
長
野
伊
豆
在
原
業
寿
・
三
浦
与
右
衛
門
平
元
泰
・
中
野
若
狭
藤
原
尭
三
・
木
俣
懿
二
郎
橘
守
彝

７
と
対
と
な
る

11

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

12

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

朝
比
奈
篤
右
衛
門
泰
公
・
日
下
部
三
郎
右
衛
門
令
立
・
藤
田
金
之
助
重
相
・
喜
多
山
庄
二
郎
正
許
・
大
塚
広
人
勝
雄
・
大
久
保
権
内
忠
督
・
澤
村
左

平
太
之
輝
・
大
野
三
郎
介
義
房

13

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

14

灯
籠

御
神
燈
（
な
し
）

西
原
中

15
と
対
と
な
る

15

灯
籠

御
神
燈
（
な
し
）

西
原
中

14
と
対
と
な
る

16

水
盤

奉
献

（
判
読
で
き
ず
）

庵
原
虎
吉
藤
原
朝
儀
・
宇
津
木
対
馬
泰
交
・
横
地
刑
部
儀
致
・
印
具
寿
之
介
荘
重
・
戸
塚
左
太
夫
源
正
安
・
脇
蔵
人
源
豊
武
・
澤
村
鍋
丸
平
之
則
・

増
田
啓
次
郎
藤
原
良
寛
・
吉
用
隼
丞
菅
原
明
通
・
木
俣
源
二
郎
橘
守
敬
・
犬
塚
求
之
介
藤
原
正
憙
・
今
村
俊
二
源
正
邦
・
中
野
平
馬
藤
原
徴
光

寄
進
者
は
計
一
四
名
か

17

灯
籠

献
燈

明
治
三
十
年

長
浜
町

18
と
対
と
な
る
、
月
日
は

判
読
で
き
ず

18

灯
籠

献
燈

明
治
三
十
年

長
浜
町

17
と
対
と
な
る
、
月
日
は

判
読
で
き
ず

19

鳥
居

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

木
俣
土
佐
橘
守
易
・
小
野
田
小
一
郎
藤
原
為
典

20

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

（
判
読
で
き
ず
）

21

灯
籠

奉
献

弘
化
二
年
八
月
吉
祥
日

勝
野
五
太
夫
正
生
・
舟
橋
右
仲
正
迪
・
犬
塚
外
記
正
陽
・
杉
原
数
馬
守
寿
・
山
田
甚
五
右
衛
門
利
整
・
河
北
主
水
祐
順
・
荒
居
治
太
夫
善
張
・
石
原

権
之
介
吉
文
・
高
橋
要
人
重
敬
・
早
乙
目
多
司
馬
正
彝
・
長
野
文
次
郎
業
肥
・
片
桐
棟
之
［
　
　
］・
三
浦
九
右
衛
門
高
近
・
田
中
三
郎
左
衛
門
義

貴

表３-２　境内石造物に記された寄進者一覧
姓名 役職 知行高（石） 石造物番号 備考

青木平左衛門頼延 母衣役 650 １
庵原奥左衛門朝徳 母衣役 400 １
細江次郎右衛門正豊 小納戸役 350 １
吉用茂助明一 母衣役 350 １
木俣亘理守陣 母衣役 300 １
三浦鵜殿綱軌 中屋敷留守居役 300 １
大久保小膳員好 若様小納戸役 300 １
脇十次右衛門豊昶 母衣役 300 １
杉原重之進守徳 母衣役 300 １
大久保藤助正永 母衣役 250 １
山下一太夫良英 作事奉行 170 ３ 棟札に記載あり
竹岡衛士泰 作事奉行 120 ３ 棟札に記載あり
武笠七郎右衛門宣豫 塗物奉行 120 ３ 棟札に記載あり
内田源太夫包道 弘道館物主・御書物奉行 300 ５
三浦吉之介貞善 300 ５
成嶋常五郎久邦 300 ５
小泉貞之丞信順 300 ５
今村荘之進正道 小姓 300 ５
長野伊豆業寿 家老 4,000 ７･10
西郷伊豫員将 家老 3,500 ７･10
中野若狭尭三 家老 3,500 ７･10
木俣懿二郎守彝 家老加判 ７･10 木俣土佐の子息
三浦与右衛門元泰 家老 2,500 ７･10
河北主水祐順 士宗門改并御武具預・御馳走奉行 450 ８･ ９・21
犬塚外記正陽 側役 400 ８･ ９・21
石原権之介吉文 供頭 400 ８･ ９・21
今村忠右衛門正良 鑓奉行 350 ８･ ９
舟橋右仲正迪 元側役 300 ８･ ９・21
加藤彦兵衛安和 側役 300 ８･ ９ 棟札に記載あり
西尾隆治高光 側役 200 ８･ ９
藤堂次郎太夫良璟 側役 200 ８･ ９ 棟札に記載あり
横山彦右衛門義監 側役・納戸役 200 ８･ ９
朝比奈篤右衛門泰公 700 12
日下部三郎右衛門令立 550 12
藤田金之助重相 450 12
大塚広人勝雄 400 12
大久保権内忠督 350 12
澤村左平太之輝 330 12
大野三郎介義房 320 12
庵原虎吉朝儀 弘道館頭取 5,000 16
宇津木対馬泰交 家老 3,500 16
横地刑部義致 弘道館頭取 2,300 16
脇蔵人豊武 中老・弘道館頭取 2,000 16
澤村鍋丸之則 2,000 16
増田啓次郎良寛 母衣役 2,000 16
戸塚左太夫正安 小手分頭 1,800 16
印具寿之介荘重 小手分頭 1,700 16
吉用隼丞明通 500 俵 16
犬塚求之介正憙 1,200 16
木俣源二郎守敬 800 16
今村俊二正邦 母衣役 800 16
中野平馬徴光 400 16
木俣土佐守易 家老 10,000 19 棟札に記載あり
小野田小一郎為典 3,000 19 棟札に記載あり
三浦九右衛門高近 中屋敷留守居役 500 21
勝野五太夫正生 北筋奉行 450 21
杉原数馬守寿 町奉行・寺社方 400 21
荒居治太夫善張 中屋敷留守居役 400 21
高橋要人重敬 小納戸役・表用人役 350 21
早乙目多司馬正彝 中筋奉行 350 21
山田甚五右衛門利整 士宗門并御馳走奉行 330 21
田中三郎左衛門義貴 表用人役 250 21
長野文次郎業肥 200 21
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第
二
節　
旧
井
伊
神
社
社
殿

　
旧
井
伊
神
社
本
殿
、石
の
間
お
よ
び
拝
殿　
　
　
　
　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五　
棟
札
）

　
　
本　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
銅
板
葺

　
　
石
の
間　
桁
行
二
間　
梁
間
一
間　
両
下
造　
銅
板
葺

　
　
拝　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
正
面
千
鳥
破
風
付　
向
拝
一
間　

　
　
　
　
　
　
向
唐
破
風
造　
銅
板
葺

　
（
一
）
概
要

　
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
、
複
合
社
殿
の
形
式
を
と
る
、
い
わ
ゆ
る

権
現
造
の
建
物
で
あ
る
。
や
や
規
模
が
小
さ
い
も
の
の
、
全
体
を
朱
漆
で
塗
り
、
組
物
な

ど
に
は
極
彩
色
を
施
す
豪
華
な
つ
く
り
で
あ
る
。
本
殿
・
拝
殿
は
入
母
屋
造
で
、
両
下
造

の
石
の
間
が
二
棟
を
つ
な
ぐ
。
石
の
間
の
棟
は
拝
殿
の
棟
を
越
え
て
前
方
に
延
び
、
正
面

を
飾
る
千
鳥
破
風
の
棟
と
な
る
。
こ
う
し
た
形
式
は
、
近
世
初
期
の
権
現
造
の
遺
構
で
あ

る
大
崎
八
幡
宮
社
殿
（
慶
長
一
二
年
〈
一
六
〇
七
〉）・
日
吉
大
社
末
社
東
照
宮
社
殿
（
寛

永
一
一
年
〈
一
六
三
四
〉
建
立
）
な
ど
と
同
様
で
あ
り
、
伝
統
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
拝
殿
は
正
面
に
千
鳥
破
風
を
置
く
と
と
も
に
、
向
拝
を
向
唐
破
風
造

と
し
て
社
殿
の
正
面
を
華
や
か
に
飾
っ
て
い
る
。
屋
根
は
い
ず
れ
も
銅
板
葺
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
社
殿
は
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
そ
れ
ま
で
管
理
し
て
き
た
多
賀
大

社
か
ら
彦
根
市
へ
寄
贈
さ
れ
、
彦
根
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
文
化
財
指
定
に
あ

た
っ
て
、
名
称
が
「
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
相
の
間
お
よ
び
拝
殿
」
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で

は
「
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
（
一
）。

　
（
二
）
本
殿

　
【
基
礎
】
基
壇
は
亀
甲
形
の
切
石
を
隙
間
な
く
積
ん
で
つ
く
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
石
の
表
面
に
丸
み
を
付
け
る
非
常
に
特
徴
的
な
つ
く
り
方
で
あ
る
。
基
壇
上
に
は
、
さ

ら
に
石
製
の
亀
腹
を
載
せ
、
そ
の
上
に
木
製
の
土
台
を
廻
し
て
柱
を
立
て
る
。

　
【
平
面
形
式
】
本
殿
は
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
の
規
模
で
あ
る
。
正
面
の
中
央
二
本
の

側
柱
を
や
や
隅
に
寄
せ
、
中
央
の
柱
間
を
広
く
と
る
。
四
方
に
縁
を
廻
し
、
両
側
面
の
最

奥
に
は
脇
障
子
を
立
て
る
。
脇
障
子
に
は
い
ず
れ
も
鶴
と
松
の
彫
刻
を
は
め
込
ん
で
い
た

が
、
現
在
は
取
り
外
し
拝
殿
内
で
保
管
し
て
い
る
。
正
面
の
縁
は
、
両
隅
の
柱
と
石
の
間

の
側
柱
と
の
間
に
桟
唐
戸
を
入
れ
て
室
内
に
取
り
込
む
。
柱
間
装
置
は
、
正
面
中
央
間
が

双
折
の
桟
唐
戸
、
両
脇
間
は
板
壁
と
す
る
。
側
面
第
一
間
は
、
い
ず
れ
も
外
側
に
観
音
開

き
の
板
扉
を
入
れ
、
内
側
に
は
障
子
を
立
て
込
む
。
側
面
第
二
間
お
よ
び
背
面
は
板
壁
と

す
る
。

　
内
部
は
、
内
陣
と
外
陣
に
二
分
す
る
。
内
外
陣
境
は
中
央
間
を
開
放
と
し
、
両
脇
間
に

は
片
開
き
の
板
戸
を
入
れ
る
。
中
央
間
は
柱
に
辺
付
を
打
つ
と
と
も
に
鴨
居
の
下
に
は
無

目
の
薄
鴨
居
を
入
れ
る
。
薄
鴨
居
に
帳
を
吊
る
金
具
を
と
り
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も

と
は
帳
に
よ
り
仕
切
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
陣
と
外
陣
は
床
高
・
天
井
高
と
も

同
高
で
あ
る
。
内
陣
は
畳
敷
、
外
陣
は
中
央
を
畳
敷
、
そ
の
両
脇
を
拭
板
敷
と
す
る
。
天

井
は
内
外
陣
と
も
格
天
井
で
あ
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】
柱
は
す
べ
て
円
柱
で
、
床
下
ま
で
丸
く
仕
上
げ
て
い
る
。
柱

は
木
製
の
土
台
上
に
立
て
る
。
正
面
は
床
下
の
腰
貫
お
よ
び
切
目
半
長
押
・
腰
長
押
・
内

法
長
押
・
頭
貫
で
つ
な
ぎ
、
中
央
間
は
内
法
長
押
を
一
段
切
り
上
げ
る
。
一
方
、
背
側
面

は
床
下
の
腰
貫
お
よ
び
切
目
長
押
・
切
目
半
長
押
・
腰
長
押
・
内
法
長
押
・
頭
貫
で
つ
な

い
で
い
る
。
正
面
で
は
切
目
長
押
を
省
略
し
、
か
つ
腰
長
押
は
背
側
面
の
そ
れ
よ
り
も
低

い
位
置
に
打
っ
て
お
り
、
正
面
と
背
側
面
で
長
押
の
打
ち
方
を
大
き
く
変
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
正
面
の
長
押
の
釘
隠
に
は
、
井
伊
家
の
家
紋
で
あ
る
橘
紋
の
飾
金
具
を
用
い

る
。
背
側
面
に
も
同
じ
よ
う
な
大
き
さ
の
飾
金
具
が
付
い
た
痕
跡
は
あ
る
も
の
の
、
現
在

は
す
べ
て
取
り
去
ら
れ
て
い
る
。
内
外
陣
境
は
、
柱
を
内
法
長
押
で
つ
な
ぎ
、
中
央
間
の

み
一
段
切
り
上
げ
る
。
中
央
二
本
の
柱
を
や
や
高
く
ま
で
伸
ば
し
て
い
る
た
め
、
側
柱
の

頭
貫
を
飛
貫
の
位
置
に
納
め
る
変
則
的
な
つ
く
り
と
な
る
（
写
真
３-

９
）。
頭
貫
の
木
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写真３-５　旧井伊神社本殿基壇と縁廻り
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図３-２　旧井伊神社本殿、石の間および拝殿平面図
写真３-６　旧井伊神社本殿左右脇障子

図３-３　旧井伊神社本殿、石の間および拝殿梁行断面図（1/150）
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鼻
は
、
四
隅
の
柱
で
は
獅
子
の
丸
彫
り
と
し
、
そ
れ
以
外
は
牡
丹
の
籠
彫
り
と
す
る
。
こ

れ
は
、後
述
の
よ
う
に
天
満
神
社
（
旧
護
国
殿
）
本
殿
の
木
鼻
の
構
成
と
一
致
し
て
お
り
、

社
殿
造
営
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
た
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
組
物
は
拳
鼻
付
の
出
組
組
物
と
し
て
、
丸
桁
と
壁
付
の
通
肘
木
の
間
に
は
蛇
腹
支
輪
を

入
れ
る
。
正
面
は
中
央
二
本
の
柱
を
隅
へ
寄
せ
て
お
り
、
実
肘
木
を
隅
の
組
物
と
共
有
し

て
い
る
。
中
備
は
、
正
面
は
波
頭
を
泳
ぐ
二
頭
の
霊
亀
の
彫
刻
、
そ
の
他
は
金
で
縁
取
り

を
施
し
た
蟇
股
で
あ
る
。
蟇
股
が
入
る
の
は
外
観
の
み
で
あ
り
、
内
部
に
は
な
い
。

　
内
外
陣
境
は
、
前
述
の
よ
う
に
中
央
二
本
の
柱
を
上
へ
伸
ば
す
た
め
、
出
組
組
物
を
組

む
こ
と
が
で
き
ず
、
大
斗
に
載
る
肘
木
で
一
手
目
の
肘
木
を
受
け
る
や
や
変
則
的
な
納
め

方
と
な
る
。

　
【
軒
・
妻
飾
】
軒
は
二
軒
繁
垂
木
で
あ
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
で
あ
る
。
虹
梁
は
両

端
と
中
央
を
拳
鼻
付
の
平
三
斗
で
受
け
る
。

写真３-７　旧井伊神社本殿背面組物

塗
る
と
と
も
に
、
角
を
几
帳
面
取
と
し
て
金
箔
を
貼
る
。
さ
ら
に
、
天
井
板
は
い
ず
れ
も

金
箔
の
上
に
植
物
を
描
い
た
花
卉
図
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
凝
っ
た
つ
く
り

と
な
っ
て
い
る
。

　
妻
飾
も
朱
漆
塗
り
で
、
虹
梁
絵
様
・
欠
眉
、
大
瓶
束
結
綿
に
は
金
箔
を
貼
る
。
虹
梁
を

受
け
る
組
物
は
極
彩
色
と
し
、
金
で
縁
取
っ
て
豪
華
に
飾
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
破
風
板

に
は
飾
金
具
の
痕
跡
が
あ
り
、
当
初
は
飾
金
具
で
荘
厳
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
三
）
石
の
間

　
【
平
面
形
式
】
石
の
間
は
低
い
切
石
積
の
基
壇
上
に
立
つ
。
桁
行
二
間
、
梁
間
一
間
の

規
模
で
、
最
前
列
の
柱
を
拝
殿
と
共
有
し
、
最
後
列
の
柱
は
本
殿
の
正
面
、
縁
の
高
欄
筋

に
立
つ
。
梁
間
の
規
模
は
本
殿
の
間
口
と
一
致
す
る
。
内
部
は
一
室
で
、
拝
殿
境
は
開
放

と
す
る
が
、
敷
鴨
居
に
二
本
溝
が
あ
り
建
具
を
入
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

両
側
面
は
舞
良
戸
を
入
れ
る
。
床
は
板
敷
で
表
面
に
漆
を
塗
り
、
床
高
は
拝
殿
よ
り
一
段

写真３-９　旧井伊神社本殿内外陣境組物

写真３-８　旧井伊神社本殿・石の間組物の納まり

　
【
木
階
・
縁
】
四
方
に
高
欄
付
の
切
目

縁
を
廻
し
、
正
面
に
五
級
の
木
階
を
付
け

る
。
縁
束
に
繰
形
を
施
し
た
根
肘
木
を
挿

し
縁
葛
を
受
け
る
。こ
れ
も
天
満
神
社（
旧

護
国
殿
）
の
本
殿
と
の
共
通
点
で
あ
る
。

　
【
彩
色
】
側
廻
り
は
軸
部
か
ら
軒
に
至

る
ま
で
朱
漆
塗
り
と
す
る
。そ
の
一
方
で
、

頭
貫
木
鼻
・
組
物
・
中
備
・
壁
付
の
通
肘

木
に
は
極
彩
色
を
施
し
、
支
輪
板
や
軒
裏

板
は
黒
漆
塗
り
と
し
て
い
る
。
内
部
は
、

側
廻
り
と
同
じ
く
、
軸
部
を
朱
漆
塗
と
し

て
組
物
な
ど
は
極
彩
色
と
す
る
が
、
壁
や

頭
貫
・
内
法
長
押
間
小
壁
に
は
金
箔
を
貼

る
。
ま
た
、
格
天
井
の
格
縁
に
は
黒
漆
を
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下
げ
て
い
る
。
天
井
は
格
天
井
で
あ
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
木
製
の
土
台
上
に
立
つ
。
外
部
で
は

桁
行
の
柱
間
を
腰
長
押
・
内
法
長
押
・
頭
長
押
・
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
最
後
方
の
柱
は
本
殿

の
基
壇
上
に
立
つ
た
め
、
腰
長
押
が
地
覆
長
押
と
な
る
。
頭
貫
は
、
本
殿
側
で
は
最
後
方

の
柱
で
止
め
て
繰
形
を
付
け
た
木
鼻
を
出
す
。
ま
た
、
拝
殿
側
で
は
、
頭
貫
が
石
の
間
・

拝
殿
境
の
柱
頂
よ
り
も
上
部
に
位
置
す
る
た
め
、
組
物
に
突
き
当
て
て
納
め
て
い
る
。

　
一
方
、
内
部
で
も
桁
行
の
柱
間
を
内
法
長
押
・
頭
長
押
・
頭
貫
で
つ
な
ぎ
、
頭
貫
の
先

は
柱
よ
り
後
方
へ
出
て
木
鼻
に
繰
形
を
施
す
。
こ
う
し
た
横
架
材
の
構
成
は
内
部
と
外
部

で
一
致
す
る
も
の
の
、
内
部
の
頭
貫
の
位
置
は
外
部
よ
り
も
か
な
り
上
部
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
内
部
で
は
頭
長
押
よ
り
上
部
は
片
蓋
柱
を
伸
ば
し
、
せ
い
の
高
い
内
部
空
間
を
つ

く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
拝
殿
と
の
境
の
柱
筋
に
は
鴨
居
上
に
虹
梁
を
架
け
渡
し
、
そ
の
上
部
は
飛
貫・頭
長
押・

写真３-10　旧井伊神社石の間・拝殿軒廻り詳細

木
を
載
せ
石
の
間
の
丸
桁
を
支
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
内
部
で
は
、
拝
殿
境
の
柱
は
石
の
間
の
柱
と
高
さ
が
揃
っ
て
お
り
、
組
物
は
通

常
の
三
斗
枠
肘
木
組
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
殿
側
で
は
本
殿
と
石
の
間
の
柱
が
接

近
す
る
た
め
、
組
物
の
実
肘
木
を
共
有
し
て
い
る
。

　
【
軒
】
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
本
殿
側
は
丸
桁
を
延
ば
し
て
本
殿
頭
貫
の
位
置

に
納
め
る
が
、
垂
木
は
最
後
方
の
柱
筋
ま
で
の
み
並
べ
て
破
風
を
打
つ
。
拝
殿
側
で
は
丸

桁
を
拝
殿
の
丸
桁
上
ま
で
延
ば
し
、
垂
木
を
そ
の
際
ま
で
置
く
。
さ
ら
に
、
石
の
間
と
拝

殿
の
軒
を
納
め
る
た
め
、
拝
殿
の
茅
負
を
反
ら
せ
て
石
の
間
の
茅
負
に
接
続
さ
せ
る
。

　
【
彩
色
】
本
殿
と
同
様
、
軸
部
・
壁
・
丸
桁
・
軒
廻
り
は
朱
漆
塗
り
と
し
て
、
組
物
に

は
極
彩
色
を
施
す
。
ま
た
、
格
天
井
は
黒
漆
で
塗
り
、
格
間
に
は
外
縁
部
に
金
箔
を
押
し

た
紙
を
貼
り
付
け
た
天
井
板
を
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
草
花
の
絵
を
描
く
。
拝
殿
境
の
虹
梁

は
極
彩
色
と
し
て
、
絵
様
と
欠
眉
に
は
金
箔
を
貼
る
。

　
（
四
）
拝
殿

　
【
平
面
形
式
】
拝
殿
は
、
石
の
間
と
同
高
の
切
石
積
の
基
壇
上
に
立
つ
。
桁
行
三
間
、

梁
間
二
間
の
規
模
で
、
正
面
側
は
中
央
柱
面
を
広
く
と
る
。
ま
た
背
面
側
は
中
央
柱
間
を

石
の
間
の
梁
間
に
合
わ
せ
て
さ
ら
に
広
く
す
る
。
天
満
神
社
（
旧
護
国
殿
）
の
拝
殿
は
本

殿
よ
り
も
間
口
が
狭
く
な
る
が
、
旧
井
伊
神
社
拝
殿
は
、
定
石
通
り
本
殿
と
比
べ
て
桁
行

の
規
模
が
大
き
い
。
四
方
に
切
目
縁
を
廻
し
、
正
面
に
は
三
級
の
木
階
を
付
け
る
。
正
面

中
央
間
は
双
折
の
桟
唐
戸
を
入
れ
て
、両
脇
間
は
蔀
を
吊
る
。
両
側
面
は
舞
良
戸
が
入
る
。

背
面
の
中
央
間
は
開
放
と
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
敷
鴨
居
に
二
本
溝
が
付
け
ら
れ
る
。

両
脇
間
は
板
壁
と
な
る
。
内
部
は
一
室
で
、
床
は
畳
敷
、
天
井
は
格
天
井
で
あ
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
床
下
の
腰
貫
お
よ
び
切
目
長
押
・
内

法
長
押
・
頭
貫
で
固
め
る
。
正
面
・
背
面
中
央
間
は
内
法
長
押
で
は
な
く
、
一
段
高
い
位

置
に
虹
梁
形
飛
貫
を
架
け
る
。
背
面
側
の
石
の
間
境
の
虹
梁
は
鯖
尻
よ
り
上
部
を
別
材
で

つ
く
り
、
釘
で
留
め
る
と
い
う
巧
み
な
技
法
を
用
い
る
。
頭
貫
木
鼻
は
本
殿
と
比
べ
る
と

お
と
な
し
く
、
繰
形
を
施
し
て
内
部
は
絵
様
を
彫
る
の
み
で
あ
る
。
組
物
は
拳
鼻
付
の
平

頭
貫
で
固
め
る
。

　
組
物
は
、
内
部
・
外
部
と
も
拳
鼻

付
の
平
三
斗
で
、中
備
は
用
い
な
い
。

内
部
と
外
部
で
頭
貫
の
位
置
が
異
な

る
た
め
、
組
物
は
い
ず
れ
も
片
蓋
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
外
部
で
は
石
の
間

の
丸
桁
を
拝
殿
の
丸
桁
上
に
載
せ
る

た
め
、
非
常
に
複
雑
な
組
物
の
納

め
方
を
し
て
い
る
（
写
真
３-

10
）。

す
な
わ
ち
、
石
の
間
・
拝
殿
境
の
柱

頂
に
置
い
た
平
三
斗
の
中
央
の
巻
斗

上
に
肘
木
を
載
せ
、
そ
れ
を
石
の
間

の
頭
貫
上
に
置
い
た
巻
斗
で
受
け

る
。
さ
ら
に
、
肘
木
に
巻
斗
と
実
肘
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三
斗
で
、中
備
は
正
面
中
央
間
に
平
三
斗
、

背
面
中
央
間
に
平
三
斗
を
二
つ
置
く
。
ま

た
、
側
面
に
は
蟇
股
を
入
れ
る
。

　
【
軒
・
妻
飾
】
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で

あ
る
。
背
面
側
は
、
石
の
間
の
垂
木
が
丸

桁
の
際
ま
で
並
ぶ
た
め
、
配
付
垂
木
の
み

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う

に
茅
負
を
石
の
間
の
茅
負
と
接
続
す
る
た

め
に
反
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

垂
木
に
も
反
り
を
持
た
せ
て
い
る
。

　
妻
飾
は
、
本
殿
と
同
じ
く
虹
梁
大
瓶
束

と
し
て
、
虹
梁
を
両
端
・
中
央
に
置
い
た

拳
鼻
付
の
平
三
斗
で
受
け
る
。
ま
た
、
千

鳥
破
風
の
妻
飾
も
虹
梁
大
瓶
束
だ
が
、
こ

ち
ら
は
虹
梁
を
両
端
・
中
央
に
斗
を
置
い
て
支
え
て
い
る
。

　
【
向
拝
軸
部
・
組
物
・
中
備
・
軒
】
向
拝
柱
は
円
柱
で
、
切
石
の
礎
石
・
円
形
の
礎
盤

の
上
に
立
つ
。
上
下
に
は
粽
を
付
け
る
。
柱
頂
を
虹
梁
形
頭
貫
で
つ
な
ぎ
、
両
側
に
大
ぶ

り
な
木
鼻
を
付
け
る
。
組
物
は
連
三
斗
で
、
中
備
は
組
物
間
に
巨
大
な
鳳
凰
の
彫
刻
を
入

れ
て
豪
華
絢
爛
な
つ
く
り
と
し
て
い
る
。
向
拝
の
屋
根
は
向
唐
破
風
造
と
す
る
。
菖
蒲
桁

は
向
拝
柱
筋
ま
で
で
止
め
て
、
拝
殿
側
柱
と
の
間
は
繫
海
老
虹
梁
を
架
け
る
。
軒
は
一
軒

半
繁
垂
木
で
あ
る
。
輪
垂
木
の
木
口
に
破
風
板
を
打
つ
の
は
珍
し
い
。
向
唐
破
風
の
妻
飾

は
大
瓶
束
で
、
両
脇
の
琵
琶
板
に
は
井
伊
家
の
家
紋
で
あ
る
橘
の
紋
を
あ
し
ら
っ
た
彩
雲

の
彫
刻
を
付
け
て
い
る
。

　
【
彩
色
】
本
殿
・
石
の
間
と
同
様
、
軸
部
か
ら
軒
に
至
る
ま
で
朱
漆
塗
り
と
し
、
組
物

な
ど
に
は
極
彩
色
を
施
す
。
特
に
向
拝
廻
り
は
中
備
の
鳳
凰
、
繫
海
老
虹
梁
な
ど
を
極
彩

色
と
し
て
、
正
面
を
非
常
に
豪
華
に
飾
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
正
側
面
に
は
内
法
長
押
上

の
小
壁
に
彩
色
を
施
し
た
波
濤
の
彫
刻
を
貼
り
付
け
る
。
ま
た
、
正
面
中
央
間
の
虹
梁
上

の
小
壁
に
は
彩
雲
の
な
か
を
飛
翔
す
る
麒
麟
の
透
か
し
彫
り
を
入
れ
て
い
る
。
内
部
は
、

正
背
面
に
架
け
た
虹
梁
に
極
彩
色
を
施
し
、
絵
様
・
欠
眉
に
は
金
箔
を
貼
る
。
石
の
間
境

の
虹
梁
は
上
部
の
欄
間
に
波
間
を
飛
ぶ
飛
龍
の
透
か
し
彫
り
を
入
れ
る
。
ま
た
、
内
法
長

押
上
の
小
壁
を
張
付
壁
と
し
て
草
花
を
描
く
。
天
井
は
格
天
井
で
、
格
間
に
は
外
縁
部
に

金
箔
を
押
し
た
花
卉
図
を
天
井
板
に
貼
っ
て
い
る
。

　
（
五
）
建
立
年
代
と
そ
の
後
の
改
造

　
建
立
年
代
は
、
棟
札
よ
り
弘
化
二
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
社
殿
の
造
営
は
、
藩
の

直
営
で
行
わ
れ
て
お
り
、
総
奉
行
を
家
老
木
俣
土
佐
・
小
野
田
小
十
郎
が
務
め
た
。
棟
梁

は
小
森
徳
兵
衛
・
長
谷
川
嘉
棟
太
で
あ
る
。
ま
た
、
棟
札
を
入
れ
た
棟
札
箱
に
は
、
肝
煎

と
し
て
伝
十
郎
・
外
十
郎
、
差
添
と
し
て
治
右
衛
門
・
久
助
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
こ
の

う
ち
肝
煎
の
伝
十
郎
は
、
作
事
奉
行
直
属
の
大
工
で
あ
っ
た
村
田
伝
十
郎
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
（『
彦
根
市
史　
中
冊
』
一
〇
七
頁
）。

　
さ
ら
に
、
向
拝
妻
飾
の
彫
刻
に
は
「
長
浜
住　
早
瀬
守
次
彫
之
」
と
墨
書
が
あ
る
（
本

章
第
三
節
参
照
）。
早
瀬
は
、
彫
物
師
と
し
て
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
建
立
の
大
通

寺
山
門
の
彫
刻
、
長
浜
の
曳
山
祭
に
用
い
ら
れ
る
曳
山
で
あ
る
壽
山
や
青
海
山
の
木
彫
に

携
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
彦
根
城
天
守
の
修
理
に

も
参
加
す
る
と
と
も
に
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
は
清
凉
寺
の
釣
木
魚
を
制
作
し
て

お
り
、彦
根
藩
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
造
営
に
は
、

棟
札
に
は
記
載
が
な
い
も
の
の
、こ
う
し
た
彫
物
師
も
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
建
立
後
の
改
造
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
当
初
か
ら
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
屋
根
の

み
で
あ
る
。
現
在
、
社
殿
は
い
ず
れ
も
銅
板
葺
だ
が
、
本
殿
の
銅
板
を
剥
が
す
と
瓦
棒
の

痕
跡
が
残
っ
て
お
り
（
写
真
３-

11
）、
石
の
間
・
拝
殿
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
な
い

も
の
の
、
も
と
は
本
瓦
葺
形
銅
板
葺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
創
建
間
も
な
い

境
内
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
井
伊
神
社
絵
図
」
で
は
社
殿
の
屋
根
が
瓦
葺
の
よ
う
に

黒
っ
ぽ
く
塗
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
光
東
照
宮
・
久
能
山
東
照
宮
を
は
じ

写真３-11　旧井伊神社本殿屋根瓦棒痕跡
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め
、
全
国
に
造
営
さ
れ
た
東
照
宮
の
な
か
で
も
屋
根
を
黒
漆
塗
り
の
本
瓦
葺
形
銅
板
葺
と

す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
（
二
）、
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
屋
根
も
当

初
は
黒
漆
塗
り
の
本
瓦
葺
形
銅
板
葺
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
六
）
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
の
歴
史
的
・
建
築
的
価
値

　
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
、
井
伊
家
の
祖
井
伊
共
保
を
祀
る
井
伊
八

幡
宮
の
社
殿
と
し
て
、
第
一
二
代
当
主
井
伊
直
亮
の
命
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
。
八
幡
宮
は

共
保
の
七
五
〇
回
遠
忌
に
際
し
て
創
建
さ
れ
て
お
り
、
井
伊
家
に
よ
る
祖
先
顕
彰
の
一
環

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彦
根
藩
で
は
、
第
一
一
代
藩
主
直
中
の
治
世
期
か
ら

藩
に
よ
る
寺
社
造
営
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
井
伊
家
墓
所
の
整
備
な
ど
も
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
掉
尾
を
飾
る

も
の
で
あ
り
、
近
世
後
期
に
お
け
る
彦
根
藩
の
祖
先
顕
彰
や
寺
社
造
営
の
動
き
を
象
徴
す

る
建
物
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
な
価
値
は
非
常
に
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
、
社
殿
の
形
式
に
権
現
造
が
採
用
さ
れ
た

点
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
文
化
八
年
に
初
代
藩
主
直
政
・
二
代
藩
主
直
孝
を
祀

る
た
め
造
営
さ
れ
た
護
国
殿
で
も
権
現
造
が
用
い
ら
れ
た
が
（
本
章
第
四
節
参
照
）、
護

国
殿
が
拝
殿
の
間
口
を
本
殿
よ
り
も
狭
く
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
建
物
の
場
合
は
定
石
通

り
広
く
と
っ
て
お
り
、
よ
り
正
統
な
形
式
に
近
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
石
の
間
で
は
、
片

蓋
柱
を
用
い
て
外
部
と
内
部
で
構
造
を
大
き
く
変
え
る
権
現
造
と
し
て
は
珍
し
い
手
法
を

用
い
て
お
り
、
護
国
殿
と
も
共
通
す
る
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
殿
全
体
を
朱

漆
塗
と
す
る
と
と
も
に
、
組
物
な
ど
は
極
彩
色
と
す
る
。
加
え
て
、
拝
殿
を
中
心
と
し
て

細
密
な
彫
刻
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
た
豪
華
絢
爛
な
つ
く
り
と
し
て
お
り
、全
体
と
し
て
、

そ
の
建
築
的
な
価
値
は
非
常
に
高
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
こ
こ
で
「
相
の
間
」
を
「
石
の
間
」
と
し
た
の
は
、現
社
殿
の
「
相
の
間
」
床
下
の
小
壁
に
「
石

の
間
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
二
）『
国
宝
東
照
宮
本
殿
・
石
之
間
・
拝
殿
修
理
工
事
報
告
書
』（
日
光
二
社
一
寺
文
化
財
保
存
委

員
会
、
一
九
六
七
年
）。

『
重
要
文
化
財
久
能
山
東
照
宮
第
一
期
第
二
期
修
理
工
事
報
告
書
』（
重
要
文
化
財
久
能
山
東

照
宮
修
理
委
員
会
、
一
九
六
八
年
）。

『
重
要
文
化
財
滝
山
東
照
宮
修
理
工
事
報
告
書
』（
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
、

一
九
七
一
年
）。
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写真３-13　旧井伊神社本殿側面

写真３-14　旧井伊神社本殿背側面

写真３-15　旧井伊神社本殿屋根

写真３-12　旧井伊神社本殿正面
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写真３-17　旧井伊神社本殿正面詳細

写真３-18　旧井伊神社本殿外陣

写真３-20　旧井伊神社本殿外陣から内陣をみる写真３-21　旧井伊神社本殿内陣天井

写真３-19　旧井伊神社本殿内陣

写真３-16　旧井伊神社本殿妻飾
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写真３-22　旧井伊神社石の間側面

写真３-24　旧井伊神社石の間軒廻り見上げ

写真３-23　旧井伊神社石の間内部

写真３-26　旧井伊神社石の間内部見返し

写真３-25　旧井伊神社石の間天井
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写真３-27　旧井伊神社拝殿正側面

写真３-31　旧井伊神社拝殿正面詳細

写真３-30　旧井伊神社拝殿千鳥破風妻飾

写真３-29　旧井伊神社拝殿妻飾

写真３-28　旧井伊神社拝殿屋根



28

写真３-33　旧井伊神社拝殿向拝

写真３-37　旧井伊神社拝殿正面詳細

写真３-35　旧井伊神社拝殿向拝虹梁絵様

写真３-34　旧井伊神社拝殿向拝見返し

写真３-36　旧井伊神社拝殿向拝木鼻

写真３-32　旧井伊神社拝殿側面詳細
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写真３-40　旧井伊神社拝殿内部石の間をみる

写真３-38　旧井伊神社拝殿内部写真３-39　旧井伊神社拝殿内部見返し

写真３-41　旧井伊神社拝殿天井廻り詳細写真３-42　旧井伊神社拝殿石の間境虹梁絵様
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図 3-４　旧井伊神社本殿、石の間および拝殿平面図（1/100）
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N
N

図３-５　旧井伊神社本殿、石の間および拝殿屋根伏図（1/100）
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図
３
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旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
梁
行
断
面
図
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図３-８　旧井伊神社石の間梁行断面図

図３-７　旧井伊神社本殿桁行断面図
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図３-９　旧井伊神社拝殿桁行断面図
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第
三
節　
棟
札
お
よ
び
史
料

　
こ
こ
で
は
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
棟
札
、
お
よ
び
社
殿
に
残
さ
れ
た
建
立
に
関
わ
る
墨

書
の
釈
文
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
社
殿
の
指
図
な
ど
の
絵
画
史
料
に
つ
い
て
み
て
い
き
た

い
。

　
（
一
）　
棟
札

　
石
の
間
の
小
屋
裏
に
は
、
社
殿
建
立
に
関
わ
る
棟
札
が
箱
に
入
っ
た
状
態
で
納
め
ら
れ

て
い
た
。
平
成
二
六
年
に
小
屋
裏
か
ら
降
ろ
さ
れ
、現
在
は
拝
殿
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
棟
札
と
棟
札
箱
の
寸
法
な
ど
の
情
報
と
釈
文
を
掲
げ
る
。

　
棟
札
の
下
に
記
し
た
註
記
は
、棟
札
の
所
在
位
置
、棟
札
の
寸
法
、材
種
、木
取
り
（
柾

目
か
板
目
か
）、仕
上
げ
工
具
で
あ
る
。
棟
札
の
寸
法
は
、中
央
部
の
長
さ・端
部
の
長
さ・

上
幅
・
下
幅
・
厚
み
の
順
に
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
記
載
し
た
。
棟
札
箱
も
こ
の
記
載
方

法
に
準
ず
る
こ
と
と
す
る
。

弘
化
二
年
社
殿
建
立
棟
札

拝
殿
内　
　
1513　
1432　
323　
268　
24　
檜　
板
目　
台
鉋

（
表
）

大
梵
天

帝
釈
天

卍

聖
主
天
中
天

迦
陵
頻
伽
声

哀
愍
衆
生
者

我
等
今
敬
礼

堅
牢
地
神
與
楽
眷
属

五
帝
龍
王
侍
者
眷
属

井
伊
八
幡
宮
新
殿
今
茲
奉
修
造　
正
四
位
上
左
中
将
藤
原
朝
臣
井
伊
氏
之
裔
直
亮 木

俣
土
佐
守
易

小
野
田
小
一
郎
為
典

総
奉
行

総
奉
行

用
掛
加
藤
彦
兵
衛
安
和

藤
堂
次
郎
太
夫
良
璟
作
事
奉
行
山
下
一
太
夫
良
英

竹
岡
衛
士
泰

棟
梁
小
森
徳
兵
衛
正
常

長
谷
川
嘉
棟
太
吉
知

普
請
奉
行　
安
中
半
右
衛
門
正
英

塗
物
奉
行　
武
笠
七
郎
右
衛
門
宣
豫
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東
方
阿
掲
多
電
王

西
方
主
多
光
電
王

南
方
設
羝
嚕
電
王

北
方
蘇
多
末
尼
電
王

鑁
字
法
界
種

相
形
如
円
塔

以
理
智
不
二

是
名
法
身
塔

弘
化
二
乙
巳
年
六
月
大
吉
祥
日

修
瑜
伽
者
金
亀
山
北
野
寺

伝
燈
大
阿
闍
梨
法
印
実
盈

（
裏
）

- 1 -

滑

- 1 -

鎌

- 1 -

胡

菰

- 1 -

沙

- 1 -

埼

- 1 -

左

- 1 -

泗

- 1 -

爾
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棟
札
箱　
　
拝
殿
内　
1543　
1542　
350　
350　
54　
檜　
台
鉋

弘
化
二
乙
巳
年

御　
棟　
札

梵
字　
北
野
寺
実
盈
書

執
筆　
御
右
筆
頭
高
宮
鋎
象
高
道

六
月
吉
祥
日

（
表
）

（
裏
）

肝
煎

伝
十
郎

外
次
郎

同
差
添

治
右
衛
門

久
助
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（
二
）
拝
殿
向
拝
妻
飾
墨
書

　
現
在
、
拝
殿
向
拝
妻
飾
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
彫
刻
の
一
部
が
、
破
損
の
た
め
拝
殿

内
に
保
管
さ
れ
る
（
写
真
３-

37
参
照
）。
そ
の
背
面
に
は
、
彫
物
師
の
居
所
と
氏
名
と

し
て
「
長
浜
住　
早
瀬
守
次
」
と
墨
書
さ
れ
る
。

　
こ
の
早
瀬
守
次
は
、
長
浜
を
拠
点
と
し
て
近
世
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
活
動
し
た

彫
物
師
で
あ
る
。
守
次
は
尾
張
藩
御
彫
物
師
で
あ
っ
た
早
瀬
長
兵
衛
吉
政
の
弟
子
で
、
後

に
早
瀬
姓
を
与
え
ら
れ
長
浜
へ
移
住
し
た
と
い
う
。
長
浜
で
は
中
呉
服
町
に
居
住
し
た
こ

と
が
判
明
す
る
（『
企
画
展　
曳
山
を
造
っ
た
人
　々
早
瀬
守
次
─
長
浜
の
名
彫
刻
師
─
』

長
浜
曳
山
文
化
協
会
、
二
〇
〇
四
年
）。
そ
の
活
動
の
全
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
保

一
二
年
建
立
の
大
通
寺
山
門
の
下
層
方
立
に
名
前
を
陰
刻
し
て
お
り
、
そ
の
頃
に
は
長
浜

に
お
い
て
活
動
を
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
彦
根
城
天
守
の
二
重
目
南
面

の
千
鳥
破
風
梅
鉢
懸
魚
の
六
葉
に
も
、
嘉
永
四
年
の
年
紀
と
と
も
に
「
長
浜
住　
早
瀬
右

内
守
次　
彫
剋
之
」
と
彫
ら
れ
て
お
り
、
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
に
引
き
続
き
、
彦
根
藩
の

作
事
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
後
、
安
政
四
年
に
は
清
凉
寺
の
釣

木
魚
を
制
作
し
、
彦
根
藩
か
ら
裃
を
拝
領
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
長
浜
北
呉
服
町
に

所
在
す
る
願
養
寺
山
門
（
一
九
世
紀
中
期
建
立
）
の
木
鼻
に
「
早
瀬
守
次
」
の
陰
刻
が
あ

り
、
長
浜
に
お
け
る
寺
社
の
造
営
に
も
彫
物
師
と
し
て
幅
広
く
携
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

　
一
方
、守
次
は
、長
浜
曳
山
祭
に
用
い
ら
れ
る
曳
山
壽
山
の
「
壽
山
木
彫
波
涛
蓑
亀
図
」

や
、
青
海
山
の
「
太
公
望
像
」「
諸
葛
亮
像
」
を
彫
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
森
岡
栄
一

「
曳
山
通
信
一
」〈『
長
浜
み
ー
な
』
七
七
、二
〇
〇
三
年
〉）。
さ
ら
に
、
彦
根
城
下
町
の
柳

町
の
曳
山
を
飾
っ
た
彫
刻
に
も
「
早
瀬
右
内
」
の
名
前
が
あ
り
、
そ
の
彫
刻
を
担
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
長
浜
で
は
、
建
造
物
や
曳
山
の
彫
刻
、
仏
壇
を
手
が
け
た
職
人
と
し
て
藤
岡
家
が
著
名

で
あ
る
が
、
守
次
も
同
様
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
近
世
に
お
け
る
彫
物
師
の
実
態
を
解

明
す
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

長
浜
住

早
瀬
守
次　
彫
之



39

願養寺山門軒廻り詳細願養寺山門虹梁木鼻刻銘

清凉寺吊木魚清凉寺吊木魚墨書

彦根城天守千鳥破風梅鉢懸魚六葉彦根城天守千鳥破風梅鉢懸魚六葉刻銘

柳町曳山彫刻（滋賀大学経済学部附属史料館寄託）柳町曳山彫刻墨書銘
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（
三
）
絵
図

　
井
伊
八
幡
宮
境
内
を
描
い
た
絵
図
は
い
く
つ
か
現
存
す
る
．
そ
の
多
く
は
敷
地
を
断
片

的
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
社
殿
や
境
内
を
詳
細
に
描
写
し
た
絵
図
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
こ
で
は
、
境
内
全
体
を
最
も
詳
細
に
描
い
た
「
井
伊
神
社
絵
図
」（
井
伊
岳
夫
氏
所
蔵
）

を
史
料
と
し
て
掲
載
す
る
。

　
井
伊
神
社
絵
図　
紙
本
着
色　
縦
一
八
五・二
㎝　
横
一
四
五・〇
㎝　
江
戸
時
代
後

　
　
　
　
　
　
　
　
期　
一
九
世
紀

　
井
伊
神
社
の
境
内
全
体
を
描
い
た
図
で
あ
る
。
左
下
半
に
は
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝

殿
、
周
囲
の
透
塀
、
中
門
の
平
面
図
を
貼
り
継
ぐ
。

　
境
内
に
は
建
物
と
と
も
に
、
鳥
居
や
灯
籠
な
ど
の
石
造
物
、
樹
木
、
神
職
や
参
拝
す
る

人
々
を
描
き
込
み
、彩
色
を
施
す
。
ま
た
、境
内
地
の
境
界
を
示
す
朱
線
を
引
く
。
本
殿
、

石
の
間
お
よ
び
拝
殿
の
描
写
は
比
較
的
正
確
で
、
軒
に
吊
ら
れ
た
吊
灯
籠
ま
で
詳
細
に
描

く
。
軸
部
は
朱
で
塗
り
、
屋
根
は
黒
色
と
す
る
。
屋
根
の
黒
色
は
、
全
国
の
東
照
宮
社
殿

の
事
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
瓦
葺
形
銅
板
葺
に
黒
漆
を
塗
っ
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
左
下
半
の
貼
り
継
い
だ
部
分
に
描
い
た
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
、
周
囲
の
透
塀
、

中
門
の
平
面
図
は
、
各
所
に
寸
法
を
書
き
込
む
と
と
も
に
、
社
殿
床
上
部
、
中
門
の
控
柱

に
囲
ま
れ
た
部
分
を
赤
く
着
色
す
る
。
各
所
の
寸
法
は
、
現
存
社
殿
の
寸
法
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
。
ま
た
、
拝
殿
の
縁
廻
り
に
柱
が
立
つ
よ
う
に
描
く
が
、
実
際
に
は
そ
の
部
分
に
柱

は
な
く
、
縁
束
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
境
内
の
い
く
つ
か
の
建
物
に
は
押
紙
が
押
さ
れ
、
建
物
名
と
状
態
が
注
記
さ
れ

た
も
の
も
あ
る
。
拝
殿
の
南
側
に
隣
接
す
る
建
物
に
は「
仮
神
楽
座　
当
時
御
取
払
場
所
」

と
記
載
さ
れ
た
押
紙
が
あ
り
、
絵
図
に
描
か
れ
た
建
物
は
建
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
同
様
に
、
中
門
の
西
と
鳥
居
の
東
に
あ
る
二
棟
の
手
水
舎
と
思
し
き
建
物
に
は
、

い
ず
れ
も
「
未
タ
御
出
来
相
成
不
申
」「
未
御
出
来
相
成
不
申
」
と
あ
り
、
絵
図
の
通
り

に
は
建
て
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
計
画
段
階
で
作
製
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
創
建
直
後
に
描
い
た
と
思
わ
れ
る
境
内
図
（
図
２-

３・４
）

と
比
較
す
る
と
境
内
の
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ど
の
段
階
で
作
製
さ
れ
た
か
不

明
で
あ
る
。

　
裏
面
に
は
「
千
松
館
」
と
付
さ
れ
た
整
理
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
、
分
類
番
号
な
ど
が
記
入

さ
れ
て
い
る
。
千
松
館
は
、
近
代
以
降
に
井
伊
家
が
彦
根
に
置
い
た
屋
敷
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、井
伊
家
の
家
政
機
構
が
置
か
れ
て
い
た
。
も
と
は
藩
主
の
下
屋
敷
と
し
て
用
い
ら
れ
、

お
浜
御
殿
と
呼
ば
れ
た
。
千
松
館
に
は
井
伊
家
が
東
京
へ
運
ば
な
か
っ
た
道
具
類
や
、
近

代
以
降
に
家
政
機
構
が
作
成
し
た
文
書
・
記
録
類
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
時
期
に
そ

れ
ら
の
整
理
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
絵
図
も
、
そ
う
し
た
家
政
機
構
が
保

管
し
て
き
た
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

「井伊神社絵図」整理ラベル
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井伊神社絵図
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井伊神社絵図（部分１）　　

井伊神社絵図（部分２）　　
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第
四
節　
天
満
神
社
（
旧
護
国
殿
）
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
に
つ
い
て

　
福
井
県
敦
賀
市
栄
新
町
に
所
在
す
る
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
（
福
井
県
指
定

有
形
文
化
財
）
は
、
井
伊
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
清
凉
寺
境
内
に
あ
っ
た
護
国
殿
を
移
築
し

た
も
の
で
あ
る
。
護
国
殿
は
、
東
照
大
権
現
の
神
牌
、
彦
根
藩
初
代
当
主
直
政
・
二
代
直

孝
の
像
を
祀
る
た
め
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
一
一
代
当
主
井
伊
直
中
の
命
に
よ
り

造
営
が
始
ま
り
、
同
八
年
に
は
完
成
し
た
（
第
二
章
参
照
）。
そ
の
後
、
明
治
維
新
期
の

神
仏
分
離
に
と
も
な
い
神
社
と
し
て
独
立
し
、
明
治
九
年
に
は
佐
和
山
神
社
の
社
号
を
許

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
に
井
伊
神
社
へ
合
祀
さ
れ
て
廃
社
と
な

り
、
社
殿
は
同
三
五
年
に
天
満
神
社
へ
移
築
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
満
神
社
社
殿
は
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
と
同
じ
く
複
合
社
殿
の
形
式
を

と
り
、
か
つ
い
ず
れ
も
彦
根
藩
主
の
命
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
そ

こ
で
、今
回
の
調
査
で
は
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
建
築
的
価
値
を
よ
り
明
ら
か
と
す
る
た
め
、

天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
の
調
査
を
実
施
し
た
。
旧
井
伊
神
社
社
殿
と
の
詳
細
な

比
較
は
、
第
七
章・九
章
で
行
う
こ
と
し
、
こ
こ
で
は
調
査
の
結
果
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

　
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
八
年
（
一
八
一
一　
棟
札
）

　
　
本　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
銅
板
葺

　
　
石
の
間　
桁
行
二
間　
梁
間
一
間　
両
下
造　
銅
板
葺

　
　
拝　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
正
面
千
鳥
破
風
付　
向
拝
一
間　

　
　
　
　
　
　
向
唐
破
風
造　
銅
板
葺

　
（
一
）
概
要

　
天
満
神
社
は
、
敦
賀
の
市
街
地
の
北
東
に
位
置
し
、
境
内
は
表
町
通
に
面
す
る
。
境
内

の
中
央
奥
寄
り
に
中
門
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
が
立
つ
。
昭
和
二
〇

石
の
間
が
つ
な
ぐ
。
石
の
間
の

棟
は
拝
殿
の
棟
を
越
え
て
前
方

に
延
び
、
正
面
を
飾
る
千
鳥
破

風
の
棟
と
な
る
。
拝
殿
は
正
面

に
千
鳥
破
風
を
付
け
、
向
拝
を

向
唐
破
風
造
と
す
る
。
屋
根
は

い
ず
れ
も
銅
板
葺
で
あ
る
。

　
（
二
）
本
殿

　
【
平
面
形
式
】　
本
殿
は
切
石

で
つ
く
ら
れ
た
亀
腹
上
に
立
つ

桁
行
三
間
・
梁
間
二
間
の
建
物

で
、
正
面
中
央
間
の
柱
間
は
両

脇
間
よ
り
広
く
と
る
。
正
側
面

三
方
に
縁
を
廻
し
、
両
側
面
の

最
奥
に
脇
障
子
を
立
て
る
。
正

面
は
各
柱
間
と
も
桟
唐
戸
を
入

れ
、
背
側
面
は
い
ず
れ
も
板
壁
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年
の
空
襲
に
よ
り
境
内
の
建
物
は
焼
失
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
本
殿
を
中
心
と
し
て
、
中

門
、
拝
殿
な
ど
多
く
の
社
殿
が
あ
っ
た
（
石
井
左
近
編
『
敦
賀
郡
神
社
誌
』
福
井
県
神
職

会
敦
賀
郡
支
部
、
一
九
三
三
年
）。
旧
本
殿
は
、
寛
永
四
年
に
小
浜
藩
主
京
極
忠
高
の
寄

進
と
敦
賀
町
中
へ
の
勧
化
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
間
社
流
造
で
、内
部・

外
部
と
も
に
極
彩
色
で
彩
色
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
拝
殿
は
明
治
三
五
年
に
再
建

さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
拝
殿
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
藩
主
酒
井
忠
直
が
材
木

を
寄
進
し
て
再
建
し
た
も
の
で
あ
り
、
小
浜
藩
主
の
崇
敬
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
は
、
境
内
の
東
奥
に
位
置
す
る
権
現
造
の
建
物
で
あ
る
（
平
面

図
は
五
一
頁
図
３-

９
を
参
照
）。
本
殿
・
拝
殿
は
入
母
屋
造
で
、
両
建
物
を
両
下
造
の
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く
り
で
あ
る
。
壇
上
も
未
調
査
の
中
央
間
を
除
き
格
天
井
を
張
る
。
格
縁
の
交
点
に
は
飾

金
具
を
打
つ
が
、
格
縁
・
天
井
板
と
も
素
木
で
あ
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】　
側
廻
り
の
柱
は
す
べ
て
円
柱
で
、
床
下
の
腰
貫
お
よ
び
切
目

長
押
・
腰
長
押
・
内
法
長
押
・
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
頭
貫
の
木
鼻
は
、
四
隅
の
柱
で
は
獅
子

の
丸
彫
り
と
し
、
そ
の
他
は
牡
丹
を
籠
彫
り
と
す
る
。
こ
の
構
成
は
旧
井
伊
神
社
本
殿
と

同
じ
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
組
物
は
拳
鼻
付
き
の
出
組
組
物
で
、
通
肘
木
と
丸
桁
の
間
に

蛇
腹
支
輪
を
入
れ
る
。
中
備
の
蟇
股
は
足
の
間
に
い
ず
れ
も
獅
子
の
彫
刻
を
置
く
。

　
壇
境
筋
は
、
円
柱
を
立
て
て
柱
間
を
腰
長
押
・
虹
梁
形
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
頭
貫
は
根
肘

木
で
受
け
る
。
虹
梁
の
絵
様
は
渦
・
若
葉
と
も
線
が
太
く
、
か
つ
彫
り
も
深
く
、
建
立
年

代
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
組
物
は
平
三
斗
で
中
備
に
蟇
股
を
用
い
る
。
蟇
股
は
足
の
間
に

彫
刻
を
入
れ
な
い
。

　
【
軒
・
妻
飾
】　
軒
は
二
軒
繁
垂
木
で
あ
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
笈
形
付
で
、
笈
形
に

は
菊
の
彫
刻
を
施
す
。
虹
梁
は
両
端
を
絵
様
枠
肘
木
で
受
け
る
と
と
も
に
、
中
備
に
大
斗

肘
木
と
蟇
股
を
入
れ
て
豪
華
に
飾
っ
て
い
る
。

　
【
木
階
・
縁
】　
正
側
面
に
跳
高
欄
付
の
切
目
縁
を
廻
し
、
正
面
に
三
級
の
木
階
を
設
け

る
。
縁
束
に
根
肘
木
を
挿
し
、
縁
葛
を
受
け
る
。
旧
井
伊
神
社
本
殿
は
四
方
に
縁
を
廻
し

て
お
り
、
や
や
つ
く
り
が
異
な
る
が
、
根
肘
木
で
縁
葛
を
受
け
る
手
法
は
一
致
す
る
。

　
【
彩
色
】　
側
廻
り
は
軸
部
の
部
材
か
ら
垂
木
・
丸
桁
ま
で
を
黒
漆
塗
り
と
し
て
、
壁
・

木
階
・
縁
は
素
木
の
ま
ま
と
す
る
。
一
方
で
頭
貫
木
鼻
・
組
物
・
中
備
に
は
極
彩
色
の
彩

色
を
施
し
、
軸
部
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
内
部
は
壇
境
の
柱
・
腰
長
押
・
虹
梁
形
頭

貫
と
も
黒
漆
塗
り
で
あ
る
。
壁
は
張
付
壁
と
し
て
、
内
法
長
押
よ
り
上
の
小
壁
に
は
金
箔

を
貼
る
。
組
物
・
天
井
廻
り
縁
は
極
彩
色
と
し
、
蟇
股
は
黒
漆
塗
り
で
、
上
部
の
巻
斗
の

み
極
彩
色
で
彩
色
す
る
。

　
妻
飾
は
虹
梁
・
大
瓶
束
を
黒
漆
塗
り
と
し
、
笈
形
に
は
極
彩
色
を
施
す
。

　
（
三
）
石
の
間

　
【
平
面
形
式
】　
石
の
間
は
低
い
切
石
積
の
基
壇
上
に
立
つ
。
桁
行
二
間
、
梁
間
一
間
の

規
模
で
、
最
前
の
柱
は
拝
殿
の
柱
と
共
有
す
る
。
梁
間
は
狭
く
、
本
殿
の
中
央
柱
間
と
一

致
す
る
。
内
部
は
一
室
で
あ
り
、両
側
面
後
方
の
柱
間
に
観
音
開
き
の
桟
唐
戸
を
入
れ
る
。

本
殿
と
の
間
は
、
両
側
面
と
も
本
殿
の
縁
上
に
細
い
柱
を
立
て
、
そ
れ
よ
り
前
方
を
板
壁

で
閉
じ
る
。
後
方
に
は
片
開
き
の
桟
唐
戸
を
立
て
込
む
。
床
高
は
拝
殿
と
同
高
で
、
床
は

畳
敷
と
す
る
。
両
側
面
後
方
の
柱
間
部
分
は
、
出
入
口
と
な
る
た
め
床
を
一
段
下
げ
て
木

階
を
設
け
る
。
天
井
は
化
粧
屋
根
裏
で
あ
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】　
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
木
製
の
土
台
上
に
立
つ
。
外
部
で
は

柱
間
二
間
を
内
法
長
押
・
飛
貫
・
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
頭
貫
は
本
殿
ま
で
延
び
内
法
長
押
の

や
や
下
方
の
飛
貫
の
位
置
に
納
ま
る
。
一
方
、
内
部
で
も
柱
間
二
間
を
内
法
長
押・飛
貫・

頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
部
と
は
構
造
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
飛
貫
・
頭
貫

は
外
部
の
そ
れ
ら
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
り
、
内
部
の
飛
貫
は
外
部
で
は
頭
貫
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
飛
貫
よ
り
上
は
片
蓋
柱
を
伸
ば
し
て
せ
い
の
高
い
空
間
を
作
っ
て
い
る
。
さ
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と
す
る
。
内
部
は
一
室
で
、
梁
間
中

央
の
柱
よ
り
も
や
や
奥
寄
り
に
腰
ほ

ど
の
高
さ
の
壇
を
設
け
る
。
壇
上
は

三
室
に
区
分
し
、
中
央
に
観
音
開
き

の
板
扉
を
入
れ
る
。
両
脇
間
は
開
放

と
し
て
御
簾
を
吊
る
。
護
国
殿
で

あ
っ
た
時
期
に
は
東
照
大
権
現
の
神

牌
と
直
政
・
直
孝
の
像
を
安
置
し
て

お
り
、
中
央
に
神
牌
、
左
右
に
両
像

を
祀
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
床
は
畳

敷
で
あ
る
。
天
井
は
格
天
井
で
、
格

縁
を
黒
漆
塗
り
と
し
て
交
点
に
飾
金

具
を
付
け
る
と
と
も
に
、
天
井
板
に

は
い
ず
れ
も
草
花
を
描
く
凝
っ
た
つ
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ら
に
、
内
部
の
頭
貫
は
、
本
殿
柱
上
の
組
物
よ
り
上
に
位
置
す
る
た
め
第
二
間
後
方
の
柱

で
止
ま
り
、
そ
の
奥
に
木
鼻
を
み
せ
る
。
ま
た
、
最
前
列
の
柱
筋
に
は
上
部
に
虹
梁
を
架

け
、
そ
の
上
に
極
彩
色
の
大
ぶ
り
な
蟇
股
を
載
せ
る
。
こ
れ
は
旧
井
伊
神
社
石
の
間
で
は

み
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　
組
物
は
内
部
・
外
部
と
も
拳
鼻
付
き
の
大
斗
絵
様
肘
木
で
、
中
備
は
用
い
な
い
。
組
物

は
、
前
述
の
よ
う
に
外
部
と
内
部
で
は
頭
貫
の
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
も

片
蓋
と
し
て
い
る
。

　
【
軒
】　
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
本
殿
側
で
は
丸
桁
を
ち
ょ
う
ど
本
殿
の
縁
の
上

部
ま
で
延
ば
す
。
垂
木
も
そ
こ
ま
で
並
べ
、破
風
板
を
打
っ
て
止
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

拝
殿
側
で
は
丸
桁
を
拝
殿
の
丸
桁
ま
で
延
ば
す
が
、
垂
木
は
拝
殿
の
垂
木
の
鼻
先
ま
で
し

か
置
か
な
い
。
茅
負
は
拝
殿
の
茅
負
と
接
続
さ
せ
る
た
め
端
部
を
捻
り
上
げ
て
い
る
。
こ

う
し
た
軒
の
納
ま
り
は
旧
井
伊
神
社
の
石
の
間
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
【
彩
色
】　
本
殿
と
同
様
、
軸
部
・
丸
桁
・
垂
木
は
す
べ
て
黒
漆
塗
り
と
し
て
、
組
物
に

は
極
彩
色
を
施
す
。
ま
た
、
内
部
で
も
、
軸
部
、
お
よ
び
化
粧
棟
木
・
化
粧
垂
木
に
黒
漆

を
塗
り
、
組
物
は
極
彩
色
で
あ
る
。
壁
は
す
べ
て
張
付
壁
と
な
る
。

　
（
四
）
拝
殿

　
【
平
面
形
式
】　
拝
殿
は
、
低
い
切
石
積
の
基
壇
上
に
立
つ
。
桁
行
三
間
・
梁
間
二
間
の

規
模
で
、
正
面
中
央
柱
間
を
両
脇
間
よ
り
も
広
く
と
り
、
背
面
中
央
間
の
柱
間
は
石
の
間

に
合
わ
せ
て
さ
ら
に
広
く
し
て
い
る
。
桁
行
の
規
模
を
本
殿
よ
り
も
小
さ
く
す
る
、
複
合

社
殿
と
し
て
は
珍
し
い
つ
く
り
で
あ
る
。
正
側
面
三
方
に
切
目
縁
を
廻
し
、
正
面
に
は
三

級
の
木
階
を
付
け
る
。
正
面
中
央
間
は
双
折
の
桟
唐
戸
を
入
れ
、
両
脇
間
は
蔀
を
吊
る
。

右
側
面
は
前
方
の
柱
間
に
引
戸
を
設
け
、
後
方
は
板
壁
と
す
る
。
左
側
面
は
い
ず
れ
も
板

壁
で
あ
る
。
内
部
は
一
室
で
あ
る
。
床
は
畳
敷
で
、
天
井
は
格
天
井
と
す
る
。
格
天
井
の

格
縁
を
黒
漆
塗
り
と
し
て
、
飾
金
物
を
付
け
る
。
天
井
板
に
は
そ
れ
ぞ
れ
金
箔
を
押
し
た
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紙
に
描
い
た
花
鳥
図
を
貼
り
付
け
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】　
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
床
下
の
足
固
貫
お
よ
び
切
目

長
押
・
内
法
長
押
・
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
頭
貫
木
鼻
は
繰
形
を
施
し
て
内
部
に
は
絵

様
を
彫
っ
て
お
り
、
本
殿
と
比
べ
る
と
お
と
な
し
い
つ
く
り
で
あ
る
。
組
物
は
拳

鼻
付
の
平
三
斗
で
、
中
備
は
用
い
な
い
。

　
【
軒
・
妻
飾
】　
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
背
面
側
は
、
外
部
で
は
石
の
間

の
丸
桁
間
際
ま
で
垂
木
を
置
く
が
、
内
部
で
は
拝
殿
の
垂
木
は
省
略
し
石
の
間
の

化
粧
垂
木
を
拝
殿
側
柱
筋
ま
で
並
べ
て
い
る
。
妻
飾
は
木
連
格
子
で
あ
る
。
正
面

に
付
け
た
千
鳥
破
風
の
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
笈
形
付
で
、
笈
形
に
は
彩
雲
を
彫
刻

す
る
。
虹
梁
は
両
端
を
大
斗
絵
様
枠
肘
木
で
受
け
、
中
備
に
彫
刻
を
入
れ
る
。

　
【
向
拝
軸
部
・
組
物
・
中
備
・
軒
】　
向
拝
柱
は
几
帳
面
取
を
付
け
た
角
柱
で
、

切
石
の
礎
石
と
礎
盤
の
上
に
立
つ
。
柱
頂
を
虹
梁
形
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
虹
梁
の
絵

様
は
、
渦
が
波
、
若
葉
が
牡
丹
の
彫
刻
と
な
っ
て
い
る
。
組
物
は
連
三
斗
で
、
中

備
に
は
足
の
間
に
龍
の
彫
刻
を
入
れ
た
蟇
股
を
用
い
る
。
向
拝
の
屋
根
は
向
唐
破
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風
造
と
す
る
。
菖
蒲
桁
は
向
拝
柱
筋
ま
で
と
し
て
、
拝
殿
側
柱
と
の
間
は
繫
海
老
虹
梁
で

つ
な
ぐ
。
繫
海
老
虹
梁
の
尻
は
拝
殿
の
頭
貫
の
位
置
に
納
ま
り
、
そ
れ
を
受
け
る
た
め
柱

に
獅
子
を
丸
彫
り
と
し
た
根
肘
木
を
挿
す
。
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
旧
井
伊
神
社

拝
殿
と
同
じ
く
、
輪
垂
木
の
木
口
に
破
風
板
を
打
つ
。
さ
ら
に
、
向
唐
破
風
の
妻
飾
は
大

瓶
束
で
、
両
側
に
波
間
を
泳
ぐ
霊
亀
の
彫
刻
を
入
れ
て
豪
華
に
飾
る
。

　
【
彩
色
】　
拝
殿
も
本
殿
同
様
、軸
部
か
ら
丸
桁
ま
で
を
黒
漆
塗
り
と
し
て
、外
側
の
壁・

建
具
・
縁
は
素
木
の
ま
ま
と
す
る
。
頭
貫
木
鼻
・
組
物
・
中
備
に
は
極
彩
色
を
施
し
、
千

鳥
破
風
の
妻
飾
は
虹
梁
を
黒
漆
塗
り
、
大
瓶
束
・
笈
形
を
極
彩
色
と
す
る
。
内
部
は
張
付

壁
と
し
て
、
内
法
長
押
よ
り
上
部
の
小
壁
に
は
金
箔
を
貼
る
。
組
物
は
極
彩
色
で
彩
色
さ

れ
る
。

　
（
五
）
建
立
年
代
と
そ
の
後
の
改
造

　
建
立
年
代
は
、
棟
札
よ
り
文
化
八
年
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
調

査
で
は
実
物
の
棟
札
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、昭
和
六
〇
年
度
に
ま
と
め
ら
れ
た『
文

化
財
調
査
報
告
書
』（
福
井
県
教
育
庁
所
蔵
）
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
に
よ
り
建
立
年
代
の

確
認
し
た
。
そ
の
た
め
、
造
営
に
関
わ
っ
た
彦
根
藩
の
造
営
組
織
に
つ
い
て
は
詳
細
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、『
侍
中
由
緒
帳
』
か
ら
は
、
作
事
を
担
っ
た
一
部
の

藩
士
の
名
前
、
お
よ
び
造
営
組
織
の
一
部
と
し
て
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行
・
普
請
着
到
附

役
・
細
工
奉
行
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
第
九
章
参
照
）。

　
ま
た
、
こ
の
報
告
書
に
は
、
本
殿
・
拝
殿
の
天
井
に
描
か
れ
た
絵
画
の
作
者
が
、
四
条

派
の
並
河
元
章
（
京
都
）、
山
縣
岐
鳳
（
長
浜
）
と
伝
わ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠

と
な
る
史
料
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
建
立
後
の
改
造
は
非
常
に
少
な
く
、
本
殿
壇
中
央
間
の
板
扉
が
後
補
と
考
え
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。
平
成
二
八
年
の
県
指
定
に
先
立
ち
行
わ
れ
た
調
査
の
成
果
を
ま
と
め
た
『
文

化
財
調
査
報
告　
第
四
一
集
』（
福
井
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
八
年
）
に
は
、
当
初
は

石
の
間
の
床
が
現
在
よ
り
も
低
い
位
置
に
張
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
（
調
査
者
は
吉
田
純

一
）。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
床
下
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
石
の
間
・
拝
殿
境
の
柱
の

足
元
に
「
此
分
塗
不
入
」、
石
の
間
東
側
の
木
階
蹴
込
板
の
裏
側
に
「
西
之
方
ふ
み
た
ん

蹴
込
」（
写
真
３-

47
）「
北
材
木
町　
川
名
屋
久
兵
□（
衛
カ
）」（
写
真
３-

48
）
と
の
墨
書
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
北
材
木
町
の
所
在
地
は
不
詳
な
が
ら
、
明
ら
か
に
近
世
の
墨
書
で

あ
り
、
当
初
か
ら
床
高
は
現
在
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
さ
ら
に
、移
築
時
の
棟
札
に
は
本
殿
の
天
井
絵
画
の
作
者
と
し
て
、大
和
田
保
太
郎
（
敦

賀
市
相
生
町
）
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。『
文
化
財
調
査
報
告　
第
四
一
集
』
で
は
、
現
在

の
本
殿
の
天
井
画
を
大
和
田
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
調
査
者
は
宮
島
新
一
）。

　
（
六
）
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
の
歴
史
的
・
建
築
的
評
価

　
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
は
、
彦
根
藩
井
伊
家
の
初
代
当
主
直
政
、
二
代
目
当

主
の
直
孝
を
祀
る
護
国
殿
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末

に
か
け
て
諸
藩
で
進
め
ら
れ
た
藩
祖
顕
彰
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
彦
根
藩

で
は
、
護
国
殿
に
続
き
天
保
一
三
年
に
井
伊
家
の
祖
共
保
を
祀
る
井
伊
八
幡
宮
を
創
建
、

写真３-47　天満神社石の間床下墨書①

写真３-48　天満神社石の間床下墨書②
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弘
化
二
年
に
は
新
た
な
社
殿
（
現
在
の
旧
井
伊
神
社
社
殿
）
を
造
営
し
た
。
天
満
神
社
の

社
殿
は
こ
う
し
た
藩
に
よ
る
藩
祖
顕
彰
の
最
初
期
に
建
て
ら
れ
た
建
物
と
し
て
非
常
に
歴

史
的
な
価
値
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、建
物
と
し
て
も
、徳
川
家
康
を
祀
る
東
照
宮
と
同
じ
権
現
造
が
用
い
ら
れ
る
が
、

石
の
間
を
化
粧
屋
根
裏
と
す
る
古
風
な
形
式
を
採
用
す
る
点
、
拝
殿
の
間
口
を
本
殿
よ
り

も
狭
く
し
た
権
現
造
と
し
て
は
独
特
な
つ
く
り
で
あ
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
全
体

と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
派
手
さ
は
な
い
も
の
の
、
細
部
に
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
藩
祖
を

祀
る
建
物
と
し
て
非
常
に
上
質
な
つ
く
り
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
建
築
的
な
価
値
は
高
く

評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
細
部
に
お
い
て
は
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
と
の
共
通
性
も
み
る
こ

と
が
で
き
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
改
め
て
価
値
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

写真３-49　天満神社本殿・石の間・拝殿正側面全景
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写真３-50　天満神社本殿・石の間・拝殿正側面詳細

写真３-52　天満神社本殿側面 写真３-51　天満神社本殿正面
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写真３-58　天満神社石の間側面

写真３-55　天満神社本殿内部

写真３-56　天満神社本殿壇

写真３-57　天満神社本殿壇境虹梁絵様

写真３-53　天満神社本殿背側面全景写真３-54　天満神社本殿妻飾

写真３-59　天満神社石の間内部
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写真３-63　天満神社拝殿正面詳細

写真３-65　天満神社拝殿向拝見返し 写真３-64　天満神社拝殿向拝虹梁絵様

写真３-60　天満神社石の間内部見返し

写真３-61　天満神社石の間内部頭貫の納まり

写真３-62　天満神社石の間内部妻面詳細
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写真３-67　天満神社拝殿内部

写真３-68　天満神社拝殿組物

写真３-66　天満神社拝殿向拝見上げ

図３-９　天満神社本殿・石の間・拝殿平面図

N

21
90

15
67

15
72

38
90
19
45

19
45

17
32

18
86

95
2

31
39

1251 2508 1251
5010

45
75

194519451945
14651465 2905

5835



52

　
　
　
　
　
第
五
節　
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
（
旧
観
徳
殿
）
に
つ
い
て

　
滋
賀
県
彦
根
市
清
崎
町
に
所
在
す
る
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿（
彦
根
市
指
定
文
化
財
）は
、

一
一
代
当
主
井
伊
直
中
が
創
建
し
た
天
寧
寺
境
内
の
観
徳
殿
を
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
。

観
徳
殿
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
直
中
が
自
身
の
寿
像
を
安
置
す
る
た
め
に
造
営

し
た
も
の
で
、直
中
の
存
世
中
は
「
御
像
殿
」
あ
る
い
は
「
御
寿
像
殿
」
と
呼
ば
れ
た
（
第

二
章
参
照
）。
観
徳
殿
が
建
て
ら
れ
た
の
は
境
内
の
裏
手
に
あ
た
る
が
、
彦
根
城
を
見
通

す
こ
と
の
で
き
る
位
置
で
あ
り
、
意
図
的
に
敷
地
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
二
年
に
は
、
事
情
は
不
明
な
が
ら
、
一
三
代
当
主
直
弼
の
坐
像
が
納
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
神
仏
分
離
が
進
む
な
か
で
観
徳
殿
は
天
寧
寺
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
井
伊
家
の
祖

霊
社
と
な
っ
た
（
写
真
３-

68
）。
そ
の
後
、
昭
和
一
三
年
に
は
井
伊
神
社
へ
合
祀
さ
れ
、

直
中
・
直
弼
の
坐
像
は
井
伊
神
社
へ
と
遷
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
社
殿
は
一
時
荒
廃
し
た
よ

う
だ
が
、
同
三
八
年
に
は
荒
神
山
神
社
の
遙
拝
所
と
し
て
、
現
在
地
へ
移
築
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、観
徳
殿
は
、護
国
殿
と
同
じ
く
井
伊
直
中
に
よ
り
建
立
さ
れ
て
お
り
、

藩
主
に
よ
る
造
営
と
い
う
点
で
護
国
殿
・
井
伊
八
幡
宮
と
共
通
す
る
。
さ
ら
に
、
護
国
殿

と
は
造
営
時
期
も
近
く
、
藩
主
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
建
築
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
上
で

重
要
な
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
調
査
で
は
、
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
（
旧

観
徳
殿
）
の
実
測
調
査
を
実
施
し
た
。
旧
井
伊
神
社
社
殿
と
の
比
較
、
藩
主
を
祀
る
建
物

と
し
て
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
第
八
章・第
九
章
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
調
査
の
結
果
か
ら
そ
の
建
築
的
特
徴
を
み
て
お
き
た
い
。

　
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
八
年（
一
八
二
五　
「
御
指
紙
略
記
」〈「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」〉）

　　
　
本
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
三
間　
入
母
屋
造　
桟
瓦
葺

　
　
拝
殿　
正
面
三
間　
側
面
二
間　
入
母
屋
造　
妻
入　
向
拝
一
間　
桟
瓦
葺

　
（
一
）
概
要

　
荒
神
山
神
社
は
、
彦
根
城
の
南
東
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
荒
神
山
に
所
在
す
る
。

本
殿
・
拝
殿
な
ど
の
社
殿
は
荒
神
山
山
頂
に
立
つ
。
こ
の
う
ち
、
本
殿
・
拝
殿
・
渡
殿
・

神
饌
所
・
神
楽
殿
は
国
登
録
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
、
社
務
所
・
書
院
・
書
院
中
門
は

彦
根
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
頂
に
は
社
殿
の
北
側
に
荒
神
山
古

墳
（
国
指
定
史
跡
）
が
あ
る
。

　
遙
拝
殿
は
東
山
麓
に
位
置
す
る
。
前
方
に
は
大
規
模
な
石
鳥
居
（
国
登
録
文
化
財
）
が

立
つ
。
本
殿
と
拝
殿
か
ら
な
る
複
合
社
殿
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
本
殿
と
拝
殿
が
直
接写真３-69　天寧寺観徳殿古写真（井伊岳夫氏所蔵）

接
続
す
る
（
平
面
図
は
五
七
頁
図
３

-

11
を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
両

殿
の
間
に
石
の
間
は
設
け
ら
れ
な

い
。
本
殿
・
拝
殿
は
と
も
に
入
母
屋

造
で
あ
る
が
、
拝
殿
は
妻
入
で
、
か

つ
棟
が
本
殿
よ
り
も
や
や
低
い
た

め
、
棟
を
本
殿
の
屋
根
の
中
ほ
ど
に

突
き
当
て
る
よ
う
に
納
め
る
。本
殿・

拝
殿
と
も
全
体
に
彩
色
は
施
さ
ず
、

旧
井
伊
神
社
社
殿
・
天
満
神
社
社
殿

と
の
大
き
な
相
違
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
二
）
本
殿

　
【
平
面
形
式
】　
本
殿
は
、
基
壇
上

に
石
製
の
亀
腹
を
載
せ
、
そ
の
上
に

立
つ
。
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
の
規

模
で
、
桁
行
は
中
央
柱
間
を
両
端
間
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よ
り
広
く
と
り
、梁
間
は
第
三
間
を
前
方
二
間
と
比
べ
極
端
に
狭
く
す
る
。
床
は
拭
板
敷
、

天
井
は
格
天
井
で
あ
る
。
正
面
側
に
は
拝
殿
が
接
続
し
、
側
面
は
縁
を
廻
し
て
最
奥
に
脇

障
子
を
立
て
る
。
内
部
は
一
室
で
、
前
方
か
ら
第
二
間
の
奥
寄
り
に
半
柱
を
立
て
、
そ
れ

よ
り
後
方
に
腰
の
高
さ
ほ
ど
の
壇
を
つ
く
り
付
け
て
二
基
の
厨
子
を
安
置
す
る
。
柱
間
装

置
は
、
正
面
は
中
央
間
に
桟
唐
戸
を
引
き
分
け
に
入
れ
、
両
脇
間
を
張
付
壁
を
と
す
る
。

右
側
面
は
板
壁
で
、
内
部
で
は
前
方
か
ら
第
一
間
・
第
二
間
を
張
付
壁
と
し
て
、
い
ず
れ

も
連
子
窓
を
設
け
る
。
一
方
、
左
側
面
は
前
方
か
ら
第
一
間
を
開
口
部
と
し
て
、
一
本
溝

に
二
枚
の
舞
良
戸
を
立
て
込
む
。
第
二
間
は
板
壁
で
、
内
部
を
張
付
壁
と
す
る
。
両
側
面

第
三
間
、
お
よ
び
背
面
は
板
壁
だ
が
、
内
部
で
は
半
柱
と
隅
柱
間
、
背
面
各
柱
間
を
土
壁

と
し
て
い
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】　
側
廻
り
の
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
切
目
長
押
・
内
法
長
押
で

つ
な
ぐ
。
組
物
は
舟
肘
木
で
あ
る
。

　
内
部
に
立
て
た
半
柱
は
柱
間
を
腰
長
押
・
虹
梁
形
頭
貫
で
繫
ぎ
、
正
面
側
に
は
虹
梁
と

同
高
に
木
鼻
を
付
け
る
。
柱
頂
に
は
拳
鼻
付
の
平
三
斗
を
組
ん
で
天
井
桁
を
受
け
る
。
実

肘
木
は
十
字
に
組
む
が
、正
面
側
は
木
鼻
に
繰
形
を
付
け
る
の
み
で
天
井
桁
を
支
え
な
い
。

さ
ら
に
、
中
備
と
し
て
蟇
股
を
置
く
。
蟇
股
は
全
体
に
彩
雲
の
彫
刻
を
施
す
と
と
も
に
、

中
央
に
井
伊
家
の
家
紋
で
あ
る
丸
に
橘
の
紋
を
彫
刻
す
る
。

　
【
軒
・
妻
飾
】　
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
妻
飾
は
木
連
格
子
と
す
る
。

　
【
木
階
・
縁
】　
縁
は
高
欄
付
の
切
目
縁
で
あ
る
。

　
（
三
）
拝
殿

　
【
平
面
形
式
】　
拝
殿
は
、切
石
積
の
基
壇
上
に
立
つ
。
正
面
三
間
、側
面
二
間
の
規
模
で
、

側
面
最
奥
の
柱
は
本
殿
と
共
有
す
る
。
内
部
は
一
室
で
、
床
は
拭
板
敷
、
天
井
は
竿
縁
天

井
と
す
る
。
拝
殿
の
床
高
は
、
本
殿
が
亀
腹
上
に
立
つ
分
だ
け
低
く
な
る
た
め
、
本
殿
と

の
境
に
一
級
の
木
階
を
付
け
る
。
正
面
は
中
央
間
に
桟
唐
戸
を
引
き
分
け
に
入
れ
、
両
脇

間
は
板
壁
で
閉
じ
る
。
側
面
は
左
右
と
も
第
一
間
に
蔀
を
吊
り
、
第
二
間
は
板
壁
と
す
る
。

　
【
軸
部
・
組
物
・
中
備
】　
側
柱
は
す
べ
て
角
柱
で
、
内
法
長
押
で
つ
な
ぐ
。
組
物
・
中

備
は
用
い
な
い
簡
略
な
つ
く
り
で
あ
る
。

　
【
軒
・
妻
飾
】　
軒
は
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
両
側
面
で
は
、
垂
木
を
本
殿
と
の
境
ま

で
配
し
、
端
部
に
縋
破
風
を
付
け
る
。
妻
飾
は
木
連
格
子
と
す
る
。

　
【
木
階
・
縁
】　
正
側
面
に
高
欄
付
の
切
目
縁
を
廻
す
。
本
殿
と
の
境
は
床
高
が
異
な
る

た
め
、
登
り
高
欄
と
し
て
、
本
殿
の
高
欄
と
繫
ぐ
。
正
面
に
は
四
級
の
木
階
を
設
け
る
。

　
【
向
拝
軸
部
・
組
物
・
中
備
・
軒
】　
向
拝
柱
は
几
帳
面
取
を
取
っ
た
角
柱
で
、
切
石
の

礎
石
・
石
製
礎
盤
の
上
に
立
つ
。
柱
頂
部
を
虹
梁
形
頭
貫
で
繫
ぎ
、
頭
貫
木
鼻
に
は
菊
を

籠
彫
り
と
し
た
豪
華
な
彫
刻
を
施
す
。
虹
梁
絵
様
は
渦
・
若
葉
と
も
に
波
濤
の
彫
刻
と
す

る
。
組
物
は
や
や
せ
い
の
高
い
絵
様
枠
肘
木
を
組
み
、
中
備
と
し
て
全
体
に
波
濤
を
彫
刻

し
中
央
に
丸
に
橘
の
井
伊
家
の
家
紋
を
置
く
蟇
股
を
用
い
る
。
拝
殿
と
の
間
は
繫
海
老
虹

梁
を
架
け
、
拝
殿
の
側
柱
に
絵
様
を
施
し
た
根
肘
木
を
挿
し
て
虹
梁
尻
を
受
け
る
。
軒
は

一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。

　
（
四
）
建
立
年
代
と
そ
の
後
の
改
造

　
建
立
年
代
は
、「
御
指
紙
略
記
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
三
一
七
二
二
）

の
う
ち
の
「
寺
社
」
の
項
目
に
、
文
政
八
年
六
月
に
「
御
寿
像
殿
御
棟
上
、
御
祝
儀
御
指

紙
六
月
頃
出
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
に
上
棟
を
迎
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ

ら
に
、
本
殿
鬼
瓦
に
「
文
政
八　
湖
東
犬
上
郡
松
原
村　
御
用
瓦
師
善
九
郎
」、
向
拝
留

蓋
瓦
に
「
瓦
師　
善
九
郎　
作
人
弥
介
」
と
い
う
篦
書
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
、
同
じ
頃
に
は

屋
根
葺
き
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
棟
札
が
な
い
た
め
、
大
工
は
不

明
だ
が
、
瓦
師
は
彦
根
藩
の
御
用
を
務
め
る
松
原
村
（
現
在
の
彦
根
市
松
原
町
）
の
善
九

郎
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
上
記
の
篦
書
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、「
善
九
郎
」
の
名
前

は
、
寛
政
年
間
の
年
紀
を
持
つ
長
寿
院
弁
才
天
堂
本
堂
・
礼
堂
の
瓦
に
も
み
る
こ
と
が
で

き
、
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　
遙
拝
殿
は
、
天
寧
寺
境
内
に
所
在
し
た
観
徳
殿
を
移
築
し
て
お
り
、
建
物
に
は
改
造
の

痕
跡
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
現
状
で
改
造
が
明
ら
か
な
の
は
、
本
殿
左
側
面
の
前
方
第
一
間
で
あ
る
。
柱
を
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柱
A
に
相
対
す
る
本
殿
・
拝
殿
境
の
柱
に
は
板
壁
を
は
め
た
痕
跡
は
な
く
、
当
初
か
ら
柱

間
の
前
半
分
は
開
口
部
で
あ
り
、
片
引
戸
が
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
幕
末
維
新
期
に
作
製
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
天
寧
寺
境
内
絵
図
」（
天
寧

寺
所
蔵
）
に
描
か
れ
た
観
徳
殿
（
図
３-

10
）
と
比
べ
る
と
、
平
面
形
式
が
大
き
く
相
違

す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
図
３-

10
は
柱
位
置
と
建
物
の
概
形
を
簡
略
に
描
い
た
も
の
だ

が
、
そ
こ
か
ら
① 

本
殿
奥
寄
り
中
央
に
二
本
の
柱
が
立
ち
、
柱
間
一
間
四
方
の
空
間
が

造
ら
れ
る
こ
と
、
② 

本
殿
・
拝
殿
境
に
は
拝
殿
側
中
央
に
二
本
の
柱
が
立
っ
て
い
る
こ

と
が
、
現
状
と
の
相
違
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
現
在
本
殿
奥
寄
り
に
立
つ
半
柱
を
繫
ぐ
虹

梁
は
、
柱
の
背
面
を
欠
き
込
ん
で
大
入
れ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
丁
寧
な
造
作
と
は
い

え
ず
、
後
補
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
井
の
経
年
的
な
変
化

は
半
柱
や
虹
梁
と
大
き
な
差
は
な
く
、
井
伊
直
弼
の
坐
像
を
遷
座
し
た
際
、
遙
拝
殿
と
し

て
移
築
し
た
際
な
ど
、
あ
る
時
期
に
大
規
模
な
改
造
が
行
わ
れ
た
と
想
定
で
き
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
現
状
で
は
そ
う
し
た
大
き
な
改
造
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
痕
跡
は

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
今
後
の
詳
細
な
調
査
を
俟
ち
た
い
。

　
（
五
）
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
の
歴
史
的
・
建
築
的
価
値

　
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
（
旧
観
徳
殿
）
は
、
一
一
代
当
主
井
伊
直
中
が
自
身
の
坐
像
を
安

置
す
る
た
め
に
造
営
さ
れ
た
。
直
中
は
、
文
化
二
年
に
仙
琳
寺
に
四
代
藩
主
直
興
と
自
身

の
坐
像
を
安
置
し
て
お
り
、
文
化
五
年
に
も
初
代
直
政
・
二
代
直
孝
と
自
身
の
坐
像
を
制

作
し
、
同
八
年
に
は
直
政
・
直
孝
の
坐
像
を
護
国
殿
へ
祀
っ
た
。
護
国
殿
の
造
営
は
藩
の

直
営
で
行
わ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
藩
主
と
家
臣
と
の
君
臣
関
係
の
再
確
認
の
場
を
形
成
し

よ
う
と
い
う
直
中
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
観
徳
殿
の
造
営

に
藩
の
直
接
的
な
関
与
は
み
ら
れ
ず
、
直
中
の
個
人
的
な
意
志
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
直
中
は
、
彦
根
城
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
観
徳
殿
を
造
営

す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
死
後
も
彦
根
藩
の
繁
栄
を
守
護
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
考

え
ら
れ
、
護
国
殿
と
と
も
に
彦
根
藩
の
発
展
的
な
存
続
を
担
う
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
た

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
観
徳
殿
は
直
中
に
よ
る
寺
社
造
営
の
実
態
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
、
彦
根
藩
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
高
い
歴
史
的
価
値
を
持
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
こ
の
建
物
は
、
本
殿
と
拝
殿
を
直
接
繫
ぐ
複
合
社
殿
の
形
式
を
採
用
し
て
い

る
。
複
合
形
式
の
な
か
で
も
、
入
母
屋
造
の
本
殿
と
拝
殿
が
接
続
す
る
の
は
珍
し
い
。
ま

た
、
藩
主
の
造
営
し
た
建
物
で
あ
り
な
が
ら
、
全
体
に
装
飾
の
少
な
い
端
正
な
つ
く
り
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
天
満
神
社
（
旧
護
国
殿
）・
旧
井
伊
神
社
社
殿
と
比
べ
た
際
の
大
き

な
特
徴
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
藩
主
に
よ
る
造
営
の
多
様
性
を
う

か
が
え
る
。
さ
ら
に
、「
天
寧
寺
境
内
絵
図
」
に
見
ら
れ
る
当
初
の
平
面
形
式
、す
な
わ
ち
、

本
殿
の
奥
に
一
間
四
方
の
空
間
を
備
え
る
点
は
、
長
寿
院
奥
之
院
と
共
通
し
て
い
る
。
奥

之
院
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
彦
根
藩
の
直
営
で
造
営
さ
れ
た
建
物
で
あ
り
、
そ
の

共
通
性
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
藩
主
の
強
い
意
志
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
建
物
が
複
数

現
存
す
る
事
例
は
珍
し
く
、
遙
拝
殿
は
旧
井
伊
神
社
社
殿
・
天
満
神
社
社
殿
と
と
も
に
改

め
て
そ
の
歴
史
的
な
価
値
づ
け
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

図３-10　「天寧寺境内絵図」に描かれた
観徳殿

繫
ぐ
切
目
長
押
の
う
ち

柱
A
の
位
置
に
四
角
の

欠
き
込
み
が
あ
り
、
当

初
、
柱
A
は
他
の
柱
と

同
様
の
正
方
形
に
近
い

断
面
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

現
在
入
っ
て
い
る
二
枚

の
舞
良
戸
は
中
古
に
立

て
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
第
一
間
の
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写真３-70　荒神山神社遙拝殿正側面全景

写真３-71　荒神山神社遙拝殿本殿背側面全景写真３-73　荒神山神社遙拝殿拝殿背面軒の納まり

写真３-72　荒神山神社遙拝殿拝殿正面詳細写真３-74　荒神山神社遙拝殿拝殿向拝見返し
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写真３-78　荒神山神社遙拝殿本殿内部見返し

写真３-79　荒神山神社遙拝殿本殿虹梁絵様

写真３-80　荒神山神社遙拝殿本殿虹梁上蟇股

写真３-76　荒神山神社遙拝殿本殿内部

写真３-77　荒神山神社遙拝殿本殿内部詳細

写真３-75　荒神山神社遙拝殿拝殿向拝虹梁絵様（裏
面）



57

写真３-81　荒神山神社遙拝殿拝殿内部

写真３-82　荒神山神社遙拝殿拝殿から本殿を見通す

図３-11　荒神山神社遙拝殿平面図
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写真３-83　荒神山神社遙拝殿拝殿内部見返し

A
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第
五
章　
旧
井
伊
神
社
本
殿
内
の
厨
子
に
つ
い
て

　
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
年
、
井
伊
神
社
と
佐
和
山
神
社
と
の
合
祀
に
あ
た
っ
て
、

井
伊
神
社
に
は
井
伊
直
政
・
直
孝
の
神
像
が
遷
座
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
本
殿
に
は
井
伊

直
中
・
直
亮
・
直
弼
の
坐
像
が
安
置
さ
れ
、
本
来
の
御
神
体
で
あ
る
稜
威
鞆
安
彦
命
（
井

伊
共
保
）
の
ほ
か
に
計
五
躯
の
坐
像
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）、

井
伊
神
社
が
多
賀
大
社
の
兼
務
社
と
な
っ
た
際
、
こ
れ
ら
の
坐
像
は
彦
根
城
博
物
館
へ
寄

託
さ
れ
（「
多
賀
大
社
所
蔵
史
料
」）、
外
陣
・
内
陣
に
は
、
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
五
基
の
厨
子
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
各
坐
像
が
ど
の
厨
子
に
納
め
ら
れ
ら

れ
て
い
た
の
か
は
、
五
躯
が
寄
託
さ
れ
た
際
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
が
な
く
明
ら
か
で
は

な
い 

。
そ
の
後
、
調
査
に
よ
り
直
亮
と
考
え
ら
れ
て
い
た
坐
像
は
直
中
で
あ
り
、
本
殿

に
二
躯
の
直
中
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、本
殿
内
に
置
か
れ
た
五
基
の
厨
子
の
実
測
と
写
真
撮
影
を
実
施
し
、

そ
の
歴
史
的
価
値
・
建
築
的
価
値
の
解
明
を
進
め
た
。
以
下
、
調
査
成
果
に
つ
い
て
述
べ

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
第
一
節　
旧
井
伊
神
社
本
殿
に
安
置
さ
れ
た
坐
像
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
厨
子
の
価
値
付
け
を
行
う
前
提
と
し
て
、
旧
井
伊
神
社
本
殿
に
五
躯
の
坐
像

が
安
置
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
坐
像
の
基
本
的
な
情

報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
一
）。

　
① 

井
伊
直
政
坐
像　
幅
八
八・〇
㎝　
奥
行
五
六･

〇
㎝　
総
高
六
五・五
㎝
（
厚
畳

の
高
を
含
む
）　
竹
内
康
政
作　
制
作
年
代
：
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
、像
底
銘
文
）

　
② 

井
伊
直
孝
坐
像　
幅
八
七･

五
㎝　
奥
行
五
六･

〇
㎝　
総
高
六
四・〇
㎝
（
厚
畳

の
高
を
含
む
）　
竹
内
康
政
作　
制
作
年
代
：
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
、像
底
銘
文
）

　
③ 

井
伊
直
中
坐
像　
幅
七
九･

五
㎝　
奥
行
五
五･

五
㎝　
総
高
六
一･

五
㎝
（
厚

畳
の
高
を
含
む
）　
竹
内
康
政
作　
制
作
年
代
：
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
、
像
底
銘

文
）

　
④ 

井
伊
直
中
坐
像　
幅
八
六･

〇
㎝　
奥
行
五
二･

〇
㎝　
総
高
六
五・〇
㎝
（
厚
畳

の
高
を
含
む
）　
制
作
者
不
明　
制
作
年
代
：
江
戸
時
代
後
期

　
⑤ 

井
伊
直
弼
坐
像　
幅
八
五･

〇
㎝　
奥
行
五
〇･

〇
㎝　
総
高
五
九・五
㎝
（
厚
畳

の
高
を
含
む
）　
福
田
曽
平
作　
制
作
年
代
：
文
久
元
年
（
一
八
六
一
、
厚
畳
裏
銘

文
）

　
こ
の
う
ち
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
た
経
緯
が
推
定
で
き
る
の
が
、
①
②
で
あ
る
。
文
化
四

年
（
一
八
〇
七
）、
第
一
一
代
当
主
井
伊
直
中
は
東
照
大
権
現
と
、
初
代
・
二
代
当
主
井

伊
直
政
・
直
孝
を
祀
る
た
め
、
清
凉
寺
境
内
に
護
国
殿
の
建
立
を
命
じ
た
（
第
二・三
章

参
照
）。
護
国
殿
は
同
八
年
に
は
完
成
し
、
本
殿
に
東
照
大
権
現
の
神
牌
と
直
政
・
直
孝

の
像
が
安
置
さ
れ
た
。
神
牌
と
二
躯
の
像
は
、
い
ず
れ
も
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
（「
清
凉
寺
交
割
帳
」〈「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
六
一
八
四
〉）。
そ

の
後
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
護
国
殿
は
佐
和
山
神
社
と
な
り
、
昭
和
一
三
年
に
は

井
伊
神
社
と
合
祀
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
直
政
・
直
孝
像
は
井
伊
神
社
本
殿
へ
遷
座
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
直
中
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
天
寧
寺
に
観
徳
殿
を
造
営
し
、
そ
こ
に
自

ら
の
坐
像
を
安
置
し
た
。
こ
の
坐
像
に
つ
い
て
も
厨
子
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（「
御
像
殿
交
割
簿
」〈「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
六
一
八
六
〉）。
さ
ら
に
、
⑤
の

直
弼
像
は
明
治
二
年
に
観
徳
殿
へ
遷
座
し
、
観
徳
殿
は
そ
の
後
祖
霊
社
と
し
て
祀
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
一
三
年
、
祖
霊
社
は
佐
和
山
神
社
と
と
も
に
井
伊
神
社
へ
と
合
祀

さ
れ
、
そ
の
際
に
直
中
・
直
弼
の
像
は
井
伊
神
社
本
殿
へ
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）、
第
一
二
代
当
主
直
亮
は
井
伊
家
の
祖
で
あ
る
共
保
を
祀
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る
た
め
、
龍
潭
寺
境
内
に
井
伊
八
幡
宮
を
創
建
し
た
。
第
二
章
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
社

殿
内
に
は
厨
子
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
御
神
体
で
あ
る
共
保
の
神
像
が
納
め
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
三
年
後
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
は
現
在
の
井
伊

神
社
境
内
に
改
め
て
社
殿
を
造
営
し
、
共
保
の
神
像
は
そ
ち
ら
へ
遷
座
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
井
伊
神
社
本
殿
に
納
め
ら
れ
た
坐
像
の
う
ち
、
①
②
⑤
は
そ
の
経
緯
が

あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
躯
の
直
中
の
坐
像
（
③
④
）
は
、
高
木
文
恵

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
二
）、
い
ず
れ
か
が
観
徳
殿
か
ら
遷
座
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
も
う
一
方
が
ど
こ
か
ら
納
め
ら
れ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
井
伊

神
社
の
本
来
の
御
神
体
で
あ
る
共
保
の
神
像
は
現
在
の
旧
本
殿
内
に
な
く
、
平
成
二
五
年

に
新
た
な
本
殿
へ
と
遷
座
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
厨
子
の
建
築
的
特
徴

　
現
在
、本
殿
内
に
は
五
基
の
厨
子
が
、内
陣
に
三
基
、外
陣
に
二
基
置
か
れ
て
い
る
（
図

５-

１
）。
こ
れ
ら
の
厨
子
を
便
宜
的
に
厨
子
１
〜
５
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
的
な

特
徴
を
み
て
い
き
た
い
。

　
（
一
）
厨
子
１

　
一
間
春
日
厨
子　
寄
棟
造　
板
葺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
世
紀
前
期

　
厨
子
１
は
素
木
造
の
春
日
厨
子
で
、
高
さ
約
五
五
㎝
の
木
製
の
台
に
載
る
。
平
面
は
桁

行
一
間
、
梁
間
一
間
で
、
正
面
に
観
音
開
き
の
板
扉
を
入
れ
て
背
側
面
は
板
壁
と
す
る
。

内
部
は
一
室
と
し
て
後
方
に
壇
を
設
け
、
正
面
の
羽
目
板
に
は
格
狭
間
を
飾
る
。
床
は
板

敷
、
天
井
は
鏡
天
井
で
あ
る
。

　
基
礎
は
亀
腹
状
の
土
台
と
方
形
の
基
壇
を
重
ね
る
。
柱
は
角
柱
と
し
て
、
地
覆
長
押
・

内
法
長
押
・
台
輪
で
固
め
る
。
組
物
や
丸
桁
は
な
く
台
輪
上
に
直
接
垂
木
を
掛
け
る
。
軒

は
一
軒
繁
垂
木
で
あ
る
。
背
面
側
は
軒
を
省
略
し
、
破
風
板
を
打
つ
。
屋
根
は
照
り
起
り

の
あ
る
寄
棟
造
で
、
頂
部
に
棟
を
置
き
隅
行
に
は
棒
材
で
降
棟
を
つ
く
る
。

　
外
観
は
、
基
壇
・
軸
部
・
扉
・
軒
な
ど
の
要
所
に
緻
密
な
文
様
を
線
刻
し
た
飾
金
具
を

付
け
て
豪
華
に
飾
る
。
一
方
、
内
部
は
三
方
の
壁
と
天
井
に
帳
を
張
り
、
切
目
長
押
や
壇

板
の
木
口
に
飾
金
具
を
付
け
る
。
ま
た
、
壇
の
前
方
に
は
木
製
の
机
を
据
え
、
壇
上
は
莚

を
敷
い
て
そ
の
上
に
茵
を
置
い
て
い
る
。

　
厨
子
１
と
坐
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、厨
子
内
部
の
壇
の
奥
行
が
三
六
㎝
し
か
な
く
、

①
〜
⑤
の
い
ず
れ
も
安
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
か
ら
そ
れ
以
外

の
神
像
、
お
そ
ら
く
は
共
保
の
神
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
制
作
年
代
を
示
す
史
料
は
な
い
も
の
の
、
共
保
の
神
像
を
祀
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
一
九
世
紀
前
期
と
し
て
お
き
た
い
。
春
日
厨
子
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
細
部

ま
で
建
築
的
な
表
現
が
な
さ
れ
、
か
つ
飾
金
具
で
豪
華
な
装
飾
を
施
し
て
お
り
、
彦
根
藩

主
の
命
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
優
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

図５-１　本殿内の厨子の配置

表５-１　本殿内の厨子一覧
名称 形式 制作年代

厨子１ 一間春日厨子、寄棟造、板葺 19 世紀前期
厨子２ 一間春日厨子、寄棟造、板葺 19 世紀前期
厨子３ 一間春日厨子、寄棟造、板葺 19 世紀前期
厨子４ 一間春日厨子、寄棟造、板葺 19 世紀前期
厨子５ 一間春日厨子、寄棟造、板葺 19 世紀前期
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（
二
）
厨
子
２・３・４

　
一
間
春
日
厨
子　
寄
棟
造　
板
葺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
世
紀
前
期

　
厨
子
２
〜
４
は
い
ず
れ
も
素
木
造
の
春
日
厨
子
で
、
低
い
木
製
の
台
に
載
る
。
三
基
は

同
形
同
大
で
あ
り
、
装
飾
も
飾
金
具
に
至
る
ま
で
一
致
す
る
。
平
面
は
桁
行
一
間
、
梁
間

一
間
で
、正
面
に
双
折
の
板
扉
を
入
れ
て
背
側
面
は
板
壁
と
す
る
。
内
部
は
一
室
と
し
て
、

床
は
板
敷
、
天
井
は
鏡
天
井
で
あ
る
。

　
基
礎
は
亀
腹
状
の
土
台
と
、
ご
く
低
い
方
形
の
基
壇
を
重
ね
る
。
柱
は
几
帳
面
を
取
っ

た
角
柱
で
、
地
覆
長
押
・
内
法
長
押
・
台
輪
を
廻
す
。
軸
部
は
形
式
的
に
は
こ
う
し
た
つ

く
り
だ
が
、
実
際
に
は
柱
の
内
法
長
押
よ
り
上
部
を
取
り
は
ず
す
こ
と
が
で
き
、
柱
頂
部

に
つ
く
り
出
し
た
枘
に
落
と
し
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
５-

11
）。
軒
は
板
軒

と
し
て
、
背
面
の
み
軒
を
省
略
し
軒
先
を
台
輪
と
面
揃
え
で
止
め
る
。
屋
根
は
照
り
起
り

の
あ
る
寄
棟
造
で
、
背
面
は
軒
の
出
が
な
く
屋
根
勾
配
が
急
と
な
る
。

　
外
観
は
、
基
礎
か
ら
軒
廻
り
に
至
る
ま
で
細
密
な
文
様
を
施
し
た
飾
金
具
で
飾
る
と
と

も
に
、
正
面
の
扉
に
は
井
伊
家
の
家
紋
で
あ
る
橘
の
紋
を
入
れ
た
金
具
を
付
け
る
。
さ
ら

に
、
定
規
縁
に
も
小
ぶ
り
な
橘
紋
の
金
具
を
付
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
内
部
は
装
飾

が
な
く
非
常
に
簡
素
な
つ
く
り
で
あ
り
、
床
面
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
須
弥
壇
を
納
め
る
。

須
弥
壇
は
朱
漆
塗
り
で
要
所
に
飾
金
具
を
付
け
る
。
正
面
の
小
壁
は
束
を
立
て
て
二
分

し
、
梨
地
塗
り
の
格
狭
間
で
飾
る
。
さ
ら
に
、
格
狭
間
に
も
橘
の
紋
の
金
具
を
付
け
る
。

須
弥
壇
の
上
面
に
は
、
そ
の
上
に
載
せ
る
も
の
を
固
定
す
る
た
め
の
枘
が
打
ち
付
け
ら
れ

る
。
ま
た
、
内
面
に
は
数
字
が
墨
書
さ
れ
、
厨
子
２
に
は
「
一
」、
厨
子
３
に
は
「
二
」、

厨
子
４
に
は
「
三
」
と
書
か
れ
、
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
傍
証
と
な
る
。
な
お
、
厨
子
４

は
、
現
位
置
に
納
め
る
た
め
正
面
に
向
か
っ
て
左
側
の
軒
先
の
隅
部
が
切
り
落
と
さ
れ
て

い
る
。

　
坐
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
の
厨
子
も
細
部
に
至
る
ま
で
同
じ
つ
く
り
で
あ
り
、

同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
は
①
〜
③
の
坐
像
が

納
め
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
須
弥
壇
の
数
字
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
厨
子
２

に
初
代
当
主
の
直
政
、
厨
子
３
に
二
代
当
主
の
直
孝
、
厨
子
４
に
一
一
代
当
主
の
直
中
の

神
像
が
そ
れ
ぞ
れ
安
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
制
作
年
代
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
坐
像
の
制
作
年
代
と
同
じ
文
化
五
年
頃
と
考
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
も
藩
主
の
神
像
を
納
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
豪
華
な
つ
く
り
で
あ
る
。

　
（
三
）
厨
子
５

　
一
間
春
日
厨
子　
寄
棟
造　
板
葺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
世
紀
前
期

　
厨
子
５
も
、
他
と
同
じ
く
素
木
造
の
春
日
厨
子
で
あ
る
。
規
模
に
大
き
な
違
い
は
な
い

が
、
細
部
は
や
や
異
な
る
。
厨
子
は
低
い
木
製
の
台
に
載
る
。
平
面
は
桁
行
一
間
、
柱
間

一
間
で
、正
面
に
双
折
の
板
扉
を
入
れ
、背
側
面
は
板
壁
と
す
る
。
内
部
は
一
室
と
な
り
、

床
は
板
敷
、
天
井
は
鏡
天
井
で
あ
る
。

　
基
礎
は
、
亀
腹
状
の
土
台
と
ご
く
低
い
方
形
の
基
壇
を
重
ね
る
。
柱
は
几
帳
面
を
取
っ

た
角
柱
で
、
地
覆
長
押
・
内
法
長
押
で
固
め
る
。
柱
頂
に
は
板
支
輪
の
よ
う
に
側
面
に
繰

形
を
付
け
た
台
輪
を
廻
す
。
さ
ら
に
、
正
背
面
中
央
に
は
内
法
長
押
上
に
束
を
立
て
る
。

内
法
長
押
よ
り
上
部
は
柱
・
束
や
小
壁
と
と
も
に
取
り
は
ず
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
柱
頂

部
に
枘
は
つ
く
り
出
さ
ず
、
内
法
長
押
上
に
載
せ
る
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。
軒
は
板
軒
と

し
て
、
背
面
は
軒
を
省
略
す
る
。
屋
根
は
照
り
起
り
を
付
け
た
寄
棟
造
だ
が
、
背
面
側
は

厨
子
２
〜
４
と
異
な
り
、
反
り
の
部
分
が
な
く
起
り
の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
外
観
は
、
基
礎
か
ら
軒
廻
り
ま
で
緻
密
な
文
様
を
施
し
た
飾
金
具
で
要
所
を
飾
る
。
飾

金
具
の
文
様
は
厨
子
２
〜
４
に
比
べ
よ
り
精
緻
な
つ
く
り
で
あ
る
。
正
面
に
は
扉
や
定
規

縁
に
橘
の
紋
の
金
具
を
付
け
る
。
内
部
は
簡
素
な
つ
く
り
で
、
床
の
広
さ
と
同
規
模
の
須

弥
壇
を
納
め
る
。
須
弥
壇
の
平
面
規
模
は
、
厨
子
２
〜
４
と
比
べ
る
と
、
一
回
り
小
さ
く

造
ら
れ
る
。
全
体
を
朱
漆
塗
り
と
す
る
が
、
飾
金
具
は
付
け
な
い
。
ま
た
、
正
面
は
小
壁
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を
三
分
割
し
て
そ
れ
ぞ
れ
梨
地
塗
り
の
格
狭
間
で
飾
っ
て
お
り
、
中
央
に
は
下
り
藤
の

紋
、
両
脇
に
は
橘
の
紋
の
金
具
と
を
付
け
る
。
な
お
、
厨
子
５
は
、
厨
子
４
と
同
じ
よ
う

に
、
現
位
置
に
納
め
る
た
め
正
面
に
向
か
っ
て
右
側
の
軒
先
の
隅
部
が
切
り
落
と
さ
れ
て

い
る
。

　
坐
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
消
去
法
的
に
④
あ
る
い
は
⑤
の
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
坐
像
④
⑤
は
幅
・
奥
行
き
と
も
他
の
坐
像
よ
り
も
若
干
小
さ
い
こ
と

も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
納
め
ら
れ
て
い
た
の
が
④
⑤
の
ど
ち
ら
な
の
か
に
つ
い

て
は
、
他
の
厨
子
と
比
べ
て
制
作
時
期
に
大
き
な
差
が
あ
る
よ
う
に
は
み
え
ず
、
制
作
年

代
が
①
〜
③
に
近
い
④
の
直
中
の
坐
像
を
納
め
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
制
作
年
代
を
示
す
史
料
は
な
く
、
こ
こ
で
は
坐
像
と
の
関
係
か
ら
、
観
徳
殿
の
造
営
が

行
わ
れ
た
文
政
八
年
頃
の
制
作
と
し
て
お
き
た
い
。
同
形
同
大
で
は
あ
る
も
の
の
、
他
の

厨
子
と
比
較
し
て
や
や
豪
華
な
つ
く
り
と
な
っ
て
お
り
、
井
伊
家
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
厨

子
の
多
様
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
殿
に
安
置
さ
れ
た
五
基
の
厨
子
の
建
築
的
特
徴
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
い
ず

れ
も
素
木
造
の
本
体
に
細
密
な
文
様
が
彫
っ
た
飾
金
具
を
要
所
に
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
る
豪

華
な
つ
く
り
で
あ
り
、
井
伊
家
の
祖
で
あ
る
共
保
、
歴
代
の
当
主
で
あ
る
直
政
・
直
孝
、

直
中
な
ど
を
祀
る
の
に
相
応
し
い
厨
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
殿
に
安
置
さ
れ
た
経
緯

や
時
期
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
過
程
を
含
む
歴
史
的
な
価
値
を
有
し
て
お
り
、
五

基
を
一
体
と
し
て
高
い
歴
史
的
・
建
築
的
な
価
値
が
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
五
基
の
厨
子
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
た
厨
子
１
、

そ
の
後
に
本
殿
内
に
移
さ
れ
た
厨
子
２
〜
５
の
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
う
ち
、
厨
子
１
は
井
伊
八
幡
宮
が
創
建
さ
れ
た
天
保
一
三
年
の
制
作
、
厨
子
２
〜
４
は

坐
像
の
墨
書
か
ら
、
文
化
五
年
の
制
作
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
厨
子
５
に
つ

い
て
は
、
制
作
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
厨
子
５
の
制
作
年
代
を
考

え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
が
、
仙
琳
寺
に
安
置
さ
れ
た
直
興
・
直
中
の
坐
像
を
納
め
る
厨

子
で
あ
る
。
二
躯
の
坐
像
は
、
台
座
の
銘
文
よ
り
文
化
二
年
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
、
厨
子
の
制
作
年
代
も
坐
像
と
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
と
厨
子
５
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
制
作
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
で
は
仙
琳
寺
に
納
め
ら
れ
た
二
基
の
厨
子
を
実
見
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
各
坐
像
は
、
衣
冠
束
帯
姿
で
厚
畳
の
上
に
置
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
厨
子
に
納
ま
る
か
ど
う
か

を
示
す
た
め
、
厚
畳
を
含
め
た
寸
法
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
寸
法
は
、
彦
根
城
博
物
館
の
調

査
に
お
い
て
得
ら
れ
た
数
値
を
用
い
る
。

（
二
）
高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
─
藩
主
直
中
の
造
像
活
動　
清
凉
寺
護
国
殿
と
天
寧

寺
観
徳
殿
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
五
、二
〇
〇
四
年
）。
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写真５-１　厨子１正側面全景

写真５-２　厨子１背側面全景

写真５-３　厨子１軒廻り詳細

写真５-４　厨子１屋根

写真５-５　厨子１正面詳細写真５-６　厨子１内部
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厨⼦１ 断⾯図S=1/20
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図５-２　厨子１平面図・断面図
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写真５-８　厨子２背側面全景

写真５-９　厨子２屋根

写真５-10　厨子２内部

写真５-11　厨子２柱上部の納まり

写真５-７　厨子２正側面全景
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図５-３　厨子２平面図・断面図
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写真５-12　厨子３正側面全景

写真５-14　厨子３背面

写真５-16　厨子３内部

写真５-13　厨子３側面

写真５-15　厨子３屋根
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図５-４　厨子３平面図・断面図
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写真５-17　厨子４正側面全景

写真５-19　厨子４屋根 写真５-18　厨子４背側面全景

写真５-20　厨子４内部
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図５-５　厨子４平面図・断面図
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写真５-21　厨子５正側面全景写真５-22　厨子５背側面全景

写真５-25　厨子５内部 写真５-24　厨子５背面軒の納まり

写真５-23　厨子５正面詳細
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図５-６　厨子５平面図・断面図
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第
六
章　
旧
井
伊
神
社
中
門
の
部
材

　
井
伊
八
幡
宮
の
社
殿
が
現
在
の
位
置
に
造
営
さ
れ
た
際
に
は
、
拝
殿
の
前
に
柵
門
が
設

け
ら
れ
、
両
脇
か
ら
透
塀
が
社
殿
を
取
り
囲
む
よ
う
に
巡
ら
さ
れ
た
。
さ
ら
に
柵
門
の
前

方
に
は
中
門
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
柵
門
・
透
塀
は
撤
去
さ
れ
た
も
の
の
、
中
門
は

本
殿
な
ど
と
と
も
に
長
く
維
持
さ
れ
て
き
た
。し
か
し
な
が
ら
、平
成
一
〇
年（
一
九
九
八
）

三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
老
朽
化
を
理
由
に
解
体
さ
れ
、
大
部
分
の
部
材
は
本
殿
の
軒
下

で
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
現
在
は
、
彦
根
城
楽
々
園
内
の
倉
庫
で
保
管
さ
れ
る
）。

解
体
を
担
当
し
た
西
澤
工
務
店
は
、
作
業
の
過
程
で
中
門
の
実
測
・
写
真
撮
影
を
行
っ
て

お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
中
門
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
、今
回
の
調
査
で
は
、現
存
す
る
中
門
の
部
材
の
状
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

部
材
の
写
真
撮
影
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
西
澤
工
務
店
に
各
部
材
の
実
測
、
破
損
状
況
の

確
認
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
部
材
の
規
模
・
員
数
・
破
損
状
況
の
リ
ス
ト
を
作

成
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
中
門
の
建
築
的
特
徴
と
部
材
の
現
状
に
つ
い
て
み
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
第
一
節　
旧
井
伊
神
社
中
門
の
建
築
的
特
徴

　
旧
井
伊
神
社
中
門　
　
　
　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五　
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」

〈「
田
中
与
左
衛
門
家
文
書
」〉）

　
　
一
間
一
戸
四
脚
平
唐
門　
桟
瓦
葺

　
中
門
は
小
規
模
な
四
脚
門
形
式
の
平
唐
門
で
あ
る
。
本
殿
な
ど
と
同
様
に
軸
部
か
ら
軒

に
至
る
ま
で
朱
塗
り
と
す
る
が
、
装
飾
が
少
な
く
お
と
な
し
い
つ
く
り
で
あ
る
。

　
一
般
的
な
四
脚
門
と
同
じ
く
親
柱
は
円
柱
、
控
柱
は
角
柱
で
、
い
ず
れ
も
切
石
の
礎
石

上
に
立
つ
。
親
柱
間
に
は
柱
頂
に
冠
木
を
置
き
、
親
柱
・
控
柱
間
は
腰
貫
・
腰
長
押
・
飛

貫
で
つ
な
ぐ
。
冠
木
上
で
は
棟
通
り
中
央
に
蟇
股
を
置
い
て
化
粧
棟
木
を
受
け
る
。
蟇
股

は
足
の
間
に
左
右
対
称
の
文
様
を
彫
る
と
と
も
に
、
頂
部
左
右
を
盛
り
上
げ
て
繰
形
を
付

け
る
。
ま
た
、
前
後
の
控
柱
間
は
冠
木
上
に
先
端
に
繰
形
を
施
し
た
梁
を
架
け
、
柱
上
に

載
せ
た
舟
肘
木
と
組
む
。
妻
飾
は
蟇
股
と
し
て
、
足
の
間
に
は
棟
通
の
蟇
股
と
同
様
の
文

様
を
彫
る
。
軒
は
一
軒
疎
垂
木
、
屋
根
は
唐
破
風
造
、
桟
瓦
葺
で
あ
る
。
門
と
し
て
の
規

模
の
わ
り
に
螻
蛄
羽
や
軒
の
出
が
小
さ
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
柱
間
装
置
と
し
て
、
親
柱
間
に
扉
を
肘
壺
金
具
で
吊
る
。
こ
の
扉
は
柵
状
と
す
る
や
や

珍
し
い
つ
く
り
で
あ
る
。
控
柱
間
の
腰
長
押
・
飛
貫
間
に
は
左
右
と
も
粗
い
菱
格
子
を
入

写真６-１　旧井伊神社中門正面全景（解体前）

写真６-２　旧井伊神社中門背側面全景（解体前）
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れ
る
。
ま
た
、
当
初
は
親
柱
の
左
右
に
袖
塀
が
付
い
て
い
た
こ
と
が
、
礎
石
、
柱
の
痕
跡
、

古
写
真
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
建
立
年
代
は
、「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」
の
記
述
か
ら
本
殿
な
ど
と
と
も
に
造
営
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
規

模
で
は
あ
る
も
の
の
、社
前
を
荘
厳
す
る
建
物
と
し
て
貴
重
な
遺
構
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
部
材
の
現
状
に
つ
い
て

　
以
下
に
掲
げ
る
表
６-

１
は
、
西
澤
工
務
店
の
協
力
の
も
と
作
成
し
た
中
門
の
部
材
の

リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
か
ら
軸
部
な
ど
主
要
な
部
材
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

（
一
）
現
在
、
中
門
の
基
壇
と
礎
石
は
解
体
前
の
状
態
の
ま
ま
で
残
る
。
基
壇
は
非
常

に
低
く
、
葛
石
を
並
べ
、
そ
の
内
部
は
切
石
を
四
半
敷
に
敷
く
。
礎
石
は
親
柱
・

控
柱
と
も
方
形
の
切
石
と
し
て
、
親
柱
間
に
は
敷
石
を
置
く
。
礎
石
は
い
ず
れ

も
中
央
に
方
形
の
枘
穴
を
穿
つ
が
、
保
管
さ
れ
て
い
る
柱
の
底
部
に
枘
は
作
り

出
さ
れ
て
い
な
い
。

（
二
）
軸
部
か
ら
軒
廻
り
、
柱
間
装
置
に
至
る
ま
で
檜
を
用
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

野
棟
木
・
野
垂
木
な
ど
小
屋
組
の
部
材
は
杉
を
使
用
し
て
い
る
。

（
三
）
部
材
に
記
さ
れ
た
番
付
よ
り
、
東
か
ら
西
へ
「
い
」「
ろ
」「
は
」、
北
か
ら
南

へ
「
一
」「
二
」「
三
」
を
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
四
）
解
体
前
の
写
真
を
み
る
と
、
解
体
直
前
に
は
棟
の
中
央
部
が
落
ち
、
背
面
側
の

軒
先
も
垂
れ
る
な
ど
、
小
屋
組
の
部
材
が
大
き
く
腐
朽
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
軒
廻
り
の
部
材
の
な
か
に
は
大
き
く
破
損
し
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
。
そ

れ
に
対
し
て
、
柱
材
・
横
架
材
・
組
物
・
中
備
・
妻
飾
は
破
損
の
程
度
が
低
い
。

ま
た
、
解
体
前
の
写
真
で
は
「
い
三
」
の
柱
は
足
元
に
飼
物
が
入
っ
て
お
り
、

写真６-３　旧井伊神社中門野地解体中

写真６-４　旧井伊神社中門小屋組解体中

写真６-５　旧井伊神社中門化粧垂木・小舞の状態

写真６-６　旧井伊神社中門部材の保管状況
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表６-１　旧井伊神社中門の現存部材一覧
部材名 番付 材種 幅

（mm）
高さ

（mm）
厚み

（mm） 員数 破損
程度 備考

（
一
）
柱
材

１ 親柱 い二 檜 230 φ 2752 １ 小 芯持材、背割あり、枘に番付「いノ弐　右」
２ 親柱 は二 檜 235 φ （2713） １ 中 芯持材、背割あり、柱芯腐朽、全長不明
３ 控柱 い一 檜 173 2931 173 １ 小 芯持材、背割あり、枘に番付「いノ壱」
４ 控柱 い三 檜 180 2820 180 １ 小 芯持材、背割あり、枘に番付「いノ三」
５ 控柱 は一 檜 179 2930 179 １ 小 芯持材、背割あり、枘に番付「は壱」
６ 控柱 は三 檜 177 2906 177 １ 小 芯持材、背割あり、菱格子敷居仕口内に番付「は

ノ」

（
二
）
横
架
材

７ 腰貫 い一〜い三
は一〜は三 檜 2360 142 82 ２ 小

大 中央部腐朽

８ 腰長押 い一〜い三
は一〜は三 檜 2405 141 98 ４ 小・大 饅頭金具の圧痕あり

端部に番付「は一」「はノ三」

９ 腰長押 い一〜い三
は一〜は三 檜 260 139 39 ４ なし

10 飛貫 い一〜い三
は一〜は三 檜 2365 144 81 ２ 小

大 中央部腐朽
11 冠木 い二〜は二 檜 3675 143 330 １ 大 芯持材、背割りあり、中央部腐朽

12 妻梁 い一〜い三
は一〜は三 檜 2720 150 113 ２ 小 上端に番付「いノ弐」

上端に番付「はノ弐」

13 母屋桁 い一〜は一
い三〜は三 檜 4083 138 103 ２ 小 上端に三角断面の足し物あり

14 化粧棟木 い二〜は二 檜 4125 142 103 １ 大 上端に番付「□ノ弐」、中央部腐朽

（
三
）
組
物
・
中
備
・
妻
飾

15 舟肘木

い一
い三
は一
は三

檜 757 120 113 ４ なし

上端に番付「いノ壱」
上端に番付「いノ」
上端に番付「はノ」
上端に番付「はノ」

16 蟇股 ろ二 檜 1120 400 87 １ 中
17 斗 檜 176 103 171 １ 大
18 実肘木 檜 561 90 82 １ 中

19 妻飾蟇股 い二
は二 檜 1050 295 90 ２ なし 上端に墨書「右」

上端に墨書「左　一」

20 斗 い二
は二 檜 176 103 171 ２ なし 敷面に墨書「右」

敷面に墨書「左」

21 実肘木 い二
は二 檜 561 90 82 ２ なし 上端に墨書「右」

上端に墨書「左　はノ二」
22 琵琶板 檜 1087 415 13 ４ 小

（
四
）
軒
廻
り

23 化粧垂木 檜 1130
635

85
61

53
53

22
22

なし
〜大

母屋桁上（一・三通り）で２本に分割
上端に墨書「後弐」「後十一」など
木口に飾金具の痕跡あり

24 面戸板 檜 2715 88 10 不明 小〜大
25 化粧小舞 檜 4080 24 37 16 小〜大
26 化粧裏板 檜 1720 218 ４ 不明 小〜大

27 茅負 檜 4025 80 105 ２ 大 芯持材、背割りあり、前：破風取り合い部腐朽、
後：中央部腐朽

28 破風板 檜 1850 191 60 ４ 小〜中 両端に飾金具の痕跡あり
29 懸魚 檜 854 245 53 ２ 小
30 裏甲 檜 2180 50 207 ４ 小〜大 大：全体的に腐朽

31 登裏甲 檜 710
1160

52
52

144
149

４
４ 小〜大 上端に墨書「右□前」

（
五
）
小
屋
組

32 母屋 杉 4058 115 115 ２ 大 蟻害
33 野棟木 い二〜は二 杉 不明 105 105 １ 大 腐朽、２本に折れる
34 野垂木 杉 1814 60 37

24
中〜大

35 野垂木
（力垂木） 杉 1780 55 135 中

36 野小舞 杉 不明 20 25 不明 大
37 瓦座 杉 （3275） 43 95 ２ 大 腐朽により全長不明

（
六
）
柱
間
装
置

38 扉 檜 1208 2175 95 ２ 中
39 敷居 檜 906 60 118 ４ 小〜大 大：腐朽
40 菱格子 檜 1041 867 40 ４ 小〜大 大：腐朽・蟻害、修理痕あり

41 羽目板 檜 891 257 12 ４ なし ３
小



75

写真６-８　１ 親柱「い２」

写真６-９　３ 控柱「い一」写真６-10　８ 腰長押「は一〜は三」

写真６-13　12 妻梁「い一〜い三」写真６-14　16 蟇股・17 斗・18 実肘木

写真６-11　11 冠木写真６-12　11 冠木詳細

写真６-７　旧井伊神社中門の基壇と礎石
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端
に
は
飾
金
具
を
取
り
付
け
た
痕
跡
が
あ
り
、
腰
長
押
に
も
饅
頭
金
具
の
圧
痕
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
初
は
飾
金
具
で
荘
厳
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
八
）
瓦
は
鬼
瓦
の
み
が
現
存
す
る
。
鬼
瓦
は
、
中
央
に
井
伊
家
の
家
紋
で
あ
る
橘
の

紋
を
入
れ
、
周
縁
の
先
端
を
入
八
双
と
し
て
い
る
。

　　
以
上
、
中
門
の
部
材
の
現
状
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
部
材
に
は
い
ま
だ
使
用
で
き
る
も

の
が
多
い
も
の
の
、
保
管
場
所
周
辺
の
環
境
は
そ
れ
ほ
ど
良
好
で
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
の

状
態
で
保
管
し
て
お
く
と
徐
々
に
部
材
の
腐
朽
が
進
む
と
考
え
ら
れ
、
将
来
的
に
は
元
の

場
所
で
、
使
用
可
能
な
部
材
を
用
い
て
再
建
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

　
註
記　

 

写
真
６-
１
〜
５
は
西
澤
工
務
店
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
現
在
、
中
門
の
部
材
は
彦
根
城

楽
々
園
内
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

写真６-15　19 妻飾蟇股・20 斗・21 実肘木

写真６-17　28 破風板

写真６-16　23 化粧垂木

写真６-18　鬼瓦

中
古
に
修
理
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
柱
の
破
損
程
度
が
小
さ
い
の

は
そ
の
時
に
足
元
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
程
度
切
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

修
理
の
痕
跡
は
菱
格
子
に
も
見
ら
れ

る
。

（
五
）
柱
は
、
す
べ
て
芯
持
材
で
背
割
が
施

し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
背
割
を
小
材
で

埋
め
、
鎹
で
留
め
て
い
る
。

（
六
）
母
屋
桁
は
頂
部
に
断
面
が
三
角
形
の

足
し
物
を
載
せ
て
お
り
、
垂
木
の
納
ま

り
に
つ
い
て
調
整
を
行
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

（
七
）
化
粧
垂
木
の
木
口
や
、
破
風
板
の
両

写真６-19　鬼瓦篦書
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図 6-２　旧井伊神社中門梁行断面図

図６-１　旧井伊神社中門平面図
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図６-３　旧井伊神社中門桁行断面図



79

第
七
章　
複
合
社
殿
の
中
で
の
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
位
置
付
け

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
よ
う
に
、
本
殿
と
拝
殿
を
前
後
に
並
べ
、
両
者
を
繫
ぐ
建
物
で
一

体
的
に
作
っ
た
形
式
の
社
殿
を
、通
常
は
権
現
造
と
呼
ん
で
い
る
。
繫
ぎ
の
建
物
は
幣
殿・

合
の
間
・
石
の
間
な
ど
と
呼
ば
れ
る
（
以
下
、
合
の
間
と
呼
ぶ
）。
そ
も
そ
も
権
現
造
と

い
う
呼
称
は
（
一
）、
近
世
に
は
必
ず
し
も
一
定
の
建
築
形
式
を
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
ま
た
宮
寺
造
・
石
の
間
造
・
八
棟
造
等
の
呼
称
も
あ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
東
照

宮
で
使
わ
れ
た
形
式
と
し
て
、
ま
た
そ
の
東
照
権
現
に
由
来
す
る
名
称
と
し
て
、
権
現
造

が
定
着
し
た
ら
し
い
。し
か
し
実
際
に
は
こ
の
形
式
は
東
照
宮
以
外
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

建
築
史
の
分
野
で
の
呼
称
の
規
範
と
な
っ
て
い
る
文
化
財
指
定
の
際
の
構
造
形
式
で
は
、

権
現
造
の
名
称
は
国
宝
保
存
法
の
時
代
ま
で
使
わ
れ
た
が
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）

制
定
の
文
化
財
保
護
法
下
で
の
文
化
財
指
定
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
権
現
造
と
い
う
用
語
は
近
世
の
呼
称
の
定
義
も
定
か
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
近
現
代
の

学
術
用
語
と
し
て
も
明
確
な
わ
け
で
は
な
い
。
本
殿
は
入
母
屋
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
合
の
間
の
幅
は
本
殿
の
間
口
と
ず
れ
て
い
て
も
良
い
の
か
、
拝
殿
は
内
部
に
間
仕

切
が
な
く
て
も
良
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
差
異
を
勘
案
し
て
定
義
を
作
れ
ば
、
多
様
な
形
式

を
持
つ
複
合
形
式
の
社
殿
が
扱
い
に
く
く
な
る
。
一
方
で
、
近
世
後
期
に
多
く
な
る
複
合

形
式
の
社
殿
を
全
て
権
現
造
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
日
光
東
照
宮
の
も
つ
権
現
造
の
イ
メ
ー

ジ
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
も
同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
違
和
感
が
な
い
と
は
言
え

な
い
。

　
多
様
な
複
合
形
式
の
社
殿
を
比
較
検
討
す
る
に
は
、
微
細
な
差
異
に
こ
だ
わ
る
の
で
は

な
く
、
広
範
囲
を
包
括
す
る
呼
称
が
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
背
景
を
意
識
さ
せ
な
い
用
語

と
し
て
、
何
の
限
定
条
件
も
付
け
ず
、
冒
頭
の
「
本
殿
と
拝
殿
を
前
後
に
並
べ
、
両
者
を

繫
ぐ
建
物
で
一
体
的
に
作
っ
た
形
式
の
社
殿
」を「
複
合
社
殿
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。「
複

合
社
殿
」
の
代
わ
り
に
、
近
世
で
の
意
味
と
は
切
り
離
し
て
「
権
現
造
」
と
い
う
述
語
と

し
て
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
（
二
）。
本
殿
・
拝
殿
を
繫
ぐ
部
分
は
合
の
間
（
三
）

と
称
し
て
お
く
。
機
能
的
な
意
味
や
歴
史
的
呼
称
と
は
独
立
し
て
、
普
通
名
詞
と
し
て
の

単
語
を
用
い
て
お
く
。

　
複
合
社
殿
の
遺
構
を
全
国
的
に
網
羅
す
る
の
は
、
現
実
に
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
物
を
中
心
に
、
資
料
が
入
手
し
や
す
い
遺
構
を
選
ん
で
比
較
し

た
い
（
表
７-

１
参
照
、
以
下
、
建
物
名
は
略
記
す
る
）。

　
大
河
直
躬
は
権
現
造（
こ
こ
で
言
う
複
合
社
殿
）の
建
築
形
式
の
分
析
の
視
点
と
し
て
、

「
平
面
と
、
軒
の
納
ま
り
な
ど
の
構
造
形
式
」
を
挙
げ
、
具
体
的
に
略
述
し
て
い
る
（
四
）。

本
殿
・
拝
殿
の
屋
根
形
式
、
そ
れ
ら
の
規
模
、
合
の
間
の
規
模
と
床
高
等
は
容
易
に
認
識

で
き
る
要
素
で
あ
る
が
、
合
の
間
部
分
の
軸
部
の
構
造
、
そ
れ
を
反
映
し
た
合
の
間
の
立

面
構
成
、
合
の
間
と
本
殿・拝
殿
の
軒
の
納
ま
り
、
さ
ら
に
は
内
部
空
間
の
構
成
な
ど
が
、

建
造
物
と
し
て
造
り
あ
げ
る
際
に
工
夫
の
必
要
な
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
時
代
性
や
、

造
営
の
社
会
的
背
景
と
も
関
わ
っ
て
く
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
多
い
が
順
次
見
て
ゆ
き
た
い
（
以
下
、図
７-

１　
平
面
図
集
成
、図
７-

２　
立
面・

断
面
集
成
を
参
照
）。

　
　
　
　
　
第
一
節　
複
合
社
殿
の
技
法
的
特
徴

　
（
一
）
屋
根
形
式

　
比
較
し
た
遺
構
の
範
囲
で
の
屋
根
形
式
は
、
拝
殿
は
す
べ
て
入
母
屋
造
、
本
殿
は
入
母

屋
造
平
入
か
流
造
で
あ
る
。
特
に
全
国
の
東
照
宮
で
は
入
母
屋
造
が
原
則
に
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
神
社
に
流
造
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
複
合
社
殿
と
な
ら
な
い
東
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合の間
床４） 屋根 軒の処理５） 軸部６） 丸桁７）

⬇ 拝殿千鳥破風と同高 拝殿側：破風 
本殿側：破風

三間分頭貫・内法長押通る 
合の間広いため本殿との繫ぎなし

⬇ 千鳥破風と同高 拝殿側：隅木 
本殿側：破風 虹梁で繫ぐ特殊な形式

本殿側は破風を越えて丸桁が
のび、本殿の一手目上の通肘
木となる

⬇ 拝殿千鳥破風と同高 拝殿側：☗ 
本殿側：本殿垂木にあたる

拝殿側二間分軸部構成一連、本殿側は脇障子柱
まで内法長押あり

⬇ 拝殿千鳥破風より高い 拝殿側：拝殿垂木が通る☖ 
本殿側：本殿垂木にあたる

拝殿側二間分軸部構成一連、本殿側繫ぎなし 
扉部分だけ繰形付内法長押

拝殿側丸桁と組み合う 
本殿側飛檐鼻先まで桁伸びる

⬇ 拝殿千鳥破風と同高 拝殿側：☖ 
本殿側：破風

扉部分を台輪・頭貫・繰形付内法長押で繫ぎ、
前後一間は脇障子付板壁 拝殿丸桁と組み合う

⬆ （千鳥破風無し） 拝殿側：☗ヵ 
本殿側：☗

四間分の内、三間分は軸部構成一連、本殿側一
間は内法長押なし　柱は拝殿より高い（組物の
差）

拝殿桁と組み合う？ 
本殿桁と組み合う

⬇ 拝殿千鳥破風より低い
拝殿側：破風 
本殿側：破風 
屋根もすりつけず

一間のみ頭貫・繰形付内法長押で独立、前後の
一間は繫ぎなし　

⬇ 拝殿千鳥破風と同高 拝殿側：隅木あり 
本殿側：破風

一間のみ台輪・頭貫・繰形付内法長押で独立、
前後の一間繫ぎなし　 拝殿桁と組み合う

⬇ 拝殿千鳥破風とほぼ同高 拝殿側：☖ 
本殿側：破風

三間分軸部一連（台輪・頭貫・内法長押） 
本殿側脇障子柱に内法長押・虹梁 
本殿柱に海老虹梁

不明

━ 拝殿千鳥破風より低い
拝殿側：☗ 
本殿側：本殿飛檐垂木先端
にあたる

二間分軸部一連 
流造なので庇柱と一体構造 本殿・拝殿側ともに組み合う

━ 拝殿千鳥破風より低い
拝殿側：☖ 
本殿側：本殿飛檐垂木先端
にあたる

二間分軸部一連 
流造なので庇柱と一体構造 拝殿・本殿とも丸桁組み合う

⬇
拝殿側：☖ 
本殿側：破風 
屋根もすりつけず

二間分軸部一連 
本殿側脇障子柱と繫虹梁で繫ぐ 拝殿側ヵ

━ 拝殿千鳥破風より低い 拝殿側：☖ 
本殿側：☖

拝殿と軸部の構成揃う 
本殿側は向拝柱に繋がる 拝殿と丸桁組み合う

━ 拝殿千鳥破風より低い 拝殿側：☗ 
本殿側：☖

拝殿と軸部の構成揃う 
本殿側は狭い柱間に貫 拝殿と丸桁組み合う

━ 拝殿側：隅木あり　変則 
本殿側：隅木あり

二間分拝殿と軸部の構成揃う、第三間は貫・内
法長押高さを変える

⬇ 千鳥破風と同高
拝殿側：☖ 
本殿側：妻の軒先と一連 

三間分軸部一連（頭貫・内法長押）（長押の高
さは本殿とも拝殿ともずれる） 
中央一間は繰形付長押

本殿・拝殿の丸桁と組み合う

本殿側低く、拝殿側高い 拝殿側：☖ 二間分軸部一連（本殿側は変則的）

━ 不明 拝殿側：不明 
本殿側：破風

二間分軸部一連（頭貫・頭長押・内法長押） 
本殿側脇障子柱に繫虹梁、その上に本殿柱と繫
ぐ海老虹梁）

不明

⬇ 拝殿千鳥破風低い 拝殿側：隅木 
本殿側：破風

二間分軸部一連（頭貫・内法長押） 
本殿側は海老虹梁で繫ぐ

⬇ 千鳥破風と同高 拝殿側：☖
本殿側：破風 三間分一連（頭貫・内法長押）

拝殿側【再調査】
本殿の大斗・肘木位置に納ま
る

━ 拝殿千鳥破風よりわずか
に高い

拝殿側：☗ 
本殿側：破風

四間分軸部一連（頭貫・内法長押） 
本殿側狭い一間は頭貫で繫ぐ 拝殿丸桁と組み合う

━ 拝殿千鳥破風と同高 （本殿向拝の上に合いの間屋
根がのる） 各間ごとに段差をつけて腰貫・内法貫を入れる 不明



81

表７- １　複合社殿の形式比較
番号 寺社名 所在地 建設年代 西暦 本殿 拝殿

規模１） 屋根 規模２） 屋根 規模３）

1 北野天満宮 京都府京都市 慶長 12 年 1607 5 × 4 入母屋造 7× 3
左右 3間張出 入母屋造 7（7）× 3

2 大崎八幡宮 宮城県仙台市 慶長 12 年 1607 5 × 3 入母屋造 7× 3 入母屋造
5〔柱を省いて三間〕（5）×1
〔虹梁下に間柱入れて三間と
する〕

3 久能山東照宮 静岡県静岡市 元和３年 1617 3 × 3 入母屋造 5× 2 入母屋造 3（3）× 3（2＋ 1）

4 和歌山東照宮 和歌山県和歌山市 元和７年 1621 3 × 3 入母屋造 5× 2 入母屋造 3（3）×（2＋ 1）

5 水戸東照宮
（焼失） 茨城県水戸市 元和７年 1621 5 × 2 入母屋造 3× 3 入母屋造 3（3）× 3（1＋ 1＋ 1）

6 鶴岡八幡宮
摂社若宮 神奈川県鎌倉市 寛永元年 1624 5 × 3 流造 3× 2 入母屋造 1*（3）× 4（3＋ 1）

7 金地院東照宮 京都府京都市左京区
南禅寺福地町 寛永５年 1628 3 × 2 入母屋造 3× 2 入母屋造 1*（3）× 3（1＋ 1＋ 1）

8 日吉大社
末社東照宮

滋賀県大津市
坂本本町 寛永 11 年 1634 3 × 3 入母屋造 5× 2 入母屋造 3（3）×（1＋ 1＋ 1）

9 日光東照宮 栃木県日光市山内 寛永 13 年 1636 5 × 5 入母屋造 9× 4 入母屋造 3（3）× 4（3＋ 1）

10 伊賀八幡宮 愛知県岡崎市 寛永 13 年 1636 3 × 3 流造 5× 3 入母屋造 1*（3）× 3（2＋ 1）

11 六所神社 愛知県岡崎市 寛永 13 年 1636 3 × 3 流造 5× 3 入母屋造 1*（3）× 3（2＋ 1）

12 東照宮仮殿 栃木県日光市山内 寛永 16 年 1639 3 × 3 入母屋造 5× 2 入母屋造 3（3）×（2＋ 1）

13 五社神社
（焼失 ） 静岡県浜松市 寛永 18 年 1641 5 × 4 入母屋造

向拝付 5× 3 入母屋造 1*（3）× 4

14 諏訪神社
（焼失 ） 静岡県浜松市 寛永 18 年 1641 2 × 2 流造 5× 3 入母屋造 1*（2）×（4＋ 1）

15 相馬中村神社 福島県相馬市中村 寛永 20 年 1643 1 × 2 流造 5× 2 入母屋造 1（1）× 3（2＋ 1）

16 上野東照宮 東京都台東区
上野公園 慶安４年 1651

3 × 3 
〔前一間
が狭い〕

入母屋造 7× 3 入母屋造 3（3）×（1＋ 1＋ 1）

17 小松天満宮 石川県小松市 明暦３年 1657 3 × 3 入母屋造 7× 2 入母屋造 3（3*）× 3（2＋ 1）

18 日枝神社
（焼失） 東京都千代田区 万治２年 1659 3 × 3 入母屋造 7× 3 入母屋造 3（3）× 3（2＋ 1）カ

19 高良大社 福岡県久留米市 寛文元年 1661 3 × 3 入母屋造 5× 3 入母屋造 3（3）× 3（2＋ 1）

20 長寿院弁才天堂 滋賀県彦根市 元禄９年 1696 ５×４ 入母屋造 ３×３ 入母屋造 3（3）× 3（2＋ 1）

21 根津神社 東京都文京区 宝永３年 1706 3 × 3 入母屋造 7× 3 入母屋造 1*（3）× 5（4＋ 1）

22 霧島神宮 鹿児島県霧島市 正徳５年 1715 5 × 4
向拝付 入母屋造 7× 3 入母屋 3（1）× 2
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━ 拝殿・本殿千鳥破風より
低い

拝殿側：☖ 
本殿側：飛檐垂木先に当た
る

三間分軸部一連（台輪・頭貫・内法長押） 
本殿側は補助的半柱

反り上がって、本殿拝殿の桁
とほぼ組み合うらしい

━ 千鳥破風と同高 拝殿側：☗ 
本殿側：破風

二間分軸部一連（頭貫・内法長押） 
本殿側は繫虹梁と海老虹梁 拝殿丸桁と組み合うらしい

⬇ 拝殿千鳥破風と同高
拝殿側：☖ 
本殿側：隅木で軒を廻す（内
部には伸びない）

★、拝殿側二間分のみ内法長押・飛貫で繫ぐ、
本殿側は繫ぎ材無し（内部では桁を本殿の頭貫
位置に延ばす）

二間目で桁は終わる、本殿外
間は板壁

━ 拝殿千鳥破風と同高 拝殿側：拝殿優位☖ 
本殿側：破風で切れる

二間分軸部一連（頭貫・飛貫・内法長押） 
本殿側一間分は頭貫

拝殿の桁と組み合う 
本殿側破風で切れる

━ヵ — 拝殿側：不明 
本殿側：破風 不明 不明

⬆ — 拝殿側：拝殿優位☖ 
本殿側：不明

頭貫・頭貫下長押は本殿まで一連、内法長押は
三間分でとまる、四間目は狭い繫ぎの間 拝殿丸桁と組み合う

━ 拝殿千鳥破風より低い 拝殿側：☖ 
本殿側：☖

三間分軸部一連（頭貫・内法長押） 
本殿側は間柱

⬇ 千鳥破風と同高（棟が拝
殿の棟を越える）

拝殿側：☗ 
本殿側：破風あり 合の間軸部構成一連 

★、本殿側狭い柱間に内法貫・頭貫（合の間の桁）

拝殿の桁の一段上に合の間桁
が乗る、本殿側は合の間桁が
貫となって本殿柱に繫がる

⬆ — 拝殿側：☗ 
本殿側：破風あり 不明 不明

⬇（土間）不明 拝殿側：隅木 
本殿側：破風

二間軸部一連（台輪・頭貫・内法長押） 
本殿側は向拝に繋がる

本殿側は丸桁が向拝柱に刺さ
るか？

４）⬇：拝殿より床低い、⬆：拝殿より床高い、━：拝殿と床高同じ
５）☗：合の間垂木優位、☖：拝殿または本殿垂木優位
６）★：合の間片蓋柱
７）合の間の丸桁が本殿・拝殿のどこにあたるか

照
宮
で
は
、
本
殿
が
入
母
屋
造
平
入
以
外
の
屋
根
形
式
を
と
る
も
の
が
あ
り
、
弘
前
東
照

宮
で
は
入
母
屋
造
妻
入
、
群
馬
と
川
越
の
東
照
宮
は
流
造
で
あ
る
。

　
（
二
）
合
の
間
の
床
高

　
合
の
間
の
床
高
は
本
殿
・
拝
殿
よ
り
低
く
、
石
敷
の
土
間
と
す
る
も
の
も
あ
っ
て
、
石

の
間
と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
石
敷
と
す
る
か
板
敷
と
す

る
か
は
大
き
な
差
で
は
な
い
。
一
般
的
に
合
の
間
の
床
高
を
低
く
す
る
形
式
は
一
七
世
紀

中
期
ま
で
使
わ
れ
、そ
れ
以
後
は
井
伊
神
社
の
み
見
ら
れ
、多
く
は
拝
殿
と
同
高
と
な
る
。

そ
も
そ
も
合
の
間
の
床
高
が
低
い
形
式
は
、
高
良
大
社
を
例
外
と
し
て
東
照
宮
に
み
ら
れ

る
形
式
で
あ
る
。
一
方
、
寛
永
年
間
の
鶴
岡
八
幡
宮
摂
社
若
宮
と
一
九
世
紀
の
鶴
岡
八
幡

宮
上
宮
・
東
京
日
吉
神
社
で
は
合
の
間
の
床
高
が
わ
ず
か
に
拝
殿
よ
り
高
い
。
合
の
間
の

床
高
の
高
低
は
、
お
そ
ら
く
祭
祀
の
あ
り
方
の
差
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く

も
合
の
間
の
床
高
が
低
い
の
は
東
照
宮
の
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
東
照
宮
で
も
本

殿
が
独
立
し
て
立
つ
仙
波
・
瀧
山
・
鳳
来
寺
な
ど
で
は
、
合
の
間
と
拝
殿
の
床
高
は
同
じ

で
、
規
範
か
ら
外
れ
る
。

　
（
三
）
合
の
間
の
梁
間

　
本
殿
の
桁
行
規
模
が
特
に
大
き
い
も
の
以
外
は
、
合
の
間
の
梁
間
規
模
は
本
殿
の
間
口

に
揃
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
合
の
間
の
柱
筋
は
拝
殿
の
柱
筋
に
も
揃

え
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
す
る
の
が
技
術
的
に
も
無
理
は
な
い
。
し

か
し
拝
殿
側
の
柱
筋
と
は
ず
れ
た
位
置
に
間
柱
を
立
て
て
、
そ
れ
で
本
殿
の
幅
に
合
わ
せ

る
例
も
見
ら
れ
る
。
東
照
宮
で
は
金
地
院
が
そ
れ
で
あ
り
、
東
照
宮
以
外
で
は
鶴
岡
八
幡

宮
摂
社
若
宮
や
伊
賀
八
幡
宮
・
根
津
神
社
な
ど
が
あ
る
。
本
殿
と
拝
殿
の
桁
行
柱
間
寸
法

の
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
場
合
は
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
何
故
あ
え
て
柱
筋
を
揃
え

て
い
な
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
金
地
院
の
場
合
、
わ
ず
か
二
尺
余
り
の
ず
れ
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
拝
殿
の
隅
柱
と
揃
え
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
拝
殿
の
正
面
幅
を
合
の

間
・
本
殿
よ
り
大
き
く
し
て
、
全
体
で
凸
字
形
の
平
面
と
す
る
こ
と
が
複
合
社
殿
の
原
則

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
北
野
天
満
宮
は
、
合
の
間
の
幅
が
拝
殿
と
一
致
す
る
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唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
拝
殿
両
端
に
楽
の
間
が
付
属
す
る
の
で
、
結
果
的
に
は
想
定
さ
れ

る
上
記
原
則
に
合
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
五
）。

　
（
四
）
合
の
間
側
面
の
軸
部

　
合
の
間
は
本
殿
と
拝
殿
の
繫
ぎ
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
軸
部
を
本
殿
・
拝
殿
と
ど
の
よ

う
に
関
係
づ
け
る
か
が
、
建
物
の
外
観
を
決
め
る
だ
け
で
な
く
、
内
部
空
間
の
構
成
に
も

影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
上
野
東
照
宮
（
写
真
７-

１
）
は
、
本
殿
・
合
の
間
・
拝
殿
の
柱
頂
部
を
同
じ
高
さ
に

揃
え
、
従
っ
て
、
頭
貫
は
す
べ
て
同
じ
高
さ
で
廻
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
上
に
組
む
組
物

は
二
手
先
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
丸
桁
の
高
さ
も
同
じ
高
さ
で
廻
り
、
極
め
て
統

一
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
軸
部
の
内
法
長
押
は
、
拝
殿
・
合
の
間
・
本
殿
の

順
に
少
し
ず
つ
高
い
位
置
に
打
つ
と
い
う
変
化
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
合
の
間
の
三
間
の

写真７-１　上野東照宮側面

（表７- １　続）

23 歓喜院聖天堂 埼玉県熊谷市
延享元年（本殿） 
宝暦10年（合の間） 
宝暦６年（拝殿）

1744
1760
1756

3 × 3 入母屋造
向拝付 5× 3 入母屋造 1（3間弱）× 3（3＋向拝）

24 妙義神社 群馬県富岡市
妙義町 宝暦６年 1756 3 × 2 入母屋造 3× 2 入母屋造 1（3）× 3（2＋ 1）

25 北野神社 滋賀県彦根市 寛政 12 年 1800 3 × 2 入母屋造 3× 3（1間は
軒下張出） 入母屋造 1*（3）× 3（2＋ 1）

26
旧清凉寺護国殿
（旧佐和山神社　
現天満神社）

福井県敦賀市
（元彦根市） 文化４年 1807 3 × 2 入母屋 3× 3 入母屋造 1（1）× 3（2＋ 1）

27
地蔵院本堂
（旧寿延寺
東照宮）

岡山県津山市 文化 11 年 1814 3 × 2 入母屋造 5× 3 入母屋造 1（1*）× 3（2＋ 1）

28 鶴岡八幡宮上宮 神奈川県鎌倉市 文政 11 年 1828 9 × 3 流造 3× 2 入母屋造 1*（5）×（3＋ 1）

29 箭弓稲荷神社 埼玉県東松山市 天保６年 
拝殿は同９年

1835
1838 3 × 4 流造 3× 3 入母屋造 1（3-）× 3

30 旧井伊神社 滋賀県彦根市 弘化２年 1845 3 × 2 入母屋造 3× 2 入母屋造 1*（3）×（2＋ 1）

31 東京日吉神社
（都指定） 東京都昭島市拝島町

安政２年 
本殿は天保15 年
か

1855
1844 1 × 2 流造 3× 2 入母屋造 1*（1*）× 3

32 松山神社
（旧東照宮） 愛媛県松山市 元治元年 1864 3 × 2 入母屋造

向拝付 3× 3 入母屋造 1*（3）× 3（1＋ 2）

１）桁行間数×梁行間数
２）桁行間数×梁行間数
３）間口拝殿側（本殿側）×奥行（奥行＋本殿側取り合い）もしくは（拝殿側取り合い＋取り合い以外＋本殿側取り合い）

□ *：□よりわずかに広い
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１　北野天満宮９　日光東照宮

２　大崎八幡宮３　久能山東照宮
８　日吉大社末社東照宮

10　伊賀八幡宮

４　和歌山東照宮６　鶴岡八幡宮摂社若宮

11　六所神社

12　東照宮仮殿

５　水戸東照宮７　金地院東照宮

14　諏訪神社 13　五社神社 図７-１　主な複合社殿の平面集成（縮尺 1/500）
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15　相馬中村神社

19　高良大社23　歓喜院

16　上野東照宮

21　根津神社

24　妙義神社

30　旧井伊神社

26　旧清凉寺護国殿
17　小松天満宮

22　霧島神宮

28　鶴岡八幡宮上宮

29　箭弓稲荷神社 18　日吉神社（東京）

20　長寿院弁才天堂
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１　北野天満宮７　金地院東照宮

２　大崎八幡宮

８　日吉大社末社東照宮

３　久能山東照宮

９　日光東照宮

４　和歌山東照宮

10　伊賀八幡宮

５　水戸東照宮

11　六所神社

12　東照宮仮殿
図７-２　複合社殿の側立面または奥行断面集成
（縮尺は揃えず、図の横幅がほぼ同じになるように収めた。）
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13　五社神社

14　諏訪神社

15　相馬中村神社

16　上野東照宮

19　高良大社

21　根津神社

23　歓喜院

24　妙義神社

28　鶴岡八幡宮上宮

29　箭弓稲荷神社

30　旧井伊神社

31　日吉神社（東京）
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写真７-３　日吉大社東照宮拝殿・合の間軒

は
、
庇
か
向
拝
の
柱
間
が
繫
ぎ
の
間
と
な
る
の
で
、 

②
の
よ
う
な
隙
間
を
塞
い
だ
よ
う
な

姑
息
な
感
を
与
え
な
い
。

　
（
五
）
合
の
間
の
軒
の
納
ま
り

　
合
の
間
の
軒
は
軸
部
の
構
成
と
関
わ
る
。
最
も
簡
潔
に
整
っ
た
上
野
東
照
宮
で
見
れ
ば

（
写
真
７-

１
）、
前
述
の
ご
と
く
三
殿
と
も
柱
天
を
揃
え
、
頭
貫
位
置
も
組
物
も
全
て
同

一
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
合
の
間
の
軒
先
は
本
殿
妻
側
の
軒
先
と
も
一
致
す
る
。
従
っ
て
合

の
間
の
垂
木
は
本
殿
の
妻
側
の
垂
木
と
一
連
で
、
繫
ぎ
の
部
分
も
ず
れ
も
な
い
。
た
だ
し

拝
殿
側
は
、
拝
殿
の
屋
根
幅
が
大
き
い
か
ら
入
隅
部
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
合
の
間
の
丸

桁
と
拝
殿
の
丸
桁
が
同
じ
高
さ
で
組
み
合
っ
て
い
る
が
、
そ
の
上
に
載
る
垂
木
は
お
互
い

に
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
拝
殿
側
の
垂
木
を
並
べ
る
こ
と
を
優
先
し
、
合

の
間
側
の
垂
木
は
拝
殿
の
垂
木
に
あ
た
る
部
分
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
。
拝
殿
の
垂
木
を
不

内
法
長
押
が
合
の
間
で
一
連
に
組
ま
れ
、本
殿
と
の
取
り
合
い
の
一
間
で
は
そ
れ
が
な
く
、

別
途
、
貫
・
長
押
・
繫
虹
梁
・
海
老
虹
梁
な
ど
で
繫
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
繫
ぎ
材
は
本

殿
の
柱
や
組
物
と
繫
ぐ
場
合
と
、
脇
障
子
柱
に
繫
ぐ
場
合
が
あ
る
。
拝
殿
の
頭
貫
・
内
法

長
押
（
時
に
頭
貫
下
の
頭
長
押
）
は
高
さ
を
変
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
構
成
部
材
と
し
て

は
差
が
な
く
、
組
物
も
同
じ
形
式
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
合
の
間
が
拝
殿
と
は
一
体
的
な
性
格
の
空
間
で
あ
り
、
本
殿
と
は
別
種

の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
殿
が
独
立
す
る

東
照
宮
の
場
合
（
世
良
田
・
瀧
山
等
）
に
お
い
て
も
、
拝
殿
と
合
の
間
が
一
体
に
建
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
に
理
解
で
き
る
。
拝
殿
・
合
の
間
が
祭
祀
者
の
場
で
あ
り
、
本

殿
が
神
の
場
で
あ
る
、
と
考
え
れ
ば
当
然
で
は
あ
ろ
う
。

　
③ 

な
お
、本
殿
が
流
造
（
伊
賀
八
幡
宮・六
所
神
社
）
か
、向
拝
を
持
つ
場
合
（
歓
喜
院
）

写真７-２　金地院合の間立面

内
の
中
央
間
に
だ
け
繰
形
付
の
内
法
長
押
（
冠
長
押
）
が
打
た
れ
て
、
低
い

床
の
合
の
間
へ
の
扉
口
を
設
け
る
。
こ
の
よ
う
に
簡
明
な
軸
部
構
成
が
上
野

東
照
宮
の
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
形
式
を
念
頭
に
置
き
、
他
の
遺
構
を
検
討
し
た
い
。

　
① 

ま
ず
独
立
し
た
扉
構
え
を
合
の
間
側
面
中
央
部
に
設
け
る
の
は
、
各

東
照
宮
で
は
定
石
と
な
っ
て
お
り
、
東
照
宮
以
外
の
複
合
社
殿
で
も
高
良
大

社
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
東
照
宮
で
は
、
冠
長
押
を
こ
の
扉
口
の
内
法
に
打

つ
だ
け
で
な
く
、
頭
貫
・
台
輪
も
併
せ
て
こ
の
一
間
分
に
用
い
る
例
が
あ
る

（
水
戸
・
金
地
院
・
日
吉
大
社　
写
真
７-
２・７-

３
）。
扉
部
分
の
一
間
の

独
立
性
を
強
調
し
た
形
式
で
あ
る
。
ま
た
久
能
山
と
日
光
・
日
光
仮
殿
は
こ

の
変
形
と
み
て
よ
く
、
頭
貫
が
拝
殿
側
に
伸
び
る
が
、
本
殿
側
に
は
伸
び
な

い
。

　
② 

い
ず
れ
に
し
て
も
合
の
間
の
軸
部
（
繫
ぎ
の
部
材
・
組
物
）
は
、
多

く
の
遺
構
で
は
、
本
殿
と
の
取
り
合
い
の
一
間
以
外
は
ほ
ぼ
同
じ
構
成
で
、

そ
れ
は
拝
殿
と
も
ほ
ぼ
共
通
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、頭
貫・
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足
な
く
打
っ
た
上
で
、合
の
間
の
垂
木
を
打
て
る
範
囲
で
打
つ
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
拝
殿
優
位
の
垂
木
配
置
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
部
分
は
、
入
隅
に
隅
木
を
入
れ
れ
ば
、
両
者
の
垂
木
は
い
ず
れ
も
隅
木
ま
で
伸
び

て
、
優
劣
な
し
に
対
等
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
技
法
は
採
用
し
て

い
な
い
。
大
崎
八
幡
や
日
吉
大
社
東
照
宮
で
は
隅
木
を
用
い
て
い
る
が
（
写
真
７-

３
）、

一
般
的
に
は
複
合
社
殿
で
入
隅
部
に
隅
木
が
使
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
軒
の
納
ま
り
で

は
拝
殿
と
合
の
間
に
差
を
付
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、

相
馬
中
村
神
社
は
本
殿
側
も
拝
殿
側
も
隅
木
を
入
れ
て
無
理
な
く
納
め
て
い
る
。

　
上
野
東
照
宮
の
簡
明
な
軒
の
納
ま
り
に
対
し
て
、
複
合
社
殿
の
各
遺
構
は
以
下
の
よ
う

な
多
様
な
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　
① 

合
の
間
の
扉
口
を
独
立
し
た
軸
部
構
成
に
す
る
こ
と
と
対
応
し
て
、
軒
先
も
一
間

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
久
能
山
で
は
、
合
の
間
の
丸
桁
を
本
殿
の
飛
檐
垂
木
に
揃
え
て
終
わ
ら
せ
、
合
の
間
の

垂
木
は
本
殿
き
わ
で
そ
り
上
げ
て
、
飛
檐
垂
木
木
口
に
突
き
当
て
て
い
る
。
和
歌
山
東
照

宮
も
、
や
は
り
合
の
間
丸
桁
を
本
殿
の
飛
檐
垂
木
と
噛
み
合
う
よ
う
に
止
め
て
、
合
の
間

の
垂
木
を
反
り
上
が
ら
せ
て
本
殿
垂
木
木
口
に
当
て
、
茅
負
・
軒
付
は
本
殿
の
そ
れ
と
留

め
に
納
め
て
い
る
。

　
六
所
神
社
・
伊
賀
八
幡
宮
で
は
、
合
の
間
丸
桁
を
本
殿
垂
木
先
端
で
止
め
ず
に
引
き
通

し
て
、
本
殿
庇
の
丸
桁
と
組
み
合
わ
せ
て
い
る
が
、
垂
木
勾
配
が
異
な
る
た
め
、
合
の
間

の
垂
木
を
本
殿
軒
先
へ
向
か
っ
て
反
り
上
が
ら
せ
、
茅
負
・
軒
付
を
本
殿
の
そ
れ
に
揃
え

て
い
る
。

　
④ 

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
、
垂
木
は
本
殿
や
拝
殿
の
ほ
う
を
重
視
し
、
合
の
間
側
は
そ

写真７-４　伊賀八幡宮の拝殿（左）と幣殿の軒の取り合い

写真７-５　日吉大社東照宮合の間の天井

分
だ
け
作
っ
て
、
両
端
に
破
風
を
置
く
形
式
が
あ
る
（
金

地
院
東
照
宮　
写
真
７-

２
）。
合
の
間
の
桁
行
が
一
間

だ
け
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
棟
ま
で
屋
根
が
一
間
分
し
か
な
け
れ
ば
、
本
殿
や

拝
殿
と
の
取
り
合
い
部
分
で
雨
仕
舞
が
悪
く
な
る
か
ら
、

軒
先
の
一
部
分
の
処
理
に
す
ぎ
な
い
が
、
合
の
間
の
形
成

過
程
を
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
② 

両
端
に
破
風
を
設
け
る
金
地
院
の
例
は
特
殊
で
あ

る
が
、
本
殿
側
に
だ
け
破
風
を
置
く
の
は
水
戸
・
日
吉
大

社
・
日
光
・
日
光
仮
殿
・
高
良
・
根
津
な
ど
複
数
見
ら
れ

る
。
本
殿
の
軒
は
三
殿
の
中
で
は
最
も
高
い
か
ら
、
破
風

で
合
の
間
の
軒
は
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
本
殿
の
軒
に
は
支

障
が
な
い
よ
う
に
納
め
る
手
法
で
あ
る
。

　
③ 

本
殿
側
で
破
風
を
用
い
な
い
と
、
合
の
間
の
丸
桁
、

あ
る
い
は
木
負
・
茅
負
な
ど
を
本
殿
側
に
突
き
当
て
な
け
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の
間
の
丸
桁
位
置
よ
り
高
く
な
る
の
で
、
内
部
の
天
井
と
本
殿
の
軒
先
の
納
ま
り
に
も
何

ら
か
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

　
和
歌
山
・
水
戸
・
日
吉
大
社
（
写
真
７-

５
）
の
東
照
宮
で
は
合
の
間
の
丸
桁
か
ら
支

輪
を
立
ち
上
げ
て
、
天
井
が
本
殿
茅
負
の
上
に
載
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
日
光
で
も
、
合

の
間
の
天
井
は
合
の
間
丸
桁
に
支
輪
を
上
げ
て
張
る
が
、
そ
れ
で
は
本
殿
軒
と
大
き
く
高

低
差
が
あ
る
の
で
、
合
の
間
背
面
の
梁
行
虹
梁
上
に
、
本
殿
側
に
向
か
っ
て
支
輪
を
立
ち

上
げ
て
、
隙
間
を
塞
い
で
い
る
。

　
し
か
し
金
地
院
で
は
、
合
の
間
の
柱
を
内
部
だ
け
片
蓋
柱
と
し
て
長
く
伸
ば
し
（
拝
殿

の
柱
も
同
様
）、
そ
の
上
に
天
井
長
押
を
置
い
て
天
井
を
張
り
、
本
殿
の
木
負
よ
り
上
に

納
め
て
い
る
（
写
真
７-

６
）。
従
っ
て
合
の
間
外
部
の
扉
口
の
軒
は
野
小
屋
か
ら
吊
り

下
げ
ら
れ
た
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
手
法
は
旧
井
伊
神
社
で
も
見
ら
れ
る
が
、
稀

な
技
法
で
あ
る
。

　
な
お
上
野
東
照
宮
で
は
内
部
に
本
殿
軒
を
見
せ
ず
、
柱
天
が
全
て
揃
う
の
で
、
無
理
な

く
折
上
の
天
井
を
張
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
簡
明
な
計
画
が
効
い
て
い
る
。

　
（
一
）
か
ら
（
六
）
に
挙
げ
た
特
徴
的
な
技
法
は
、
東
照
宮
に
固
有
と
思
わ
れ
る
形
式・

技
法
も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
、
ま
た
時
代
的
な
変
化
も
あ
る
と
は
い

い
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
位
置
付
け

　
（
一
）
複
合
社
殿
形
式
の
中
で
の
位
置
付
け

　
旧
井
伊
神
社
社
殿
は
本
殿
・
拝
殿
と
も
入
母
屋
造
で
あ
り
、
合
の
間
は
床
高
を
拝
殿
よ

り
低
く
す
る
。
東
照
宮
の
形
式
に
近
い
が
、
床
高
は
地
盤
面
近
く
ま
で
下
げ
る
わ
け
で
は

写真７-６　金地院東照宮合の間天井

写真７-７　旧井伊神社社殿合の間の見上

れ
ら
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
垂
木
を
並
べ
る
事
例
を
挙
げ

て
き
た
が
、
逆
の
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
合
の
間
の
垂
木

を
端
ま
で
配
っ
て
、
そ
の
先
端
に
本
殿
・
拝
殿
の
垂
木
が

あ
た
る
と
そ
れ
よ
り
奥
に
は
本
殿
・
拝
殿
の
垂
木
は
配
さ

な
い
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
合
の
間
優
位
の
垂
木

配
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鶴
岡
八
幡
若
宮
は
本
殿
・
拝

殿
共
に
合
の
間
優
位
の
垂
木
配
置
で
あ
る
。
伊
賀
八
幡
宮

（
写
真
７-

４
）・
根
津
・
妙
義
な
ど
で
は
拝
殿
側
の
納
ま

り
の
み
、
合
の
間
優
位
と
な
る
。

　
（
六
）
合
の
間
内
部
の
構
成

　
合
の
間
内
部
は
、
北
野
天
満
宮
が
化
粧
屋
根
裏
で
あ
る

以
外
は
水
平
の
天
井
を
張
る
例
が
多
い
。
多
く
の
場
合
、

本
殿
正
面
の
軒
は
内
部
に
見
せ
て
い
る
。
床
高
の
差
や
組

物
の
形
式
の
差
が
あ
る
た
め
、
本
殿
の
軒
先
は
拝
殿
・
合
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な
い
。

　
合
の
間
の
梁
間
は
拝
殿
背
面
の
中
央
間
に
合
わ
せ
て
一
間
で
あ
る
が
、
本
殿
側
で
は
本

殿
の
桁
行
寸
法
、つ
ま
り
三
間
分
に
一
致
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
し
拝
殿
背
面
の
中
央
間
は
、

正
面
の
中
央
間
よ
り
広
げ
て
お
り
、
鶴
岡
八
幡
若
宮
・
金
地
院
・
伊
賀
八
幡
な
ど
に
近
い

平
面
計
画
と
い
え
る
。
間
柱
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
拝
殿
背
面
の
柱
位
置
自
体
を
ず
ら

す
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
合
の
間
は
、
拝
殿
側
二
間
分
を
頭
貫
・
頭
長
押
・
内
法
長
押
で
繫
ぐ
（
写
真
７-

７
）。

そ
の
構
成
は
拝
殿
に
近
い
が
、
一
致
す
る
の
は
内
法
長
押
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
の
間

の
柱
を
拝
殿
の
柱
よ
り
約
七
寸
高
く
伸
ば
し
、
丸
桁
を
一
段
上
に
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
本
殿
と
の
間
は
三
尺
三
寸
と
狭
く
、
合
の
間
の
内
法
長
押
と
高
さ
を
揃
え
て
内
法
貫

を
入
れ
、
そ
の
下
に
桟
唐
戸
を
填
め
て
い
る
。
ま
た
合
の
間
の
丸
桁
を
そ
の
ま
ま
伸
ば
し

が
載
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
金
地
院
と
同
じ
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
旧
井
伊
神
社
は
複
合
社
殿
で
用
い
ら
れ
て
き
た
様
々
な
技
法
や
形
式
を
適
宜
採
用
し
た

建
物
で
あ
る
。
合
の
間
の
床
を
低
く
し
て
東
照
宮
の
形
式
に
倣
い
つ
つ
、
合
の
間
に
扉
口

を
設
け
ず
、
そ
の
点
で
は
東
照
宮
と
は
異
な
る
神
社
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
特
に
合
の
間
の
片
蓋
柱
の
技
法
は
珍
し
く
、
旧
井
伊
神
社
の
建
築
技
術
上
の
特
質
と

言
っ
て
良
い
。

　
（
二
）
清
凉
寺
護
国
殿
と
の
比
較

　
井
伊
神
社
が
建
設
さ
れ
る
前
の
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
清
凉
寺
に
護
国
殿
が
建
て

ら
れ
、
家
康
神
牌
と
井
伊
家
初
代
直
政
と
二
代
直
孝
の
像
が
祀
ら
れ
た
（
六
）。
護
国
殿
は

権
現
造
、
つ
ま
り
複
合
社
殿
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
福
井
県
敦
賀
市
の
天
満
神
社
に

移
築
さ
れ
て
現
存
す
る
（
七
）。

　
本
殿・拝
殿
は
と
も
に
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
の
入
母
屋
造
で
あ
り
、
合
の
間
は
拝
殿・

本
殿
中
央
間
の
一
間
に
幅
を
揃
え
（
八
）、
桁
行
は
全
体
で
三
間
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
前
二

間
を
頭
貫
・
飛
貫
・
内
法
長
押
で
繫
ぎ
、
本
殿
と
の
取
り
合
の
間
は
頭
貫
だ
け
が
延
び
て

本
殿
の
柱
と
繫
い
で
い
る
。合
の
間
の
中
央
間
に
は
桟
唐
戸
を
構
え
る
。合
の
間
の
軒
は
、

本
殿
側
は
破
風
で
と
め
、
拝
殿
側
は
拝
殿
優
位
で
垂
木
を
配
っ
て
い
る
。
合
の
間
の
天
井

は
化
粧
屋
根
裏
で
あ
る
（
写
真
７-

８
）。

　
旧
井
伊
神
社
の
前
身
と
も
言
え
る
護
国
殿
は
、合
の
間
の
床
が
低
く
、化
粧
屋
根
裏
で
、

い
わ
ば
古
風
で
あ
る
が
、
合
の
間
の
空
間
は
狭
く
、
床
か
ら
天
井
の
高
さ
が
目
立
つ
。

　
さ
て
こ
の
化
粧
屋
根
裏
は
、
本
殿
正
面
の
茅
負
の
上
に
載
る
た
め
に
、
そ
れ
を
支
え
る

桁
の
位
置
は
高
い
。
こ
の
た
め
旧
井
伊
神
社
と
同
様
、
合
の
間
の
柱
は
内
部
を
片
蓋
で
高

く
伸
ば
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
点
の
技
法
は
護
国
殿
か
ら
旧
井
伊
神
社
に
継
承
さ
れ
て

い
る
。

　
旧
井
伊
神
社
で
は
護
国
殿
の
狭
隘
な
合
の
間
を
改
善
し
、
ま
た
護
国
殿
と
異
な
っ
て
家

康
を
祀
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
合
の
間
の
床
を
さ
ほ
ど
低
く
作
ら
な
く
て
も
良
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
護
国
殿
か
ら
井
伊
神
社
へ
は
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
が
継
承
さ
れ
て
お

写真７-８　旧護国殿合の間天井

て
、
本
殿
の
頭
貫
位
置
に
納
め
て

い
る
。
合
の
間
に
東
照
宮
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
特
別
な
扉
口
は
設
け

て
い
な
い
。

　
合
の
間
の
軒
は
、
本
殿
側
に
は

破
風
を
打
っ
て
、
屋
根
の
軒
先
は

本
殿
の
下
に
納
ま
る
。
拝
殿
側
は

合
の
間
優
位
の
垂
木
配
置
と
な
っ

て
い
る
。

　
合
の
間
内
部
は
片
蓋
柱
を
用
い

て
い
る
。
す
な
わ
ち
柱
の
内
部
を

外
部
よ
り
二
尺
二
寸
も
伸
ば
し

て
、
組
物
を
組
み
、
桁
を
回
し
て

格
天
井
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
本
殿
茅
負
の
上
に
天
井
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り
、建
物
の
形
式
も
護
国
殿
を
継
承
し
つ
つ
変
更
の
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
様
々
な
論
文
・
著
作
に
言
及
が
あ
る
が
、
重
要
な
も
の
と
し
て
以
下

の
論
考
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
本
文
の
以
下
の
記
述
も
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
拠
る
と
こ
ろ
が

多
い
。

　
　
稲
垣
栄
三
「
権
現
造
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
〉）。

　
　

大
河
直
躬
「
権
現
造
り
と
建
築
彫
刻
」（『
佛
教
藝
術
』
一
七
〇
号
〈
毎
日
新
聞
社
、

一
九
八
七
年
〉）。

　
　
村
上
訒
一
「
構
造
形
式
に
お
け
る
複
合
社
殿
の
表
記
─
権
現
造
と
両
下
造
─
」（『
文
建
協
通
信
』

一
二
五
号
〈
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
、
二
〇
一
六
年
〉）。

（
二
）
歴
史
的
用
語
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
権
現
造
と
い
う
用
語
は
避
け
て
お
く
。

ま
た
複
数
の
建
物
が
複
合
し
た
社
殿
で
あ
る
宇
佐
神
宮
（
八
幡
造
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）

や
吉
備
津
神
社
（
比
翼
入
母
屋
造
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
拝
殿
ま
で
含
め
る
な
ら
特

殊
形
式
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
）
な
ど
は
、
こ
こ
で
は
「
複
合
社
殿
」
と
い
う
形
式
か
ら
は

除
外
す
る
。

（
三
）
歴
史
的
に
も
し
く
は
定
義
の
曖
昧
な
ま
ま
に
、
慣
習
と
し
て
、
幣
殿
・
石
の
間
な
ど
と
呼
ん

で
い
る
部
分
で
あ
る
。

（
四
）
前
掲
大
河
「
権
現
造
り
と
建
築
彫
刻
」。

　
　
　
こ
れ
を
承
け
た
加
藤
・
重
枝
の
文
献
も
あ
る
が
、
表
面
的
な
記
述
に
留
ま
る
。
ま
た
複
合

社
殿
の
比
較
検
討
と
し
て
、
下
記
修
理
工
事
報
告
書
が
あ
る
が
、
規
模
の
比
較
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。

　
　
加
藤
千
晶・重
枝
豊
「
日
枝
神
社・根
津
神
社
の
建
築
構
成
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」（『
日

本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
八
三
巻
第
七
四
四
号
、
二
〇
一
八
年
）。

　
　
『
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
箭
弓
稲
荷
神
社
社
殿
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
宗
教
法
人
箭
弓

稲
荷
神
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
五
）
こ
の
た
め
に
合
の
間
の
幅
（
梁
間
）
は
本
殿
の
間
口
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

（
六
）
高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
〈
彦
根

城
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
〉）。

（
七
）
清
凉
寺
護
国
殿
の
姿
は
「
清
凉
寺
十
景
図
」（
清
凉
寺
所
蔵　
後
掲
第
八
章
図
８-

３
）
に

描
か
れ
て
い
る
。
敦
賀
の
天
満
神
社
と
比
較
す
る
と
、
本
殿
と
合
の
間
の
繫
ぎ
の
壁
が
な
く
、

本
殿
中
央
間
の
正
面
も
見
え
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
が
現
状
と
異
な
る
以
外
は
、
ほ
ぼ

現
状
と
差
が
な
い
。
た
だ
し
天
満
宮
は
改
造
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、「
清
凉
寺
十
景
図
」
が
厳

密
に
正
し
く
描
い
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
第
三
章
第
三
節
参
照
。

（
八
）
拝
殿
背
面
中
央
間
は
正
面
の
柱
間
よ
り
広
げ
て
い
る
。
旧
井
伊
神
社
と
同
じ
手
法
で
あ
る
。

　
補
記　
表
７-

１
は
以
下
の
資
料
と
現
地
調
査
に
よ
っ
て
記
し
た
。
図
７-

１・
２
は
以
下
の
資

料
か
ら
図
版
を
転
載
し
た
（『
重
文
大
全
』
は
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全　
11　
建
造
物　
上
巻
』

（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
の
略
記
）。

建
物
名

参
照

図
７-

１

図
７-

２

１
北
野
天
満
宮

京
都
府
文
化
財
保
護
課
所
蔵
図
面

『
重
文
大
全
』
京
都
府
文
化
財
保

護
課
所
蔵
図
面

２
大
崎
八
幡
宮

『
国
宝
大
崎
八
幡
宮
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
保
存
修
理
工
事
報

告
書
』（
大
崎
八
幡
宮
、
二
〇
〇
四
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

３
久
能
山
東
照
宮

『
久
能
山
東
照
宮
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
久
能
山
東
照
宮
、

二
〇
〇
九
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

４
和
歌
山
東
照
宮

『
重
要
文
化
財
東
照
宮
本
殿
他
三
棟
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』

（
東
照
宮
、
一
九
八
一
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

５
水
戸
東
照
宮

『【
新
版
】
戦
災
等
に
よ
る
焼
失
文
化
財
』（
戎
光
祥
出
版
、

二
〇
〇
三
年
、　
以
下
『
焼
失
文
化
財
』
と
略
記
）・
文
化
庁
保

存
図
面

文
化
庁
保
存

図
面

上
に
同
じ

６
鶴
岡
八
幡
宮

摂
社
若
宮

『
神
奈
川
県
近
世
社
寺
建
築
調
査
報
告
書
』（
神
奈
川
県
教
育
委

員
会
、
一
九
九
三
年
）

『
重
文
大
全
』
─

７
金
地
院
東
照
宮

『
重
要
文
化
財
東
照
宮
（
金
地
院
）
修
理
工
事
報
告
書
』（
京
都

府
文
化
財
保
護
課
、
一
九
六
一
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

８
日
吉
大
社
末
社

東
照
宮

『
重
要
文
化
財
日
吉
大
社
末
社
東
照
宮
修
理
工
事
報
告
書
』（
滋

賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
一
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書
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９
日
光
東
照
宮

『
国
宝
・
重
要
文
化
財
東
照
宮
本
殿
、
石
の
間
及
び
拝
殿　
正

面
唐
門　
東
西
透
塀　
神
輿
舎　
表
門
附
簓
子
塀
保
存
修
理
工

事
報
告
書
』（
日
光
東
照
宮
、
二
〇
一
三
年
）

『
重
文
大
全
』
文
化
庁
保
存
図
面

10
伊
賀
八
幡
宮

『
重
要
文
化
財
伊
賀
八
幡
宮
社
殿
修
理
工
事
報
告
書
』（
重
要
文

化
財
伊
賀
八
幡
宮
社
殿
修
理
委
員
会
、
一
九
六
八
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

11
六
所
神
社

『
重
要
文
化
財
六
所
神
社
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿　
神
供
所
・
楼

門
修
理
工
事
報
告
書
』（
重
要
文
化
財
六
所
神
社
社
殿
修
理
委

員
会
、
一
九
七
六
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

12
東
照
宮
仮
殿

『
重
要
文
化
財
東
照
宮
仮
殿
本
殿
相
之
間
拝
殿
仮
殿
唐
門
仮
殿

脇
門
及
び
透
塀
修
理
工
事
報
告
書
』（
日
光
社
寺
文
化
財
保
存

会
、
一
九
八
六
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

13
五
社
神
社

『
焼
失
文
化
財
』『
五
社
神
社
・
諏
訪
神
社
の
歴
史
と
建
築
』（
東

京
美
術
、
一
九
九
六
年
）

上
記
書

上
記
書

14
諏
訪
神
社

『
焼
失
文
化
財
』『
五
社
神
社
・
諏
訪
神
社
の
歴
史
と
建
築
』（
東

京
美
術
、
一
九
九
六
年
）

上
記
書

上
記
書

15
相
馬
中
村
神
社

『
重
要
文
化
財
相
馬
中
村
神
社
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
保
存
修
理

工
事
報
告
書
』（
相
馬
中
村
神
社
、
一
九
九
三
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

16
上
野
東
照
宮

『
重
要
文
化
財
東
照
宮
社
殿
修
理
工
事
報
告
書
』（
東
照
宮
、

一
九
六
五
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

17
小
松
天
満
宮

文
化
庁
保
存
図
面

『
重
文
大
全
』
─

18
日
枝
神
社

『
焼
失
文
化
財
』

文
化
庁
保
存

図
面

─

19
高
良
大
社

『
重
要
文
化
財
高
良
大
社
本
殿
・
幣
殿
及
び
拝
殿
修
理
工
事
報

告
書
』（
東
照
宮
、
一
九
八
〇
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

20
長
寿
院
弁
財
天
堂
『
重
要
文
化
財
・
県
指
定
有
形
文
化
財
長
寿
院
伽
藍
５
棟
修
理

工
事
報
告
書
』（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）

上
記
報
告
書
─

21
根
津
神
社

『
重
要
文
化
財
根
津
神
社
本
殿
幣
殿
拝
殿
（
戦
災
復
旧
）
修
理

工
事
報
告
書
』（
根
津
神
社
、
一
九
五
九
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

22
霧
島
神
宮

『
重
要
文
化
財
霧
島
神
宮
建
造
物
調
査
報
告
書
』（
霧
島
神
宮
、

二
〇
〇
七
年
）

『
重
文
大
全
』
─

23
歓
喜
院
聖
天
堂

『
重
要
文
化
財
歓
喜
院
聖
天
堂
修
理
工
事
報
告
書
』（
歓
喜
院
、

二
〇
一
一
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

24
妙
義
神
社

『
重
要
文
化
財
妙
義
神
社
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
、
附
神
饌

所　
附
透
塀
、
唐
門
、
総
門
修
理
工
事
報
告
書
』（
妙
義
神
社
、

一
九
八
九
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

25
北
野
神
社

─

─

26
旧
清
凉
寺
護
国
殿

─

─

27
地
蔵
院
本
堂

『
津
山
の
社
寺
建
築
』（
津
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）

─

─

28
鶴
岡
八
幡
宮
上
宮
重
要
文
化
財
鶴
岡
八
幡
宮
上
宮　
本
殿
、
幣
殿
及
び
拝
殿
他
二

棟
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
鶴
岡
八
幡
宮
、
二
〇
〇
九
年
）

『
重
文
大
全
』
上
記
報
告
書

29
箭
弓
稲
荷
神
社

『
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
箭
弓
稲
荷
神
社
社
殿
保
存
修
理
工

事
報
告
書
』（
箭
弓
稲
荷
神
社
、
二
〇
一
九
年
）

上
記
報
告
書
上
記
報
告
書

30
旧
井
伊
神
社

─

─

31
東
京
日
吉
神
社

『
東
京
都
指
定
史
跡
大
日
堂
境
域
及
び
日
吉
神
社
境
域　
日
吉

神
社
社
殿
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
日
吉
神
社
、二
〇
〇
八
年
）
─

上
記
報
告
書

32
松
山
神
社

（
旧
東
照
宮
）

『
愛
媛
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告

書
』（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇
年
）

─

─
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は
じ
め
に

　
日
光
東
照
宮
は
、
徳
川
幕
府
の
祖
徳
川
家
康
を
祀
る
神
社
で
あ
り
、
東
照
権
現
と
し
て

祀
ら
れ
る
背
景
に
は
、天
海
に
よ
る
山
王
一
実
神
道
に
基
づ
く
思
想
的
裏
付
け
が
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、何
故
東
照
宮
の
よ
う
な
複
合
社
殿
の
形
式
が
採
用
さ
れ
た
の
か
は
、

も
ち
ろ
ん
思
想
面
だ
け
で
は
な
く
政
治
的
状
況
も
加
味
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
社
殿
の
建
築
形
式
を
見
る
立
場
か
ら
は
、
同
じ
よ
う
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
武
士
や
近

世
の
藩
主
・
藩
祖
な
ど
の
祭
祀
施
設
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
も
し
く
は
同
じ
で
あ
る

と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
が
あ
る
の
か
、
が
課
題
と
な
る
。
久
能
山
や
日
光
の
東

照
宮
の
形
式
が
、
全
国
の
東
照
宮
に
も
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
幕
府
に
支
配
さ
れ
た
藩
の
首

長
の
祭
祀
形
態
に
も
及
ん
で
い
っ
た
と
み
る
の
は
、
ご
く
素
朴
な
想
定
で
あ
る
が
、
藩
主

や
藩
祖
は
同
様
に
簡
単
に
神
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
周
知
の
通
り
、
藩
祖
や
藩
主

を
祀
り
、
崇
め
る
方
法
は
神
道
的
方
法
や
そ
れ
に
対
応
し
た
造
形
だ
け
に
拠
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
御
霊
屋
や
霊
廟
と
呼
ば
れ
る
建
物
は
、
多
く
が
仏
教
に
よ
る
葬
送
や
追
善

の
方
法
に
則
っ
て
儀
礼
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
建
て
ら
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
。

　
つ
ま
り
仏
教
・
神
道
、
さ
ら
に
は
儒
教
な
ど
の
様
々
な
思
想
を
背
景
と
し
て
、
藩
主
・

藩
祖
、
そ
の
他
の
武
家
が
祀
ら
れ
、
崇
め
ら
れ
た
。
そ
れ
故
、
先
祖
を
祀
る
建
物
は
様
々

な
形
式
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
人
を
祀
る
施
設
と
、
埋
葬
さ
れ
た

人
を
祀
る
施
設
は
そ
も
そ
も
性
格
が
異
な
る
か
ら
、
建
物
の
形
式
も
異
な
っ
て
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
両
者
の
間
に
は
共
通
す
る
要
素
も
少
な
く
な
く
、
仏
教
施
設
か
ら
そ
の
ま

ま
神
社
の
社
殿
に
転
用
さ
れ
た
建
物
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
廟
墓
の
仏
教
的
葬
祭
施
設
と

御
影
・
霊
・
神
を
祀
る
施
設
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　
な
お
こ
こ
で
扱
う
霊
屋
や
武
家
を
祀
る
神
社
な
ど
は
、
指
定
文
化
財
と
、
近
世
社
寺
建

築
緊
急
調
査
に
際
し
て
報
告
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
遺
構
に
限
る
。
武
家
を
祀
る
神
社
の

事
例
は
高
野
信
治
（
一
）
に
よ
っ
て
集
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
集
成
か
ら
は
建
築
形
態
や

建
設
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
稿
で
は
多
く
の
重
要
な
事
例
が
抜
け
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。建
築
形
式
が
判
明
す
る
限
ら
れ
た
事
例
に
つ
い
て
採
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
第
一
節　
廟
墓
の
建
物

　
藩
主
の
家
の
廟
墓
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
村
田
健
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
二
）、（
ア
）

墓
の
上
に
覆
い
を
か
け
る
も
の
、（
イ
）
墓
の
上
に
影
像
な
ど
を
安
置
す
る
建
物
（
霊
屋
）

を
設
け
る
も
の
、（
ウ
）墓
と
は
別
の
敷
地
に
位
牌
な
ど
を
安
置
す
る
建
物
を
設
け
る
も
の
、

と
分
類
す
る
と
そ
の
性
格
も
含
め
て
理
解
し
や
す
い
。
そ
の
上
で
建
物
の
形
態
に
着
目
す

る
と
、
ど
の
分
類
に
属
す
る
に
し
て
も
一
般
的
に
は
単
独
で
立
っ
て
い
る
建
物
が
多
い
。

　
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
米
沢
藩
上
杉
家
墓
所
（
山
形　
元
和
九
年
〈
一
六
二
三
〉
〜
天

保
一
〇
年
〈
一
八
三
九
〉）（
三
）
で
あ
る
。
初
代
上
杉
景
勝
以
下
、
一
一
代
の
霊
屋
が
一
列

に
並
ぶ
が
、
初
代
か
ら
七
代
ま
で
は
入
母
屋
造
妻
入
の
建
物
、
八
代
か
ら
一
一
代
は
宝
形

造
の
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
七
代
ま
で
は
火
葬
さ
れ
、
遺
骨
は
高
野
山
に
納
骨
さ
れ

て
、
霊
屋
に
は
位
牌
が
祀
ら
れ
た
。
八
代
以
降
は
土
葬
さ
れ
五
輪
塔
を
安
置
し
た
。
上
の

分
類
で
は
そ
れ
ぞ
れ
（
ウ
）（
ア
）
に
属
す
。

　
し
か
し
上
杉
家
墓
所
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
熊
本
藩
細
川
家
墓
所
（
熊
本
）（
四
）
は
、

初
代
・
二
代
と
初
代
夫
人
の
墓
の
上
に
宝
形
造
（
寛
永
頃
か
）
の
建
物
が
立
ち
、
中
に
五

輪
塔
を
安
置
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の
前
に
向
唐
破
風
造
の
拝
所
を
設
け
て
い
る
。

霊
屋
と
拝
所
を
複
合
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
簡
略
で
は
あ
る
が
複
合
社
殿
と
共
通
し
た

建
築
構
成
の
考
え
方
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
第
八
章　
複
合
的
建
築
形
式
の
藩
主
・
武
士
祭
祀
施
設
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表
８-
１　
武
家
を
祀
る
複
合
的
建
築
形
式
の
事
例

番
号

寺
社
名

所
在
地

建
立
年
代

西
暦

構
造
形
式

構
造
形
式
補
足

祀
る
も
の

１

高
照
神
社
本
殿
・
軒
廊
・
中

門
・
拝
殿
幣
殿

青
森
県

弘
前
市
本
殿
・
軒
廊
：
正
徳
二
年 

拝
殿
幣
殿
：
宝
暦
五
年

一
七
一
二 

一
七
五
五

本
殿
：
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
、
正
面
千
鳥
破
風
付
、
唐
破
風
造
向
拝
一
間
、

杮
葺 

拝
殿
：
桁
行
七
間
、梁
間
三
間
、入
母
屋
造
、正
面
千
鳥
破
風
付
、向
拝
三
間
、軒
唐
破
風
付
、

杮
葺 

幣
殿
：
正
面
三
間
、
側
面
二
間
、
切
妻
造
、
正
面
拝
殿
に
接
続
、
杮
葺
（
軒
廊・中
門
は
略
）

結
合
し
て
い
な
い
が
複
合
的 

拝
殿
幣
殿
が
後
補

津
軽
藩
四
代
津
軽
信
政
が
吉
川
神
道
に
帰
依
、
会
津

上
津
神
社
を
参
照
し
た
。厨
子
に
祀
る
。明
治
に
な
っ

て
藩
祖
為
信
も
合
祀 

菩
提
寺
は
長
勝
寺
で
御
影
堂
（
初
代
為
信
像
）
と
五

棟
の
霊
屋
（
入
母
屋
造
妻
入　
墓
で
無
縫
塔
安
置
）

が
あ
り
、
元
は
拝
殿
が
あ
っ
た
、
藩
祖
為
信
の
霊
屋

は
革
秀
寺
に
あ
り
、
単
独

２

新
羅
神
社
本
殿
、
拝
殿

青
森
県

八
戸
市
文
政
一
〇
年

一
八
二
七
本
殿
：
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
入
母
屋
造
、
向
拝
一
間
、
鉄
板
葺 

拝
殿
：
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
、
向
拝
一
間
、
鉄
板
葺

繫
ぎ
部
分
の
形
態
・
時
期
不
明
二
代
藩
主
直
政
が
南
部
氏
の
祖
新
羅
三
郎
源
義
光
を

祀
る
（『
武
士
神
格
化
の
研
究
』）

３

天
徳
寺
佐
竹
家
霊
屋

秋
田
市
寛
文
一
二
年

一
六
七
二
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
、
妻
入
、
向
拝
一
間
、
唐
破
風
造
、 

前
殿　
桁
行
二
間
、
梁
間
一
間
、
両
下
造
、
正
面
唐
破
風
造
、
前
面
土
庇
附
属

前
殿
は
向
拝
に
繋
が
る

位
牌
堂 

周
囲
に
墓
所

４

上
杉
家
廟

山
形
県

米
沢
市
元
和
〜
天
保

一
〜
七
代　
入
母
屋
造
妻
入　
火
葬
→
高
野
山
に
五
輪
塔
、
八
〜
一
二
代　
宝
形　
土
葬 

当
初
は
礼
拝
之
間
・
廊
下
・
拝
殿　
　
三
殿
一
体
の
拝
殿
も
あ
り　

 

方
一
間
、
入
母
屋
造
、
向
拝
一
間
、
銅
板
葺

一
〜
七
代　
位
牌
、
八
〜
一
一
代　
五
輪
塔 

明
治
に
位
牌
を
移
動
し
て
五
輪
塔
に 

明
治
四
年
に
上
杉
神
社
と
し
、
九
年
に
神
祭
と
し
て

拝
殿
を
除
去

５

蒼
柴
神
社
本
殿
・
拝
殿
幣
殿
新
潟
県

長
岡
市
天
明
元
年

一
七
八
一
本
殿
：
一
間
社
流
造
、
杮
葺 

拝
殿
：
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
妻
入
、
千
鳥
破
風
付
、
向
拝
三
間
、
銅
板
葺
、 

幣
殿　
梁
間
一
間
、
桁
行
三
間
、
両
下
造
、
銅
板
葺

本
殿
と
拝
殿
・
幣
殿
は
間
を
開

け
る

享
保
七
年
に
長
岡
藩
主
三
代
目
牧
野
忠
辰
を
京
都
吉

田
家
よ
り
神
号
が
贈
ら
れ
、
創
祀
、
霊
璽
を
安
置

６

長
谷
部
神
社

（
旧
来
迎
寺
影
堂
）

石
川
県

穴
水
町
本
殿
：
寛
永
二
一
年 

拝
殿
：
寛
文
四
年

一
六
四
四

一
六
六
四

本
殿
：
正
面
一
間
、
側
面
一
間
、
入
母
屋
造
、
向
拝
一
間
、
桟
瓦
葺 

拝
殿
：
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
入
母
屋
造
、
向
拝
一
間
、
桟
瓦
葺 

合
の
間
：
両
下
造

向
拝
は
嘉
永
、
当
初
か
ら
あ
る

か
は
不
明 

本
殿
・
拝
殿
は
石
敷
廊
で
繫
ぐ 

本
殿
に
厨
子
あ
り

後
白
河
天
皇
に
仕
え
た
領
主
長
谷
部
信
連
中
興
の
寺

で
、
菩
提
所
、
肖
像
を
安
置
、
宝
暦
五
年
に
武
健
神

社
と
称
す
、
明
治
二
年
に
分
離
し
て
神
社

７

恵
林
寺
信
玄
霊
廟
明
王
殿

山
梨
県

甲
州
市
一
八
世
紀
ヵ

本
殿
：
正
面
一
間
、
背
面
二
間
、
側
面
二
間
、
宝
形
造
、
檜
皮
葺 

渡
殿
： 

拝
殿
：
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
寄
棟
造
、
檜
皮
葺
渡
殿
は
後
補
と
報
告

背
後
に
墓

８

六
孫
王
神
社

京
都
市
元
禄
一
五
年

一
七
〇
二
本
殿
：
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
切
妻
造
、
銅
板
葺 

拝
殿
：
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
、
銅
板
葺　
造
り
合
い
に
屋
根
な
し

背
後
に
神
廟
が
あ
る

清
和
源
氏
の
祖
源
経
基
を
祀
る 

一
〇
世
紀
以
来
（
形
式
不
明
）

９

友
林
堂

岡
山
県

玉
野
市
文
化
二
年

一
八
〇
五
拝
殿
に
角
屋
張
り
出
す　
位
牌
と
木
像
天
正
十
七
年
墨
書

戸
川
一
族
の
祖　
宇
喜
多
直
家
に
仕
え
常
山
城
城
主

10

常
信
寺
松
平
家
霊
廟

愛
媛
県

松
山
市
寛
文
八
年
頃 

一
八
世
紀
前
期

一
六
六
六
定
行
霊
廟
本
殿　
方
三
間　
入
母
屋
造
妻
入　
拝
殿　
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間　
中
門
の

外
に
拝
殿
立
つ 

定
政
霊
廟
本
殿　
正
面
三
間
、
側
面
二
間

石
造
墓
碑
を
安
置

11

曹
渓
院
加
藤
家
霊
廟

愛
媛
県

大
洲
市
元
禄
九
年
頃
〜

一
六
九
六
光
泰
霊
廟　
正
面
一
間
、
奥
行
二
間　
切
妻
造
平
入　
切
妻
の
拝
所
二
重
に
張
り
出
す 

泰
済
霊
廟　
正
面
一
間
、
奥
行
二
間　
切
妻
造
妻
入　
切
妻
の
拝
所
張
り
出
す 

貞
泰
霊
廟　
正
面
二
間
、
奥
行
二
間　
切
妻
造
平
入

大
洲
藩
主
、
石
祠
安
置 

先
祖
：
石
製
墓
碑 

初
代
：
五
輪
塔

12

※
旧
妙
解
寺
細
川
家
廟

熊
本
県

熊
本
市
寛
永
ヵ

正
面
三
間
、
側
面
三
間
、
宝
形
造
、
本
瓦
葺 

拝
所
：
正
面
一
間
、
側
面
二
間
、
向
唐
破
風
造
、
本
瓦
葺

内
部
に
五
輪
塔 

初
代
細
川
忠
利
・
同
室
・
光
尚
の
墓 

周
囲
に
三
代
以
下
の
墓
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そ
も
そ
も
上
杉
家
墓
所
に
も
、
近
世
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
屋
の
前
に
拝
殿
が
あ
り
、
そ

の
奥
に
廊
下
が
あ
っ
て
礼
拝
之
間
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
ろ
に
霊
屋
が
繋
が
っ

て
い
て
、
拝
殿
・
合
の
間
・
本
殿
の
結
合
し
た
形
と
類
似
し
て
い
た
（
五
）。
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
に
本
丸
に
あ
っ
た
上
杉
謙
信
の
祠
堂
を
上
杉
神
社
と
し
、
同
九
年
に
こ
れ

が
墓
所
の
背
後
に
移
転
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
拝
殿
か
ら
礼
拝
之
間
は
撤
去
さ
れ
た
。

　
大
洲
藩
主
加
藤
家
の
墓
所（
愛
媛
）（
六
）は
曹
渓
院
に
あ
り
、初
代
の
父
光
泰・初
代
貞
泰・

一
〇
代
泰
済
の
三
棟
の
霊
廟
が
あ
る
。
光
泰
霊
廟
（
元
禄
九
年
〈
一
六
九
六
〉
頃
）
は
切

妻
造
の
簡
素
な
建
物
の
前
に
中
門
を
設
け
た
突
出
部
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
切
妻
造

の
拝
所
が
付
く
。
泰
済
霊
廟
は
そ
の
簡
略
形
で
あ
る
。
光
泰
霊
廟
に
は
石
祠
、
泰
済
霊
廟

に
は
墓
碑
、
貞
泰
霊
廟
に
は
五
輪
塔
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　
墓
前
で
の
追
善
供
養
や
賛
嘆
の
儀
式
に
際
し
て
は
拝
所
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
は
ず
で
、

臨
時
の
幄
な
ど
で
も
用
は
足
り
る
に
し
て
も
、
恒
常
的
に
拝
所
を
附
設
す
る
複
合
的
な
形

態
の
建
物
は
、
霊
廟
の
合
目
的
的
な
建
築
形
式
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
複
合
社
殿
の
祭
祀
施
設

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
墓
に
建
て
る
比
較
的
簡
素
な
霊
屋
の
形
式
を
よ
り
整
備
し
て
ゆ

け
ば
、
複
合
社
殿
の
形
式
に
近
づ
く
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
佐
竹
家
霊
屋　
秋
田
藩
の
佐
竹
家
霊
屋
（
寛
文
一
二
年
〈
一
六
七
二
〉）（
七
）
は
、
佐
竹

氏
菩
提
寺
の
天
徳
寺
の
歴
代
藩
主
墓
所
の
傍
ら
に
あ
り
、歴
代
の
位
牌
を
安
置
し
て
い
る
。

入
母
屋
造
、
妻
入
の
建
物
に
向
拝
が
付
き
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
両
下
造
の
前
殿
が
立
つ
。

前
殿
の
正
面
は
唐
破
風
造
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
面
に
土
庇
が
附
属
し
て
い
る

（
写
真
８-

１
）。
前
殿
の
平
面
規
模
は
大
き
く
は
な
い
が
、
本
体
と
前
殿
の
唐
破
風
が
重

な
っ
た
上
に
、
土
庇
の
屋
根
が
広
が
る
の
で
、
複
合
社
殿
と
の
類
似
性
は
大
洲
藩
加
藤
家

墓
所
な
ど
よ
り
、
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
。

　
恵
林
寺
明
王
殿　
よ
り
整
っ
た
複
合
形
式
を
持
つ
霊
屋
と
し
て
は
、
恵
林
寺
信
玄
霊
廟

写真８-１　佐竹家霊屋（文化庁監修『国宝・重要文化財大全　11 
建造物　上巻』毎日新聞社、1998 年）

明
王
殿
と
六
孫
王
神
社
の
二
例

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
武
田
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た

恵
林
寺
（
山
梨
県
甲
州
市
）
に

あ
る
明
王
殿
は
、
武
田
信
玄
の

墓
所
と
さ
れ
て
い
る
供
養
塔
の

傍
に
あ
る
。
宝
形
造
の
本
殿（
八
）

の
前
に
寄
棟
造
の
拝
殿
が
立

ち
、
両
者
を
渡
殿
が
繋
ぐ
（
い

ず
れ
も
一
八
世
紀
か
）。
本
殿

に
は
信
玄
の
頭
髪
を
用
い
て
彩

色
し
た
と
い
う
不
動
明
王
が
安

置
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
に
は

不
動
を
祀
る
仏
堂
で
あ
る
が
、

信
玄
の
遺
影
の
像
を
祀
る
意
味

合
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
六
孫
王
神
社　
六
孫
王
神
社
（
京
都
市
）
は
明
ら
か
に
神
社
で
あ
る
。
清
和
源
氏
の
祖

源
経
基
の
墓
所
の
前
に
、
一
〇
世
紀
に
社
殿
が
造
立
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
後
に
遍
照

心
院
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
鎮
守
と
な
っ
た
。
古
い
歴
史
を
持
つ
が
、
現
在
の
社
殿
は
元
禄

一
五
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
切
妻
造
の
本
殿
の
前
に
桁
行
五
間
の
入
母
屋
造
の
拝
殿

が
立
つ
。
両
者
の
軒
が
接
し
て
い
る
た
め
に
、
合
の
間
部
分
に
は
別
の
屋
根
は
設
け
ら
れ

て
い
な
い
（
図
８-

１
）。
墓
の
前
に
立
て
ら
れ
た
武
家
の
祖
を
祀
る
神
社
が
、
複
合
社

殿
の
形
式
に
近
い
形
式
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
藩
主
が
明
確
に
神
と
位
置
付
け
ら
れ
た
う
え
で
、
神
社
に
祀
ら
れ
る
例
が
い

く
つ
か
見
ら
れ
る
。

　
高
照
神
社　
高
照
神
社（
青
森
）は
、津
軽
藩
第
四
代
津
軽
信
政
が
吉
川
神
道
に
帰
依
し
、
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「
高
照
霊
社
」
の
号
を
受
け
、
そ
の
死
後
の
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
廟
所
と
し
て
建

て
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
藩
主
は
高
照
神
社
に
藩
政
の
報
告
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
、
神
格

化
が
続
い
た
（
九
）。
建
物
（
一
〇
）

は
本
殿
が
方
三
間
の
入
母
屋
造
で
、唐
破
風
造
向
拝
が
付
く
。

そ
の
前
に
、
桁
行
四
間
の
細
長
い
軒
廊
が
中
間
に
中
門
を
挟
ん
で
二
棟
立
つ
。
建
設
当
初

は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
さ
ら
に
桁
行
七
間
の
規
模
の
大

き
な
拝
殿
に
後
方
に
張
り
出
し
た
幣
殿
の
付
属
し
た
建
物
が
増
設
さ
れ
た
（
図
８-

２
）。

本
殿
と
二
棟
の
軒
廊
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
る
の
で
、
複
合
社
殿
の
よ
う
な
一
体
的
な

内
部
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
当
初
の
形
態
は
細
川
家
墓
所
の
拝
所

が
長
く
伸
び
た
よ
う
な
形
で
は
あ
る
が
、
結
果
的
に
複
合
社
殿
に
近
い
形
式
と
な
っ
た
事

例
と
言
え
よ
う
。
高
照
神
社
の
造
営
に
あ
た
っ
て
は
会
津
土
津
神
社
を
参
照
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
明
治
に
な
っ
て
藩
祖
為
信
も
祀
ら
れ
た
。

　
津
軽
家
の
菩
提
寺
は
長
勝
寺
（
一
一
）

で
、
初
代
為
信
像
を
安
置
し
た
御
影
堂
（
寛
永
六
年

〈
一
六
二
九
〉）
と
、
初
代
室
以
下
二・三・六
代
の
夫
妻
を
祀
る
五
棟
の
霊
屋
（
寛
永
八
年

か
ら
宝
暦
三
年
）
が
あ
る
。
御
影
堂
は
宝
形
造
、
そ
の
他
は
入
母
屋
造
妻
入
で
無
縫
塔
を

安
置
す
る
。
か
つ
て
は
拝
殿
も
あ
っ
た
（
一
二
）。
藩
祖
為
信
は
革
秀
寺
の
霊
屋
（
江
戸
前
期
）

に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
四
代
信
政
だ
け
が
そ
の
個
人
的
な
信
仰
を
背
景
に
し
て
、
明
確
に
神
と
位
置

付
け
ら
れ
て
祀
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
例
が
蒼
柴
神
社
で
あ
る
。

　
蒼
柴
神
社　
蒼
柴
神
社
（
新
潟
県
長
岡
市
）（
一
三
）

は
、
長
岡
藩
主
三
代
目
牧
野
忠
辰
を

祀
る
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
忠
辰
が
死
ぬ
と
、
京
都
吉
田
家
よ
り
蒼
柴
霊
神
の
号

が
贈
ら
れ
、
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
は
大
明
神
に
昇
格
し
た

の
で
社
殿
を
造
営
し
な
お
し
た
。
本
殿
は
一
間
社
流
造
、
拝
殿
は
桁
行
五
間
、
入
母
屋
造

の
建
物
で
、
背
後
に
桁
行
三
間
の
両
下
造
の
幣
殿
が
張
り
出
す
。
本
殿
と
幣
殿
は
接
続
せ

ず
、
複
合
社
殿
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
形
式
で
あ
る
。
吉
田
家
か
ら
の
神
号
の

授
与
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
長
谷
部
神
社　
神
号
が
与
え
ら
れ
る
契
機
は
不
明
で
あ
る
が
、
長
谷
部
神
社
（
石
川
県

穴
水
町
）（
一
四
）

も
こ
の
類
例
で
あ
る
。
後
白
河
天
皇
に
仕
え
て
鳳
至
郡
大
屋
荘
の
領
主
と

な
っ
た
長
谷
部
信
連
は
、
来
迎
寺
を
中
興
し
菩
提
所
と
し
た
。
信
連
の
肖
像
が
来
迎
寺
影

堂
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
宝
暦
五
年
に
武
健
神
社
と
称
す
こ
と
と
な
り
、
明
治
六
年
に
は
寺

と
分
離
し
て
長
谷
部
神
社
と
な
っ
た
。

図８-１　六孫王神社本殿・造合・拝殿
平面図（京都府教育庁文化財保護課編『京都
府の近世社寺建築　近世社寺建築緊急調査報
告書』京都府教育委員会、1983 年）

図８-２　高照神社本殿・東西軒廊・
中門・拝殿及び幣殿平面図（『青森県
の近世社寺建築（Ⅱ）　青森県近世社寺
建築緊急調査報告書』青森県教育委員会、
1991 年）
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本
殿
は
方
一
間
、
入
母
屋
造
で
、
拝
殿
は
入
母
屋
造
、
合
の
間
は
両
下
造
で
元
は

石
敷
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
複
合
社
殿
の
形
式
で
あ
る
。
本
殿
は
寛
永

二
一
年
、
拝
殿
は
寛
文
四
年
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
武
健
神
社
改
称
以
前
の
建
物
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
建
物
が
来
迎
寺
影
堂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
類
似
し

た
技
法
の
厨
子
が
来
迎
寺
と
長
谷
部
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
来
迎

寺
影
堂
と
は
別
に
神
社
形
式
の
現
在
の
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
現
社
殿
が
来
迎
寺
影
堂
と
す
れ
ば
、
仏
教
式
に
祀
ら
れ
て
い
た
信
連
像
が
祀
ら
れ

て
い
た
の
は
、
神
社
の
複
合
社
殿
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
第
三
節　
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
位
置
付
け

　
井
伊
神
社
の
成
立
の
経
緯
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
彦
根
の
地
で
井
伊
家
の
祖

や
現
当
主
を
祀
る
施
設
と
し
て
は
、
清
凉
寺
護
国
殿
・
天
寧
寺
観
徳
殿
・
井
伊
八
幡

宮
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

　
護
国
殿
（
佐
和
山
神
社
）　
ま
ず
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
か
ら
八
年
に
か
け
て
、

井
伊
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
清
凉
寺
に
護
国
殿
が
建
て
ら
れ
た
（
一
五
）。
こ
こ
に
は
東
照

　
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
家
康
の
位
牌
は
清
凉
寺
の
位
牌
所
に
移
さ
れ
て
、
明
治

九
年
に
護
国
殿
は
佐
和
山
神
社
と
名
称
を
変
え
て
、直
政･

直
孝
を
祀
る
県
社
と
な
っ
た
。

昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
に
は
井
伊
神
社
に
合
祀
さ
れ
、
残
さ
れ
た
社
殿
は
昭
和
三
五

年
に
敦
賀
の
天
満
神
社
に
移
築
さ
れ
た
。

　
観
徳
殿　
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
第
一
一
代
井
伊
直
中
は
天
寧
寺
に
観
徳
殿
を
建

て
、
自
ら
の
寿
像
を
安
置
し
た
。
天
寧
寺
は
直
中
が
開
い
た
寺
で
、
五
百
羅
漢
を
安
置
し

て
い
た
（
一
九
）。
直
中
は
自
ら
の
寿
像
を
「
影
堂
」
に
安
置
し
、
そ
の
意
図
は
「
神
」
を
と

ど
め
て
国
を
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
安
置
さ
れ
た
寿
像
の
候
補
は
二
体
現
存
し
（
井
伊
神
社
旧
蔵
）、
文
化
五
年
に

竹
内
康
政
の
造
っ
た
像
と
、
銘
の
な
い
像
で
あ
る
。
護
国
殿
に
あ
っ
た
直
政
・
直
孝
像
は

前
者
と
同
じ
竹
内
康
政
の
作
で
あ
る
。
高
木
文
恵
に
よ
れ
ば
、
銘
の
な
い
直
中
像
は
、
仙 図８-３　「清凉寺十景図」に描かれた清凉寺護国殿

写真８-２　清凉寺護国殿の古写真（井伊岳夫氏所蔵）

大
権
現
御
神
牌
・
祥
寿
院
様
御
像
（
井
伊
家
初
代
直
政
）・
久
昌
院
様
御
像
（
井
伊
家
第

二
代
直
孝
）
が
祀
ら
れ
た
。
家
康
の
位
牌
は
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
井
伊
家
二

代
の
像
は
、
近
年
ま
で
井
伊
神
社
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
文
化
五
年
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
（
一
六
）。
文
化
八
年
に
清
凉
寺
の
住
持
漢
三
が
草
し
た
「
護
国
殿
祭
文
」
に

「
安
置
太
祖
祥
寿
院
殿
・
高
祖
久
昌
院
殿
二
軀
木
造
」
し
「
欲
安
其
神
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
ま
た
「
護
国
殿
諸
御
道
具
常
在
帳
」「
清
凉
寺
交
割
帳
」（
一
七
）

に
は
、「
東
照
大
権
現

御
神
牌　
一
位
」「
祥
寿
院
様
御
像　
一
体
」「
祥
寿
院
様
御
像　
一
体
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
年
未
詳
の
「
旧
護
国
殿
神
殿
御
神
体
図
案
」（
一
八
）

に
は
「
旧
護
国
殿
ノ
神
殿
御
壇
ノ

上
ニ
如
此
御
宮
ア
ツ
テ
、
内
ニ
御
厨
子
ア
リ
、
内
ニ
御
位
牌
ア
リ
、
此
宮
ハ
在
来
ノ
マ
ヽ

御
据
置
ノ
積
リ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
護
国
殿
祭
文
」
に
神
と
は
言
う
も
の

の
、
神
道
で
言
う
神
を
意
味
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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琳
寺
蔵
の
文
化
二
年
銘
の
直
中
像
と
作
風
が
似
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
造
像
時
期

と
建
物
の
建
設
時
期
の
時
間
差
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
疑
問
が
残
る
。

　
観
徳
殿
は
明
治
に
な
る
と
祖
霊
社
と
呼
ば
れ
明
治
二
年
に
直
弼
像
が
遷
さ
れ
、
直
中
と

直
弼
の
忌
日
に
祭
典
が
行
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
一
四
年
に
二
像
は
井
伊
神
社
に
移
さ
れ
、

建
物
は
昭
和
三
四
年
に
彦
根
城
の
南
西
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
荒
神
山
神
社
の
遙
拝

所
と
し
て
移
築
さ
れ
た
。

　
井
伊
八
幡
宮　
天
保
一
三
年
に
第
一
二
代
井
伊
直
亮
が
龍
譚
寺
の
門
前
に
共
保
八
幡
宮

（
井
伊
八
幡
宮
と
も
称
す
）
の
建
立
を
発
願
し
た
（
二
〇
）。
共
保
（
自
浄
院
）
は
井
伊
家
の
遠

祖
で
、
こ
の
年
七
百
五
十
回
遠
忌
に
あ
た
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
ず
仮
殿
を
建
て
、「
自

浄
院
様
御
神
像
」
を
龍
譚
寺
に
安
置
し
、宮
に
て
「
御
法
式
」（
お
そ
ら
く
神
式
の
行
事
）、

本
堂
に
て
「
御
法
事
」
を
執
り
行
っ
た
。

　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
正
月
に
「
御
釘
初
」（
釿
始
の
意
）
を
お
こ
な
い
、
六
月
に

棟
上
を
迎
え
た
。
弘
化
二
年
の
棟
札
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
も
井
伊
八
幡
宮
と
称
さ
れ

か
で
あ
る
。
護
国
殿
時
代
の
古
写
真
（
写
真
８-

２
）
や
「
清
凉

寺
十
景
図
」（
図
８-

３
）
で
も
同
様
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、

観
徳
殿
は
「
天
寧
寺
境
内
絵
図
」（
天
寧
寺
所
蔵
）
に
描
か
れ
た

平
面
図
（
図
８-

４
）
は
典
型
的
な
複
合
社
殿
で
は
な
い
。
そ
の

奥
行
の
深
い
平
面
形
式
と
写
真
（
写
真
８-

３
）
を
勘
案
す
る
と
、

入
母
屋
造
平
入
の
建
物
の
正
面
に
入
母
屋
造
妻
入
の
張
出
部
が
付

い
た
形
式
と
推
定
さ
れ
る
。
実
際
、
荒
神
山
神
社
に
移
設
さ
れ
た

観
徳
殿
は
、
多
少
の
改
造
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
な
建
築
形
式
は

観
徳
殿
時
代
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
入
母
屋
造

の
建
物
の
前
に
入
母
屋
造
妻
入
の
拝
殿
が
取
り
付
い
た
形
式
で
、

こ
こ
で
言
う
複
合
社
殿
の
形
式
で
は
な
い
。

　
明
治
に
な
っ
て
よ
う
や
く
三
ヶ
所
の
い
ず
れ
も
が
神
社
と
し
て

祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
井
伊
八
幡
宮
の
み
が
明
確

な
神
を
祀
る
施
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
す
ら
祭
神
は
明
治

写真８-３　荒神山神社遙拝殿（旧観徳殿）

て
い
た
。

　
明
治
二
年
に
井
伊
神
社
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、明
治
九
年
に
は
村
社
と
な
っ
た
（「
彦

根
市
史
稿
」）。
昭
和
一
三
年
に
は
、
前
述
の
通
り
佐
和
山
神
社
を
合
祀
し
た
。

　
以
上
、
幕
末
の
彦
根
で
は
、
井
伊
家
の
祖
や
歴
代
を
祀
る
施
設
と
し
て
類
似
し
た
三
種

が
作
ら
れ
て
い
た
。
第
一
一
代
直
中
は
ま
ず
井
伊
家
初
代・二
代
を
祀
る
護
国
殿
を
造
り
、

次
に
自
ら
の
寿
像
を
祀
る
影
堂
と
し
て
観
徳
殿
を
建
て
た
。
直
中
の
息
の
直
亮
は
彦
根
藩

主
井
伊
家
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
平
安
時
代
に
遡
る
井
伊
家
の
遠
祖
共
保
に
遡
り
、
そ
の

遠
祖
を
八
幡
神
と
し
て
祀
る
井
伊
八
幡
宮
を
設
け
る
。
こ
の
よ
う
に
類
似
し
な
が
ら
も
祭

祀
対
象
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。

　
そ
の
建
築
形
式
は
、
井
伊
八
幡
宮
は
複
合
社
殿
の
形
式
で
あ
っ
た
。
護
国
殿
は
、
移
築

さ
れ
て
現
存
す
る
敦
賀
の
天
満
神
社
に
よ
っ
て
同
様
に
複
合
社
殿
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

図８-４　「天寧寺境内絵図」に描かれた観徳殿の
平面
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に
な
っ
て
稜

い
か
し
ら
と
も
や
す
ひ
こ
の
み
こ
と

威
鞆
安
彦
命
と
い
う
名
に
変
容
す
る
。

　
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
藩
祖
や
家
の
祖
を
神
と
し
て
祀
る
こ
と
が
盛
ん
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
岸
本
覚
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
一
）。
彦
根
藩
で
も
、
そ

の
固
有
の
事
情
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
後
期
の
風
潮
と
同
様
に
、
藩

祖
・
始
祖
を
崇
敬
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
建
て
ら
れ
た
施
設
は
、本
章
で
見
た
各
国
の
東
照
宮
や
霊
屋
な
ど
と
共
通
し
て
、

礼
拝
空
間
を
併
せ
持
つ
複
合
的
な
形
式
が
用
い
ら
れ
た
が
、
護
国
殿
や
観
徳
殿
は
複
合
社

殿
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
建
築
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
比
較
的
規
模
も
小
さ
く
、
装
飾

も
簡
略
で
あ
っ
た
。
井
伊
八
幡
宮
に
い
た
っ
て
東
照
宮
に
近
い
形
式
と
装
飾
豊
か
な
社
殿

が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
複
合
社
殿
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
総
漆
塗
装
・
彩
色
の

華
麗
な
社
殿
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
は
、建
設
当
初
か
ら
神
と
し
て
の
遠
祖
井
伊
共
保
を
、

徳
川
家
康
（
東
照
権
現
）
に
準
え
て
祀
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
護

国
殿
の
段
階
で
充
分
に
用
意
さ
れ
て
い
た
形
式
で
あ
り
、
幕
末
の
藩
祖
信
仰
の
高
揚
の
到

達
点
が
井
伊
八
幡
宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
井
伊
八
幡
宮
が
井
伊
家
の
歴
代
を
祀
る
神
社
と
な
る
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
、
五

体
も
の
歴
代
肖
像
彫
刻
が
安
置
さ
れ
た
の
も
、
近
代
の
井
伊
八
幡
宮
、
す
な
わ
ち
井
伊
神

社
の
、
他
の
二
社
を
合
祀
し
た
結
果
の
姿
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
井
伊
八
幡
宮
本
殿
内

陣
の
中
央
間
の
厨
子
は
、
そ
の
茵
に
六
脚
の
台
が
載
っ
て
い
た
痕
跡
が
あ
り
、
お
そ
ら
く

こ
こ
は
あ
く
ま
で
も
本
来
の
共
保
（
八
幡
）
が
祀
ら
れ
て
い
た
場
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
高
野
信
治
『
武
士
神
格
化
の
研
究
』
研
究
篇
・
資
料
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
二
）
村
田
健
一
「
近
世
の
廟
建
築
─
大
名
家
の
廟
を
中
心
に
─
」（『
月
刊
文
化
財
』
六
二
六
号　
〈
第

一
法
規
、
二
〇
一
五
年
〉）。

（
三
）『
山
形
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
山
形
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
四
年
）、　
主
任
調
査
員
は
佐
藤
巧
。

　
　
前
掲
村
田
「
近
世
の
廟
建
築
─
大
名
家
の
廟
を
中
心
に
─
」。

　
　
村
上
訒
一
『
霊
廟
建
築
』
日
本
の
美
術　
第
二
九
五
号
（
至
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）。

（
四
）
前
掲
村
上
『
霊
廟
建
築
』。

（
五
）
前
掲
『
山
形
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』。

（
六
）『
愛
媛
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、

一
九
九
〇
年
）、
主
任
調
査
員
は
鈴
木
充
。

（
七
）『
秋
田
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
秋
田
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
九
年
）、
主
任
調
査
員
は
坂
田
泉
。

（
八
）『
山
梨
県
の
近
世
社
寺
建
築
』（
山
梨
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
主
任
調
査
員
は
渡

辺
保
忠
。
本
殿
・
拝
殿
の
呼
称
は
同
報
告
書
に
よ
る
。　

（
九
）
高
野
信
治
「
武
士
神
格
の
社
会
化
」（
前
掲
高
野
『
武
士
神
格
化
の
研
究
』
研
究
篇
所
収
）。

（
一
〇
）『
青
森
県
の
近
世
社
寺
建
築　
青
森
県
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
青
森
県
教
育
委

員
会
、
一
九
九
一
年
）、
主
任
調
査
員
は
高
島
成
侑
。

（
一
一
）
前
掲
村
上
『
霊
廟
建
築
』。

（
一
二
）
前
掲
高
野
「
武
士
神
格
の
社
会
化
」。

（
一
三
）『
新
潟
県
の
近
世
社
寺
建
築　
新
潟
県
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
新
潟
県
教
育
委

員
会
、
一
九
八
五
年
）、
主
任
調
査
員
は
稲
垣
栄
三
。

（
一
四
）『
石
川
県
の
近
世
社
寺
建
築　
石
川
県
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
石
川
県
教
育
委

員
会
、
一
九
八
〇
年
）、
主
任
調
査
員
は
櫻
井
敏
雄
。
前
掲
高
野
『
武
士
神
格
化
の
研
究
』
資

料
篇
。

（
一
五
）「
護
国
殿
祭
文
」（
清
凉
寺
所
蔵
）。

（
一
六
）
井
伊
家
歴
代
の
彫
像
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
に
拠
る
。

　
　
高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
〈
彦
根

城
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
〉）。
直
政･

直
孝
の
造
像
年
次
は
、
同
論
考
掲
載
の
各
像
底
の
銘

に
よ
る
。

（
一
七
）
文
政
七
年
の
奥
書
が
あ
り
、
同
じ
内
容
で
あ
る
（「
護
国
殿
諸
御
道
具
常
在
帳
」〈「
彦
根
藩
井
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伊
家
文
書
」
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
、
調
査
番
号
六
一
八
五
〉、「
清
凉
寺
交
割
帳
」〈「
彦
根
藩

井
伊
家
文
書
」
調
査
番
号
六
一
八
四
〉）。

（
一
八
）「［
旧
護
国
殿
神
殿
御
神
体
図
案
］」（「
井
伊
家
伝
来
古
文
書
（
近
代
文
書
）」
彦
根
城
博
物
館

所
蔵
、
調
査
番
号
七
一
一
七
三
）。

　
　
　
同
図
に
は
「
此
御
厨
子
モ
在
来
ノ
侭
御
染
筆
ノ
御
品
御
遣
被
下
置
候
上
ハ
、
御
位
牌
ト
納

替
候
積
リ
」と
あ
る
の
で
、神
仏
分
離
の
際
に
祭
祀
対
象
を
変
更
し
た
際
の
図
と
推
定
さ
れ
る
。

（
一
九
）
観
徳
殿
に
つ
い
て
も
前
掲
高
木
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
」
に
拠
る
。

（
二
〇
）
以
下
、
井
伊
神
社
の
建
設
経
緯
は
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」（「
田
中
与
左
衛
門
家
文
書
」）

に
拠
る
。

（
二
一
）
岸
本
覚
「
長
州
藩
藩
祖
廟
の
形
成
」（『
日
本
史
研
究
』
第
四
三
八
号
、
一
九
九
九
年
）。
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は
じ
め
に

　
彦
根
藩
一
一
代
当
主
井
伊
直
中
は
、
歴
代
の
当
主
の
な
か
で
も
特
に
寺
社
を
篤
く
庇
護

し
、
菩
提
寺
で
あ
る
清
凉
寺
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
寺
社
の
堂
舎
造
営
に
関
わ
っ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
（
表
９-

１
）。
ま
た
一
二
代
直
亮
は
、
井
伊
家
の
遠
祖
で
あ
る
共
保
を

祀
る
た
め
に
井
伊
八
幡
宮
（
井
伊
神
社
）
を
創
建
・
造
営
し
た
。

　
本
章
で
は
、
彦
根
藩
で
の
井
伊
八
幡
宮
造
営
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

井
伊
直
中
・
直
亮
が
当
主
で
あ
っ
た
時
代
（
直
中　
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
〉
─
文
化
九

年
〈
一
八
一
二
〉、
直
亮　
文
化
九
年
─
嘉
永
三
年
〈
一
八
五
〇
〉）
の
寺
社
造
営
の
特
徴

と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
彦
根
城
下
に
建
設
さ
れ
た
寺
社

建
築
の
う
ち
、
彦
根
藩
・
井
伊
家
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
特
徴

を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
最
後
に
直
中
・
直
亮
時
代
の
寺
社
造
営
か
ら
み
た
旧
井
伊
神

社
社
殿
の
評
価
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　
　
第
一
節　
直
中
・
直
亮
の
寺
社
造
営

【
井
伊
家
の
菩
提
寺　
清
凉
寺
な
ど
】
彦
根
城
下
に
は
、
彦
根
藩
・
井
伊
家
か
ら
篤
い

庇
護
を
受
け
た
寺
社
が
い
く
つ
か
あ
る
（
一
）。

清
凉
寺
（
古
沢
町
、
曹
洞
宗
）
は
、
井
伊
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
（
二
）。
境
内
に
は
井
伊

家
の
歴
代
当
主
の
墓
所
が
あ
り
、
歴
代
当
主
の
命
日
に
は
藩
主
の
参
詣
が
慣
習
と
な
っ
て

い
た
（
三
）。
ま
た
、
堂
舎
の
造
営
や
修
理
に
際
し
て
は
、
井
伊
家
や
彦
根
藩
士
か
ら
の
寄

進
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。　

龍
潭
寺
（
古
沢
町
、
臨
済
宗
）
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
井
伊
家
本
貫
の
地

と
さ
れ
る
遠
江
国
井
伊
谷
の
龍
潭
寺
か
ら
僧
を
迎
え
て
創
建
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
彦
根

藩
三
代
当
主
直
孝
の
室
が
葬
ら
れ
る
な
ど
、
井
伊
家
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

　
長
純
寺
（
佐
和
町
、
曹
洞
宗
）
は
、
彦
根
藩
初
代
当
主
直
政
が
姉
の
菩
提
所
と
し
て
創

建
し
た
寺
院
で
、
近
世
初
期
か
ら
井
伊
家
の
庇
護
を
受
け
た
。

【
井
伊
家
の
祈
願
所　
北
野
寺
・
北
野
神
社
な
ど
】　
北
野
寺
（
真
言
宗
）
は
元
は
彦

根
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
寺
院
で
あ
る
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）、
彦
根
城
築
城
に
と
も

な
い
金
亀
山
か
ら
石
ケ
崎
町
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
代
当
主
直
孝
時
代
に
、
上
野
国

北
野
寺
の
慶
算
の
す
す
め
で
長
谷
寺
（
大
和
国
）
の
秀
算
が
住
持
に
迎
え
ら
れ
、
寺
号
が

彦
根
寺
か
ら
北
野
寺
に
改
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
北
野
寺
の
隣
に
あ
る
の
が
北
野
神
社
で
あ
る
。
元
は
彦
根
山
の
麓
に
あ
っ
た
と
い

い
、
寺
と
同
じ
く
築
城
の
際
に
現
在
地
に
移
転
し
た
と
伝
わ
る
。
元
和
六
年
、
天
神
を
篤

く
信
仰
し
て
い
た
直
孝
に
よ
っ
て
天
満
天
神
が
配
祀
さ
れ
た
。

　
こ
の
北
野
寺
・
北
野
神
社
で
は
、
彦
根
藩
・
井
伊
家
に
関
わ
る
祈
祷
が
度
々
実
施
さ
れ

た
。
彦
根
藩
主
の
日
光
東
照
宮
へ
の
将
軍
代
参
（
明
和
二
年
〈
一
七
六
五
〉）、
一
〇
代
当

主
直
幸
の
大
老
職
へ
の
就
任
（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉）
の
ほ
か
、
嘉
永
二
年
に
は
北

野
神
社
で
異
国
船
退
散
の
祈
祷
も
行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、直
中
が
藩
主
で
あ
っ
た
寛
政
一
二
年
に
は
、北
野
神
社
本
殿
（
本
社
）
と
拝
殿
、

北
野
寺
本
堂
・
観
音
堂
・
護
摩
堂
が
再
興
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
北
野
神
社
本
殿
上
棟
棟

札
に
「
大
檀
那
従
四
位
下
中
将
兼
井
伊
掃
部
頭
藤
原
朝
臣
直
中
卿
為
御
武
運
長
久
御
子
孫

繁
昌
君
臣
和
合
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
中
が
大
檀
那
と
な
っ
て
い
る
。

　
ほ
か
に
も
、
彦
根
藩・井
伊
家
の
安
泰
や
繁
栄
の
た
め
の
祈
祷
等
が
行
わ
れ
た
寺
院
に
、

養
春
院
（
橋
向
町
）、
長
光
寺
（
川
原
町
）、
地
福
院
（
本
町
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
九
章　
彦
根
藩
に
よ
る
寺
社
造
営
と
そ
の
建
築
的
特
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
井
伊
直
中
・
直
亮
時
代
を
中
心
に
─



103

　
長
寿
院
大
洞
弁
財
天
堂
（
古
沢
町
）
も
井
伊
家
と
の
関
わ
り
が
あ
る
寺
院
と
し
て
知
ら

れ
る
。
長
寿
院
大
洞
弁
財
天
堂
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
五
代
直
興
の
発
願
で
建

立
さ
れ
た
。
直
興
の
奇
病
を
治
し
た
僧
が
信
仰
し
た
弁
財
天
を
勧
請
し
て
お
り
、
彦
根
城

の
鬼
門
除
け
と
し
て
配
さ
れ
た
と
も
伝
わ
る
。

　
【
直
中
の
寺
社
造
営
】　
次
に
、
直
中
の
寺
社
造
営
の
意
図
に
つ
い
て
、
仙
琳
寺
と
天
寧

寺
の
事
例
か
ら
考
察
す
る
。

仙
琳
寺　
仙
琳
寺
（
天
台
宗
）
は
、
四
代
直
興
の
庶
子
本
空
を
開
基
と
す
る
寺
院
で
、

山
号
は
愛
宕
山
で
あ
る
（
四
）。
本
空
は
京
都
で
修
行
し
、
般
舟
三
昧
院
の
一
五
代
住
持
に

就
任
し
た
。
そ
の
後
、
一
寺
を
建
立
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
が
、
病
に
倒
れ
、
そ

の
願
い
を
弟
子
の
義
空
に
託
し
た
と
さ
れ
る
。

　
義
空
は
京
都
の
密
厳
院
に
入
っ
た
後
に
愛
宕
山
の
庵
に
居
を
移
し
、
彦
根
の
町
で
托
鉢

な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
を
聞
き
つ
け
た
の
が
直
中
で
あ
る
。
直
中
は
義
空
を
取

り
立
て
、
本
空
の
遺
命
で
あ
っ
た
寺
院
の
建
立
を
進
め
さ
せ
た
。
こ
の
寺
院
は
、
直
中
の

請
願
に
よ
っ
て
日
光
輪
王
寺
の
直
末
を
許
さ
れ
、輪
王
寺
か
ら「
仙
琳
寺
」の
号
を
賜
っ
た
。

　
仙
琳
寺
の
堂
舎
は
、
直
中
の
庇
護
の
も
と
で
整
備
さ
れ
た
。
寛
政
四
年
に
は
本
堂
が
上

棟
し
た
。
文
化
三
年
に
は
直
中
の
参
列
の
も
と
で
、
宝
殿
造
営
供
養
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら

に
、
直
中
は
、
直
興
と
自
ら
の
彫
像
を
作
ら
せ
、
同
寺
に
安
置
さ
せ
た
（
五
）。

　
な
お
、
直
中
の
時
代
に
は
、
仙
琳
寺
に
対
し
て
寺
禄
が
加
増
さ
れ
た
ほ
か
、
井
伊
家
に

伝
来
し
た
嵯
峨
天
皇
の
宸
翰
の
写
し
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

天
寧
寺　
天
寧
寺
は
明
暦
年
中
（
一
六
五
五
―
五
八
）
に
直
孝
が
初
代
直
政
生
母
の

秋
芳
院
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
宗
徳
寺
を
前
身
と
す
る
（
六
）。

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）、
直
中
は
新
た
に
切
り
開
い
た
里
根
山
に
宗
徳
寺
を
移
し
、

そ
こ
に
本
堂
・
客
殿
・
庫
裏
を
建
設
し
、
寂
光
堅
光
（
一
七
五
三
―
一
八
三
〇
）
を
住
持

と
し
て
迎
え
た
。
同
五
年
に
は
寺
号
を
天
寧
寺
と
改
め
る
。
寺
号
の
天
寧
は
、
直
中
の
道

号
で
あ
る
。

　
天
寧
寺
で
は
、
直
中
の
庇
護
の
も
と
、
堅
光
主
導
で
前
述
し
た
本
堂
・
客
殿
・
庫
裏
に

寺社名 建物名 現名称 建設年代 西暦 棟札 備考
山田神社 皇后神社本殿 寛政 3年 1791
仙琳寺 本堂 寛政 4年 1792 有 直中の庇護で寺観（諸堂）整備
龍潭寺 仏殿 寛政 9か10年 1797 井伊家の庇護
北野神社 本殿・相の間・拝殿 寛政 12 年 1800 有 寛政 7年から藩費で造営
北野寺 本堂 寛政 12 年 1800 有 井伊家の祈願寺
北野寺 観音堂 寛政 12 年 1800 有
北野寺 護摩堂 寛政 12 年 1800 有
仙琳寺 宝殿 文化 3年 1806 直中の造営供養願文あり

清凉寺 護国殿 天満神社本殿・石の間・
拝殿 文化 8年 1811 井伊家菩提寺

清凉寺 僧堂 文化年間 1804-18
天寧寺 本堂 文政２年 1819 有
天寧寺 観徳殿 荒神山神社遙拝殿 文政 8年 1825
天寧寺 羅漢堂 文政 11 年 1828 有 昭和 34 年に荒神山神社に移築
清凉寺 客殿 19 世紀前期 1833
長寿院 白蛇宮 天保 13 年 1842 有 一間社流造

井伊八幡宮 本殿、石の間および拝殿 旧井伊神社本殿、相の間
および拝殿 弘化２年 1845 有

表９-１　井伊直中・直亮時代の寺社造営一覧

直
中

直
亮
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加
え
、
観
徳
殿
と
羅
漢
堂
（
仏
殿
）
が
建
設
さ
れ
た
（
七
）。

　
天
寧
寺
本
堂
は
、
前
身
の
宗
徳
寺
か
ら
の
移
築
と
伝
わ
る
が
、
小
屋
裏
の
梁
に
打
ち
付

け
て
あ
る
棟
札
か
ら
上
棟
は
文
政
二
年
と
わ
か
る
。
観
徳
殿
は
同
八
年
に
上
棟
し
た
（
六

月
に
上
梁
、
九
月
一
三
日
に
開
堂
）。
観
徳
殿
に
は
、
直
中
の
彫
像
が
安
置
さ
れ
る
。
直

中
が
こ
の
観
徳
殿
を
建
設
し
た
目
的
は
、
開
堂
に
あ
た
り
直
中
が
詠
ん
だ
祝
疏
か
ら
知
ら

れ
る
。
自
ら
の
像
を
「
影
堂
」（
観
徳
殿
）
に
置
く
こ
と
で
、
霊
を
留
め
て
仏
教
の
功
徳

に
よ
っ
て
繁
栄
す
る
で
あ
ろ
う
彦
根
藩
を
見
守
る
た
め
で
あ
っ
た
。
羅
漢
堂
は
、
大
仏
師

駒
井
法
橋
朝
運
を
上
座
仏
師
と
し
て
京
都
七
条
西
仏
所
の
仏
師
が
造
っ
た
五
百
羅
漢
を
安

置
す
る
建
物
で
あ
る
。
羅
漢
堂
建
設
の
目
的
は
、
直
中
の
長
男
が
関
わ
っ
た
事
件
へ
の
懺

悔
で
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。
文
政
一
一
年
に
完
成
し
、
盛
大
な
落
慶
開
眼
の
法
要
が
行
わ
れ

た
。直

中
の
寺
社
庇
護
の
背
景　
直
中
は
名
僧
を
彦
根
に
迎
え
て
寺
院
を
創
建
し
、
堂
舎

を
建
立
し
た
。
ま
た
、
北
野
神
社
・
北
野
寺
も
再
興
し
た
。
こ
の
よ
う
に
寺
社
の
堂
舎
・

社
殿
整
備
を
積
極
的
に
行
っ
た
背
景
に
は
、
直
中
の
仏
神
に
対
す
る
篤
い
信
仰
心
が
あ
っ

た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

　
さ
ら
に
、
直
中
は
、
直
亮
に
家
督
を
譲
っ
た
後
も
寺
社
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

一
例
が
天
寧
寺
観
徳
殿
で
あ
る
。
観
徳
殿
建
設
時
の
彦
根
藩
主
は
直
亮
で
あ
っ
た
が
、
実

質
的
に
は
直
中
が
そ
の
造
営
を
主
導
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
建

設
時
の
祝
疏
に
は
直
中
が
仏
教
の
功
徳
に
よ
っ
て
彦
根
藩
の
繁
栄
・
安
泰
を
願
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
直
中
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
自
像
を
置
い
た
点
で

あ
る
。
高
木
文
恵
は
直
中
が
天
寧
寺
観
徳
殿
に
自
像
を
安
置
し
た
の
は
国
を
護
る
こ
と
が

目
的
で
あ
っ
た
と
し
、天
寧
寺
観
徳
殿
を
直
中
の
私
的
「
護
国
殿
」
と
し
て
評
価
す
る
（
八
）。

そ
の
評
価
は
妥
当
と
思
わ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
山
を
切
り
開
い
て
「
城
」
が
対
視
で
き
る
位
置

に
天
寧
寺
を
置
い
た
の
も
、
仙
琳
寺
に
も
自
像
を
置
い
た
の
も
、
直
中
が
藩
の
行
く
末
を

自
ら
見
守
っ
て
い
く
こ
と
を
視
覚
的
に
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
直
中
が
藩
も
し
く
は
家
を
自
ら
護

ろ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
直
亮
へ
の
不
安
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
文

政
三
年
、
直
中
は
遺
言
状
と
そ
れ
に
添
え
る
書
下
を
記
し
て
い
る
。
当
時
、
直
中
は
隠
居

の
身
で
あ
っ
た
が
、
用
人
役
の
依
頼
に
よ
り
政
務
に
復
帰
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況

で
、
直
中
は
遺
言
状
と
書
下
で
直
亮
の
決
断
力
の
な
さ
や
家
臣
か
ら
の
信
頼
が
え
ら
れ
な

い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
「
不
安
心
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
紹
介
し

た
母
利
美
和
は
直
亮
と
家
老
と
の
関
係
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
九
）。
直
中
は

直
亮
、
さ
ら
に
は
直
亮
の
後
の
彦
根
藩
の
行
く
末
を
案
じ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
寺
社
の

整
備
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
直
亮
の
寺
社
造
営
】
文
化
九
年
、
直
中
は
直
亮
に
家
督
を
譲
る
。
直
亮
は
寺
社
の
整

備
に
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
直
亮
が
主
導
し
て
創

建・造
営
し
た
の
が
、
井
伊
八
幡
宮
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
第
二
章
に
詳
し
い
。

背
景
に
は
、
近
世
後
期
に
各
地
の
藩
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
藩
祖
・
始
祖
へ
の
崇
敬
の
高
ま

り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
一
〇
）。

な
お
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
建
設
の
長
寿
院
白
蛇
宮
の
棟
札
に
は
大
檀
那
と

し
て
直
亮
の
名
が
記
さ
れ
る
が
、
造
営
の
体
制
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節　
直
中
・
直
亮
時
代
の
寺
社
造
営
の
体
制

　
次
に
棟
札
や
古
文
書
か
ら
直
中
・
直
亮
時
代
の
寺
社
の
造
営
組
織
を
み
て
み
た
い
（
表

９-

２
）。

　
造
営
に
関
わ
っ
た
奉
行
や
大
工
が
記
さ
れ
た
棟
札
と
し
て
は
、
仙
琳
寺
本
堂
（
寛
政
四

年
）、
北
野
神
社
本
殿
・
拝
殿
（
寛
政
一
二
年
、
二
枚
）、
天
寧
寺
羅
漢
堂
（
文
政
一
一
年

の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、『
侍
中
由
緒
帳
』（
一
一
）

に
清
凉
寺
護
国
殿
の
普
請
奉
行
等
の
記
述

が
あ
る
。　

　
そ
の
ほ
か
に
、
作
事
奉
行
等
を
書
き
上
げ
た
文
書
と
し
て
「
天
保
六
年
六
月　
御
作
事

方
肝
煎
勤
向
帳
」（
彦
根
市
図
書
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
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表
９-
２　
直
中
・
直
亮
時
代
の
寺
社
建
立
体
制

寺
社
名

史
料

年

（
惣
）
奉
行

用
掛

普
請
奉
行

作
事
奉
行

細
工
・
塗
物
奉
行

棟
梁

惣
大
工
・
肝
煎
な
ど

大
工

備
考

仙
琳
寺
本
堂

建
立
棟
札
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）

武
部
吉
左
衛
門
正
茂

北
野
神
社
本

殿
・
拝
殿

建
立
棟
札
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）
庵
原
助
右
衛

門
朝
部

後
藤
彌
三
衛
門
基

溥

土
田
武
右
衛
門
□
□
・

八
木
勘
右
衛
門
□
□
・

松
居
勘
内
吉
□
・
榎

並
政
右
衛
門
正
守
・

栢
原
惣
左
衛
門
重
慶
・

岡
本
半
右
衛
門
□
□

北
村
常
右
衛
門
茂
之
・

川
村
平
蔵
重
方
・
羽
守

甚
蔵
祐
金

惣
大
工　
羽
守
政
守

彦
内
／
大
工
肝
煎　

菱
原
数
右
衛
門

大
檀
那

直
中

北
野
神
社
本

殿
・
拝
殿

建
立
棟
札
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）

傳
助
・
林
次
・
助
四
郎
・
助
次
・
兵
四
郎
・
半
六
・

善
弥
・
半
五
郎
・
乙
吉
・
丹
次
・
彦
次
・
小
七
・

次
兵
衛
・
甲
次
・
左
内
・
七
左
衛
門
・
藤
次
・
傳
吉
・

岩
次

北
野
寺
本
堂

建
立
棟
札
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）

田
中
与
左
衛
門
信
勝

（
※
）・
小
塙
喜
兵
衛

重
一
（
※
）

川
村
平
蔵
重
方
・
北
村

常
右
衛
門
茂
之
・
羽
森

甚
蔵
祐
金

伝
助
・
助
四
良
・
林
次
・
兵
四
郎
・
半
六
・
助
次
・

乙
吉
・
半
五
良
・
善
弥
・
藤
次
・
孫
左
衛
門
・
権
八
・

勘
蔵
・
伝
吉
・
彦
次
・
次
兵
衛
・
丹
次
・
小
七

（
※
）
は
『
侍
中
由

緒
帳
』
に
よ
る

北
野
寺
観
音
堂
建
立
棟
札
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）

大
檀
那

直
中

北
野
寺
護
摩
堂
建
立
棟
札
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）

後
藤
彌
三
右
衛
門

基
溥
・
西
堀
太
郎

左
衛
門
光
壽

榎
並
政
右
衛
門
正
守
・

柏
原
惣
左
衛
門
重
慶
・

岡
本
半
右
衛
門
□
□

北
村
常
右
衛
門
茂
之
・

羽
守
甚
蔵
祐
金
（
一
部

腐
食
で
読
め
ず
）

（
大
工
惣
肝
煎
か
）

羽
守
彦
内

大
檀
那

直
中

清
凉
寺
護
国
殿
『
侍
中
由

緒
帳
』

文
化
八
年

（
一
八
一
一
）

大
久
保
藤
助
正
永

（「
普
請
御
用
」）・

所
藤
内
具
和
（
文

化
八
年
〜
）

湯
本
源
太
郎
氏
政
・

小
野
団
蔵
正
員
（
文

化
七
年
〜
）・
神
谷
市

良
右
衛
門
貞
敏
（
文

化
七
年
〜
）

（
細
工
奉
行
）
伊
丹

右
衛
門
義
利
・
宇
津

木
三
四
郎
泰
敦

普
請
善
到
附
役
は
本

城
善
右
衛
門
良
容
・

八
田
金
十
郎
知
寄

天
寧
寺
羅
漢
堂
建
立

上
梁
文

文
政
一
一
年

（
一
八
二
八
）

岩
田
小
十
郎
忠
重
・
疋

田
文
助
正
實
・
疋
田
宇

平
正
利

西
沢
惣
次
・
岩
田
鉄
次
郎
・
小
村
情
五
郎
・
武
部

善
五
郎
・
小
森
吉
五
郎
・
山
路
七
郎
右
衛
門
・
山

口
新
五
郎
・
安
田
杣
次
・
小
倉
與
八
・
佐
竹
岩
蔵
・

中
村
友
吉
・
山
本
猪
助
・
小
森
宇
之
吉
・
小
野
原
次
・

羽
森
熊
次
・
大
村
惣
太
郎
・
西
沢
惣
五
郎
・
三
次

岩
吉
・
森
乙
吉
・
三
輪
情
吉
・
大
菅
鉄
次
郎
・
田

中
半
三
郎
・
水
谷
十
之
助
・
小
野
留
次

長
寿
院
白
蛇
宮
建
立
棟
札
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）

大
檀
那

直
亮

井
伊
八
幡
宮

建
立
棟
札

弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）

木
俣
土
佐
守

易
・
小
野
田

小
一
郎
為
典

加
藤
彦
兵
衛
安

和
・
藤
堂
次
郎

太
夫
良
璟

安
中
半
右
衛
門
正

英

山
下
一
太
夫
良
英
・

竹
岡
衛
士
泰

（
塗
物
奉
行
）
武
笠

七
郎
右
衛
門
宣
豫

小
森
徳
兵
衛
正
常
・
長

谷
川
嘉
棟
誉
知

普
請
方
手
引
は
河
北

主
水
祐
順
、
普
請
善

到
附
役
は
長
浜
八
平

宗
栄
・
大
久
保
弥
七

正
義
・
荒
木
小
七
郎

忠
一
（『
侍
中
由
緒

帳
』）

建
立
棟
札

箱
（
裏
書
）

肝
煎　
傳
十
郎
・
外

次
郎
／
同
差
添　
治

右
衛
門
・
九
助
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【
彦
根
藩
に
よ
る
造
営
体
制
と
大
工
】　
北
野
神
社
・
北
野
寺
・
井
伊
八
幡
宮
・
清
凉
寺

護
国
殿
の
造
営
に
つ
い
て
は
、
藩
士
が
奉
行
・
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行
を
つ
と
め
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
彦
根
藩
に
よ
る
造
営
で
あ
っ
た
み
て
よ
い
。

　
ま
ず
普
請
奉
行
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
北
野
寺
護
摩
堂
と
清
凉
寺
護
国
殿
の
造
営

で
は
二
名
の
普
請
奉
行
が
確
認
で
き
る
。
彦
根
藩
で
は
近
世
前
期
か
ら
普
請
奉
行
は
二
人

体
制
で
あ
っ
た
（
一
二
）。

　
一
方
、
北
野
神
社
と
井
伊
八
幡
宮
の
普
請
奉
行
は
一
名
で
あ
る
が
、
家
老
一
名
も
し
く

は
二
名
が
「
奉
行
」「
惣
奉
行
」
に
就
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
井
伊
八
幡
宮
に
つ
い
て
は
、

そ
の
配
下
に
用
掛
と
し
て
直
亮
の
近
臣
が
配
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
理
由
な
ど

を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
直
亮
の
指
示
を
速
や
か
に
工
事
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
措
置
で

あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
作
事
奉
行
に
つ
い
て
は
、
北
野
神
社
、
清
凉
寺
護
国
殿
、
井
伊
八
幡
宮
で
確
認

で
き
る
が
、
人
数
が
異
な
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
工
事
の
規
模
に
よ
る
も
の
な
の

か
、
作
事
の
体
制
の
変
化
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
次
に
大
工
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。「
御
作
事
方
肝
煎
勤
向
帳
」
に
は
「
元
江
戸
詰

三
人
宛　
大
工
棟
梁
」
と
し
て
田
原
佐
治
右
衛
門
や
北
村
彦
右
衛
門
、「
大
工
棟
梁
」
と

し
て
小
森
得
右
衛
門
や
羽
守
彦
三
郎
、
川
村
平
蔵
ら
が
あ
が
る
（
表
９-
３)
。
彼
ら
は
江

戸
詰
を
除
い
て
城
下
に
居
住
し
て
国
役
普
請
を
担
う
藩
の
大
工
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
（
一
三
）。

北
野
神
社
・
北
野
寺
・
井
伊
八
幡
宮
の
棟
梁
は
い
ず
れ
も
「
御
作
事
方
肝
煎
勤
向
帳
」
に

出
て
く
る
大
工
棟
梁
、
も
し
く
は
そ
れ
と
同
じ
姓
の
者
で
あ
る
。

　
な
お
、
造
営
組
織
と
し
て
は
、
北
野
神
社
と
井
伊
八
幡
宮
で
は
惣
大
工
・
肝
煎
が
確
認

で
き
る
点
も
注
目
さ
れ
る
（
一
四
）。
惣
大
工
・
肝
煎
は
大
工
を
統
括
す
る
役
割
を
果
た
し
て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
体
制
面
か
ら
み
て
も
こ
の
両
社
の
造
営
が
藩
に
よ
る
他
の
寺

社
造
営
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
一
五
）。

　
【
井
伊
家
に
よ
る
造
営
と
そ
の
大
工
】　
仙
琳
寺
本
堂
や
天
寧
寺
羅
漢
堂
の
棟
札
に
は
、

奉
行
等
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
両
寺
の
造
営
に
直
中
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
彦
根
藩
と
し
て
の
公
的
な
事
業
で
は
な
く
直
中
の
意
志
に
よ
る
造
営
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
造
営
に
か
か
わ
っ
た
大
工
を
み
て
い
き
た
い
。
仙
琳
寺
本
堂
は
、
棟
梁
が
武

部
吉
左
衛
門
正
茂
で
あ
る
。
武
部
姓
の
大
工
は
、
次
に
あ
げ
る
天
寧
寺
羅
漢
堂
で
も
確
認

で
き
る
。

　
天
寧
寺
羅
漢
堂
に
つ
い
て
は
、「
大
匠
棟
梁
」
が
岩
田
小
十
郎
忠
重
、
疋
田
文
助
正
實
、

疋
田
宇
平
正
利
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
疋
田
姓
の
大
工
は
彦
根
に
居
住
し
、
浄
信
寺
本
堂

（
木
之
本
、宝
暦
五
年〈
一
七
五
五
〉）な
ど
の
造
営
で
棟
梁
を
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
、「
工

匠
」
が
二
四
名
列
挙
さ
れ
る
。
な
お
、
疋
田
姓
の
大
工
と
と
も
に
働
い
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
田
中
・
三
田
村
姓
の
大
工
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
（
一
六
）。

　安永年中迄
江戸棟梁

大工棟梁
　文政十三寅五月
　江戸詰壱宛
　天保十一年ゟ
　江戸弐人詰

　元先江戸詰
　　三人宛
大工棟梁

表９-３　「天保六年六月　御作事方
肝煎勤向帳」（彦根市図書館所蔵）
に記載される大工棟梁

星野是平

羽守彦次
長谷川千治郎
川瀬庄之助
小嶋弥平治
小森常三郎
羽守情治郎
川村平蔵
長谷川治右衛門
川瀬文右衛門
羽守彦三郎
小森得右衛門
山本彦治郎
北村常右衛門
田原佐治右衛門
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第
三
節　
寺
社
建
築
の
特
性

　
本
節
で
は
、
直
中
・
直
亮
時
代
に
彦
根
城
下
に
建
設
さ
れ
た
寺
社
の
う
ち
、
彦
根
藩
な

ら
び
に
直
中
が
造
営
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
遺
構
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
特
徴
を
述

べ
る
。
特
に
、
大
工
と
の
相
関
性
が
多
い
と
さ
れ
る
絵
様
等
の
意
匠
や
架
構
を
中
心
に
み

て
い
く
。

　
平
図
面
は
『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築
』（
一
七
）・『
彦
根
市
の
近
世
社
寺
建
築
』（
一
八
）

か
ら

転
載
し
（
一
九
）、
内
部
を
未
見
の
建
物
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
報
告
書
を
参
照
し
た
。

　
（
一
）
彦
根
藩
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
寺
社

　
① 

北
野
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
（
彦
根
市
馬
場
一
丁
目
）

　
　
構
造
形
式　
本　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
銅
板
葺

　
　
　
　
　
　
　
石
の
間　
桁
行
二
間　
梁
間
三
間　
両
下
造　
銅
板
葺

　
　
　
　
　
　
　
拝　
殿　
桁
行
三
間　
梁
間
正
面
三
間　
背
面
五
間　
入
母
屋
造

正
面
千
鳥
破
風
付　
向
拝
一
間　
向
唐
破
風
造　
銅
板
葺

　
　
建
設
年
代　
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇　
棟
札
）

　
北
野
神
社
は
、
彦
根
城
の
外
堀
の
西
側
に
位
置
す
る
。
東
隣
に
は
、
後
述
す
る
北
野
寺

が
立
つ
。

　
本
殿・石
の
間
（
相
の
間
）・拝
殿
は
、
境
内
の
西
側
に
建
つ
複
合
社
殿
で
あ
る
。
本
殿・

拝
殿
は
入
母
屋
造
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
建
物
を
両
下
造
の
石
の
間
が
つ
な
ぐ
。
拝
殿
の
正

面
に
は
千
鳥
破
風
が
付
く
。
拝
殿
の
前
に
付
く
向
拝
は
向
唐
破
風
造
で
あ
る
。

　
本
殿
は
、
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
の
規
模
の
建
物
で
、
正
側
面
に
切
目
縁
が
廻
る
。
側

廻
り
の
柱
は
円
柱
で
、
切
目
長
押
、
内
法
長
押
、
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
組
物
は
大
斗
肘
木
で
、

中
備
は
な
い
。
軒
は
二
軒
繁
垂
木
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
内
部
は
未
見
で
あ
る
。
正

面
の
柱
間
は
開
放
と
し
、
御
簾
を
吊
る
。

　
石
の
間
は
、
桁
行
二
間
、
梁
間
三
間
の
建
物
で
あ
る
。
梁
間
は
や
や
広
く
、
本
殿
の
桁

行
と
一
致
す
る
。
床
高
は
拝
殿
よ
り
低
く
、板
敷
と
す
る
。
両
側
面
に
出
入
口
を
設
け
る
。

写真９-１　北野神社全景（拝殿）

写真９-３　北野神社本殿正面

写真９-２　北野神社全景（石の間・本殿）
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図９-１　北野神社本殿・石の間・拝殿（１/200）

写真９-５　北野神社石の間内部（拝殿側）

写真９-４　北野神社石の間内部（本殿側）

天
井
は
化
粧
屋
根
裏
で
あ
る
。

　
軸
部
は
、
土
台
の
上
に
角
柱
を
た
て
る
。
外
部
で
は
、
前
方

二
間
は
柱
を
内
法
長
押
、
飛
貫
で
つ
な
ぎ
、
柱
上
に
舟
肘
木
を

載
せ
る
。
一
方
、
内
部
も
前
方
二
間
は
内
法
長
押
で
つ
な
ぐ
。

組
物
は
舟
肘
木
で
、
そ
の
上
に
桁
を
置
く
。
ま
た
、
第
七
章
で

詳
し
く
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
彦
根
藩
が
造
営
し
た
井
伊
八
幡

宮
等
と
同
じ
く
内
部
は
片
蓋
柱
と
し
、
本
殿
茅
負
の
上
に
天
井

が
載
る
。

　
軒
は
、
一
軒
半
繁
垂
木
で
あ
る
。
拝
殿
側
で
は
、
拝
殿
の
舟

肘
木
と
同
じ
高
さ
の
位
置
に
桁
を
納
め
、
拝
殿
の
垂
木
の
鼻
先

ま
で
垂
木
を
置
く
。一
方
、本
殿
側
で
は
隅
木
を
入
れ
る
。よ
っ

て
、
石
の
間
の
屋
根
形
式
は
厳
密
に
は
両
下
造
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
本
殿
側
の
軒
の
納
ま
り
は
珍
し
い
。

　
拝
殿
は
、
桁
行
三
間
梁
間
三
間
の
規
模
の
建
物
で
あ
る
。
正

面
の
各
柱
間
は
蔀
戸
を
入
れ
、
側
面
は
両
端
間
を
板
壁
と
し
、
中
央
間
に
両
開
き
の

板
戸
を
入
れ
る
。
床
は
畳
を
敷
く
。
天
井
は
格
天
井
で
あ
る
。

　
軸
部
は
、
角
柱
を
切
目
長
押
、
内
法
長
押
で
固
め
る
。
組
物
は
舟
肘
木
で
あ
る
。

中
備
は
な
い
。
正
面
に
付
く
向
拝
は
向
唐
破
風
造
で
、
輪
垂
木
の
木
口
に
破
風
板
を

打
つ
。
軸
部
は
角
柱
を
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
組
物
は
連
三
斗
、
中
備
は
蟇
股
で
あ
る
。

拝
殿
本
体
と
向
拝
は
繫
海
老
虹
梁
で
つ
な
ぐ
。

　
建
設
年
代
は
、
棟
札
か
ら
寛
政
一
二
年
と
わ
か
る
。
棟
梁
は
、
北
村
常
右
衛
門
茂

之
・
川
村
平
蔵
重
方
・
羽
守
甚
蔵
祐
金
で
あ
る
。

　
本
殿
、
石
の
間
、
拝
殿
の
本
体
の
装
飾
は
少
な
い
。
一
方
で
、
拝
殿
の
向
拝
は
頭

貫
に
絵
様
を
施
し
、
木
鼻
も
象
を
彫
刻
す
る
な
ど
、
華
麗
に
飾
っ
て
い
る
。
向
拝
の

虹
梁
絵
様
は
、
渦
・
若
葉
と
も
に
幅
広
で
太
さ
の
変
化
が
少
な
い
。
木
鼻
の
象
彫
刻

も
や
や
平
面
的
で
独
特
な
形
を
し
て
い
る
。
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写真９-６　北野神社本殿・石の間軒廻り詳細

写真９-７　北野神社拝殿・石の間軒廻り詳細

写真９-８　北野神社拝殿向拝見返し

写真９-９　北野神社拝殿内部

写真９-10　北野神社拝殿向拝詳細
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図９-２　北野寺本堂（1/200）

写真９-11　北野寺本堂全景

写真９-12　北野寺本堂正面詳細

　
② 

北
野
寺
本
堂
（
彦
根
市
馬
場
一
丁
目
）

　
　
構
造
形
式　
桁
行
三
間　
梁
間
三
間　
入
母
屋
造　
向
拝
一
間　
桟
瓦
葺

　
　
建
設
年
代　
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇　
棟
札
）

　
北
野
寺
は
、
北
野
神
社
の
東
隣
に
立
つ
。

　
本
堂
は
、
比
較
的
規
模
の
大
き
な
方
三
間
の
建
物
で
あ
る
。
本
体
の
四
方
に
切
目
縁
が

廻
る
。
本
体
の
側
廻
り
は
、
円
柱
を
切
目
長
押
・
内
法
長
押
・
木
鼻
付
頭
貫
で
固
め
、
台

輪
を
載
せ
る
。
組
物
は
出
組
で
、
蛇
腹
支
輪
を
入
れ
る
。
中
備
は
蟇
股
で
あ
る
。

　
向
拝
は
角
柱
を
虹
梁
形
頭
貫
で
繋
ぐ
。
組
物
は
連
三
斗
で
あ
る
。
中
備
は
蟇
股
で
そ
の

内
部
に
龍
彫
刻
が
付
く
。

　
今
回
の
調
査
で
は
内
部
は
未
見
で
あ
る
。『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築
』
に
よ
る
と
、

内
部
は
内
外
陣
に
わ
か
れ
て
お
ら
ず
、
一
間
四
面
堂
の
形
式
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
架

構
が
複
雑
で
あ
る
。

　
建
設
年
代
は
、
棟
札
か
ら
寛
政
一
二
年
と
わ
か
る
。
棟
梁
は
川
村
平
蔵
ほ
か
二

名
で
あ
る
。

　
向
拝
の
虹
梁
絵
様
は
渦
の
幅
が
広
く
、
寛
政
期
ご
ろ
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い

る
。
北
野
神
社
本
殿
の
虹
梁
絵
様
と
も
よ
く
似
て
い
る
。

　
③ 

天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
（
旧
名
称　
清
凉
寺
護
国
殿
・
佐
和
山

神
社
本
殿
）（
福
井
県
敦
賀
市
栄
新
町
）

　
　
構
造
形
式　
第
三
章
第
三
節
参
照

　
　
建
設
年
代　
文
化
八
年
（
一
八
一
一　
棟
札
）

　
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
は
、
旧
清
凉
寺
護
国
殿
・
佐
和
山
神
社
本
殿

で
あ
る
。
清
凉
寺
護
国
殿
は
東
照
大
権
現
と
彦
根
藩
主
初
代
直
政
・
二
代
直
孝
の

像
を
祀
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
建
物
で
あ
る
。
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
敦

賀
市
の
天
満
神
社
本
殿
へ
移
築
さ
れ
た
。

　
社
殿
は
、
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
か
ら
な
る
。
今
回
、
実
測
等
の
調
査
を
実
施

し
た
（
第
三
章
第
四
節
）。
平
面
図
や
構
造
形
式
・
写
真
な
ど
は
第
三
章
第
四
節
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写真９-13　北野寺本堂向拝詳細

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
特
徴
と
し
て
は
、
絵
様
や
彫
刻
の
派
手
さ
を
指
摘
で
き
る
。
絵
様
の
渦
に
は
飛
沫
が
付

き
、
若
葉
の
形
も
独
特
で
あ
る
。
木
鼻
の
獅
子
彫
刻
な
ど
も
細
か
く
造
作
し
て
あ
る
。
本

殿
の
木
鼻
を
獅
子
の
丸
彫
や
牡
丹
の
籠
彫
に
す
る
な
ど
多
様
な
彫
刻
が
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
派
手
さ
は
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
同
時
代
の
彦
根
藩
・
井
伊
家
に
よ
っ
て
造
営
さ

れ
た
寺
社
建
築
に
は
み
ら
れ
な
い
。

　
現
在
、
社
殿
は
福
井
県
の
指
定
文
化
財
で
あ
る
。
指
定
所
見
作
成
時
に
は
建
立
時
の
棟

札
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
二
）
井
伊
家
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
寺
院

　
④ 

天
寧
寺
羅
漢
堂
（
彦
根
市
里
根
町
）

　
　
構
造
形
式　
桁
行
五
間　
梁
間
六
間　
入
母
屋
造　
銅
板
葺　
裳
階
付　
桟
瓦
葺

　
　
建
設
年
代　
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八　
棟
札
）

　
天
寧
寺
羅
漢
堂
は
、
本
堂
の
南
側
に
立
つ
。
入
母
屋
造
の
本
体
に
裳
階
が
付
く
。

　
本
体
の
柱
は
側
廻
り
は
角
柱
で
、
内
部
は
円
柱
と
す
る
。
本
体
の
左
右
な
ら
び
に
背
面

側
両
脇
に
幅
一
間
の
棚
を
設
け
、
五
百
羅
漢
を
置
く
。
内
部
の
柱
は
虹
梁
で
繋
ぐ
。

　
禅
宗
様
の
様
式
が
要
所
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
本
体
の
正
面
両
端
間
に
は
花
頭
窓
を
付

け
る
。
裳
階
の
軒
は
一
軒
疎
垂
木
、
本
体
の
軒
は
一
軒
扇
垂
木
で
あ
る
。
内
部
は
床
を
張

ら
ず
、
瓦
の
四
半
敷
と
す
る
。

　
軸
部
は
、
側
柱
筋
は
角
柱
を
飛
貫
と
頭
貫
で
固
め
、
台
輪
を
載
せ
る
。
組
物
は
絵
様
肘

木
で
拳
鼻
が
付
く
。
絵
様
肘
木
は
独
特
な
形
状
を
し
て
い
る
。

　
内
部
は
礎
盤
の
上
に
円
柱
を
立
て
、
虹
梁
形
飛
貫
で
つ
な
ぐ
。
天
井
は
棹
縁
天
井
で
あ

る
。

　
本
体
背
面
側
中
央
間
に
あ
る
本
尊
が
置
か
れ
る
仏
壇
は
後
補
で
あ
る
。
現
在
は
こ
の
仏

壇
の
下
部
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
が
、
元
は
こ
の
下
を
人
が
通
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

背
面
側
に
立
つ
本
堂
側
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
建
設
年
代
は
棟
札
（
上
梁
文
）
か
ら
文
政
一
一
年
と
判
明
す
る
。
棟
梁
は
、
岩
田
小
十
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写真９-14　天満神社社殿全景

写真９-15　天寧寺羅漢堂全景
写真９-16　天寧寺羅漢堂妻飾

写真９-17　天寧寺羅漢堂内部



113

郎
忠
重
・
疋
田
文
助
正
實
・
疋
田
宇
平
正
利
で
あ
る
。
棟
梁
の
疋
田
姓
の
大
工
の
作
風
・

特
徴
と
し
て
は
、
幅
広
の
浮
彫
り
で
大
き
く
彫
る
虹
梁
絵
様
、
大
振
り
な
蟇
股
と
簑
束
を

置
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
二
〇
）。
し
か
し
羅
漢
堂
の
場
合
、
裳
階
や
本
体
の
内
部
に
か
か
る

虹
梁
や
裳
階
正
面
中
央
間
に
か
か
る
虹
梁
、
妻
飾
の
虹
梁
の
絵
様
は
幅
広
で
彫
り
が
深
い

が
浮
彫
り
は
な
い
。
ま
た
、
妻
面
に
あ
る
蟇
股
は
や
や
小
振
り
で
あ
る
。

　
（
三
）
そ
の
他

　
⑤ 

山
田
神
社
皇
后
神
社
本
殿　
（
彦
根
市
宮
田
町
）

　
　
構
造
形
式　
桁
行
三
間　
梁
間
二
間　
入
母
屋
造　
向
拝
一
間　
桟
瓦
葺

　
　
建
設
年
代　
寛
政
三
年
（
一
七
九
一　
社
伝
）

　
山
田
神
社
は
式
内
社
で
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
に
は
藩
の
援
助
を
得
て
修
理
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
境
内
に
あ
る
皇
后
神
社
本
殿
は
、
旧
本
地
堂
で
あ
る
。
旧
本
地
堂

建
設
時
に
ど
こ
ま
で
藩
が
関
与
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
検
討
の
対
象
と
し
て
お

く
。
今
回
の
調
査
で
は
内
部
は
未
見
で
あ
る
。

　
皇
后
神
社
本
殿
は
、
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
の
規
模
の
入
母
屋
造
の
建
物
で
、
正
面
に

一
間
の
向
拝
が
付
く
。
本
体
の
正
側
面
三
方
に
切
目
縁
が
廻
る
。

　
側
廻
り
は
、
円
柱
を
切
目
長
押
、
内
法
長
押
、
頭
貫
で
固
め
る
。
組
物
は
出
組
で
拳
鼻

が
付
く
。
中
備
は
蟇
股
で
あ
る
。
側
廻
り
の
通
肘
木
上
の
小
壁
に
植
物
彫
刻
を
填
め
る
。

妻
飾
は
豕
叉
首
で
あ
る
。
向
拝
の
虹
梁
絵
様
の
渦
は
端
正
な
形
を
し
て
い
る
。

　
向
拝
は
、
角
柱
を
虹
梁
形
頭
貫
で
繋
ぐ
。
組
物
は
連
三
斗
で
、
中
備
は
植
物
彫
刻
で
あ

る
。
虹
梁
形
頭
貫
の
絵
様
は
流
麗
で
、
羽
淵
姓
大
工
が
造
営
に
関
わ
っ
た
日
撫
神
社
本
殿

（
滋
賀
県
米
原
市
）
の
絵
様
と
よ
く
似
て
い
る
（
二
一
）。　

　
建
設
年
代
は
寛
政
三
年
と
伝
わ
る
。

　
⑥ 

龍
潭
寺
仏
殿　
（
彦
根
市
古
沢
町
）

　
　
構
造
形
式　
桁
行
五
間　
梁
間
六
間　
入
母
屋
造　
桟
瓦
葺　
側
背
面
軒
下
張

　
　
　
　
　
　
　
出
付

　
　
建
設
年
代　
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八　
天
井
画
墨
書
）

写真９-18　天寧寺羅漢堂背面中央間仏壇詳細

写真９-19　天寧寺羅漢堂内部虹梁絵様

図９-３　天寧寺羅漢堂（１／ 400）
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龍
潭
寺
は
、
佐
和
山
の
南
西
麓
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、

遠
江
国
の
井
伊
谷
龍
潭
寺
に
ち
な
ん
で
昊
天
崇
建
が
開
基
し
た
。
直
孝
室
が
こ
こ
に

葬
ら
れ
る
な
ど
、
井
伊
家
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
寺
院
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
境
内
に

は
、
三
門
、
庫
裏
、
方
丈
、
書
院
、
仏
殿
が
あ
る
。

　
仏
殿
は
、
桁
行
五
間
、
梁
間
六
間
で
あ
る
が
、
実
質
は
方
五
間
の
平
面
を
も
つ
建

物
で
あ
る
。
大
洞
観
音
堂
と
も
い
う
。

　
側
廻
り
正
面
は
、
円
柱
を
足
固
貫
、
内
法
長
押
、
中
央
部
の
み
虹
梁
形
飛
貫
、
内

法
貫
で
固
め
る
。
組
物・中
備
は
な
い
。
軒
は
一
軒
疎
垂
木
で
あ
る
。
柱
間
装
置
は
、

中
央
間
を
桟
唐
戸
と
し
、
両
端
間
に
花
頭
窓
を
入
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
内
部

は
未
見
で
あ
る
。
内
部
の
特
徴
や
改
造
等
に
つ
い
て
、『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築　

近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
内
部
に
は
四
天
柱
が
立
つ
。
天
井

は
鏡
天
井
と
化
粧
屋
根
裏
、
床
は
土
間
で
あ
る
。
架
構
は
、
四
天
柱
間
と
四
天
柱
側

柱
間
を
虹
梁
形
飛
貫
で
繋
ぐ
。
来
迎
柱
（
四
天
柱
の
後
方
二
本
）
に
は
唐
破
風
が
付

く
。
改
造
と
し
て
は
、
来
迎
柱
の
対
向
面
と
背
面
に
仏
壇
の
と
り
つ
き
の
痕
跡
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
元
は
仏
壇
が
来
迎
柱
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
側
背
面
の

張
り
出
し
は
後
補
で
あ
る
。

　
正
面
中
央
に
付
く
虹
梁
形
飛
貫
の
絵
様
は
、
一
八
世
紀
後
期
の
特
徴
を
よ
く
示
し

て
お
り
、
建
設
年
代
は
こ
の
時
期
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

　
史
料
が
な
く
大
工
な
ど
も
不
明
で
あ
る
が
、
絵
様
の
渦
の
形
は
楕
円
形
で
若
葉
は

時
期
相
応
に
発
展
し
て
い
る
点
や
渦
の
幅
が
広
く
変
化
に
乏
し
い
点
な
ど
が
② 

北

野
寺
本
堂
な
ど
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彦
根
藩
の
大
工
に
よ
る
造
営
の
可
能

性
が
あ
る
。

　
⑦ 

天
寧
寺
本
堂
（
彦
根
市
里
根
町
）

　
　
構
造
形
式　
桁
行
七
間　
梁
間
六
間　
寄
棟
造　
向
拝
一
間　
桟
瓦
葺

　
　
建
設
年
代　
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

　
天
寧
寺
は
、
前
述
の
と
お
り
、
井
伊
直
中
に
よ
っ
て
文
政
二
年
に
里
根
山
に
開
か

写真９-21　山田神社皇后神社正面

写真９-20　山田神社皇后神社全景写真９-22　山田神社皇后神社向拝詳細

図９-４　山田神社皇后神社（１/200）
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れ
た
寺
院
で
あ
る
。
境
内
に
は
北
側
に
本
堂
、
南
側
に
羅
漢
堂
が
前
後
に
配
置
さ
れ
て

い
る
。

　
本
堂
は
、
天
寧
寺
の
前
身
の
宗
徳
寺
か
ら
移
築
さ
れ
る
と
伝
わ
る
。
文
化
八
年
の
建

設
と
伝
わ
る
の
で
、建
設
間
も
な
か
っ
た
本
堂
を
そ
の
ま
ま
移
築
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
本
堂
の
規
模
は
、
実
長
で
桁
行
が
八
間
半
、
梁
間
が
六
間
半
で
あ
る
。
内
部
は
、
正

面
と
西
側
面
に
畳
敷
の
広
縁
を
廻
す
。
二
列
六
室
に
部
屋
を
並
べ
、
そ
の
背
面
側
（
北

東
部
）の
突
出
部
に
座
敷
が
付
く
。
後
方
中
央
部
の
部
屋
に
は
須
弥
壇
と
厨
子
を
置
く
。

厨
子
は
角
柱
を
頭
貫
で
固
め
、
そ
の
上
に
三
斗
枠
肘
木
実
肘
木
を
の
せ
る
。
中
備
は
大

振
り
な
蟇
股
で
あ
る
。
木
鼻
に
は
浮
き
彫
り
の
彫
刻
が
付
く
。

　
向
拝
は
角
柱
で
虹
梁
形
頭
貫
で
つ
な
ぐ
。
組
物
は
大
斗
肘
木
で
、
中
備
は
雲
紋
彫
刻

で
あ
る
。
向
拝
の
木
鼻
に
も
浮
き
彫
り
の
彫
刻
が
あ
る
。

　
建
設
年
代
は
、
棟
札
か
ら
文
政
二
年
と
わ
か
る
。
そ
の
棟
札
は
小
屋
組
の
梁
に
打
ち

付
け
ら
れ
て
い
て
裏
面
は
確
認
で
き
な
い
。
大
工
の
記
述
も
確
認
で
き
な
い
が
、
絵
様

や
彫
刻
が
④ 

天
寧
寺
羅
漢
堂
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、疋
田
姓
の
大
工
が
関
わ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。

　
⑧ 

荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
（
旧
名
称　
観
徳
殿
）（
彦
根
市
清
崎
町
）

　
　
構
造
形
式　
第
三
章
第
五
節
を
参
照

　
　
建
設
年
代　
文
政
八
年（
一
八
二
五　
「
御
指
紙
略
記
」〈「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」〉）

　
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
は
、
旧
天
寧
寺
観
徳
殿
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
に
荒
神
山
神
社

に
移
築
さ
れ
た
。

　
遙
拝
殿
は
、
拝
殿
と
本
殿
か
ら
な
る
。
③ 

天
満
神
社
と
同
じ
く
実
測
調
査
な
ど
を

実
施
し
た
の
で
、詳
細
は
第
三
章
第
五
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
全
体
に
装
飾
が
少
な
く
、

質
素
な
建
物
で
あ
る
。

　
改
造
は
多
い
。
拝
殿
と
本
殿
の
境
の
柱
は
撤
去
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
寧
寺
に
残

る
絵
図
に
描
か
れ
る
観
徳
殿
と
は
形
式
が
異
な
る
。
移
築
に
際
し
、
大
き
く
手
が
加
え

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

図９-５　龍潭寺仏殿（1/200）

写真９-23　龍潭寺仏殿正面

写真９-24　龍潭寺仏殿正面虹梁絵様
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図９-６　天寧寺本堂（1/400）

写真９-27　天寧寺本堂内陣 写真９-25　天寧寺本堂全景

写真９-26　天寧寺本堂内部

　
建
設
年
代
は
「
御
指
紙
略
記
」
か
ら
文
政
八
年
と
わ
か
る
。
本
殿
の
虹
梁

絵
様
は
彫
り
が
深
く
、
時
代
相
応
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
一
方
、
向
拝
の

絵
様
は
渦
の
先
端
が
分
か
れ
お
り
、
若
葉
も
複
雑
で
、
か
な
り
発
展
し
て
い

る
。
ま
た
、
若
葉
部
分
は
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
お
り
、
独
特
で
あ
る
。

　
以
上
、
直
中
・
直
亮
時
代
に
造
営
さ
れ
た
寺
社
の
事
例
を
確
認
し
た
。

　
彦
根
藩
の
大
工
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
寺
社
は
丁
寧
に
造
作
さ
れ
て
お

り
、
お
と
な
し
い
意
匠
の
も
の
が
多
い
。
絵
様
を
み
て
も
時
代
相
応
の
特
徴

を
有
し
て
い
る
。
同
じ
時
代
に
建
て
ら
れ
た
彦
根
の
寺
社
建
築
と
比
べ
て
も

派
手
さ
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
。
正
統
的
な
技
術
・
意
匠
を
重
視
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　
一
方
、
家
督
を
譲
っ
た
直
中
が
主
導
し
た
④ 
天
寧
寺
羅
漢
堂
に
つ
い
て

は
、
装
飾
は
そ
れ
ほ
ど
派
手
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
域
で
も
卓
越
し
て
技
量

を
有
し
て
い
た
疋
田
姓
の
大
工
が
関
わ
っ
て
お
り
、
藩
に
よ
る
造
営
と
は
異

な
る
趣
き
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
小
括

　
信
仰
心
の
篤
か
っ
た
彦
根
藩
一
一
代
当
主
直
中
は
、
井
伊
家
・
彦
根
藩
の

安
泰
の
た
め
、
寺
社
造
営
や
整
備
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
さ
ら
に
家
督
を
直

亮
に
譲
っ
た
後
、井
伊
家
の
行
く
末
を
自
ら
見
守
る
べ
く
寺
社
を
整
備
し
た
。

一
方
、
直
亮
は
直
中
ほ
ど
熱
心
に
寺
社
の
整
備
に
関
与
し
な
か
っ
た
。
そ
の

な
か
で
、
社
会
情
勢
の
混
乱
や
藩
祖
信
仰
の
高
ま
り
を
う
け
て
、
彦
根
藩
・

井
伊
家
の
繁
栄
を
祈
願
す
べ
く
実
施
し
た
一
大
事
業
が
井
伊
八
幡
宮
の
造
営

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
が
大
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
造
営
体
制
・
組

織
の
あ
り
か
た
か
ら
も
み
て
と
れ
る
。
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
で
は
、
普
請
・
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写真９-28　天寧寺本堂向拝詳細

写真９-29　荒神山神社遙拝殿全景

写真９-30　荒神山神社遙拝殿本殿虹梁絵様

写真９-31　荒神山神社遙拝殿向拝見返し

図９-７　荒神山神社遙拝殿（1/100）
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作
事
奉
行
の
上
に
惣
奉
行
・
奉
行
が
置
か
れ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
近
臣
か

ら
用
掛
が
配
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
は
他
の
自
社
の
造
営
に
は
み
ら
れ
な
い
。
井
伊

八
幡
宮
の
造
営
に
か
け
る
直
亮
、
さ
ら
に
彦
根
藩
の
積
極
的
な
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。

　
一
方
、
直
中
の
時
代
に
は
、
直
中
の
意
向
で
実
施
さ
れ
た
寺
社
造
営
も
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
彦
根
藩
の
大
工
で
は
な
い
彦
根
城
下
の
大
工
が
棟
梁
を
つ
と
め
て
い
る
が
、

な
か
で
も
疋
田
姓
の
大
工
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
直
中
は
、
疋
田
姓

の
大
工
の
技
量
の
高
さ
を
理
解
し
た
上
で
、
藩
に
よ
る
公
的
な
造
営
と
は
趣
の
異
な
る
良

質
な
堂
舎
を
建
て
よ
う
と
し
て
特
別
に
造
営
を
任
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
天
寧
寺
羅
漢
堂
の
装
飾
も
決
し
て
華
美
で
は
な
い
。
藩
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ

た
寺
社
の
多
く
も
、
時
代
相
応
の
正
統
的
で
お
と
な
し
い
意
匠
を
基
本
と
し
て
い
る
。
藩

の
造
営
か
井
伊
家
の
私
的
な
造
営
か
に
関
わ
ら
ず
、倹
約
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
も
、
装
飾
や
彩
色
が
豊
富
に
施
さ
れ
た
井
伊
八
幡
宮
が
特
別
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
建
物
の
構
造
や
意
匠
と
い
う
側
面
か
ら
も
直
中
・
直
亮
時
代
に
造
営
さ
れ
た

寺
社
の
特
徴
を
み
て
お
き
た
い
。
北
野
神
社
で
は
複
合
社
殿
形
式
で
あ
る
権
現
造
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
石
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
る
片
蓋
柱
は
そ
の
後
に
彦
根
藩
が
建
立
す
る
権

現
造
の
建
物
、
清
凉
寺
護
国
殿
（
天
満
神
社
）
や
井
伊
八
幡
宮
に
継
承
さ
れ
る
。
ま
た
、

意
匠
で
み
る
と
、
清
凉
寺
護
国
殿
は
そ
れ
ま
で
の
井
伊
家
・
彦
根
藩
が
造
営
し
た
寺
社
に

比
べ
て
装
飾
が
派
手
で
彩
色
も
あ
る
。
意
匠
の
面
で
も
井
伊
八
幡
宮
に
採
用
さ
れ
た
様
式

の
萌
芽
が
み
て
と
れ
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
井
伊
八
幡
宮
ほ
ど
の
華
麗
さ

は
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
井
伊
八
幡
宮
の
造
営
は
、
彦
根
藩
・
井
伊
家
に
よ
る
寺
社
造
営
の
な
か
で

も
他
に
例
を
見
な
い
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
丁
寧
で
時
代
相
応

の
様
式
を
取
り
入
れ
た
彦
根
藩
に
よ
る
造
営
と
疋
田
姓
の
大
工
を
採
用
し
た
直
中
の
意
志

に
よ
る
造
営
の
成
果
を
融
合
さ
せ
た
、
彦
根
藩
の
建
築
技
術
の
集
大
成
と
も
い
え
る
造
営

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
井
伊
家
の
菩
提
寺
等
の
概
要
や
歴
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
お
も
に
参
照
し
た
。『
彦

根
市
史　
前
・
中
・
後
冊
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）、
彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新

修　
彦
根
市
史
』（
彦
根
市
、
二
〇
〇
七
〜
一
三
年
）、『
彦
根
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺

建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）。

（
二
） 

江
戸
の
井
伊
家
の
菩
提
寺
は
豪
徳
寺
（
武
蔵
国
世
田
谷
、
曹
洞
宗
）
で
あ
っ
た
。

（
三) 

清
凉
寺
へ
の
藩
主
の
参
詣
に
つ
い
て
は
、
賴
あ
き
「
彦
根
藩
と
寺
社
」（
村
井
康
彦
編
『
彦

根
城
博
物
館
叢
書
６　
武
家
の
生
活
と
教
養
』、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
や
野
田

浩
子
「「
溜
詰
大
名
の
将
軍
家
霊
廟
参
詣
─
彦
根
藩
主
井
伊
家
の
場
合
─
」（『
彦
根
城
博
物
館

研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
四
） 

仙
琳
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
前
掲
『
彦
根
市
史
』、
前
掲
彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修

彦
根
市
史
』
の
ほ
か
、『
彦
根
の
寺
社　
仙
琳
寺
の
歴
史
と
美
術
』（
彦
根
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
七
年
）
を
参
照
し
た
。

　
　
　

名
僧
と
い
わ
れ
た
堅
光
を
彦
根
に
呼
び
寄
せ
た
の
は
、
直
中
で
あ
る
。
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
に
長
州
毛
利
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
功
山
寺
の
住
持
と
な
っ
た
堅
光
は
、、
直
中

の
請
願
を
う
け
て
、
文
化
元
年
に
井
伊
家
の
江
戸
で
の
菩
提
寺
で
あ
る
豪
徳
寺
の
住
持
に
就

任
し
た
。
そ
の
後
、
直
中
は
文
化
九
年
に
隠
居
し
、
彦
根
の
槻
御
殿
に
居
を
移
す
が
、
同

一
〇
年
、彦
根
の
井
伊
氏
の
菩
提
寺
の
清
凉
寺
へ
の
進
山
を
堅
光
に
請
う
た
。そ
れ
を
受
け
て
、

堅
光
は
同
一
一
年
に
清
凉
寺
一
九
世
に
就
任
し
た
。

（
五
）
直
中
の
造
像
に
つ
い
て
は
、
高
木
文
恵
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
─
藩
主
直
中
の
造
像
活

動　
清
凉
寺
護
国
殿
と
天
寧
寺
観
徳
殿
─
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
彦

根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
六
）
天
寧
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
彦
根
市
史
』
の
ほ
か
、『
五
百
羅
漢
の
お
寺
─
天
寧
寺

の
歴
史
と
美
術
─
』（
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
七
） 

堅
光
は
清
凉
寺
で
も
活
動
し
て
お
り
、
僧
堂
が
狭
く
修
道
に
不
便
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
藩
に
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願
い
出
て
新
た
な
僧
堂
を
建
設
し
た
。

（
八
） 

前
掲
高
木
「
井
伊
家
歴
代
の
肖
像
彫
刻
─
藩
主
直
中
の
造
像
活
動　
清
凉
寺
護
国
殿
と
天
寧

寺
観
徳
殿
─
」。

（
九
） 

母
利
美
和
「
幕
末
期
彦
根
藩
の
政
治
意
識
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
彦
根

城
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）。

（
一
〇
） 

岸
本
覚「
長
州
藩
祖
廟
の
形
成
」（『
日
本
史
研
究
』四
三
八
号 

、 

一
九
九
九
年
一
二
月
）な
ど
。

（
一
一
） 『
侍
中
由
緒
帳
』(

彦
根
藩
史
料
叢
書
、
彦
根
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四
年
〜)

。

（
一
二
） 

彦
根
藩
の
近
世
前
期
の
普
請
・
作
事
奉
行
に
つ
い
て
は
、
母
利
美
和
「
彦
根
藩
普
請
方
の
組

織
と
機
能
」」(

『
史
窓
』
七
一
、二
〇
二
一
年)

に
詳
し
い
。

（
一
三
） 

彦
根
藩
の
大
工
に
つ
い
て
は
、
城
下
に
居
住
す
る
大
工
は
京
都
大
工
頭
中
井
家
の
配
下
に
は

な
く
彦
根
藩
の
作
事
奉
行
に
直
属
し
て
い
た
こ
と
や
、
彦
根
藩
に
属
す
る
大
工
は
城
下
町
形

成
当
初
は
集
団
で
集
住
し
て
国
役
勤
仕
を
し
て
い
た
が
次
第
に
そ
の
体
制
が
変
化
し
た
こ
と

な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
（
前
掲
『
彦
根
市
史
』
な
ど
）。

（
一
四
） 

井
伊
八
幡
宮
の
造
営
で
肝
煎
を
勤
め
た
傳
十
郎
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
彦
根
市
史　
中
冊
』

で
槻
御
殿
建
替
を
勤
め
た
褒
美
と
し
て
弐
人
扶
持
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
一
五
）
北
野
神
社
・
北
野
寺
の
棟
梁
を
つ
と
め
て
い
る
羽
森
（
守
）
甚
蔵
祐
金
に
つ
い
て
は
、
時
代

は
上
が
る
が
彦
根
藩
が
造
営
し
た
長
寿
院
阿
弥
陀
堂
・
弁
財
天
堂
（
元
禄
八
年
〈
一
六
九
五
〉）

の
棟
札
か
ら
も
同
姓
の
棟
梁
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
長
寿
院
で
は
、
元
禄
九
年
に
弁
財
天
堂
・
阿
弥
陀
堂
・
宝
蔵
、
元
禄
一
二
年
に
経
蔵
が
造

営
さ
れ
た
。
弁
財
天
堂
は
、
井
伊
直
興
の
発
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、「
総
奉
行
」

は
庵
原
助
右
衛
門
朝
則
・
西
山
隼
人
員
之
（
い
ず
れ
も
家
老
）
で
あ
る
。
普
請
奉
行
は
一
瀬

九
左
衛
門
𠮷
利
ほ
か
二
名
、
作
事
奉
行
は
三
名
で
あ
る
。
棟
梁
は
、
居
川
佐
右
衛
門
政
芳
・

川
瀬
文
右
衛
御
常
英
・
羽
森
清
右
衛
門
正
茂
・
中
澤
喜
右
衛
門
氏
重
・
長
谷
川
次
郎
兵
衛
𠮷
勝
・

羽
森
彦
介
光
家
で
あ
る
。
ま
た
、
阿
弥
陀
堂
の
「
建
立
奉
行
」
は
庵
原
助
右
衛
御
朝
則
と
西

山
隼
人
員
之
で
、
弁
財
天
堂
の
総
奉
行
が
兼
務
し
て
い
る
。
普
請
奉
行
・
作
事
奉
行
・
棟
梁

は
同
一
で
あ
る
。
一
方
、
宝
蔵
も
総
奉
行
は
配
さ
れ
て
い
な
い
が
、
作
事
奉
行
の
下
に
「
下

奉
行
」
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
棟
梁
（
羽
森
清
右
衛
門
・
中
澤
喜
右
衛
門
）
や
「
大

工
肝
煎
」
二
名
（
三
次
右
衛
門
・
三
五
郎
）
が
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
寺
院
・
時
期
の
藩

の
造
営
で
も
体
制
に
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
要
因
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
（『
重
要
文

化
財
・
県
指
定
有
形
文
化
財
長
寿
院
伽
藍
５
棟
修
理
工
事
報
告
書
』〈
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
五
年
〉）。

（
一
六
）
山
岸
常
人
「
近
江
の
大
工
」（『
日
本
建
築
の
歴
史
的
評
価
と
そ
の
保
存
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
一
七
）『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
文

化
部
文
化
財
保
護
課
、
一
九
八
六
年
）。

（
一
八
） 

前
掲
『
彦
根
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』。

（
一
九
） 

図
の
出
典
は
以
下
の
通
り
。
図
９-

１・３・４・６
は
前
掲
『
彦
根
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世

社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』、
図
９-

２・５
は
『
滋
賀
県
の
近
世
社
寺
建
築　
近
世
社
寺

建
築
緊
急
調
査
報
告
書
』。

（
二
〇
） 

前
掲
山
岸
「
近
江
の
大
工
」。

（
二
一
） 

前
掲
山
岸
「
近
江
の
大
工
」。
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ま
と
め

　
こ
れ
ま
で
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
の
歴
史
的
・
建
築
的
価
値
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
側

面
か
ら
み
て
き
た
。
そ
れ
を
改
め
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）、
彦
根
藩
一
二
代
当
主
井
伊
直
亮
は
、
井
伊
家
の
祖
井
伊

共
保
を
祀
る
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
を
命
じ
た
。
一
八
世
紀
後
期
以
降
、
諸
藩
に
お
い
て
藩

祖
の
功
績
を
顕
彰
し
、
家
と
し
て
の
歴
史
的
な
連
続
性
、
藩
主
・
家
臣
間
の
君
臣
関
係
を

再
確
認
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
た
。
彦
根
藩
で
も
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
は
、

一
一
代
当
主
直
中
に
よ
り
初
代
当
主
直
政
と
二
代
当
主
直
孝
を
祀
る
護
国
殿
が
造
営
さ
れ

た
。
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
も
こ
う
し
た
藩
祖
顕
彰
の
潮
流
の
な
か
で
進
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
天
保
一
三
年
に
建
立
さ
れ
た
井
伊
八
幡
宮
の
社
殿
は
仮
殿
で
あ
っ
た
た
め
、
社

殿
の
造
営
が
引
き
続
き
進
め
ら
れ
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
上
棟
を
迎
え
た
。
こ
れ

が
、
現
在
の
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
で
あ
る
。

　
近
世
に
お
い
て
、
大
名
が
藩
祖
を
神
と
し
て
祀
る
こ
と
は
各
地
で
み
ら
れ
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、
家
の
歴
史
を
さ
ら
に
遡
り
、
家
の
始
祖
を
神
と
し
て
祀
る
事
例
も
近
世
の
初
期

か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
近
世
後
期
に
は
大
幅
に
増
加
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
各

藩
と
も
始
祖
や
藩
祖
を
居
城
内
の
小
祠
に
祀
る
こ
と
が
多
く
（
一
）、
彦
根
藩
の
よ
う
に
祖

先
・
藩
祖
を
そ
れ
ぞ
れ
本
格
的
な
複
合
形
式
の
社
殿
に
祀
る
事
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
井
伊
八
幡
宮
の
創
建
は
、
藩
祖
顕
彰
と
い
う
近
世
後
期
の
大
き
な
時

代
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
極
め
て
貴
重
な
事
例
で
あ
り
、
そ
こ
に
高
い
歴
史
的
な
価
値

が
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、旧
井
伊
神
社
本
殿
、石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
複
合
社
殿
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、

拝
殿
の
間
口
を
本
殿
の
間
口
よ
り
も
広
く
と
る
平
面
形
式
で
あ
る
こ
と
、
石
の
間
の
棟
が

拝
殿
の
棟
を
越
え
て
正
面
の
千
鳥
破
風
の
棟
と
な
る
こ
と
な
ど
、
非
常
に
正
統
的
で
伝
統

的
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
石
の
間
に
お
い
て
は
外
部
と
内
部
の
構
造

形
式
を
変
え
、
内
部
で
は
片
蓋
柱
を
上
方
へ
延
ば
し
て
せ
い
の
高
い
空
間
を
実
現
す
る
と

い
う
非
常
に
個
性
的
な
技
法
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
体
を
朱
漆
塗
り
と
す
る
と
と

も
に
、
要
所
を
華
麗
な
彫
刻
や
飾
金
具
で
飾
る
大
変
豪
華
な
つ
く
り
と
し
て
お
り
、
複
合

社
殿
と
し
て
も
高
い
建
築
的
な
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
社
殿
の
彫
刻
、
天
井
格
間
や
小
壁
に
描
か
れ
た
絵
画
の
彩
色
に
つ

い
て
も
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
本
殿
の
格
間
の
絵
画
は
狩
野
派
の
御
用
絵
師

に
よ
る
制
作
と
考
え
ら
れ
、
細
部
に
は
西
洋
油
彩
画
の
技
法
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
絵

画
の
塗
装
彩
色
に
は
輸
入
顔
料
や
有
機
染
料
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
藩
祖
を
祀
る
社
殿
に

相
応
し
い
上
質
な
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
に
も
、
本
殿
の
軒
下
に
は
、
中
門
の
建
築
部
材
が
保
管
さ
れ
る
（
現
在
は
、
彦

根
城
楽
々
園
内
の
倉
庫
で
保
管
さ
れ
る
）。
中
門
は
も
と
は
井
伊
八
幡
宮
の
境
内
を
構
成

し
た
建
物
で
あ
り
、
本
殿
な
ど
と
と
も
に
歴
史
的
・
建
築
的
な
評
価
を
与
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
殿
内
に
は
五
基
の
厨
子
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
厨
子
は

そ
れ
ぞ
れ
藩
主
の
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
第
五
章
で
述
べ
た
よ
う
に
井

伊
神
社
の
歴
史
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
、
単
体
と
し
て
歴
史
的・

建
築
的
に
高
い
価
値
を
持
つ
建
物
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
初
代
当
主
直
政
・
二

代
藩
主
直
孝
を
祀
っ
た
旧
護
国
殿
が
、
天
満
神
社
本
殿
・
石
の
間
・
拝
殿
と
し
て
現
存
す

る
こ
と
、
同
じ
く
一
一
代
当
主
直
中
の
寿
像
を
安
置
し
た
観
徳
殿
が
荒
神
山
神
社
遙
拝
殿

と
し
て
現
存
す
る
こ
と
も
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
こ
の
二
棟
は
い
ず
れ
も
歴
史
的
に

井
伊
神
社
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
現
存
す
る
こ
と
に
よ
り
相
互
の
歴
史

的
・
建
築
的
な
価
値
が
さ
ら
に
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
後
の
保
存
・
活
用
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
四
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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① 
現
在
、
彦
根
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
棟
札
と
そ
れ
を
入
れ
た
棟
札
箱
、
五
基
の
厨
子
、

中
門
も
文
化
財
指
定
に
よ
る
保
存
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
中
門
に
つ
い
て
は
、

部
材
の
ま
ま
保
管
す
る
の
で
は
な
く
、
も
と
の
場
所
に
再
建
す
る
こ
と
も
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

② 

本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
の
天
井
格
間
や
、
拝
殿
の
小
壁
な
ど
に
描
か
れ
た
絵

画
の
な
か
に
は
破
損
が
進
ん
で
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

専
門
家
の
指
導
の
も
と
早
急
な
修
覆
が
望
ま
れ
る
。

③ 

現
在
、
旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
は
、
鉄
骨
造
の
覆
屋
に
入
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
り
社
殿
表
面
の
塗
装
や
部
材
自
体
の
劣
化
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き

る
も
の
の
、
そ
ば
ま
で
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
外
観
を
十
分
に
見
渡
す
こ
と
も

で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
旧
井
伊
神
社
を
訪
れ
た
見
学
者
に
社
殿
の
文
化
財
と
し
て

の
価
値
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
は
、
覆
屋
の
建
て

替
え
を
含
め
、
見
学
者
の
便
を
図
る
た
め
の
方
策
が
求
め
ら
れ
る
。

④ 

旧
井
伊
神
社
本
殿
、
石
の
間
お
よ
び
拝
殿
の
歴
史
的
・
建
築
的
価
値
は
、
上
述
の

よ
う
に
天
満
神
社
（
旧
護
国
殿
）
本
殿・石
の
間・拝
殿
、荒
神
山
神
社
遙
拝
殿
（
旧

観
徳
殿
）
と
と
も
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ

る
。
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
が
福
井
県
指
定
有
形
文
化
財
、
彦
根
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
お
り
、
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
将
来
的
に
は
世
界
遺
産

条
約
で
進
め
ら
れ
て
い
る
シ
リ
ア
ル
・
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
方
法
を
用
い

て
、
彦
根
藩
に
お
け
る
祖
先
・
藩
祖
の
顕
彰
に
関
わ
る
文
化
財
を
ひ
と
ま
と
ま
り

の
も
の
と
し
た
評
価
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
一
方
、
現
在
の
境
内
は
神
社
の
境
内
と
し
て
良
好
な
環
境
が
保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
創
建
当
初
の
井
伊
八
幡
宮
境
内
に
は
、
堀
が
掘
ら
れ
、
堀
に
は
橋
が
架
け
ら
れ

る
な
ど
、
現
境
内
と
は
大
き
く
異
な
る
景
観
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
創
建
当
初
の
様

相
は
絵
図
か
ら
明
ら
か
と
な
る
も
の
の
、
実
際
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然

と
し
な
い
。
今
後
、
境
内
の
さ
ら
な
る
整
備
を
進
め
る
な
か
で
、
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
り

当
初
の
境
内
の
構
築
物
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
境
内
に
は
藩
士
の
奉

納
し
た
石
灯
籠
や
水
盤
が
残
っ
て
い
る
。
藩
士
に
よ
る
石
造
物
の
奉
納
は
護
国
殿
で
も
み

ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
の
は
旧
井
伊
神
社
の
境
内
の
み
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
建
造
物

が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、石
造
物
の
評
価
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
社
殿
の
保
存・

活
用
、
境
内
の
整
備
と
と
も
に
、
石
造
物
の
詳
細
な
調
査
と
そ
の
文
化
財
的
評
価
も
同
様

に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
註

（
一
）
高
野
信
治
『
武
士
神
格
化
の
研
究
』
研
究
篇
・
資
料
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。
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史
料　
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」

　
「
井
伊
八
幡
宮
御
鎮
坐
記
」
は
、
彦
根
藩
士
田
中
与
左
衛
門
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、

現
在
は
彦
根
城
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
（
調
査
番
号
一
七
）。
当
史
料
は
、
天
保

一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
井
伊
八
幡
宮
創
建
か
ら
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
社
殿
造

営
・
遷
座
ま
で
を
詳
細
に
記
録
し
て
お
り
、
旧
井
伊
神
社
社
殿
造
営
に
い
た
る
経
緯
、
藩

士
や
領
民
の
参
詣
の
実
態
が
克
明
と
な
る
。
記
主
は
、
こ
の
と
き
田
中
家
の
当
主
で
あ
っ

た
第
七
代
雄
助
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
侍
中
由
緒
帳
』
に
よ
る
と
、
雄
助
は
文
政
一
一
年

（
一
八
二
八
）か
ら
嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）ま
で
目
付
を
務
め
て
い
る
。当
該
史
料
か
ら
は
、

目
付
が
藩
士
ら
へ
井
伊
八
幡
宮
へ
の
参
詣
日
に
つ
い
て
触
を
廻
し
、
参
詣
日
に
は
社
殿
に

詰
め
る
な
ど
幅
広
い
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
、
雄
助
が
目
付
役
を
担
う
上

で
そ
の
備
忘
と
し
て
書
き
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
凡
例

　
翻
刻
に
用
い
る
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
と
し
た
。

　
本
文
の
改
行
は
、
原
文
の
通
り
と
し
た
。

（
表
紙
）

「　　
井
伊

　
　
八
幡
宮
御
鎮
坐
記　
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
見
返
し
、
墨
書
）

「
寛
永
十
八
辛
丑
年
孟
」

（
挟
み
込
み
文
書
）

「　　
五
月
晦
日　
　
柱
立

　
六
月
三
日　
□
□

　
　
二
十
一
日　
御
棟
上　
□
□

○ 

餅
三
斗

○ 

銭
六
百
文

　
餅
弐
斗　
奉
納

　
□
□
五
□

　
□
□
□

　
七
月
晦
日
□
□

　
正
月
十
一
日　
御
釿
初

　
二
月
十
五
日　
神
□

　
十
五　
十
二
月　
御
額
拝
領

　
　
　
　
　
八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
同
十
四
日
御
金
拝
領

　
　
　
　
　
　
神
前
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
井
伊
八
幡
宮
御
建
立
之
記

天
保
十
三
壬
寅
年
六
月
廿
五
日
、

直
亮
公
龍
潭
寺
御
参
詣
被
遊
、
寺
内
諸
堂
等

御
巡
り
被
遊
、
開
山
昊
天
和
尚
之
画
像
御
覧
後
ニ
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方
丈
江
四
方
山
之
御
物
語
等
有
之
、
門
前
ニ
御
元
祖

共
保
八
幡
宮
御
建
立
可
被
遊
旨
被　
仰
出
候
、
当
年

七
百
五
拾
回
御
忌
ニ
御
相
当
被
遊
候
間
、
則
御
法
事

被　
仰
出
候
而
、
先
此
節
御
仮
殿
御
出
来
被　
仰
付
候

上
、
御
家
中
一
統
ニ
も
御
触
書
左
之
通
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
目
付
江

今
度　
御
元
祖
自
浄
院
様
七
百
五
十
回
御
忌

御
相
当
ニ
付
、
来
ル
十
三
日
ゟ
十
五
日
迄
於
遠
州
井
伊

谷
龍
潭
寺
御
法
事
御
執
行
有
之
間
、
万
端

相
慎
火
之
本
等
別
而
念
入
可
被
申
候
、
尤
御
法
事
中

普
請
鳴
物
祭
礼
等
不
及
相
止
候
、
組
下
支
配
下

有
之
面
々
者
其
頭
々
ゟ
可
被
申
付
候
、
件
之
趣
可
被
相

達
候
、　　
八
月
十
日

右
之
通
御
法
事
有
之
間
、
御
代
拝
新
野

左
馬
助
、
副
使
ニ
者
今
村
俊
二
被　
仰
付
候
、

両
殿
様
直
亮
公

直
元
公
ゟ
太
刀
壱
振
御
神
納
、
新
野
・

今
村
同
ク
一
振
ツ
ヽ
自
分
ニ
神
納
可
被
致
旨
被　
仰
出
候
由
ニ
而

相
納
メ
被
申
候
、
扨
御
当
地
竜
潭
寺
ニ
お
い
て
ハ

左
之
通
ニ
被　
仰
付
候
由
御
触
書
有
之
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
目
付
江　

此
度　
自
浄
院
様
七
百
五
十
回
御
遠
忌
ニ
付
、

井
伊
八
幡
宮
御
神
像
龍
潭
寺
へ
御
安
置
、

依
之
於
二
御
宮
一
御
法
式
於
二
本
堂
一
御
法
事
、
明

十
一
日
ゟ
十
五
日
迄
執
行
有
之
間
、
万
端
相
慎
火
之
本

等
念
入
可
被
申
付
候
、
尤
普
請
鳴
物
祭
礼
法
事

等
不
及
相
止
候
、
組
下
支
配
下
有
之
面
々
ハ
其
頭
々
ゟ

相
触
可
被
申
候
、
件
之
趣
可
被
相
達
候
、　
八
月
十
日

右
ニ
付
御
家
中
衆
参
詣
可
仕
旨
被　
仰
出
候
ニ
付
、

御
触
書
左
之
通
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
目
付
江

此
度
龍
潭
寺
ニ　
自
浄
院
様
御
神
像
井
伊

八
幡
宮
御
安
置
被　
遊
候
ニ
付
、
御
家
中
衆
拝

礼
ニ
被
罷
出
候
日
割
左
之
通
、
尤
服
穢
改
メ
拝
礼

相
済
候
上
龍
潭
寺
本
堂
へ
も
参
拝
可
被
致
候
、

　
　
　
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
老
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中
老
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
用
人
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
八
拾
石
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
知
行
取

　
　
　
同
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
間
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
詰
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
物
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
石
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
知
行
衆

　
　
　
同
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
溜
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
衣
御
役
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
扶
持
切
米
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
騎
馬
徒

　
右
之
通
ニ
有
之
間
、
被
存
其
旨
可
被
致
参
拝
候
、
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御
用
之
指
閊
ニ
相
成
候
面
々
者
五
日
之
内
勝
手
ニ

　
可
被
致
参
拝
候
、

一
、
老
中　
御
中
老　
御
用
人　
笹
間
衆　
同
詰
衆

　
小
溜
衆　
御
物
頭　
母
衣
御
役
衆

　
右
、
長
袴
着
用
可
被
致
候
、

一
、
御
宮
仮
庇
一
畳
目
左
之
方　
　
御
中
老

一
、
御
同
所
二
畳
目
右
之
方　
　
御
用
人　
笹
間
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
詰
衆

一
、
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
小
溜
衆

一
、
御
同
所
二
畳
目
左
之
方　
　
　
　
御
物
頭
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
衣
御
役
衆

　
　
但
、
以
後
御
祥
月
参
拝
候
節
ハ
着
用
半
上
下

　
　
ニ
而
も
勝
手
次
第
、
勿
論
壱
人
ツ
ヽ
罷
出
拝
礼

　
　
可
有
之
事
、

一
、　
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
石
以
上
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
知
行
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
扶
持
切
米
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
騎
馬
徒

　
右
、
半
上
下
着
用
可
被
致
候
、

一
、
御
宮
仮
庇
三
畳
目　
　
　
　
　
　
御
家
中
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
騎
馬
徒
迄

一
、
柵
門
外ソ

ト
ニ
而
惣
供
を
残
し
、
近
習
・
草
履
取
召
連

　
可
被
申
候
、

一
、
石
壇
下
ニ
而
刀
を
払
、
家
来
を
残
し
可
被
申
候
、

一
、
壱
人
ツ
ヽ
拝
礼
可
被
致
候
、　
件
之
趣
可
被
相
達
候
、

　
　
　
　
八
月
十
日

　
右
之
通
御
触
有
之
候
、
御
家
中
衆
夫
々
参
詣
仕
候
、

　
御
目
付
衆
一
人
ツ
ヽ
侍
座
被
致
、
拝
礼
相
済
候

　
上
ニ
而
篤
与
御
像
御
拝
礼
被
成
度
候
ハ
ヽ
、
近
く

　
御
進
可
被
成
候
与
申
御
達
有
之
間
、
其
所
ニ
脇
指

　
ヲ
払
、
無
刀
ニ
而
慎
而
御
像
を
三
畳
目
位
迄
ハ

　
近
寄
可
申
位
之
事
、
尤
恐
多
候
間
、
格
別
御
側
迄

　
ハ
進
ミ
不
申
候
事
也
、

　
　
　
御
目
付
衆
侍
座
之
人
々

　
　
　
　
十
三
日
朝
ゟ　
田
中
雄
助　
　
　
　
昼
時
ゟ　
三
浦
十
左
衛
門

　
　
　
　
十
四
日
同　
　
武
笠
七
郎
右
衛
門　
同　
　
　
中
川
織
之
進

　
　
　
　
十
五
日
同　
　
田
中
藤
十
郎　
　
　
同　
　
　
安
藤
長
三
郎

　
　
右
之
通
り
侍
座
有
之
、

一
、八
月
十
三
日
、
両
殿
様
御
名
代
両
人
、

　
殿
様　
直
亮
公
御
名
代　
　
　

老
中　
中
野
若
狭

　
若
殿
様　
直
元
公
同　
　
　
　

中
老　
岡
本
半
介

　
　
但
、
御
在
府
ニ
付
右
之
通
り
、

一
、
御
家
中
衆
隠
居
面
々
へ
も
参
詣
御
免
ニ
相
成
候
御
触

　
此
度
龍
潭
寺
ニ　
井
伊
八
幡
宮
御
神
像
御

　
安
置
被　
遊
候
間
、
各
方
拝
礼
ニ
被
罷
出
度
候
者

　
勝
手
ニ
可
被
罷
出
候
、
尤
畳
目
之
義
者
在
勤
中
御

　
武
役
被　
相
勤
候
衆
ハ
其
格
を
以
拝
礼
可
被
致
候

　
様
可
相
達
旨
御
用
番
和（
三
浦
）泉殿
御
申
渡
ニ
付
相

　
達
候
、
可
被
得
其
意
候
、
以
上
、

　
　
　
八
月
十
一
日

　
右
、
隠
居
名
前
之
義
者
無
滞
御
定
年
ニ
而
隠
居
致
候

　
者
与
病
気
隠
居
致
候
者
共
計
、
病
気
ニ
候
共
心
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疾
并
家
出
之
風
聞
ニ
而
隠
居
致
候
者
者
御
免

　
無
之
、
其
外
禁
足
隠
居
、
仮
令
今
禁
足
御
免

　
ニ
御
座
候
得
共
、
前
以（
カ
）有
之
面
々
者
相
成
不
申
候
事
、

　
子
弟
之
者
拝
礼
御
免
有
之
候
、
御
触
書
左
之
通
、

　
此
度
龍
潭
寺
ニ
井
伊
八
幡
宮
御
神
像
御

　
安
置
被
遊
候
ニ
付
、
御
家
中
衆
子
弟
之
向
拝
礼

　
被
罷
出
候
義
不
苦
候
間
、
服
穢
無
之
衆
者
明

　
十
五
日
昼
時
ゟ
勝
手
に
拝
礼
可
被
罷
出
様
可
相

　
達
旨
、
土
佐
殿
・
小
一
郎
殿
御
申
渡
ニ
付
相
達
候
、

　
各
名
ニ
墨
点
可
被
成
候
、
以
上
、

　
　
　
八
月
十
四
日　
　
　
　
御
目
付
中

　
右
之
通
御
触
有
之
、
追
々
御
領
分
中
之
者
共

　
迄
礼
参
仕
候
旨
被　
仰
付
、
夫
々
支
度
致
し
、
支
配

　
頭
ゟ
御
達
し
有
之
候
、

　
　
　
　
　
　
　
二
字
帯
刀
以
上
之
者
拝
礼
被　
仰
付
候
、
尤
御

　
　
　
十
六
日　
用
ニ
而
指
閊
候
面
々
者
十
七
日
昼
迄
ニ
罷
出
可
申
候
、

　
　
　
十
七
日　
郷
町
御
領
分
中
参
詣
被
仰
付
候
、
尤
御
家

　
　
　
十
八
日　
中
衆
・
御
扶
持
方
切
米
取
衆
家
内
之
者

　
　
　
　
　
　
　
共
勝
手
ニ
拝
礼
被　
仰
付
候

　
右
、
夫
々
相
済
、
御
祝
義
之
御
能
有
之
候
、
取
揃

　
於
御
殿
拝
見
仕
候
様
ニ
被　
仰
付
候
、
御
役
人
衆
計

　
　
　
八
月
廿
五
日

　
右
拝
見
不
致
候
御
役
人
与
京
橋
通
り
ゟ
下
辺
之
無
役

　
人
与
拝
見
被　
仰
付
候
、　　
九
月
廿
五
日

　
三
日
御
祝
義
之
御
能
家
中
一
統
拝
見
被　
仰
付
候
、

　
御
触
面
例
之
通
、

　
初
日
十
月
十
五
日　
御
役
人
衆　
　
中
日
十
月
十
六
日　
内
町

　
御
知
行
取　
後
日
廿
一
日
十
月
廿
一
日　
右
両
日
残
り
・
外
町

　
御
歩
行
衆
迄
不
残
拝
見
被　
仰
付
候
、
隠
居
御
触

　
之
有
之
者
計
、
無
足
人
被　
仰
付
無
御
座
候
事

　
御
宮
御
本
殿
御
造
営
済
候
、
寅
十
二
月
廿
日
ニ

　
御
座
候
事
、
且
明
九
日
御
用
之
義
惣
一
統
へ
御
達
し

　
有
之
候
事
、

一
、十
月
九
日
御
家
中
一
統
御
用
之
義
申
来
御
達
書
、

　
此
度　
自
浄
院
様
七
百
五
十
回
御
遠
忌
御
相
当

　
井
伊
八
幡
宮
御
像
殿
も
御
安
置
被
遊
、
御
法
式

　
御
法
事
無
御
滞
相
済
、
数
百
年
御
繁
栄
被

　
遊
候
段
御
悦
被　
思
召
候
、
依
之
当
月
中
旬
御
時
節

　
柄
ニ
候
へ
共
、
格
別
之
御
事
ニ
付
御
祝
被
遊
、
其
砌

　
御
能
も
被　
仰
付
、
御
家
中
之
面
々
江
茂
見
物
并
ニ

　
御
料
理
等
可
被
下
置
旨
被　
仰
出
候
、
乍
然
一
統
へ
も

　
倹
約
之
御
示
し
も
被　
仰
出
置
候
御
時
節
ニ
付
、

　
態
与
万
事
御
省
略
被
遊
候
而
御
繁
栄
御
悦

　
思
召
候
御
寸
志
迄
ニ
可
被
遊
与
之
趣
一
統
へ
申
達

　
置
候
様
被　
仰
出
候
、
右
御
料
理
取
計
方
之
義
者

　
西
山
内
蔵
允
へ
被　
仰
付
候
間
、
追
而
内
蔵
允
よ
り

　
相
達
可
申
候
、
可
被
存
其
旨
候
事
、　　
　
十
月

　
右
之
通
之
御
達
書
拝
見
仕
候
、
追
而
十
月
十
三
日

　
御
目
付
方
ゟ
御
触
書
来
ル
、
左
之
通
、

　
自
浄
院
様
七
百
五
十
回
御
忌
御
法
事
無
御
滞

　
被
為
済
候
ニ
付
、
来
ル
十
五
日
・
十
六
日
・
十
八
日
御
祝
儀
之

　
御
能
被　
仰
付
、
御
家
中
之
面
々
拝
見
被　
仰
付
、
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其
節
御
料
理
被
下
置
、
尤
刻
限
等
之
義
者
御

　
自
分
ゟ
御
達
可
有
之
候
、
大
勢
之
儀
ニ
候
へ
者
、
何
事
も

　
次
第
不
同
候
、
且
座
席
之
義
御
目
付
ゟ
可
致
指
引

　
候
条
、
其
旨
御
心
得
可
有
之
候
、　
右
之
趣
一
統
江

　
御
目
付
ヲ
以
御
触
可
有
之
候
、　　
十
月

一
、
達
書　
　
　
　
　
　
　
　
壱
通

　
来
ル
十
五
日
御
祝
儀
之
御
料
理
頂
戴
、
御
能
拝
見

　
相
済
候
上
、
為
御
礼
木
俣
土
佐
・
小
野
田
小
一
郎
宅
并

　
私
宅
へ
可
被
罷
出
候
、
右
之
内
定
式
御
側
役
ヲ
以
御

　
礼
等
被
申
上
候
衆
者
御
側
役
迄
御
礼
可
被
申
上
候
、

　
件
之
趣
被　
仰
出
候
間
、
各
ゟ
御
触
可
有
之
候
、
以
上
、

　
　
　
十
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
西
山
内
蔵
允

　
　
御
目
付
衆

　
右
之
趣
相
触
可
申
由
、
西
山
内
蔵
允
殿
被
申
聞
候

　
ニ
付
、
相
達
候
、

一
、十
五
日
朝
六
つ
時
登　
城
、
尤
節
句
ニ
長
上
下
着

　
用
被
致
候
面
々
者
熨
斗
目
・
長
上
下
、
其
余
熨
斗

　
目
計
、
麻
上
下
着
用
可
被
成
候
、

一
、
明
後
十
五
日
出
仕
御
免
被　
仰
出
候
、

一
、
御
能
拝
見
之
衆
御
玄
関
ゟ
登　
城
、

　
右
之
趣
相
達
候
様
御
申
渡
ニ
付
、
相
達
候
、
被
得
其
意

　
各
名
ニ
墨
点
可
被
成
候
、
以
上
、　　
十
月
十
三
日　
　
御
目
付
中

一
、十
月
十
三
日
御
家
中
隠
居
之
面
々
江
御
能
拝
見
、

　
御
料
理
被　
下
置
候
ニ
付
、
左
之
通
御
触
相
廻
り
候
事
、

　
但
、
惣
人
数
二
ツ
割
ニ
而
十
六・十
八
日
両
日
ニ
被　
仰
付
候
、

　
尤
子
細
有
而
隠
居
被　
仰
付
候
分
者
拝
見
不
被　
仰
付

　
候
事
、
隠
居
へ
之
御
触
左
之
通
り
、

　
此
度
自
浄
院
様
七
百
五
十
回
御
遠
忌
御
法
事

　
無
御
滞
被
為
済
、
御
祝
義
の
御
能
被　
仰
付
候
ニ
付
、

　
各
方
御
能
拝
見
、
御
料
理
被
下
置
候
間
、
来
ル
〈
十
六
日
／
十
八
日
〉

　
朝
御
玄
関
ゟ
登　
城
可
有
之
候
、

一
、
煩
指
合
等
ニ
而
難
罷
出
衆
者
名
代
ニ
而
御
目
付
方
へ

　
御
断
可
被
申
上
候
、　　
十
月

一
、
各
方
ニ
ハ
十
六
日

十
八
日
拝
見
被　
仰
付
候
間
、
被
得
其
意
、
朝
六
つ
時
登　
城
、

一
、
拝
見
相
済
之
上
、　
御
殿
ニ
而
西
山
内
蔵
允
殿
へ
御
礼
可
被
申
上
候
、

　
右
之
趣
相
達
可
申
由
西
山
内
蔵
允
殿
被
申
聞
候
ニ

　
付
、
相
達
候
、
各
名
ニ
墨
点
可
被
成
候
、
以
上
、

　
　
　
十
月
十
三
日　
　
　
　
　
御
目
付
中

　
右
之
通
り
也
○
御
給
仕
笹
間
以
上
へ
者
御
知
行

　
方
・
御
中
小
性
、
御
知
行
方
江
者
御
騎
馬
徒
衆
被

　
仰
付
候
、

　
十
月
十
五
日
、
御
家
老
中
并
土
佐
殿
嫡
子
・
奥
山

　
右
膳
へ
御
盃
被　
下
置
候
、
其
後
御
能
初
り
候
、

　
殿
様
御
意
有
之
、
土
佐
殿
御
取
合
、

　
惣
人
数
拝
見
之
名
前
ハ
不
記
候
、

　
　
　
御
能
組　
十
五
日

　
翁　
　
　　
　
吉
五
郎　
千
五
郎

　
放
生
川

　
　
　
　
　
間　
末
広
か
り

　
八
嶋

　
　
　
　
　
間　
栗
焼

　
半
蔀

　
三
番
叟

　
千
歳
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間

　
　
　
御
中
入　
　
枕
物
狂

　
芦
刈

　
　
　
　
　
間

　
張
良

祝
言金札

　
　
　
　
　
同
十
六
日

　
翁

　
弓
八
幡

　
　
　
　
　
間　
靱
猿

　
松
風

　
　
　
　
　
間　
比
丘
貞

　
船
弁
慶

　
　
　
　
　
間

　
黒
塚

　
　
　
　
　
間

　
弦
上

　
　
　
　
　
間

祝
言

　
呉
羽

　
　
　
　
　
同
十
八
日

　
絵
馬

　
　
　
　
　
間　
雁
丁
金

　
忠
度

　
　
　
　
　
間

　
　
武
悪

　
　
　
　
　
間

　
江
口

　
　
　
　
　
間　
鈍
太
郎

　
葵
上

　
　
　
　
　
間

　
熊
坂

　
　
　
　
　
間

　
融

　
　
　
　
　
間

　
猩
々
乱

　
以
上
、
三
日
共
如
此
、
御
料
理
ハ
一
汁
二
菜
也
、

　
　
平
に
ん
し
ん
・
か
ま
ほ
こ

い
も
こ　
　
　
　
　

　
汁
鯉
鮒
之
内

一
切　
　　
　
上
下
な
く
一
統
へ
被
下
置
候

　
　
香
の
物
な
ら
す
け

一
切　

　
　

  

飯　
　
　
　

   

御
料
理
也
、
汁
三
は
い

　
　
　
猪
口
数
の
子　
　

酒
三
献　
　
　
酒
三
献
也
、
飯
も
三
度
通
ふ
、

一
、
初
日
十
五
日
、
土
佐
殿
家
内
衆
拝
見
、
中
日
十
六
日
、
小
野
田

　
小
一
郎
殿
家
内
衆
拝
見
、
後
日
十
八
日
、
長
浜
大
通
寺
御

　
娘
慈
照
閣
様

御
娘
ナ
リ
右
御
拝
見
可
有
之
旨
前
以
御
達
候
事
、

　
右
三
日
共
中
入
之
比
ニ
御
前
へ
被
召
、　
公
儀
よ
り

　
御
拝
領
物
御
懸
物
三
幅
、
御
床
置
物
御
硯
箱
并

　
菊
の
御
花
拝
見
被　
仰
付
、
右
之
御
礼
御
側
役

　
衆
を
以
申
上
候
事
、

　
　
　
　
　
三
日
拝
見
之
割

　
初
日　
五
拾
石
以
上
之
御
役
人
ゟ
上
御
家
老
中
迄

　
　
　
　
不
残
拝
見
、

　
中
日　
百
弐
拾
石
以
上
之
無
役
之
衆
并
三
御
歩
行

　
三
番
叟

　
千
歳



128

　
　
　
　
衆
迄
之
御
役
人
之
衆
迄
同
、

　
後
日　
百
拾
石
以
下
無
役
衆
、
無
役
三
歩
行
衆
、

　
　
　
　
郷
士
并
御
関
所
守
衆
迄
不
残
同
、

　
此
度
者
右
之
通
ニ
被　
仰
出
、
外
町
・
内
町
之
分
ニ
無
之
事
、

一
、十
月
廿
一
日
、
騎
馬
陪
臣
之
者
御
召
ニ
而
、
御
殿
拝

　
見
、
御
能
舞
台
并
御
黒
書
院
へ
被
召
、
御
菊

　
拝
見
被　
仰
付
、
此
度

　
自
浄
院
様
御
年
回
無
滞
相
済
候
間
、
御
酒
・
御

　
吸
物
頂
戴
被　
仰
付
候
、
御
礼
之
義
主
人
〳
〵
ゟ
御
直
ニ

　
御
申
上
被
成
候
、
自
分
の
御
礼
之
義
者
御
目
付
衆

　
下
役
を
以
御
目
付
へ
御
礼
被
通
候
事
、
人
数

　
姓
名
之
義
者
奥
ニ
書
ス
、

一
、十
月
十
八
日
夕
、
御
直
書
ヲ
以
御
申
渡
左
之
通
、

　
御
直
書
之
写

　
此
度
御
遠
忌
済
、
能
三
日
共
無
滞
相
済
、
一
統
心

　
能
見
物
い
た
し
満
足
申
候
、
夫
ニ
付
三
日
共
不
出
無
息

　
之
者
共
ニ
も
見
物
致
た
か
る
へ
く
候
間
、
不
日
ニ
慰

　
能
申
付
候
時
見
セ
申
へ
く
候
、
今
日
見
物
に
出
居
候

　
面
々
江
申
聞
せ
置
、
早
々
取
調
可
被
申
候
、
先
能
者

　
来
ル
廿
日
之
積
ニ
而
候
事
、

　
御
直
書
写
之
通
被　
仰
出
候
間
、
御
家
中
衆
無
息

　
之
者
共
、
幼
年
ニ
而
未
御
帳
ニ
付
不
申
候
者
、
又
者

　
病
身
ニ
而
無
拠
御
帳
除
ニ
相
成
候
者
共
等
拝
見

　
仕
、
願
度
候
へ
者
明
十
九
日
九
ツ
時
迄
ニ
御
役
所
江
名

（
抹
消
）

　
名
前
指
出
し
可
被
申
事
、
但
、
着
用
物
継
肩
衣
・

　
袴
ニ
而
も
上
下
の
上
ニ
袴
勝
手
之
事
、

　
右
之
段
御
目
付
衆
ヲ
以
御
書
付
拝
見
仕
、

　
町
内
一
統
へ
相
達
し
、
御
礼
ニ
早
々
対（
宇
津
木
）馬殿
御
宅

　
へ
御
越
し
候
様
被　
仰
出
候
、
右
ニ
付
御
家
中
一
統

　
対
馬
殿
御
宅
へ
御
礼
ニ
翌
十
九
日
ニ
罷
出
申
候
、

　
且
又
二
男
・
末
子
其
外
伯
父
之
有
之
方
々
書
付
ヲ
以

　
名
前
と
拝
見
ニ
出
申
候
与
御
断
与
両
様
共
ニ
書

　
付
、
十
九
日
中
ニ
被
指
出
候
事
、
同
十
九
日
夜
ニ
入
、
来
ル

　
廿
日
御
能
御
延
引
ニ
相
成
、
廿
四
日
朝
六
ツ
半
時
揃

　
登　
城
可
申
由
御
触
有
之
候
事
、
同
廿
一
日
ニ
、
此
度

　
無
息
衆
御
能
拝
見
ニ
付
町
内
一
町
ニ
親
兄
之
者

　
又
ハ
老
功
之
者
壱
両
人
計
附
添
、
町
内
子
供
世

　
話
致
出
殿
有
之
候
様
ニ
被　
仰
付
候
、
後
廿
四
日
ゟ

　
無
滞
何
レ
も
拝
見
仕
候
事
、
其
砌

　
御
直
書
ヲ
以
御
噺
被　
仰
出
候
写
、

　
今
日
者
無
息
之
者
共
御
能
拝
見
被　
仰
付
、

　
何
も
罷
出
候
ニ
付
、
よ
き
折
柄
ニ
付
御
別
帋
之
趣

　
噺
聞
セ
置
候
様
ニ
と
被　
仰
出
、
厚
キ
御
趣
意
有

　
之
間
、　
御
直
書
写
ニ
致
し
置
候
間
、
何
も
難
有

　
奉
拝
見
御
趣
意
を
大
切
ニ
相
心
得
可
被
申
候
、
別

　
而
親
兄
之
面
々
者
難
有
可
被
奉
存
候
、

　
御
直
書
之
写

　
近
年
家
中
年
若
成
者
共
間
ニ
者
心
得
方
不
宜
敷

　
重
頭
た
る
事
共
有
之
、
又
ハ
身
分
も
不
弁
野
鄙
成
る

　
躰
ニ
而
徘
徊
致
し
町
家
の
者
等
困
ら
セ
候
族
も
有
之

　
趣
ニ
聞
候
、
以
之
外
之
事
ニ
候
、
た
と
ゑ
二
男
・
末
子
た
る
と

　
も
往
々
ハ
何
レ
養
子
ニ
成
専
用
立
候
覚
悟
ニ
身
を
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慎
、
万
事
ニ
付
親
兄
等
之
教
訓
ヲ
肝
要
ニ
候
、
以

　
後　
相
嗜
可
申
、
今
迄
不
行
跡
之
面
々
ニ
而
者

　
不
申
出
候
得
共
、
猶
又
悔
先
非
相
慎
可
申
事
、

　
右
之
通
り
ニ
被　
仰
出
候
間
、
対
馬
殿
御
宅
へ
御
礼
御

　
答
ニ
夫
々
罷
出
可
申
由
、
町
内
ニ
壱
人
御
用
之
義
ニ
而

　
承
り
罷
帰
り
、
書
付
拝
見
之
写
也
、

一
、十
月
廿
七
日
、
末
々
苗
字
帯
刀
人
江
御
酒
三
献
御

　
肴
鰑
一
枚
頂
戴
被　
仰
付
候
、
御
足
軽
并
手
代
・
普
請
手

　
代
・
勘
定
人
小
頭
・
勘
定
人
・
旗
小
頭
・
長
柄
小
頭
・

　
番
足
軽
御
番
上
り
・
細
工
人
・
摏
屋
・
賄
方
、
何
茂

　
苗
字
帯
刀
人
迄
、
夫
よ
り
以
下
百
人
組
ゟ
諸
番
所

　
下
番
壱
人
扶
持
以
上
之
者
江
御
酒
三
献
、
切
り

　
熨
斗
一
切
添
、
右
夫
々
被
下
置
候
、
四
千
八
百
七
十

　
三
人
分
也
、
御
礼
頭
之
者
土
佐
殿
・
小
一
郎
殿
両

　
宅
へ
罷
出
可
申
候
由
御
達
し
有
之
候
但
、
御
酒
弐
合
ツ
ヽ
、

一
、十
一
月
四
日
、
御
家
中
衆
不
埒
并
無
拠
病
気
ニ
而

　
隠
居
被　
仰
付
候
衆
へ
御
能
拝
見
被　
仰
付
候
、
心
疾
之

　
義
者
御
国
制セ
イ
ニ
付
罷
出
候
義
相
成
不
申
、
尤
御
慰
之

　
御
能
ニ
有
之
候
得
共
先
達
而
御
遠
忌
万
事
相

　
済
申
候
ニ
付
拝
見
被　
仰
付
候
、
去
ル
朔
日
御
目
付

　
方
ゟ
御
触
相
廻
り
申
候
、

一
、十
月
廿
一
日
、
陪
臣
騎
馬
者
人
数
并
名
前
之
事

　
　
木
俣
土
佐
家
来

　
　
　
関
口
彦
八
郎　
　
　
野
田
昴
吉　
　
　
　
森
居
真
蔵

　
　
　
大
塚
宗
介　
　
　
　
相
宗
良
輔　
　
　
　
塩
谷
新
十
郎

　
　
　
田
中
由
右
衛
門　
　
奥
村
八
左
衛
門　
　
小
西
平
十
郎

　
　
　
小
西
厚
右
衛
門　
　
松
本
軍
八
郎　
　
　
野
崎
丈
右
衛
門

　
　
　
横
山
藤
三
郎　
　
　
竹
田
又
左
衛
門　
　
奥
村
三
郎
右
衛
門

　
　
　
小
西
宇
左
衛
門　
　
川
村
順
次　
　
　
　
羽
渕
久
次
郎

　
　
　
森
居
織
人　
　
　
　
大
塚
宗
馬

　
　
宇
津
木
対
馬
家
来

　
　
　
後
藤
三
郎
左
衛
門　
煩
大
津
賀
主
膳　
　
　
加
納
又
右
衛
門

　
　
　
清
水
六
郎
左
衛
門　
　

大
津
賀
八
郎　
　
　
沢
田
栄
次
郎

　
　
三
浦
和
泉
家
来

　
　
　
村
西
仁
左
衛
門　
　
森
又
八　
　
　
　
　
金
子
健
蔵

　
　
　
村
西
庄
八

　
　
脇
伊
織
家
来

　
　
　
杉
立
三
郎
兵
衛　
　
林
八
十
右
衛
門　
　
高
木
弥
平

　
　
松
平
倉
之
介
家
来

　
　
　
松
居
兵
之
介

　
　
岡
本
半
介
家
来

　
　
　
香
取
徳
左
衛
門

　
　
小
野
田
甚
之
介
家
来

　
　
　
林
田
弥
兵
衛　
　
　
福
田
平
吾　
　
　
　
宮
川
銈
次
郎

　
　
煩
喜
多
川
源
左
衛
門　
在
江
戸
種
村
平
右
衛
門

　
　
庵
原
虎
吉
家
来

　
　
　
横
関
八
郎
兵
衛　
　
横
関
弥
五
左
衛
門　
山
田
忠
右
衛
門

　
　
　
藤
田
七
郎　
　
　
　
加
藤
原
蔵　
　
　
　
横
関
弥
五
郎

　
　
　
山
田
平
次　
　
　
　
野
村
季
三
郎　
　
　
尾
関
右
八
郎

　
　
横
地
刑
部
家
来

　
　
　
石
北
七
之
介　
　
　
近
藤
文
平　
　
　
　
石
居
小
三
郎

　
　
戸
塚
左
太
夫
家
来
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後
藤
半
三
右
衛
門　
木
原
原
蔵

　
　
沢
村
鍋
丸
家
来

　
　
　
仲
善
五
兵
衛　
　
　
川
口
栄
次
郎　
　
　
加
納
太
郎
右
衛
門

　
　
増
田
啓
次
郎
家
来

　
　
　
松
田
兵
介　
　
　
　
小
嶋
善
太
夫　
　
　
前
橋
佐
太
次

　
　
犬
塚
求
之
介
家
来　
勝
藤
次
家
来　
　
　
小
野
田
小
一
郎
家
来

　
　
　
奥
平
庄
左
衛
門　
　
棚
橋
文
右
衛
門　
　
松
田
伝
内

　
　
西
郷
伊
予
家
来

　
　
　
千
田
勝
右
衛
門　
　
中
山
太
兵
衛　
　
　
杉
原
卯ウ

忠
太

　
　
　
田
中
半
六　
　
　
　
山
岸
宗
蔵　
　
　
　
松
崎
九
兵
衛

　
　
長
野
伊
豆
家
来

　
　
　
信
沢
佐
右
衛
門　
　
岩
脇
平
介　
　
　
　
森
田
長
右
衛
門

　
　
　
信
沢
喜
兵
衛　
　
　
大
林
甚
右
衛
門　
　
大
西
義
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
野
左
馬
介
家
来

　
　
　
志
賀
平
次　
　
　
　
脇
坂
六
郎
右
衛
門

　
　
中
野
若
狭
家
来

　
　
　
樋
口
藤
蔵　
　
　
　
尾
崎
平
介　
　
　
　
尾
崎
善
右
衛
門

　
　
　
山
田
半
右　
太
夫
　衛
門　
　
市
川
藤
吾　
　
　
　
尾
崎
原
之
丞

　
　
印
具
寿
之
介
家
来

　
　
　
大
塚
平
右
衛
門　
　
飯
田
半
太
夫

　
　
西
山
内
蔵
允
家
来　
椋
原
治
右
衛
門
家
来

　
　
　
塚
原
吉
太
夫　
　
　
山
下
彦
八

　
右
之
通
り
之
人
数
候
、
此
内
煩
之
印
分
者
罷
出
不
申
候
也
、

一
、
小
野
田
小
一
郎
殿
義
者
、
先
達
而
御
隠
居
被
成
候
処
、

　
矢
張
御
勤
向
者
是
迄
之
通
り
ニ
候
、
御
家
老
役
ニ
候
、

　
千
石
御
隠
居
料
ニ
被
下
候
故
、
家
来
壱
人
騎
馬

　
御
抱
被
成
候
由
、

一
、十
二
月
八
日
、　
共
保
様
御
像
殿
者
来
年
日
光
済

　
之
上
ニ
而
御
本
殿
皆
出
来
ニ
可
被　
仰
付
候
間
、
御

　
普
請
暫
之
内
御
見
合
ニ
相
成
候
事
、

一
、
同
年
十
二
月
廿
九
日
、
来
月
二
日
・
三
日
両
日
之
内
、
龍
潭

　
寺
八
幡
宮
へ
御
家
中
衆
為
年
始
参
詣
可
有
之

　
旨
御
触
有
之
候
、
翌
十
四
卯
年
正
月
二
日
朝
六
ツ
時
、

殿
様　
御
参
詣
被
遊
候
、
御
家
中
之
面
々
も
右
両
日
ニ

　
不
残
参
詣
致
し
候
事
、
但
、
服
穢
之
者
参
詣
無

　
之
候
事
、

一
、
天
保
十
三
寅
年
八
月　
御
元
祖

　
自
浄
院
殿
七
百
五
十
回
御
遠
忌
之
時
、

　
君
公
龍
潭
寺
へ
御
参
詣
之
節
、
方
丈
へ
被
下
置

　
御
詠
歌
之
写
、

　
　
　
追
遠
の
事
終
れ
と
も
昔
を
し
た
ふ

　
　
　
心
残
り
て
折
ふ
し
月
を
詠
め
て

　
　
千
早
振
今
宵
の
月
の
さ
す
影
を

　
　
　
む
か
し
か
た
り
の
友
と
あ
か
さ
ん

（
挟
み
込
み
文
書
）

「
一
、
弘
化
二
巳
年
正
月
十
一
日
御
作
事

　
　
方
ニ
而
御
本
宮
御
造
立
之
御
釿

　
　
初
在
之
候
由
、

　
一
、五
月
晦
日
柱
立

　
一
、六
月
三
日
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一
、
同
廿
一
日
御
棟
上

　
一
、
餅
三
斗

　
一
、
餅
弐
斗

　
一
、
御
真
筆
弘
徳
額
拝
領

　
一
、八
月
十
四
日
八
幡
宮
於

　
　
御
神
前
龍
潭
寺
方
丈

　
　
御
金
弐
百
両
拝
領
有
之
候

　
一
、
弘
化
三
年　
殿
様
御
着　
城
後
、

　
　
閏
五
月
廿
三
日
朝
五
つ
時
、

　
　
八
幡
宮
へ
御
参
拝
被
遊
、
右
ニ
付

　
　
御
家
中
之
面
々
も
今
日
ハ
明
き
者

　
　
有
之
間
勝
手
ニ
参
拝
可
致
旨

　
　
御
触
有
之
候
ニ
付
、
何
も
参
拝
ニ

　
　
罷
出
候
事
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
挟
み
込
み
文
書
）

「　
　
神
前

　
一
、
金
燈
籠

　
　
御
献
備

　
一
、
手
水
鉢

　
　
同

　
一
、
石
燈
籠

　
朱
玉
垣
外

　
一
石
燈
籠

　
唐
門
外
橋
詰

　
一
、
石
燈
籠

　
一
、
石
大
鳥
井

　
入
口
柵
門
内
橋
詰

　
一
、
石
燈
籠　
　
　
　
　
」

　
　
　
天
保
十
三
の
と
し
秋
八
月
十
五
日
、

　
　
　
始
祖
の
七
百
五
十
回
の
追
善
に

　
　
　
詣
て
読
る

　
　
い
く
千
代
の
恵
を
む
す
ふ
玉
垣
に

　
　
　
何
と
報
ん
露
の
我
身
そ

　
　
　
南
渓
和
尚
の
昔
を
お
も
ひ
て

　
　
君
な
く
は
栄
へ
ん
も
の
か
す
き
し
世
の

　
　
　
に
ほ
ひ
も
深
き
橘
の
は
な

（
挟
み
込
み
文
書
）

「
一
、
此
時
龍
潭
寺
方
丈　
　
和
尚
江

　
　
詩
作
被　
仰
付
、
即
席
ニ
而
奉
献
詩

　
左
ニ
写
ス
、」

　
　
　
八
幡
神
祠
記

於
戲
、
創
鴻
基
、
立
洪
業
、
流
慶
於
無
窮
、
百
世
下
、
其
神

如
在
赫
赫
乎
、
照
臨
乎
大
邦
、
使
貴
賤
朝
粛
敬
者
、
天
人

之
際
交
矣
、
豈
與
凡
姓
庸
種
齋
哉
、
謹
按
国
史
、
昔

正
暦
中　
藤
原
共
資
公
出
京
、
居
遠
江
国
△
敷
郡

智
郡
村□　
公
老
憂
無
子
、
毎
祷
神
祇
、
引
佐
郡

井
伊
谷
有
八
幡
社
、
寛
弘
七
庚
戌
年
正
月
元
旦　
公
往
拝

之
、
見
一
嬰
児
呱
呱
出
于
神
井
、
其
児
神
彩
秀
朗
、
眼

考△
□
此
印

敷
智

郡
村

櫛
ナ
ル

ベ
キ
カ
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光
爛
然
、
左
右
皆
驚
異
之
、
公
大
喜
曰
、
此
神
之
賜
也
、

時
無
乳
母
、
乃
抱
児
入
龍
潭
寺
自
浄
院
、
哺
以
粥
遂

収
養
之
、
名
曰　
共
保
、
立
為
嗣
、
以
其
女
妻
之
、
及
長
體

貌
奇
異
、
智
勇
絶
倫
、
国
人
相
率
服
之
、
威
振
于
隣
国
ニ
、

三
条
帝
時
、
受
詔
征
蝦
夷
、
謀
略
如
神
、
勇
冠
一
時
、
長

和
中
、
以
其
有
功
、
任
遠
江
守
、　
井
伊
谷　
公
之
所
生
故

築
城
居
之
、
子
孫
世
拠
焉
、
又
以
為
氏
、
公
按
安
一

国
、
士
民
悦
服
、
寛
治
七
年
癸
酉
八
月
十
五
日
薨
、
春

秋
八
十
四
、
是
吾
藩
之
元
祖
也
、
其
発
祥
於
井
中
也
、
側

有
橘
一
樹
、
因
以
為
服
章
、
以
井
欄
為
旗
幕
之
章

云
、
自
是
神
胤
繁
育
、
威
名
聞
于
世
、
天
正
慶
長
際
、
天

大
報
積
善
、
英
明
之
主
継
興
相
並
為
開
国
之
元

勲
、
終
受
封
於
上
国
、
長
為　
王
室
藩
輔
、
丕
績
栄

望
、
暉
映
乎
海
内
、
嗚
呼　
祥
瑞
之
符
、
応
可
謂
著

明
矣
、
元
和
三
年
、
建
龍
潭
寺
於
沢
山
、
発
祥
之
地
表
乎

両
国
以
昊
天
和
尚
為
住
持
時
、
井
伊
谷
民
二
人
従
而

移
家
于
寺
側
、
世
世
業
農
子
孫
不
絶
、
今
茲
八
月
、
望

正
当
元
祖
七
百
五
十
年
忌
辰
、
追
遠
之
奠
、
国
有
常

典
、
藩
台　
直
亮
公
殊
命
有
司
、
新
興
祠
宇
、
安
錯

神
像
、
鑿
井
於
前
、
植
橘
於
側
一
如
霊
蹟
之
地
、
復

遺
民
二
戸
守
之
、
朝
夕
奉
灑
掃
、
以
大
振
顕

元
祖
之
威
神
、
照
明
其
霊
能
、
俾
上
下
臣
民
歳
時
奉

承
、
永
世
不
怠
、
夫
遠
江
道
路
懸
隔
、
山
海
険
難
、
故

吾
邦
人
希
慕
神
迹
、
於
数
百
里
之
外
久
矣
、
於
是
上

自
朝
廷
下
至
田
夫
野
老
、
皆
子
来
、
拝
趨
於
庭
下
、
莫

不
謄
仰
忻
戴
焉
、
恭
惟

敬
神
大
義
也
、
尚
本
大
孝
也
、
国
家
風
化
之
根
本
、

神
明
之
昭
鑑
厳
然
臨
乎
、
咫
尺
之
上
、
伏
願
上
下
臣

民
文
武
忠
孝
各
纘
紹
其
前
烈
、
誠
潔
以
薦

徳
馨
、
以
永
享
多
福
、

　
　
天
保
十
三
年
歳
次
壬
寅
秋
八
月

奉
命

　
　
　
　
　
　
儒
臣　
中
川
禄
拝
手
稽
首
謹
記

右
、
天
保
十
四
癸
卯
年
首
夏
写
之

　
　
　
天
保
十
三
寅
の
と
し
夏
の
比
よ
り

　
　
君
上
の
元モ

ト
の　
御
祖
神
を
宮
居
尓
う
つ
し

　
　
　
古
き
御
祭
り
を
い
と
な
ミ
玉
ひ
け
る
時
恐ヲ
ソ
れ

　
　
　
ミ
な
か
ら
祝
奉
り
て

　
古フ
リ
し
世ヨ

の
井
伊
て
ふ
事
を
聞
つ
れ
バ
、
日ヤ
マ
ト本
の
国

　
の
遠
ト
ヲ
ト
フ
ミ江
八ヤ
ハ
タ幡
の
宮
の
神
の
井
に
出
現
ま
せ
し

　
神
カ
ミ
ワ
ラ
ヘ童
奇キ
ツ
イ瑞
な
り
け
る
生ウ
フ
コ子
と
て
国
の
司ツ
カ
サに 

　
養ヤ
シ
ナハ
れ
生ヲ
イ
立
玉
ふ
聖ヒ
ジ
リに
而
井
伊
を
名
字
を

　
唱
ふ
な
り
、
ま
た
此
く
尓
に
城
郭
を
築
キ
ツ
キ
給
ひ
て

　
此
国
の　
大タ
イ
セ
ウ将
君
と
あ
ふ
ぎ
け
る
、
皆
民
草
も

　
此
君
に
な
ひ
き
従シ
タ
ガひ
奉
り
御
代
も
泰ユ
タ
カに
治ヲ
サ

　
り
て
猶
君
か
代
を
末
永
く
水ス
イ
キ
ヨ魚
の
お
も
ひ
増マ
ス

　
鏡
く
も
ら
ぬ
井
伊
と
か
ゝ
や
き
て
、
や
ま
と
・
も
ろ
こ

　
し
・
か
ひ
ら
へ
尓
伝
へ
聞
シ
て
明ア

キ
ら
け
き
、
老ヲ
イ
の

　
齢
を
八ヤ

ソ

セ
十
世
ま
て
長ナ
カ
ク久
つ
も
り
て
世
を
の

　
か
れ
子コ

の
子
の
末
の
す
へ
ま
て
も
井
の
や
の
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城
を
受ウ
ケ
ツ
ギ継
而
治ヲ
サ
め
玉
へ
と
懇
ネ
ミ
コ
ロに
ち
か
ひ
玉
ひ

　
し
仰ヲ
ホ
セこ
と
た
め
し
ま
れ
な
る
明メ
イ
ク
ン君
と
あ
か
め
ま

　
つ
り
し
事
そ
か
し
、
其ソ
ノ
後ノ
チ
の
世
に
出
ま
せ
し

直
政
公
と
称
せ
し
ハ
東ア
ツ
マの
都
ミ
ヤ
コ

台タ
イ
君ク
ン
の　
神シ
ン
祖ソ

に
つ
か
え
忠
臣
の
名
こ
そ

　
四
海
に
あ
ら
ハ
れ
て
、
か
な
た
此
方
の
戦
ひ
や

　
青
野
か
原
の
先サ
キ
カ
ケ蒐
之
あ
ま
た
の
敵カ
タ
き

　
追ヲ
イ
ウ
チ伐
て
た
ゝ
か
ひ
か
た
せ
た
ま
ひ
け
り
、

東ト
ウ
セ
ウ
グ
ウ

照
宮
の
四
天
王
、
其
随ズ
イ
一
と
な
し
給
ふ
、
又
其

　
跡
を
嗣ツ
キ
給
ふ　
直
孝
公
は
元
和
な
る
、
難ナ
ニ

　
波ハ

の
城
の
戦
ひ
に
、
其
先
蒐
て
若
江

　
尓
て
、
あ
ま
た
の
敵
を
突
く
す
し
、
た
く
ひ
ま

　
れ
な
る
勝
い
く
さ
、
衆シ
ユ
ウに
勝ス
ク
れ
し
い
さ
を
ら
を
、

台
君
よ
り
そ
賞
せ
ら
れ
、
近
江
の
国
の
彦
根

　
な
る
城
の
あ
る
じ
と
な
し
給
ふ
、
亀カ
メ
の
御ミ

山

　
に
城
き
つ
き
、
末
幾
千
世
と
ま
し
ま
し
て
、

　
代ヨ

ヨ々

つ
き
〳
〵
て
い
さ
き
よ
く

台
君
補ホ

サ佐
を
な
し
た
も
ふ
、
彦
根
の
城
の

先
祖
よ
り
、
十
一
代
を
嗣
玉
ふ

　
直
亮ア
キ
公
と
称
せ
し
は
、
智
将
の
き
こ
え

　
ま
し
ま
し
て
、
天ア
メ
か
下
に
て
日ヒ

の
本
の
国
の
政マ
ツ

　
り
を
命
せ
ら
れ
、
東ア
ツ
マの
舘タ
チ
に
至
り
ま
し
、
広

　
く
あ
ま
ね
く
政
マ
ツ
リ
コ
ト事
行ヲ
コ
ナひ
玉
ふ
明メ
イ
徳
は

　
四ヨ

つ
の
海
つ
ら
外
ま
て
も
、
い
ゆ
き
渡
り
而

　
潔
イ
サ
ギ
ヨく
、　
御
大
老
と
そ
仰
き
け
る
、
天
保

　
の
十ト
ヲ
ヲ
の
三ミ

つ
の
と
し
、
彦
根
へ
い
と
ま
蒙

　
ら
れ
、
東ア
ツ
マを
立
て
帰キ
セ
ウ城
あ
り
、
又
此
国
の

　
ま
つ
り
こ
と
、
正タ
ヾ
し
か
れ
と
や
ミ
ち
ひ
か
れ

　
い
と
も
か
し
こ
き　
御
め
く
ミ
、
賎
か
身
迄
も

　
仰ア
ホ
く
也
、
又
ふ
り
し
世
を
思
ひ
出
て
、
元モ
ト
の

神
祖
の
御
祭
り
、
七ナ
ヲ
イ
ソ
ト
シ

百
五
十
年
に
至
る
と
て

　
古
沢
山
の
麓
に
そ
、
八ヤ
ハ
タ幡
の
宮
を
鎮チ
ン
サ座

　
ま
し
、
又
其
上
尓
山
下
の
竜
潭
寺
尓
て

元モ
ト
キ
ミ君
の
遠
き
祭
り
を
行
れ
、
多
く
の
僧
を

　
あ
つ
め
つ
ゝ
、
御ミ
ノ
リ法
の
声
は
雲
井
迄
、
聞

　
え
あ
け
つ
ゝ
響
き
け
る
、
古
き
昔
の
祭
り

　
と
て
、
誰タ
レ
モ
ア
ヲ仰か
ぬ
人
そ
な
き
、
ま
た
家
人
を

　
殿テ
ン
チ
ウ中
に
召メ
サ
せ
給
ひ
て
末
永
く
、
さ
か
え
ま
し

　
ま
す
目
出
た
き
に
、
猿
楽
舞
曲
奏
し
つ
ゝ

　
五コ
イ
ン音
の
調シ
ラ
ベへ
と
ゝ
の
ひ
て
、
千
代
万
歳
と
ひ
ゞ

　
く
な
り
、
庭
に
ハ
喜キ

久ク

の
花
ひ
ら
き

御
殿
の
内
も
か
ほ
り
け
る
、
床
の
か
さ
り
ハ

台
君
に
い
た
ゝ
き
玉
ふ
た
か
ら
物
、
其
数
〳
〵

　
を
置
な
ら
べ
、

公キ
ミ
テ
ン
チ
ウ

殿
中
に
出
ま
し
て
、
公
達
臣
下
む
つ
ま
し
く
、

　
皆
う
ち
揃
ひ　
君
か
代
を
千
秋
楽
と

　
よ
ぶ
ふ
な
り
、
其
寿コ
ト
フ
キき
の
い
わ
ゐ
と
て

　
登
城
の
貴
賎
残
り
な
く
、
皆
々
飯
を
い
た

　
だ
き
て
、
数
の
九
献
を
か
さ
ね
け
る
、
又
上
も

　
な
き
御
祝
、
君
々
た
れ
バ
臣
も
ま
た
、
臣

　
た
る
道
を
守
り
つ
ゝ
、
井
伊
の
栄
え
は
す

　
ゑ
永
く
、
限
り
し
ら
れ
ぬ
寿
コ
ト
フ
キき
を
、
千チ
サ
ト里
の
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外
に
伝
ふ
ら
む
、
猶
行
末
は
万
歳
と
、
喜

　
久
の
匂
ひ
を
重
ね
つ
ゝ
、
八ヤ

オ
ヨ
ロ
ツ
ヨ

百
万
代
と
祝
ひ

　
こ
そ
す
れ

　
　
返
し
歌

　
　
　
君
が
代
の
久
し
か
る
へ
き

　
　
　
　
　
た
め
し
に
ハ
九
献
ぞ
廻メ

ク
る

　
　
　
　
　
　
　
　
千
代
の
盃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
信
精

                          

○
御
作
事
方
ニ
而

一
、
弘
化
二
乙
巳
年
正
月
十
一
日
ゟ
○
御
釿
始
有
、
龍
潭
寺
前

　
井
伊
八
幡
宮
是
迄
御
仮
殿
ニ
有
之
候
、
本
宮
御

　
造
立
之
儀
被　
仰
出
候
事
、

一
、
同
年
四
月
十
八
日
、
御
仮
殿
ゟ
八
幡
宮
御
神
像

　
北
野
寺
ニ
御
普
請
中
当
分
御
遷
り
被
遊
候
而

　
天
満
宮
御
社
右
之
方
御
遷
被
遊
候
、
夫
よ
り
御
仮

　
宮
取
払
地
形
礎
等
被　
仰
付
、
地
面
大
キ
ニ
広
く
相
成

　
御
宮
石
垣
者
亀
甲
形
之
石
ニ
而
築
立
、
其
上
御
宮
ニ

　
惣
朱
塗
ニ
而
彩
色
等
出
来
、
花
麗
結
構
ニ
出
来
也
、

　
扨
又
拝
殿
も
続
き
て
御
出
来
、
是
亦
同
断
な
り
、

　
夫
よ
り
外
方
朱
之
玉
垣
有
柵
門
・
中
門
有
、
其
前

　
堀
切
欄
杆
附
之
橋
懸
り
、
其
前
石
ノ
鳥
井
建
、

　
夫
よ
り
前二ノ
橋
者

大
道
ニ
而
入
口
ニ
柵
門
、
内
ニ
も
橋
懸
り
堀
切
出

　
来
、
誠
ニ
衆
目
ヲ
驚
ス
結
構
花
麗
之
御
宮

　
社
と
な
り
ケ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
請

一
、
同
年
八
月
十
四
日
迄
ニ
御
普
○
御
出
来
ニ
付
、
同
十
五
日

　
八
幡
宮
正
御
遷
座
被
遊
候
、
成　
君
公
早
朝
ゟ
為

　
御
拝
礼
御
出
被
遊
候
事
、

一
、八
月
十
五
日
、
於
御
殿
左
之
通
被　
仰
出
候
、

　
此
度

　
井
伊
八
幡
宮
御
遷
座
ニ
付
各
方
拝
見
ニ
被
罷

　
出
度
候
者
、
明
十
六
日
ゟ
十
八
日
迄
之
内
勝
手
ニ
可
被

　
罷
出
候
、
尤
畳
目
之
義
ハ
在
勤
中
御
武
役
被

　
相
勤
候
衆
ハ
其
格
ヲ
以
拝
見
可
被
致
候
様
可

　
相
達
旨
、
御
用
番
伊（

西
郷
）予殿
御
申
渡
ニ
付
、
相
達
候
、

　
可
被
得
其
意
候
、
以
上
、

　
　
　
八
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
御
目
付
中

一
、
今
度　
井
伊
八
幡
宮
御
宮
御
修
造
相
済
、
今
十

　
五
日
正
遷
宮
被
為
済
、
御
法
式
有
之
間
、
御
家
中
衆

　
拝
礼
之
日
割
左
之
通
、
尤
服
穢
改
候
事
、

　
　
　
八
月
十
六
日　
　
御
家
老　
新
野
左
馬
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中
老
衆　
御
用
人
衆

　
＊
１　
　
　
　
　
　
　
百
八
拾
石
以
下
御
知
行
取

　
　
　
同　
十
七
日　
　
笹
之
間
衆　
同
詰
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
物
頭
衆　
弐
百
石
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
知
行
取

　
　
　
同　
十
八
日　
　
小
溜
衆　
母
衣
御
役
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
扶
持
切
米
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
騎
馬
徒

　
右
之
通
有
之
間
、
被
存
其
旨
可
被
致
参
拝
候
、
御
用
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之
指
閊
ニ
相
成
候
面
々
者
三
日
之
内
ニ
勝
手
ニ
可
被
致

　
参
拝
候
、
右
三
ヶ
日
ノ
内
隠
居
拝
礼
勝
手
之
事

＊
１
（
挟
み
込
み
文
書
）

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
老

　
八
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
野
左
馬
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
八
十
石
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
之
間

　
同
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詰
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
物
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
石
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
溜

　
同
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
扶
持
切
米
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
騎
馬
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昼
時
ゟ
子
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
手
ニ
拝
礼

　
右
三
ヶ
日
之
内
、
隠
居
拝
礼
勝
手
之
事

　
同
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
士　
同
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
関
守　
北
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
能
役
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
御
歩
行

　
同
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
扶
持
人

　
同
廿
一
日
ゟ

　
廿
五
日
迄　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
町

一
、
外
柵
御
門
外
ニ
而
惣
供
を
残
し
、
近
習
・
草
履
取

　
召
連
可
被
申
候
事

一
、
内
柵
御
門
外
御
橋
之
前
ニ
而
刀
ヲ
払
、
家
来
ヲ
残
シ
、

　
清
草
履
ヲ
は
き
可
被
申
候
事

一
、
拝
殿
御
板
縁
ゟ
一
畳
目
左
下
之
方
、
但
、
敷

　
ゐ
へ
足
懸
り
候
程
下
り
拝
礼
可
被
致
候
事
、　　
　
　
　
　
」

一
、
御
宮
拝
殿
内
御
椽
ゟ
三
畳
目

　
　
　
　
　
新
野
左
馬
助　
御
中
老
衆

一
、
御
同
所
御
椽
ゟ
二
畳
目

　
　
　
　
　
笹
之
間
衆　
御
用
人
衆　
同
詰
衆

一
、
右
同
断　
小
溜
衆

一
、
御
同
所
御
椽
ゟ
壱
畳
目
右
上
之
方

　
　
但
し
、
二
畳
目
江
手　
御
物
頭
衆　
母
衣
御
役
衆

　
　
突
候
跡
進
ミ
可
被
致
拝
事
、

　
右
長
袴
着
用
之
事
、

　
　
但
、
以
後
御
祥
月
参
拝
之
節
者
着
用
半
上
下
ニ
而
も

　
　
勝
手
次
第
、
勿
論
壱
人
ツ
ヽ
罷
出
拝
礼
可
有
之
事
、

一
、
御
同
所
御
椽
ゟ
壱
畳
目
左
下
之
方

　
　
但
シ
、
敷
居
へ
足
懸
候
程
下
り　
御
家
中
衆　
御
騎
馬
徒

　
　
拝
礼
可
被
致
事
、

　
右
、
半
上
下
着
用
之
事
、

　
　
但
、
両
人
ツ
ヽ
拝
礼
可
被
致
事
、
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一
、
外
柵
御
門
外
ニ
而
惣
供
ヲ
残
し
内
へ
入
、
近
習
・
草
履

　
取
召
連
可
被
申
候
、

一
、
内
柵
御
門
外
御
橋
之
前
ニ
而
刀
ヲ
払
、
家
来
ヲ
残
シ
、

　
清
草
履
ヲ
は
き
可
被
申
候
、

　
　
　
八
月
十
九
日　
　
　
　
郷
士　
同
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
関
守　
北
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
能
役
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
御
歩
行

　
　
　
同　
廿
日　
　
　
　
　
御
扶
持
人

　
　
　
同
廿
一
日
ゟ

　
　
　
廿
五
日
迄　
　
　
　
郷
町

一
、
同
月
十
九
日
、
御
家
中
家
内
之
面
々
江
廿
一
日
・

　
廿
二
日
両
日
之
内
参
拝
致
候
様
被　
仰
出
候
、

　
右
ニ
付
郷
町
廿
一
日
・
廿
二
日
ハ
相
止
、
廿
三
日
ゟ
廿
七
日
迄

　
と
被　
仰
出
候
事
、

　
右
、
夫
々
御
日
割
之
通
御
家
中
皆
々
拝
礼
致
候
事
、

　
拝
殿
ニ
ハ
御
用
懸
り
御
物
頭
・
御
目
付
役
等
侍
座
有
之
、

　
外
柵
門
前
・
中
門
橋
前
御
足
軽
か
た
め
有
之
候
事
、

　
廿
三
日
ゟ
廿
七
日
迄
郷
町
夥
敷
参
詣
群
集
致
候
事
、

　
龍
潭
寺
前
舟
着
之
辺
仮
茶
や
・
物
売
等
、
清
凉
寺

　
護
国
殿
前
ゟ
縄
手
の
方
へ
茶
屋
・
物
売
等
多
ク

　
有
之
候
、
郷
町
ゟ
ハ
男
女
子
供
等
迄
多
く
参
詣
甚

　
賑
々
敷
事
な
り
ケ
り
、

　
＊
２

　
　
　
巳
と
し
葉
月
十
五
日

　
　
　
八
幡
宮
御
本
社
へ
御
遷
宮

　
　
　
有
之
時

　
七
百
五
十
年
又
や
三
と
せ
を
か
さ
ね
来
ル

　
　
宮
ゐ
成
就
ゑ
ん
ま
の
秋

　
神
徳
の
ま
す
〳
〵
光
る
君
か
代
は

　
　
万
々
歳
と
限
り
し
ら
れ
ぬ
、

　
　
　
同
十
八
日
、
御
神
前
に
拝
礼
奉
ケ
る

　
八
幡
の
武
大
神
祖
と
井
伊
つ
れ
は

　
　
和
光
か
ゝ
や
く
佐
和
山
の
も
と

　
古
し
世
ハ
遠
江
の
神
な
れ
と

　
　
今
は
あ
ふ
ミ
の
守
護
神
と
井
伊

　
年
を
経
り
井
伊
八
幡
の
誓
ひ
こ
そ

　
　
幾
世
あ
ふ
ミ
の
大
守
と
そ
な
れ

龍
潭

寺
門

御
宮
略
図

龍
潭
寺
道

清
凉
寺
髙
塀外 柵

 門

堀
ほ り

小
土
手

杉
ノ
木

一 ノ 橋

石
鳥
井

二
ノ
橋

ホ
リ　

ホ
リ

中
門

手
水
鉢

杉
生
カ
キ

本
宮

拝
殿

御
番
所

建
続 渡

リ
間（
ヵ
）

内
柵

井

橘

入 口
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一
、
弘
化
三
丙
午
年
正
月
二
日
・
三
日
、
八
幡
宮
江
御
家
中

　
一
統
参
詣
致
候
様
被　
仰
出
候
事
、

一
、
同
年　
殿
様
御
着
城
後
、
閏
月
廿
三
日

　
八
幡
宮
へ
五
つ
時
御
参
詣
被
遊
候
ニ
付
、

　
今
日
ハ
終
日
御
門
も
明
有
之
候
ニ
付
、
御
家
中
之

　
面
々
も
勝
手
参
拝
可
致
様
ニ
も
御
触
相
廻
り

　
候
ニ
付
、
追
々
参
拝
致
候
事
、

一
、
同
月
廿
四
日
、
右
御
本
宮
御
造
営
御
用
懸
り
ニ

　
面
々
御
褒
美
被　
下
置
候
、
左
之
通
、

　
　
　
御
直
ニ
被
下
置
候
分

一
、
御
拵
付
御
短
刀

　
　
長
御
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
佐
殿
へ

一
、
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
一
郎
殿

一
、
御
拵
付
御
脇
差　
　
　
　
　
　
　
山
下
一
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
彦
兵
衛

一
、
三
所
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
堂
次
郎
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
笠
七
郎
右
衛
門

　
　
　
土
佐
殿
御
達
書
ヲ
以
被
下
置
候
分

一
、
御
銀
三
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
下
一
太
夫

一
、
同　
弐
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
笠
七
郎
右
衛
門

一
、
同　
壱
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
彦
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
堂
次
郎
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
権
之
介

一
、
江
州
綿
二
把
ツ　
　
　
　
　
　
　
河
北
主
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜
八
平

＊
２
（
挟
み
込
み
文
書
）

　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

龍潭寺道外柵門

ほり

小土手

杉ノ木

喰
違
ひ

一
ノ
橋

石ノ鳥井

二ノ橋

ほ
り

ほり

中門

手水鉢

杉生かき

本宮拝殿
御番所

建続
渡リ間

（ヵ）

内柵大
洞
道
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一
、
佐
野
綿
三
把　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
弥
七

　
　
金
百
疋
ツ
ヽ　

　
　
　
　
　
　
　
荒
木
小
七
郎

一
、
佐
の
綿
弐
把　
　
　
　
　
　
　
　
高
宮
鋎
象

　
　
　
但
、
御
棟
札
認
め
候
ニ
付　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
庄
九
郎

一
、
佐
野
綿
三
把　
　
　
　
　
　
　
　
堤
与
一
右
衛
門

　
　
金
百
疋
ツ
　ヽ

　
　
　
　
　
　
　
中
山
周
介

一
、
佐
の
綿
二
把　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
藤
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
泉
介

一
、
佐
野
綿
弐
把　
　
　
　
　
　
　
　
浜
甲
右
衛
門

　
弐
朱
ツ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
倉
四
郎
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
服
部
護
一

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
沼
源
入

一
、
弐
朱
金
三
片　
　
　
　
　
　
御
旗
指
松
下
嘉
象

　
此
両
人
ハ
造
花
献
備
ニ
付
被
下
置
候
、

一
、
右
御
役
方
下
役
人
共
へ
も
夫
々
御
褒
美

　
被
下
置
候
由
、

一
、
弘
化
四
未
年
正
月
二
日
・
三
日
も
御
開
扉

　
有
之
、
御
家
中
一
統
参
拝
致
候
事
、

一
、
石
燈
籠
・
石
鳥
居
其
外
外
柵
門
等
御

　
家
老
衆
ヲ
始
と
し
寄
附
被　
仰
付
、
右
御
用
懸
り

　
之
面
々
有
之
、
入
用
銀
年
譜
上
納
ニ
被　
仰

　
付
ニ
而
、
夫
々
出
来
献
備
致
候
事
、



（76）

5 

外陣正面左手の唐獅子彩色木彫     同 花籠彫の彩色木彫 

外陣正面扉上の万年亀と波濤彩色木彫① 同 万年亀と波濤彩色木彫② 

万年亀(甲羅部分) 万年亀（尾毛部分①） 万年亀（尾毛部分②） 

彩色箇所の拡大観察① 彩色箇所の拡大観察②     彩色箇所の拡大観察③ 

拝殿外部正面破風左側の脱落木彫   同木彫裏側の墨書銘文（早瀬守次彫之） 



（75）

4 

拝殿・相の間境正面上の龍波頭彩色木彫の分析箇所 

龍波頭彩色木彫の部分①   龍波頭彩色木彫の部分② 龍波頭彩色木彫の部分③ 

龍波頭彩色木彫の部分④     龍波頭彩色木彫の部分⑤    龍波頭彩色木彫の部分⑥ 

龍波頭彩色木彫の部分⑦     金箔貼り箇所の拡大観察① 金箔貼り箇所の拡大観察② 

木彫彩色箇所の拡大観察①    木彫彩色箇所の拡大観察②  木彫彩色箇所の拡大観察③ 

木彫彩色箇所の拡大観察④    木彫彩色箇所の拡大観察⑤   木彫彩色箇所の拡大観察⑥ 



（74）

3 

相の間・本殿外陣境正面の彩色木彫の現状 本殿外陣柱上の繧繝彩色組物彩の分析箇所 

繧繝彩色箇所の拡大観察①    繧繝彩色箇所の拡大観察②   繧繝彩色箇所の拡大観察③ 

繧繝彩色箇所の拡大観察①    繧繝彩色箇所の拡大観察②   繧繝彩色箇所の拡大観察③ 

繧繝彩色箇所の拡大観察①    繧繝彩色箇所の拡大観察②   繧繝彩色箇所の拡大観察③ 

繧繝彩色箇所の拡大観察①    繧繝彩色箇所の拡大観察②   繧繝彩色箇所の拡大観察③ 



（73）

2 

虹梁彩色中央円の金箔貼り 虹梁の金箔・空色彩色箇所    麒麟木彫の緑青・金泥線 

  斗栱の白・赤色繧繝彩色 肘木の白・黒・緑繧繝彩色    支肘木の白・紫色彩色箇所 

拝殿屋内正面扉上の彩色虹梁の現状

   拝殿屋内正面扉上彩色虹梁の分析箇所 拝殿屋内柱上の繧繝彩色組物彩の分析箇所① 

拝殿屋内柱上の繧繝彩色組物彩の分析箇所②   拝殿屋内柱上の繧繝彩色組物彩の分析箇所③ 



（72）

1 

拝殿外部正面扉上虹梁部材の彩色状況 

拝殿外部正面左側波頭木彫の彩色箇所 拝殿外部正面扉上虹梁部材の彩色箇所

拝殿外部正面・側面の現況 拝殿外部正面虹梁上の麒麟木彫 

波頭の彩色箇所① 波頭の彩色箇所② 麒麟木彫脇の繧繝彩色箇所 

波箇所の青彩色調子付け 波箇所の下塗り・青彩色 繧繝箇所の白・空色彩色    



（71）

6 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿右手小壁奥の相之間側：小壁 8） 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿右手小壁入口側：小壁 9） 

花卉図様の部分① 花卉図様の部分②  花卉図様の部分③ 

紙本彩色箇所の拡大観察①   紙本彩色箇所の拡大観察② 紙本金砂子撒き箇所の拡大観察 



（70）

5 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿室内背面左側：小壁 6・ 同 右側：小壁 7） 

花卉草本図様の部分①    花卉草本図様の部分② 紙本彩色箇所の拡大観察① 

紙本彩色箇所の拡大観察②    紙本彩色箇所の拡大観察③  紙本彩色箇所の拡大観察④ 

紙本彩色箇所の拡大観察⑤    紙本彩色箇所の拡大観察⑥  紙本彩色箇所の拡大観察⑦ 

紙本彩色箇所の拡大観察⑧ 紙本金砂子撒き箇所の拡大観察①  金砂子撒き箇所の拡大観察② 



（69）

4 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿左手小壁奥の相之間側：小壁 5） 

花卉図様の部分① 花卉図様の部分②  花卉図様の部分③ 

花卉図様の部分① 花卉図様の部分②  花卉図様の部分③ 

紙本彩色箇所の拡大観察①    紙本彩色箇所の拡大観察②  紙本彩色箇所の拡大観察③ 

紙本彩色箇所の拡大観察④    紙本彩色箇所の拡大観察⑤  紙本彩色箇所の拡大観察⑥ 



（68）

3 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿室内拝殿左手の小壁正面側：小壁 4） 

花卉草本図様の部分① 花卉草本図様の部分②  花卉草本図様の部分③ 

花卉図様の部分④ 花卉草本図様の部分⑤  花卉草本図様の部分⑥ 

紙本彩色箇所の拡大観察①    紙本彩色箇所の拡大観察②  紙本彩色箇所の拡大観察③ 

紙本彩色箇所の拡大観察④    紙本彩色箇所の拡大観察⑤  紙本彩色箇所の拡大観察⑥ 



（67）

2 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿室内正面の入口虹梁上：小壁 2） 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿室内正面の入口左側：小壁 3） 

花卉図様の部分 紙本彩色箇所の拡大観察①     紙本彩色箇所の拡大観察②  

紙本彩色箇所の拡大観察③    紙本彩色箇所の拡大観察④  紙本彩色箇所の拡大観察⑤ 

紙本彩色箇所の拡大観察⑥   金砂子撒き箇所の拡大観察①  金砂子撒き箇所の拡大観察② 



（66）

1 

紙本金砂子撒き四季花卉図の図様と分析箇所（拝殿室内正面の入口右側：小壁 1） 

花卉図様の部分① 花卉図様の部分②  花卉図様の部分③ 

花卉図様の部分④ 花卉図様の部分⑤  花卉図様の部分⑥ 

紙本彩色箇所の拡大観察①    紙本彩色箇所の拡大観察②  紙本彩色箇所の拡大観察③ 

紙本彩色箇所の拡大観察④    紙本彩色箇所の拡大観察⑤   金砂子撒き箇所の拡大観察 



（65）

2 

右開扉絵の松幹箇所の拡大  右開扉絵の蔦葉箇所の拡大  蔦葉の緑色顔料拡大 

左開扉絵の丹頂鶴部分①    左開扉絵の丹頂鶴部分②   左開扉絵の丹頂鶴部分③ 

左開扉絵の丹頂鶴部分④   左開扉絵の丹頂鶴部分⑤    左開扉絵の金砂子撒き拡大 

左開扉絵の蔦葉箇所の拡大①    蔦葉の緑色顔料拡大 

相の間床板黒漆の断面観察① 相の間床板黒漆の断面観察②  相の間床板黒漆の断面観察③ 

本殿階段高欄朱漆の断面観察  　内陣壁漆箔塗装の断面観察①   外陣壁漆箔塗装の断面観察② 

左開扉絵の蔦葉箇所の拡大②  

井伊神社相の間・本殿の漆塗装 
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1 

正面左開扉絵画の現状    正面右開扉絵画の現状 

右開扉絵の丹頂鶴部分①   右開扉絵の丹頂鶴部分②     右開扉絵の丹頂鶴部分③ 

右開扉絵の丹頂鶴部分④ 右開扉絵の丹頂鶴部分⑤  右開扉絵の金砂子撒き拡大 
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12 

作画途中の拝殿天井絵(一例) 

拝殿天井-66 拝殿天井-79

拝殿天井-80    拝殿天井-96 

拝殿天井-66の作画途中箇所 拝殿天井-79の作画途中箇所① 

拝殿天井-79の作画途中箇所② 拝殿天井-80の作画途中箇所    拝殿天井-96の作画途中箇所
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11 

拝殿天井 69の部分拡大 拝殿天井 58の部分拡大      拝殿天井 26の部分拡大 

拝殿天井 69の部分拡大 拝殿天井 25の部分拡大①    拝殿天井 25の部分拡大② 

拝殿天井 69の部分拡大  拝殿天井 94の部分拡大 拝殿天井 84の部分拡大 

拝殿天井 58の部分拡大①  拝殿天井 58の部分拡大② 拝殿天井 71の部分拡大 

拝殿天井 15の部分拡大①   拝殿天井 15の部分拡大②    拝殿天井 15の部分拡大③ 

拝殿天井 58の部分拡大  拝殿天井 59 の部分拡大 拝殿天井 82の部分拡大 
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10 

拝殿天井 2の部分拡大①    拝殿天井 2の部分拡大② 拝殿天井 2の部分拡大③ 

拝殿天井 64の部分拡大  拝殿天井 20の部分拡大 拝殿天井 15の部分拡大 

拝殿天井 55の部分拡大    拝殿天井 58の部分拡大 拝殿天井 69の部分拡大 

拝殿天井 69の部分拡大    拝殿天井 87の部分拡大 拝殿天井 71の部分拡大 

拝殿天井 51の部分拡大    拝殿天井 34の部分拡大②      拝殿天井 90の部分拡大 

拝殿天井 4の部分拡大①  拝殿天井 4の部分拡大② 拝殿天井 4の部分拡大③ 
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9 

拝殿天井 2の部分拡大 拝殿天井 16の部分拡大 拝殿天井 15の部分拡大① 

拝殿天井 15の部分拡大② 拝殿天井 49の部分拡大①  拝殿天井 49の部分拡大② 

拝殿天井 34の部分拡大 拝殿天井 50の部分拡大  拝殿天井 44の部分拡大 

拝殿天井 46の部分拡大① 拝殿天井 46の部分拡大② 拝殿天井 60の部分拡大 

拝殿天井 59の部分拡大①    拝殿天井 59の部分拡大②     拝殿天井の 59部分拡大③ 

拝殿天井 69の部分拡大  拝殿天井 58の部分拡大    拝殿天井 71の部分拡大 
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8 

拝殿天井-85 拝殿天井-86 拝殿天井-87 

拝殿天井-88 拝殿天井-89 拝殿天井-90 

拝殿天井-91   拝殿天井-92 拝殿天井-93 

拝殿天井-94 拝殿天井-95 拝殿天井-96 
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7 

拝殿天井-73 拝殿天井-74 拝殿天井-75 

拝殿天井-76 拝殿天井-77 拝殿天井-78 

拝殿天井-79 拝殿天井-80 拝殿天井-81 

拝殿天井-82 拝殿天井-83 拝殿天井-84 
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6 

拝殿天井-61 拝殿天井-62 拝殿天井-63 

拝殿天井-64 拝殿天井-65    拝殿天井-66 

拝殿天井-67 拝殿天井-68 拝殿天井-69 

拝殿天井-70 拝殿天井-71 拝殿天井-72 
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5 

拝殿天井-49 拝殿天井-50 拝殿天井-51 

拝殿天井-52     拝殿天井-53 拝殿天井-54 

拝殿天井-55 拝殿天井-56 拝殿天井-57 

拝殿天井-58 拝殿天井-59 拝殿天井-60 
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4 

拝殿天井-37 拝殿天井-38 拝殿天井-39 

拝殿天井-40 拝殿天井-41 拝殿天井-42 

拝殿天井-43   拝殿天井-44 拝殿天井-45 

拝殿天井-46 拝殿天井-47 拝殿天井-48 
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3 

拝殿天井-25 拝殿天井-26 拝殿天井-27 

拝殿天井-28 拝殿天井-29 拝殿天井-30 

拝殿天井-31 拝殿天井-32 拝殿天井-33 

拝殿天井-34 拝殿天井-35 拝殿天井-36 
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2 

拝殿天井-13 拝殿天井-14 拝殿天井-15 

拝殿天井-16 拝殿天井-17 拝殿天井-18 

拝殿天井-19 拝殿天井-20 拝殿天井-21 

拝殿天井-22 拝殿天井-23 拝殿天井-24 
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1 

拝殿天井-1 拝殿天井-2 拝殿天井-3 

拝殿天井-4 拝殿天井-5 拝殿天井-6 

拝殿天井-7 拝殿天井-8 拝殿天井-9 

拝殿天井-10 拝殿天井-11 拝殿天井-12 
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5 

相の間天井-49 相の間天井-50 相の間天井-51 

相の間天井-52 相の間天井-53 相の間天井-54 

相の間天井-55  相の間天井-56
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4 

相の間天井-37  相の間天井-38 相の間天井-39 

相の間天井-40 相の間天井-41 相の間天井-42 

相の間天井-43 相の間天井-44 相の間天井-45 

相の間天井-46 相の間天井-47 相の間天井-48 
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3 

相の間天井-25   相の間天井-26 相の間天井-27 

相の間天井-28   相の間天井-29 相の間天井-30 

相の間天井-31   相の間天井-32  相の間天井-33 

相の間天井-34 相の間天井-35 相の間天井-36 
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2 

相の間天井-13  相の間天井-14 相の間天井-15 

相の間天井-16  相の間天井-17 相の間天井-18 

相の間天井-19 相の間天井-20 相の間天井-21 

相の間天井-22  相の間天井-23 相の間天井-24 
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1 

相の間天井-1 相の間天井-2 相の間天井-3 

相の間天井-4 相の間天井-5 相の間天井-6 

相の間天井-7 相の間天井-8 相の間天井-9 

相の間天井-10   相の間天井-11 相の間天井-12 
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5 

外陣天井 14 の部分拡大     外陣天井 15 の部分拡大      外陣天井 22 の部分拡大 

外陣天井 23 の部分拡大        外陣天井 25 の部分拡大      外陣天井 26 の部分拡大 

外陣天井 27 の部分拡大     外陣天井 28 の部分拡大①      外陣天井 28 の部分拡大② 

外陣天井 29 の部分拡大     外陣天井 30 の部分拡大① 外陣天井 30 の部分拡大② 

外陣天井 31 の部分拡大①      外陣天井 31 の部分拡大②    外陣天井 31 の部分拡大③ 

外陣天井 32 の部分拡大     外陣天井 33 の部分拡大① 外陣天井 33 の部分拡大② 
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4 

外陣天井 3 の部分拡大①      外陣天井 3 の部分拡大②       外陣天井 4 の部分拡大① 

外陣天井 4 の部分拡大②     外陣天井 5 の部分拡大     外陣天井 6 の部分拡大

外陣天井 7 の部分拡大     外陣天井 8 の部分拡大①      外陣天井 8 の部分拡大② 

外陣天井 9 の部分拡大①       外陣天井 9 の部分拡大② 外陣天井 10 の部分拡大① 

外陣天井 10 の部分拡大②     外陣天井 11 の部分拡大①     外陣天井 11 の部分拡大② 

外陣天井 12 の部分拡大     外陣天井 13 の部分拡大①     外陣天井 13 の部分拡大② 
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3 

外陣天井-25 外陣天井-26  外陣天井-27 

外陣天井-28 外陣天井-29   外陣天井-30 

外陣天井-31 外陣天井-32   外陣天井-33 

外陣天井 1 の部分拡大     外陣天井 2 の部分拡大①      外陣天井 2 の部分拡大② 
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2 

外陣天井-13   外陣天井-14   外陣天井-15 

外陣天井-16 外陣天井-17   外陣天井-18 

外陣天井-19     外陣天井-20  外陣天井-21 

外陣天井-22    外陣天井-23   外陣天井-24 
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1 

外陣天井-1 外陣天井-2   外陣天井-3 

外陣天井-4  外陣天井-5  外陣天井-6 

外陣天井-7 外陣天井-8   外陣天井-9 

外陣天井-10  外陣天井-11   外陣天井-12 
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8 

金地彩色箇所の拡大観察①  金地彩色箇所の拡大観察②  金地彩色箇所の拡大観察③ 

金地彩色箇所の拡大観察④   金地彩色箇所の拡大観察⑤  金地彩色箇所の拡大観察⑥ 

金地彩色箇所の拡大観察⑦    金地彩色箇所の拡大観察⑧  金地彩色箇所の拡大観察⑨ 

金地彩色箇所の拡大観察⑩    金地彩色箇所の拡大観察⑪   金地彩色箇所の拡大観察⑫ 

金地彩色箇所の拡大観察⑬   金地彩色箇所の拡大観察⑭   金地彩色箇所の拡大観察⑮ 

金地彩色箇所の拡大観察⑯   染色系彩色箇所の拡大観察①  染料系彩色箇所の拡大観察② 
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7 

内陣天井 26 の部分拡大③ 内陣天井 27 の部分拡大①    内陣天井 27 の部分拡大② 

内陣天井 28 の部分拡大①    内陣天井 28 の部分拡大②   内陣天井 29 の部分拡大① 

内陣天井 29 の部分拡大②    内陣天井 30 の部分拡大①    内陣天井 30 の部分拡大② 

内陣天井 31 の部分拡大①    内陣天井 31 の部分拡大②    内陣天井 32 の部分拡大① 

内陣天井 32 の部分拡大②    内陣天井 33 の部分拡大①     内陣天井 33 の部分拡大② 

内陣天井 18 の部分拡大② 内陣天井 18 の部分拡大③   内陣天井 29 の部分拡大③   
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6 

内陣天井 17 の部分拡大②     内陣天井 18 の部分拡大①    内陣天井 19 の部分拡大① 

内陣天井 19 の部分拡大②    内陣天井 20 の部分拡大①    内陣天井 20 の部分拡大② 

内陣天井 21 の部分拡大①     内陣天井 21 の部分拡大②     内陣天井 22 の部分拡大① 

内陣天井 22 の部分拡大②    内陣天井 23 の部分拡大①    内陣天井 23 の部分拡大② 

内陣天井 24 の部分拡大①    内陣天井 24 の部分拡大②    内陣天井 25 の部分拡大① 

内陣天井 25 の部分拡大②    内陣天井 26 の部分拡大①   内陣天井 26 の部分拡大② 
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5 

内陣天井 9 の部分拡大①     内陣天井 9 の部分拡大②    内陣天井 10 の部分拡大① 

内陣天井 10 の部分拡大②    内陣天井 11 の部分拡大①    内陣天井 11 の部分拡大② 

内陣天井 12 の部分拡大①    内陣天井 12 の部分拡大②    内陣天井 13 の部分拡大① 

内陣天井 13 の部分拡大②     内陣天井 13 の部分拡大③     内陣天井 14 の部分拡大① 

内陣天井 14 の部分拡大②    内陣天井 15 の部分拡大①    内陣天井 15 の部分拡大② 

内陣天井 16 の部分拡大①     内陣天井 16 の部分拡大②    内陣天井 17 の部分拡大① 
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4 

内陣天井 2 の部分拡大①     内陣天井 2 の部分拡大②   内陣天井 3 の部分拡大① 

内陣天井 3 の部分拡大②     内陣天井 3 の部分拡大③    内陣天井 4 の部分拡大 

内陣天井 5 の部分拡大①     内陣天井 5 の部分拡大②     内陣天井 5 の部分拡大③ 

内陣天井 6 の部分拡大①     内陣天井 6 の部分拡大②     内陣天井 7 の部分拡大① 

内陣天井 7 の部分拡大②     内陣天井 7 の部分拡大③     内陣天井 7 の部分拡大④ 

内陣天井 8 の部分拡大①     内陣天井 8 の部分拡大②    内陣天井 9 の部分拡大① 
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3 

内陣天井-25 内陣天井-26   内陣天井-27 

内陣天井-28 内陣天井-29   内陣天井-30 

内陣天井-31   内陣天井-32   内陣天井-33 

内陣天井 1 の部分拡大①     内陣天井 1 の部分拡大②     内陣天井 1 の部分拡大③ 
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2 

内陣天井-13  内陣天井-14  内陣天井-15 

内陣天井-16 内陣天井-17  内陣天井-18 

内陣天井-19 内陣天井-20  内陣天井-21 

内陣天井-22  内陣天井-23  内陣天井-24 
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1 

内陣天井-1  内陣天井-2 内陣天井-3

内陣天井-4   内陣天井-5   内陣天井-6

内陣天井-7  内陣天井-8  内陣天井-9

内陣天井-10   内陣天井-11  内陣天井-12
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5 

胡粉＋墨黒＋金箔加飾の拡大観察   胡粉下地＋金箔加飾の拡大観察 

赤色彩色＝胡粉下地＋朱顔料の拡大観察       胡粉下地＋朱顔料の断面観察 

朱顔料＋鉛丹顔料の拡大観察   橙色彩色＝鉛丹顔料の拡大観察   

白色彩色＝貝殻胡粉の拡大観察       紫色彩色＝胡粉＋紫色系染料色の拡大観察 
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4 

青色彩色③＝スマルト顔料の拡大観察    青色彩色④＝花紺青（プルシャンブル―）の拡大観察 

緑色彩色＝藍蠟（石黄＋植物藍）顔料の拡大観察      黄色彩色＝石黄顔料の拡大観察 

緑色彩色＝藍蠟（石黄＋植物藍）顔料の拡大観察      黄色彩色＝石黄顔料の拡大観察 

胡粉下地＋緑青顔料＋金泥加飾の拡大観察   （胡粉＋群青顔料＝空色)＋金泥加飾の拡大観察 
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3 

白緑色彩色②（Ca+Cu）の蛍光Ｘ線分析結果 黄色彩色（As）の蛍光Ｘ線分析結果 

  白色彩色（Ca）の蛍光Ｘ線分析結果 貝殻胡粉下地（Ca）の蛍光Ｘ線分析結果  

紫色彩色（Ca）の蛍光Ｘ線分析結果  黒色彩色（Ca+Cu+Zn）の蛍光Ｘ線分析結果 

青色彩色①＝群青顔料の拡大観察       青色彩色②＝群青＋スマルト顔料の拡大観察 
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 2 

  
青色彩色①（Cu）の蛍光Ｘ線分析結果          青色彩色②（Ca）の蛍光Ｘ線分析結果 
                          

  
緑色彩色③（Co+Ni+Cu+Fe）の蛍光Ｘ線分析結果    青色彩色④（Ca+Fe+As）の蛍光Ｘ線分析結果           
 

  
 緑色彩色①（Cu）の蛍光Ｘ線分析結果          緑色彩色②（Cu+Zn+As）の蛍光Ｘ線分析結果  
 

  
   緑色彩色（As）の蛍光Ｘ線分析結果           白緑彩色①（Cu）の蛍光Ｘ線分析結果 
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金箔①(Au)の蛍光Ｘ線分析結果           金箔②（Cu+Zn）の蛍光Ｘ線分析結果 

 

  
金泥(Au)の蛍光Ｘ線分析結果           金茶色彩色（Ca+Pb+As）の蛍光Ｘ線分析結果 
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赤色彩色③（主 Pb＋Hg）の蛍光Ｘ線分析結果     海老茶色彩色（Hg+Pb）の蛍光Ｘ線分析結果 
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　代
一、 壱匁六分　　　　　　　　　　琉球朱
　　　　　　　　　　　　　　　　　弐匁

　代
一、拾弐匁　　　　　　　　　　　雌黄
　　　　　　　　　　　　　　　　　弐両匁

　代
一、壱匁八分　　　　　　　　　　極上水干丹
　　　　　　　　　　　　　　　　　三両匁

　代
一、壱匁　　　　　　　　　　　　中泥
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱両匁

　代
一、六匁　　　　　　　　　　　　水干面胡粉
　　　　　　　　　　　　　　　　　五拾匁

　代
一、壱匁二分　　　　　　　　　　唐土
　　　　　　　　　　　　　　　　　三両匁

　代
一、五拾匁　　　　　　　　　　　阿蘭陀郡青
　　　　　　　　　　　　　　　　　五両匁

　代
一、七拾五匁　　　　　　　　　　大焼紋金泥
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱匁

　代
一、六匁　　　　　　　　　　　　極上藍露

　代
一、五分　　　　　　　　　　　　水干朱土
　　　　　　　　　　　　　　　　　弐両目

　代
一、五分　　　　　　　　　　　　黄土

　　　　　　　　　　　　　　　　　弐両目

　惣〆三百五十四匁六分
　十二月廿六日　　　　　　　　佐竹永海（印）
　右之通
　上 
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　　　　　　　　　　　　　　同　六両匁

一、三拾六匁　　　　　　　　　岩白緑 

　　　　　　　　　　　　　　同　四両匁

一、弐拾四匁　　　　　　　　　岩六青
　　　　　　　　　　　　　　　　白弐番

　　　　　　　　　　　　　　上々大判壱枚半

一、拾五匁　　　　　　　　　　猩圓絨 

　　　　　　　　　　　　　　目方壱匁

一、八分　　　　　　　　　　　極製朱 
　　　　　　　　　　　　　　同

一、七匁五分　　　　　　　　　水干面胡粉

一、拾八匁　　　　　　　　　　［　　　　］

　　　　　　　　　　　　　　同　三両

一、壱匁五分　　　　　　　　　水干朱土

　　　　　　　　　　　　　　同　　　　 
一、壱匁　　　　　　　　　　　同黄土

惣〆三百七拾九匁三分
　此金　六両壱分ト四匁三分
　右之通慥ニ受取申候、以上、
　午四月廿六日　　　　　　　　佐竹永海（印）
　　上 

３　「金子請取覚」（「彦根藩井伊家文書」、調査番
号 41388） 
（紙縒）
「巳十二月分ハ杉戸御用手形弐枚
　八両三朱ト百四拾八文」

（１紙目）
　　　　　　　覚
　代　　　　　　　　　　　　　金箔上々
一、七拾匁　　　　　　　　　　　色吉
　　　　　　　　　　　　　　　　　弐百枚

　代　　　　　　　　　　　　　同仲色　
一、四拾八匁　　　　　　　　　　百五拾枚 

　　　　　　　　　　　　　　　同青色
一、弐拾三匁　　　　　　　　　　百枚

　〆百四拾壱匁
右之通
十二月廿六日　　　　　　　　箔屋半兵衛（印）
　上

（２紙目）
　　　　　　覚
一、拾匁　　　　　　　　　　　　猩圓絨
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱枚

　代
一、 五拾匁　　　　　　　　　　　岩郡青
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱両目

　代
一、 五拾匁　　　　　　　　　　　岩紺青
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱両目

　代
一、 三拾匁　　　　　　　　　　　岩緑青
　　　　　　　　　　　　　　　　青二番

　　　　　　　　　　　　　　　　　五両目

　代
一、 三拾匁　　　　　　　　　　　岩白緑
　　　　　　　　　　　　　　　　　五両目

　代
一、 拾八匁　　　　　　　　　　　岩胡緑青
　　　　　　　　　　　　　　　　　三両目

　代
一、 八匁　　　　　　　　　　　　本銀泥
　　　　　　　　　　　　　　　　　壱匁
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文献史料

１　「金子請取覚」（「彦根藩井伊家文書」、調査番
号 41422）
　　　　　　　覚
代　　　　　　　　　　　　　　極上々

一、弐拾目　　　　　　　　　　岩郡青
　　　　　　　　　　　　　　　目方弐匁

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、弐拾目　　　　　　　　　　岩白郡青
　　　　　　　　　　　　　　　同弐匁 

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、六匁　　　　　　　　　　　岩緑青
　　　　　　　　　　　　　　　壱両目ニ付 

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、三匁七分五厘　　　　　　　岩三番緑青
　　　　　　　　　　　　　　　目方弐匁五分ニ付

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、三匁　　　　　　　　　　　岩白緑青
　　　　　　　　　　　　　　　同弐匁三分

 
同　　　　　　　　　　　　　　同

一、壱匁六分　　　　　　　　　極製朱
　　　　　　　　　　　　　　　同壱匁八分

 
同　　　　　　　　　　　　　　紅毛

一、四拾目　　　　　　　　　　極上洋紅
　　　　　　　　　　　　　　　三分

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、六分　　　　　　　　　　　水干丹
　　　　　　　　　　　　　　　壱匁五分

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、弐匁　　　　　　　　　　　棒藍露
　　　　　　　　　　　　　　　壱匁 

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、六分　　　　　　　　　　　水干朱土
　　　　　　　　　　　　　　　弐匁五分

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、弐匁五分　　　　　　　　　胡粉
　　　　　　　　　　　　　　　弐両目

同　　　　　　　　　　　　　　極上色吉

一、三拾六匁　　　　　　　　　紋金泥
　　　　　　　　　　　　　　　三分

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、八匁　　　　　　　　　　　紋銀泥
　　　　　　　　　　　　　　　壱分 

同　　　　　　　　　　　　　　同

一、六匁　　　　　　　　　　　雌黄
　　　　　　　　　　　　　　　壱両目

惣〆銀百五拾匁ト五厘
　此金弐両弐分ト五厘
　　右之通り正ニ受取申候、以上、
　亥四月廿八日　　　　　　　　佐竹永海（印）
　　上 

２　「金子請取覚」 （「彦根藩井伊家文書」、調査番
号 41382）
（前欠）
一、九拾匁　　　　　　　　　色吉紋金泥
　　　　　　　　　　　　　　目方　壱匁弐分

　　　　　　　　　　　　　　同　八［　　］

一、四拾八匁　　　　　　　　　岩［　　］ 

　　　　　　　　　　　　　　同　弐両匁

一、百匁　　　　　　　　　　　岩郡青 

　　　　　　　　　　　　　　同　三両匁

一、三拾七匁五分　　　　　　　岩白郡 
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ため不明である。しかるに井伊八幡宮社殿の造営
期頃の彦根藩では、12 代当主井伊直亮、11 代当
主井伊直中十男の新野古拙、13 代当主井伊直弼
三男の井伊直安、さらには庶子時代の井伊直弼自
身も狩野派や円山四条派の絵師から絵画の手ほど
きを受けるなど、藩主井伊家内には絵画に親しみ、
画業に優れた人物も多かったようである。
　確かに江戸時代後期の琳派を牽引した姫路藩主
の実弟であった酒井抱一など、大名家では狩野派
のみならず四条円山派などの画法も文化的素養と
して学び親しんだ大名家内などの上級武家も多
かった。そのためあくまでも想像の域はでないも
のの、旧井伊神社拝殿や相の間の絵画には井伊家
所縁の人々による作画の含まれていた可能性も想
起されよう。その中にはやがて幕府大老となり、
日米修好通商条約などの諸外国の交渉事にも最前
線で関わり、やがて桜田門外の変で非業の死を得
た幕府大老の井伊直弼の絵画も含まれていたこと
も想像に難くないことを最後に記しておく。
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解説シート No.8 曳山を彩る絵師たちⅣ 横山暉
山』
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建造物が有する文化財としての文化史的・技術史
的な価値判断を客観的に明らかにする点である。
　社殿の塗装彩色は、① 建造物外部・屋内の極
彩色木彫や斗栱・肘木などの組物部材の繧繝彩色、
② 拝殿屋内小壁に貼られた紙本金砂子撒き四季
花卉図、③ 外陣・内陣境の左右開扉に描かれた
紙本金砂子撒き鶴松図、④ 本殿内陣天井板貼付
の紙本惣金地花卉図、⑤ 本殿外陣天井板貼付の
紙本惣金地花卉図、⑥ 拝殿天井板貼付の紙本金
地および金砂子撒き花卉図、⑦ 相の間天井板貼
付の紙本金地および金砂子撒き花卉図、⑧ 拝殿・
相の間・本殿内・外面の漆塗装材料などである。
　これらの調査を実施した結果、まず①のグルー
プ、②③⑥⑦のグループ、④⑤のグループの３つ
のグループに塗装彩色材料・技法は大枠で分類さ
れた。このうち①の部材などの塗装彩色材料・技
術は、近世社寺建造物の荘厳では比較的一般に使
用される彩色顔料や有機染料である。その一方
で、②③⑥⑦の屋内小壁や天井板、扉などに貼付
けられた紙本金地及び金砂子撒き絵画で使用され
ていた彩色顔料のうち、青色系彩色材料は、藍銅
鉱（アズライト）を粉砕→水簸して粒度を揃えて
群青 →白群色に青い色相を調整する伝統的な岩
群青や白群の絵具顔料とともに、花紺青（スマル
ト）・植物藍（インディゴ）もしくはベロ藍（プ
ルシャンブルー）、状況によっては阿蘭陀紺青（ウ
ルトラマリンブルー）などの輸入顔料も用いるな
ど、多岐に及んでいた。
　赤色系彩色材料も、赤色・濃紅色・橙色・黄橙
色・淡紅色・淡桃色など、その色相は多岐におよび、
これらは水銀朱と鉛丹顔料単体、色調整で朱と鉛
丹の調色、一部にはベンガラ顔料も色調整で混和
するなどの赤色顔料と蘇芳・茜・紅花・洋紅（コ
チニール）などの有機染料がバランスよく使用さ
れていた。特に洋紅（カルマイン）は狩野派技法
書の「丹青指南」によると、井伊八幡宮が造営さ
れた弘化年間にはじめて長崎奉行経由で狩野派は
入手したことが記録されている。
　緑色系彩色材料には孔雀石（マラカイト）を粉
砕→水簸して粒度を揃えて緑色の色相を調整した
伝統的な岩緑青や白緑の絵具顔料とともに、石黄

を植物藍で染めた藍蝋顔料や一部では花緑青（エ
メラルドグリーン）の輸入顔料も使用されていた
可能性もある。井伊家祖神を祀る井伊八幡宮の画
材として、輸入顔料や有機染料が多用された背景
には、やはり有力譜代大名であった彦根藩井伊家
ならではの大きな特徴があろう。
　本社殿の内、④⑤のグループである最も格式が
高い外陣および内陣の天井絵は、紙本惣金地絵画
であるとともに筆さばきや図様の描き方、彩色技
法は極めて精緻で上質であった。そのため外陣と
内陣天井絵は、狩野派御用絵師集団などの技量の
高い同一の専門絵師による作画と考えられる。特
に金地のうえに彩色された透明感のある肉持ちの
良い彩色塗料には、一部クラック割れも確認され
た。これは「トロ技法」と呼ばれる乾性油を用い
た作画技法の応用とも考えられ、本社殿の絵画彩
色技法の一つとして西洋油彩画技法の応用が採用
された可能性がある点も一応指摘しておきたい。
　一方、②③のグループの小壁開扉の紙本金砂子
撒き絵画、⑥⑦のグループである拝殿・相の間の
紙本金地および金砂子撒き天井絵は、④⑤のグ
ループの絵画とは作画技法や使用色材、絵様や筆
描線のタッチが異なっているとともに、比較的多
くの人物の作画と考えられる。とりわけ②⑥の絵
画が掲げられている拝殿屋内は井伊家藩主やその
家族、これに準じる高い身分の人が参拝する空間
である。にもかかわらず、②の小壁貼付絵画には
御用絵師である狩野派では描くことが少ない琳派
の「垂らし込み技法」や円山四条派の「付立技法」
が多用されていること、その一方で天井絵のなか
には輪郭線のみ、あるいは描き途中の明らかに完
成した絵画ではない作画途中の絵画も多数含まれ
ていた。
　この点は格式を重んじた江戸時代の霊廟建造物
の荘厳の在り方としては、旧井伊神社に先立つ御
国殿社殿の作画を担った絵師は、長浜曳山の作画
担当者であるとともに彦根藩井伊家の御用絵師で
あった点などから共通した絵師集団が想定される
ものの、通常の御用絵師などが担った作画絵画と
しては不自然である。残念ながら現時点ではこれ
らの絵画の作者を示す落款などは確認していない
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同門の四条派絵師であり、岸竹堂とともに中島の
影響も受けていた。このような絵師集団が井伊八
幡宮社殿の作画を担っていたと考えられる。
２　彦根藩井伊家文書などに記録された御用絵師
佐竹永海と狩野派画工の彩色材料・彩色技法
　それでは彼らの使用顔料や技法にはどのような
ものであろうか。これらを知ることができる文献
史料として、彦根藩井伊家文書には井伊八幡宮が
造営された時期の彦根藩井伊家御用絵師であった
佐竹永海の作画材料調達に関連する価格リストが 
３通確認される。このうちの「金子請取覚」（「彦
根藩井伊家文書」、調査番号 41422 : 文献史料１）
には、青色系色材として、極上之岩郡青、岩白郡
青の２種類の顔料と有機染料の棒藍路、緑色系色
材には岩緑青、岩三番緑青、岩白緑青の３種類の
顔料、赤色系顔料には極製朱、長崎からの輸入品
である紅毛極 上洋紅と水干丹、水干朱土の４種
類が、下塗りを含む下塗り色材には胡粉、黄色系
色材には雌黄、その他には極上色吉の紋金泥と紋
銀泥の材料が価格とともに記録されている。
　「金子請取覚」（「彦根藩井伊家文書」、調査番号
41382 : 文献史料２）には、青色系色材として岩
郡青・岩白郡、緑色系色材には岩白緑・岩六緑（白
緑）白弐番、赤色色材には極製朱・水干朱土・猩
圓絨、白色色材には水干面胡粉、黄色色材には黄
土、その他色吉紋金泥がみられる。さらに「金子
請取覚」（「彦根藩井伊家文書」、調査番号 41388 : 
文献史料３）には、金箔として上之色吉・仲色・
青色の３種類の金箔を箔屋半衛門から購入し、さ
らに大焼紋金泥・本銀泥もみられる。そして青色
系色材には岩郡青・岩紺青・阿蘭陀郡青の顔料と
有機染料である極上藍露の４種類が、緑色系色材
には岩緑青・岩白緑・岩胡緑青・岩三番緑青の４
種類の顔料が記録されている。ちなみに狩野派画
材を記した「丹青指南」には、青色系顔料として
紺青・群青・薄群青・薄群青・白群青と有機染料
の藍棒の５種類が、緑色系顔料には粉緑青・青二
番・小二番・青三番・白二番・白緑青の６種類が
見られる。双方の対応が今後の課題であろう。
　赤色系色材には、琉球朱・極上水干丹・水干朱
土の顔料と有機染料系の猩圓絨が、黄色系色材に

は雌黄・水干黄土が、白色色材には水干面胡粉・
唐土（鉛白）、さらには漆下地に使用する中泥の
材料一覧が価格とともに記録されている。赤色系
の有機染料には日本古代から知られる濃紅色の蘇
芳、中国長江沿岸江蘇省揚州付近より産出する紫
草を搾った紅汁を展綿（小形は径四五寸、大形は
径七八寸ほど）に浸浄して乾燥した黒色を帯びた
赤色の臙脂があったようであり、これは猩圓絨に
相当しよう。
　その一方で極上洋紅の記載もあるが、これはカ
ルマインとも称せられ、欧州にて一種の虫（ラッ
クカイガラムシ）より製する紅色のコチニール粉
末である。弘化年間にはオランダから長崎に渡来
し、これを長崎奉行の手より狩野家に送付したこ
とが知られている。紅色の花類に限り臙脂に混ぜ
て使用することや、紫色の代用絵具には藍汁に混
ぜて使用したことなどが、のちに狩野派の画材と
技法を記録した市川守静編の『丹青指南』にみら
れる。阿蘭陀郡青（ウルトラマリンブルー）と琉
球朱も長崎由来の輸入顔料であるため、江戸時代
後期頃の彦根藩井伊家では最先端の輸入染料を調
達していたことが理解される。なお、旧井伊神社
天井絵は佐和山神社（現天満神社）拝殿天井絵と
同様の紙本金地着色花卉図である。
　これまでの報告者の調査では、江戸時代に使用
されていた金箔には色吉箔・焦箔・常色・青色箔
の金：銀配合比率の違いにより４種類の金箔が存
在したことが知られる。このうち少なくとも彦根
藩では色吉箔・仲色箔・青色の 3種類が調達され
ており、幕府御用事業であった日光東照宮や江戸
城西の丸御殿で多用された焦箔は見られない点は
注目に値しよう。

結論

　本調査では、旧井伊神社社殿である拝殿・相の
間・本殿外陣・内陣を荘厳した塗装彩色材料・技
法に関する文化財科学的な調査を実施した。併せ
て関連する文献史料の調査も行った。この目的は、
有力譜代大名であった彦根藩井伊家祖神を祀る権
現造建造物を荘厳する江戸時代後期頃の建造物塗
装彩色材料・技法を詳細に調査することで、この
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切目長押側面や廻廊床板木口面などの要所の随所
で観察される。
　③の外陣、内陣の背面と左右両側面の壁板には
無地金箔が貼られているが、これらの箇所の蛍光
Ｘ線分析結果ではいずれも金（Au）の強いピー
クが検出された。剥落小破片試料の断面構造の観
察結果からは、サビ下地→中塗りの黒色漆もしく
は赤褐色系漆→上塗りのやや粗く均質な朱顔料に
よる朱漆層→箔下漆→金箔貼り、であることが確
認された。このことから、外陣・内陣の壁面の金
箔貼りは、黒漆→朱漆塗の漆壁板に漆箔した極め
て手の込んだ漆工技法が採用されていることがわ
かった。

第４節　検討

１　江戸時代後期の彦根藩御用絵師と井伊家関連
霊廟建築や長浜曳山の彫刻師・画工
　本調査の対象である旧井伊神社社殿は、天保
13 年（1842）の井伊共保公 750 年忌にともない
龍潭寺域内に井伊八幡宮として造営され、弘化 2 
年（1845）に完成した彦根藩主の井伊家祖神を祀
る権現造様式の霊廟建造物である。そのためこの
造営に携わった木彫師や部材の彩色担当者、天井
絵や小壁絵画の画工らは、いずれも彦根藩御用絵
師などの彦根藩との関係がある職能技術者らで
あったと想定される。現状においては、本殿・相
の間・本殿内の絵画には落款などの画工を正確に
示す記載を検出していないが、拝殿正面破風の木
彫背面には「長濱住　早瀬守次彫之」という墨書
銘文が確認された。
 早瀬守次とは、現在、ユネスコの無形文化遺産
に登録されている長浜曳山の「青海山」山車の木
彫製作に携わった人物である。同じ長浜市中の下
船町（現在の朝日町）に居住して長浜曳山山車で
ある高砂山の襖絵「牡丹小禽図」、同満歳楼の襖
絵「菊薄図」、鳳凰山の襖絵「花車図」などや、
井伊家ゆかりの大通寺の山門天井絵の「天女図」
などを手掛けた江戸時代後期の地元の狩野派画工
であった山懸岐鳳とも親交があったことが、弘化
４年（1847）の岐鳳没後七回忌の嘉永６年（1853）
の「法橋岐鳳卒後七回忌追福香典誌」にその名が

見られることからも理解される。
　山懸岐鳳は、京狩野派の絵師であった山懸頼章
の子であり、円山応挙門人で四条派画工として文
化 10 年（1813）版の「平安人物誌」などにも記
載がある京都四条高倉西住の並河元章（源章）と
ともに、文化４年（1807）起工、文化８年（1811）
完成の御国殿拝殿天井画を手がけたことでも知ら
れる。
　彦根藩の藩祖の井伊直政と２代当主の井伊直孝
を祀る護国殿は、彦根市古沢町の清凉寺境内に所
在していたが、昭和 13 年（1938）に旧井伊神社
に合祀され、昭和 35 年（1960）には敦賀市内の
天満神社社殿（現在福井県指定有形文化財）とし
て移築され、現在に至っている。
　江戸時代の天満神社は、寛永４年（1638）に
敦賀藩主の京極忠高が社殿を再建し、正保４年
（1647）には転封した酒井忠勝が拝殿を新築、寛
文３年（1663）には酒井忠直が拝殿を改築した、
敦賀藩主との関係が深い建造物である。内陣扉に
は狩野主計直房が「松竹梅」図を描いている。
　この後継社殿の建造物として昭和前期に移築さ
れた佐和山神社社殿拝殿には、縦６面×横 10 面
の合計 60 面の天井絵（内訳：紙本金地着色花卉
図 40 面、同鳳凰図 20 面）が格天井板に嵌められ
ている。この天井絵の作画には長浜在住の狩野派
絵師の山懸岐鳳が京都四条派絵師の並河元章（源
章）とともに携わっており、この山懸岐鳳と井伊
八幡宮の木彫作成に関わった早瀬守次はともに長
浜曳山の山車装飾製作に携わった旧知の仲であ
る。このことからも、井伊八幡宮社殿の木彫彩
色・作画においても、御国殿と同様、彦根藩との
繋がりや地元長浜曳山の装飾製作を担った画工の
絵師集団が携わった可能性が高いことが想定され
よう。
　井伊八幡宮造営時期の彦根藩御用絵師には、佐
竹永海や京狩野９代目狩野永岳（長浜曳山の鳳凰
山の「太鼓図」も作画）などの狩野派絵師ととも
に彦根藩士であった中島安泰らがいる。中島は庶
子時代の井伊直弼に絵画の手ほどきもしたとされ
る。一方、山懸岐鳳との関係も深く長浜曳山の装
飾にも関わった八木奇峰は、並河元章（源章）と



（7）

子表現として付けているものと理解した。一方、
花芯箇所の黄色彩色には強いヒ素（As）が検出
された。この箇所には石黄顔料が使用されたと理
解した。
　赤色彩色箇所からは水銀（Hg）、鉛（Pb）、水
銀と鉛の両方などのピークがそれぞれ検出され
た。朱顔料と鉛丹顔料をそれぞれ描き分けたもの
であろう。淡赤色や赤紅色の彩色箇所を拡大観察
した結果、淡赤色は朱と胡粉の混色、赤紅色や紫
色の彩色箇所からは特徴的な元素は検出されな
かったが、蘇芳などの紅色やや紫色の有機染料系
のダマ粒子が透明感のある厚みのある塗料の中に
混和されている状況が確認された。この紫色彩色
は青色の藍汁（植物藍）に紅色の臙脂あるいは紅
花、上品のものはコチニールである長崎経由で
ヨーロッパから輸入された洋紅を混和して作成さ
れたものであろう。
　⑦ 相の間天井板貼付天井絵の彩色材料
　相の間屋内の天井には朱漆縁に黒漆塗りの格天
井に縦８面×横７面の合計 56 面に紙本金地着色
花卉図が天井板に貼付けられている。これらの四
季花卉草本絵画は比較的良好な状態ではあるもの
の、一部の紙本の剥離や絵具の剥落が著しい箇所
もあり早めの修復の必要性がある。この点は拝殿
屋内の天井絵と同様の状況である。さらにこれら
は本殿外陣・内陣の天井絵が紙本惣金地着色であ
ることとは異なり、金箔貼りの中央部に円形で配
置された外縁部は金箔貼りであるが花卉・葉絵画
内の余白部分は紙本金砂子撒きである。
　外陣・内陣天井絵は比較的厚塗りの彩色である
点とは異なり、拝殿同様に相の間の天井絵もやや
淡白な絵具塗りであり、伝統的な日本画の彩色技
法である。これらの紙本金地の配置、彩色材料・
技法ともに拝殿天井画ときわめて類似したもので
あることが目視観察された。その一方で、輪郭墨
線が極めて強い表現で描かれた天井画も幾例か存
在している。この様に拝殿天井絵とは若干異なる
タッチの絵画も存在しているが、分析調査の結果、
基本的な彩色材料・技術は拝殿天井絵のそれと同
じであった。

　⑧ 拝殿・相の間・本殿内・外面の漆塗装材料
　拝殿・相の間・外陣・内陣の屋内の柱・長押・
格天井・相の間から本殿に上がる階段・高欄その
他の部材には保存状態が良好な赤色漆が塗装され
ている。相の間の床板には一部羊羹色に変色した
箇所もあるが、基本的には黒色漆のよる色艶の良
好な漆塗装が施されている。そしてこの床板の剥
併目にはやや粗い網目の布着せ補強が施されるこ
とも目視観察された。
　建物外部は長年の紫外線劣化で表面漆のチョー
キング現象が目視観察されるが、正面扉や舞良戸
の部材には黒色漆、その他の柱部材や外部廻廊床
の板木口面や高欄部材には赤色漆で塗装されてい
る。一方、外陣や内陣の壁面板には金箔が全面的
に貼られていた。これらの箇所についても蛍光Ｘ
線分析を実施した。そのうえで、僅かながらも漆
剥落がみられる破断面箇所のうち、① 相の間から
本殿に上がる階段床板と高欄部材の赤色漆、② 相
の間床板の黒色漆、③ 外陣・内陣の金箔貼り箇所、
合計３箇所から数ミリ角程度の剥落小破片試料を
採取して漆塗りの断面構造の観察を実施した。
　その結果、赤色漆塗装からはいずれも強い水銀
（Hg）のピークが検出された。そのためこれらの
使用顔料は朱顔料であり、社殿の赤色漆塗装は朱
漆塗装であることが確認された。なお現地におけ
る目視観察では、この高欄手摺の部材にも布着せ
補強が施されていることが確認された。さらに①
の朱漆の小破片試料を断面構造の観察を実施した
結果、サビ下地層→やや海老茶色系の細かい朱顔
料による薄い中塗りの朱漆層→赤い発色が良好な
やや粗く均一な顔料粒度である上塗りの朱漆層、
が塗装されていることが確認された。
　②の黒色漆の小破片試料は、断面構造の観察結
果から、サビ下地→布着せ補強→サビ下地→薄い
灰墨層→ほんのわずかに朱粒子を含む赤褐色系漆
が上塗り塗装されていた。このことから、目視観
察で黒色漆に見えるのは墨粒子混和による黒色漆
ではなく、鉄キレートによる黒色漆であること、
さらにはやや朱顔料を混和してやや深みのあるウ
ルミ漆としている点が確認された。この布着せ補
強は、社殿外部・屋内ともに柱や床板接合わせ部、
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赤紅色や紫色の彩色箇所からは特徴的な元素は検
出されなかった。その一方で、蘇芳などの紅色や
や紫色の有機染料系のダマ粒子が透明感のある厚
みのある塗料の中に混和されている状況が確認さ
れた。これらの紫色彩色は青色の藍汁（植物藍）
に紅色染料の臙脂あるいは紅花や蘇芳、上品のも
のはコチニールである輸入の洋紅を混和して作成
していたものであろう。
　このような金地のうえに彩色された透明感のあ
る肉持ちの良い彩色塗料には一部クラック割れも
確認され、このような状況は通常の膠彩色とは異
なる状況である。一連の分析調査の結果、内陣の
天井絵画と全く同様の彩色材料・技術が外陣の天
井絵画でも採用されていた。
　⑥ 拝殿天井板貼付天井絵の彩色材料
　拝殿天井には朱漆縁に黒漆塗りの格天井に縦 
８面×横 12 面の合計 96 面に紙本金地着色花卉図
が天井板に貼付けられている。これらの四季花卉
草本絵画は比較的良好な状態ではあるが、一部の
紙本の剥離や絵具の剥落が著しい箇所もあり早め
の修復の必要性がある。
　これらは本殿外陣・内陣の天井絵が紙本惣金地
着色であることとは異なり、金箔貼りの中央部に
円形で配置された外縁部は金箔貼りであるが花
卉・葉絵画内の余白部分は紙本金砂子撒きである。
さらに、外陣・内陣天井絵は、比較的厚塗りの彩
色である点とは異なり、やや淡白な絵具塗りの伝
統的な日本画の彩色技法であった。
　個々の絵画の図様表現を観察すると、輪郭線を
描くものと描かないもの、精緻な絵画表現のある
ものと稚拙とも思える大棚な絵画タッチのものな
ど、作画表現はかなり多岐に渡っている。このこ
とから、拝殿天井絵は数人の異なる作画者による
と理解した。この点は外陣・内陣の天井絵の作画
表現に一貫性が見られる点とは大きく異なる点で
ある。さらに一部の花卉草本の絵画は、下絵段階
のままで貼付けられていることが確認された。こ
の点は本資料群の極めて大きな特徴であるといえ
よう。
　これらの天井絵の作画に用いられていた彩色材
料の色相は、赤色・淡紅色・淡桃色・紅色・海老

茶色・橙色・白色・青色・白群色・黄色・透明感
のある黄色・緑色・濃緑色・白緑色・青紫色・紫
色など多岐に渡る。調査の結果、花卉花弁の青色
や青紫色の彩色箇所には、強い銅（Cu）が検出
されるとともに岩群青の顔料粒子の集合体が確認
される絵画と、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、
ヒ素（As）、鉛（Pb）などが検出されるとともに、
拡大観察では透明感がある粗い青色〜青紫色を呈
するガラス質顔料の集合体が観察される絵画がそ
れぞれの箇所から確認された。この状況からこれ
らの青色や青紫色彩色は、岩群青（アズライト：
藍銅鉱）顔料、スマルト（コバルトガラス系の花
群青もしくは花紺青）顔料、さらには混色してい
る箇所、さらには基本的には特徴的な元素のピー
クが検出されないが青色の色相が強い彩色材料で
ある木彫彩色で多用されていた植物藍もしくはベ
ロ藍の使用も確認された。
　葉である緑色や白緑色の彩色箇所からは、いず
れも銅（Cu）の強いピークが検出され、緑色箇
所では粗い岩緑青（マラカイト：孔雀石）の顔料
粒子の集合体が確認され、白緑色の箇所からは細
かい白緑顔料の微細粒の集合体が観察された。こ
のような緑色系彩色材料には、銅（Cu）のみで
はなく、銅（Cu）と共存して亜鉛（Zn）や微量
なヒ素（As）が同時に検出されるもの、さらに
は銅（Cu）と微量なヒ素（As）が検出されるも
のも多く認められた。このうち銅（Cu）とヒ素（As）
が同時に検出される顔料にはヨーロッパから輸入
された人造顔料である花緑青（エメラルドグリー
ン）の存在が知られる。そのためこれらを調達し
た可能性もあるが、その一方で国産の長門長登銅
鉱石を原材料とした滝ノ下緑青（17 世紀初頭頃
は銅純度が高い多田銀山産緑青を京狩野が使用た
ことが知られるため、 18 世紀中期以降に亜鉛や
ヒ素を微量成分として含む滝の下緑青が産地化す
る）を使用した可能性もある。この検討は今後の
課題としたい。
　表葉の色相には、同じ一枚の葉のなかに緑色系
ではあるが濃緑色が意識的に塗られる円山四条派
が好む「付立」の彩色技法による箇所もいくつか
見られた。これらは緑青彩色の上に淡い薄墨を調
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緑色の箇所からは細かい白緑顔料の微細粒の集合
体が観察された。
　花芯箇所の黄色彩色には強いヒ素（As）が検
出された。この箇所には石黄顔料が使用された
ものであろう。さらに赤色彩色箇所からは水銀
（Hg）、鉛（Pb）、水銀と鉛の両方などのピークが
それぞれの絵画箇所で検出された。朱顔料と鉛丹
顔料、両方の混色をそれぞれの画題の図様に応じ
て描き分けたものであろう。淡赤色や赤紅色の彩
色箇所を拡大観察した結果、淡赤色は朱と胡粉の
混色や鉛丹と朱・胡粉の混色が想定された。その
一方で、赤紅色や紫色の彩色箇所からは特徴的な
元素は検出されず、蘇芳などの紅色やや紫色の有
機染料系のダマ粒子が透明感のある厚みのある塗
料の中に混和されている状況が確認された。これ
らの紫色彩色は青色の藍汁（植物藍）に紅色の臙
脂あるいは紅花、上品のものはコチニールである
輸入洋紅を混和して作成していたものであろう。
　金地のうえに彩色された透明感のある肉持ちの
良い彩色塗料には一部クラック割れも確認され
た。このような状況は通常の膠彩色とは異なる状
況である。この点に関連して、狩野派の彩色技法
を聞き書きした「丹青指南」には、江戸時代後期
には胡麻油点滴の技法として、寺社仏閣の装飾画
に用いる絵具には濃厚な彩色するために胡麻油を
具絵のなかに点滴して二回若しくは三回塗り重ね
る「トロ」と称する技法があったことを記録して
いる。基本的には長崎から導入された西洋の油彩
画技法を応用したものであろう。
　報告者らは、これまで宝暦３年（1753）に幕府
奥絵師であった中橋狩野 11 代狩野祐清英信下絵
の日光東照宮陽明門西側壁面羽目板の漆塗板に描
かれた「唐油蒔絵」の技法からなる『松に巣籠鶴』
の彩色材料の調査を実施し、これらが油彩画技法
であることを確認している。その意味でも旧井伊
神社社殿の絵画彩色技法一つとして西洋油彩画技
法の応用が採用された可能性もある点も指摘して
おきたい。
　⑤ 本殿外陣天井板貼付天井絵の彩色材料
　本殿外陣には、内陣天井と同様、金箔縁に黒色
漆塗りの格天井に縦３面×横 11 面の合計 33 面の

紙本惣金地着色花卉図が貼付けられている。これ
らの四季花卉草本絵画の残存状況も良好であり、
金箔貼りの中央部に円形で配置されており、いず
れも比較的厚塗りで丁寧な彩色で描かれていた。
この図様や彩色技法は内陣の天井絵ときわめて類
似しているため、同じ画工絵師集団の手によるも
のであろう。
　これらについても分析および拡大観察の悉皆調
査を実施した。その結果、これらの彩色の色相は、
赤色・淡紅色・淡桃色・紅色・海老茶色・橙色・
白色・色・白群色・青紫色・黄色・透明感のある
黄色・緑色・白緑色・紫色など多岐に渡る。調査
の結果、花卉花弁の青色や青紫色の彩色箇所に
は、強い銅（Cu）が検出されるとともに岩群青
の顔料粒子の集合体が確認される絵画と、コバル
ト（Co）、ニッケル（Ni）、ヒ素（As）、鉛（Pb）
などが検出されるとともに、拡大観察では透明感
がある粗い青色〜青紫色を呈するガラス質顔料の
集合体が観察される箇所がそれぞれの絵画図様か
ら確認された。
　この状況からこれらの青色や青紫色彩色は、岩
群青（アズライト：藍銅鉱）顔料とスマルト（コ
バルトガラス系の花群青もしくは花紺青）顔料を
使い分ける、さらには混色している箇所があると
理解した。その一方で、木彫彩色で多用されてい
た植物藍もしくはベロ藍の使用は確認されなかっ
た。また葉である緑色や白緑色の彩色箇所からは
葉脈を濃い緑青で線描する、葉裏を白緑色とする
などの配色にはきめ細かいテクニックが用いられ
ていた。いずれの箇所からも銅（Cu）の強いピー
クが検出され、緑色箇所では粗い岩緑青（マラカ
イト：孔雀石）の顔料粒子の集合体が確認され、
白緑色の箇所からは細かい白緑顔料の微細粒の集
合体が観察された。一方、花芯箇所の黄色彩色に
は強いヒ素（As）が検出された。この箇所には
石黄顔料が使用されたものであろう。
　赤色彩色箇所からは水銀（Hg）、鉛（Pb）、水
銀と鉛の両方などのピークがそれぞれ検出され
た。朱顔料と鉛丹顔料をそれぞれ描き分けたもの
であろう。淡赤色や赤紅色の彩色箇所を拡大観察
した結果、淡赤色は朱と胡粉の混色であったが、



（4）

白色・黒色彩色箇所からはカルシウム（Ca）と
硫黄（S）のピークのみが検出され、黒色におい
てもやや灰色を呈する箇所は白色胡粉に墨を混和
した彩色、黒色は墨線書きしたものであると理解
した。また紙本における金砂子撒き箇所からは、
金（Au）の微弱なピークが検出されたが、拡大
観察したところ、金箔砂子における金発色が良好
な箇所も多いが、一部ではやや青金がかった色
相、さらには銀色の色相を呈する箇所も存在して
いた。色吉箔をベースにした金砂子とともに、一
部では金に銀をやや多く混和して箔打ちした仲色
箔や青箔などを原材料とした金砂子粉も混和して
いる可能性もあろう。
　③ 本殿外陣・内陣境正面左右脇入口開扉絵の
彩色材料
　相の間から階段を上がった本殿外陣正面には桟
唐戸が取り付けられている。普段はこの桟唐戸は
閉じられているため、拝殿・相の間からは本殿外
陣・内陣の様子は見ることができない隔絶した空
間である。この本殿外陣・内陣境の左右脇には入
口開扉があり、右扉には金砂子撒きの紙本に蔦が
絡まる松と飛翔の丹頂鶴が二羽描かれている。一
方、左扉には金砂子撒きの紙本に蔦が絡まる松と
直立の丹頂鶴が三羽描かれている。
　いずれも同じ画工の手に為る絵画と思われ、松
葉と蔦葉は緑色顔料の濃彩で葉脈は白色、松の幹
は墨絵風の濃淡で描かれている。一方、丹頂鶴の
頭は赤、羽毛は白、尾羽は黒色で描かれている。
これらについても、①と②同様の拡大観察と材料
分析を実施した。その結果、赤色彩色箇所からは
水銀（Hg）は検出されるが鉛（Pb）は検出され
なかったため、朱顔料の彩色であることが確認さ
れた。この開扉絵で特徴的であるのは、通常では
緑色彩色には銅（Cu）のピークが強く検出され
る岩緑青顔料が使用されるが、本試料の場合はヒ
素（As）のみのピークが検出され、銅（Cu）のピー
クは検出されなかった。この緑色彩色箇所を拡大
観察した結果、鉱物顔料を磨り潰した岩絵具の集
合体であるが、やや青色が強い色相の箇所と黄色
顔料粒子が観察される箇所などが観察され、通常
の緑青顔料とは異なる様相を呈していた。これら

の調査結果から、この絵画の緑色彩色は、青色を
呈する植物藍染料で黄色を呈する石黄顔料を染め
て作成する藍蠟（あいろう）の彩色材料であると
理解した。なお葉脈の白色線や丹頂鶴の羽毛はカ
ルシウム（Ca）が強く検出される胡粉彩色、尾
羽や輪郭線は墨描きであると理解した。そして金
砂子撒き箇所からは、金（Au）が検出された。
　④ 本殿内陣天井板貼付天井絵の彩色材料
　本殿内陣の黒色漆塗りの格天井には、縦３面×
横 11 面の合計 33 面の紙本金地着色花卉図が嵌め
られている。これらの四季花卉草本絵画の残存状
況は良好であり、金箔貼りの中央部に円形で配置
されており、いずれも比較的厚塗りで丁寧な彩色
で描かれている。これらの彩色材料と描き方に関
する調査として、デジタル顕微鏡とマイクロス
コープを使用した顔料粒子の色相と集合状態に関
する拡大観察と蛍光Ｘ線分析による材料分析の悉
皆調査を丹念に実施した。
　これらの彩色の色相は、赤色・紅色・淡赤色・
淡紅色・淡桃色・赤紅色・海老茶色・橙色・白色・
青色・白群色・青紫色・黄色・透明感のある黄色・
緑色・白緑色・紫色など多岐に渡る。調査の結果、
花卉花弁の青色や青紫色の彩色箇所には、強い銅
（Cu）が検出されるとともに岩群青の顔料粒子の
集合体が確認される絵画と、コバルト（Co）、ニッ
ケル（Ni）、ヒ素（As）、鉛（Pb）などが検出さ
れるとともに、拡大観察では透明感がある粗い青
色〜青紫色を呈するガラス質顔料の集合体が観察
される絵画がそれぞれの箇所から確認された。こ
の状況からこれらの青色や青紫色彩色は、岩群青
（アズライト：藍銅鉱）顔料とスマルト（コバル
トガラス系の花群青もしくは花紺青）顔料を使い
分ける、さらには混色している箇所もあると理解
した。その一方で、木彫彩色で多用されていた植
物藍もしくはベロ藍の使用は確認されなかった。
また葉である緑色や白緑色の彩色箇所からは葉脈
を濃い緑青で線描する、葉裏を白緑色とするなど
の配色にはきめ細かいテクニックが用いられてい
た。いずれの箇所からも銅（Cu）の強いピーク
が検出され、緑色箇所では粗い岩緑青（マラカイ
ト：孔雀石）の顔料粒子の集合体が確認され、白
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箇所からカルシウム（Ca）のみが検出されると
ともに、やや筆ムラのある紫色系染料の彩色が為
されていた。狩野派の彩色技法を聞き書きした「丹
青指南」には、紫色彩色は青色の藍汁（植物藍）
に紅色の臙脂（紅花などの植物染料であるが、上
品のものはコチニールである輸入の洋紅を和すと
記している）を混和して作成することが記述され
ている。旧井伊神社社殿の彩色材料もこれを踏襲
したものであろう。相の間と内陣境の正面扉上の
花籠彫の彩色木彫における花芯箇所の黄色彩色に
は強いヒ素（As）が検出された。この箇所には
石黄顔料が使用されていた。
　これ以外の白色・黒色彩色箇所からはカルシウ
ム（Ca）と硫黄（S）のピークのみが検出され、
黒色においてもやや灰色を呈する箇所は白色胡粉
に墨を混和した彩色、黒色は胡粉下塗りの上に直
接黒色の墨書きしたものであると理解した。
　② 拝殿小壁の貼付絵画の彩色材料
　拝殿の小壁９面には金砂子撒き和紙の上に四季
花卉図が描かれる貼付絵画が存在している。本調
査ではこれらの使用顔料の材質・色相と粒子集合
体の拡大観察の悉皆調査も実施した。
　絵画の図様は、拝殿をぐるりと取り囲んでおり、
屋内正面の入口右側には藤と撫子、中央虹梁部材
上には続きの藤が右端、左端に薄秋草、室内正面
の入口左側には薄・桔梗・女郎花の秋草が金砂子
を撒いた紙余白を多く取って描かれている。
　拝殿左手小壁正面側には冬の南天もしくはセン
リョウの実・早春の水仙・秋の紅葉、奥の相の間
側には続きの秋の紅葉と白菊・梅雨時〜夏の鬼百
合・姫紫陽花、背面左手の相の間境には冬の白椿、
背面右手の相の間境には秋の萩、拝殿右手小壁相
の間側には早春の梅・初夏の芍薬・杜若、拝殿右
手小壁入口側には初夏の杜若・早春の水仙・初夏
の柘榴などが精緻な筆で描かれている。これらの
小壁絵画は季節感毎に花卉を春夏秋冬と順序立て
て配置してはいない点、特に椿や梅の低木の幹に
は琳派が好む「垂らし込み」の技法が採用されて
いる点が大きな特徴の一つである。
　これらの彩色材料についても、デジタル顕微鏡
とマイクロスコープを使用した顔料粒子の色相と

集合状態に関する拡大観察と蛍光Ｘ線分析による
材料分析の悉皆調査を実施した。その結果、藤の
花や桔梗・姫紫陽花の花弁にはコバルト（Co）、ニッ
ケル（Ni）、ヒ素（As）、鉛（Pb）などが検出さ
れるとともに、拡大観察では透明感がある粗い青
色〜青紫色を呈するガラス質顔料の集合体が観察
された。この状況からこの青色彩色はスマルト（コ
バルトガラス系の花群青もしくは花紺青）顔料由
来であろうと理解した。このなかでやや青色が鮮
明な姫紫陽花の花弁箇所のみは銅（Cu）のピーク
が検出されるとともに、岩群青（アズライト：藍
銅鉱）の顔料粒子の集合体が観察された。このこ
とから、一部ではスマルトと群青顔料を使い分け、
さらには混色している状況が確認された。その一
方で、木彫彩色で多用されていた植物藍もしくは
ベロ藍の使用は確認されなかった。
　赤色および橙色彩色には水銀（Hg）が強く検
出される箇所、鉛（Pb）が強く検出される箇所、
その両方が検出される箇所があり、それぞれ朱・
鉛丹・これらの混色もしくは下塗り鉛丹で上塗り
朱の使い分けなどがなされていると理解した。
　そして淡い色調箇所は、膠で緩く溶いて描く高
度なテクニックも駆使していることがわかった。
植物の葉箇所の緑色や白緑色の彩色箇所からは葉
脈を濃い緑青で線描する、さらには葉裏を白緑色
とするなどの配色にはきめ細かいテクニックが用
いられていた。いずれの箇所からも銅（Cu）の
強いピークが検出され、緑色箇所では粗い岩緑青
（マラカイト：孔雀石）の顔料粒子の集合体が確
認され、白緑色の箇所からは細かい白緑顔料の微
細粒の集合体が観察された。
　花芯箇所の黄色彩色には強いヒ素（As）が検
出された。この箇所には石黄顔料が使用されたも
のであろう。黄色彩色には、一部淡い黄色彩色が
観察される箇所もみられるが、この箇所はヒ素
（As）は検出されず、拡大観察した結果、藤黄（ガ
ンボージ）もしくは黄蘗などの透明感のある植物
染料が使用されたようである。
　同様に芍薬の花弁と花芯境などのごく一部で使
用が見られた紫色彩色についても、同様に紫色系
の植物染料の使用が認められた。なおこれ以外の
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の彩色木彫が合計６面嵌められている。
　また拝殿外部正面扉虹梁上には麒麟 2 頭と繧
繝模様、拝殿屋内背面相の間境虹梁上には龍波濤
の木彫が嵌められており、これらには金箔・金泥・
白色・赤色・橙色・青色・空色・緑色・白緑色の
極彩色が施されている。
　そして相の間と本殿境正面長押上には左右端
に金箔・金泥・白色・赤色・橙色・青色・空色・
緑色・白緑色の極彩色の色相を呈する唐獅子が 2 
頭、左右の外陣扉柱上には金箔・白色・赤色・海
老茶色・橙色・黄色・緑色の極彩色の色相を呈す
る花籠彫が２つ、外陣扉上には金箔・金泥・白色・
赤色・海老茶色・橙色・青色・空色・緑色・白緑
色の色相の極彩色を呈する万年亀波濤の極彩色木
彫が嵌められている。
　これらの彩色材料について、デジタル顕微鏡と
マイクロスコープを使用した顔料粒子の色相と集
合状態に関する拡大観察と蛍光Ｘ線分析による材
料分析の悉皆調査を実施した。
　調査の結果、特に拝殿外部を中心とした劣化箇
所からは部材下塗りと考えられる白色塗装が目視
観察されるとともに、いずれの分析箇所からもカ
ルシウム（Ca）の強いピークが検出された。そ
のため、基本的にはこれら部材彩色には、白色の
胡粉下地が施され、その上に彩色や金箔押が為さ
れているものと理解した。
　金箔と金泥線箇所からはいずれも金（Au）の
ピークが検出された。そして金箔箇所からは薄膜
状の金箔の箔足や皺捩痕跡が、金泥線箇所からは
金の薄粒状微粒子の集合状況が確認された。この
ことから、社殿の彩色材料として、目視観察で金
箔・金泥と判断した箇所は、科学的にもその存在
が確認されたものといえる。
　その一方で、一部の彩色下層の金箔箇所からは、
金（Au）は検出されず、銅（Cu）と亜鉛（Zn）
のピークが検出された。そのため、一部では代用
の真鍮箔が使用された可能性もある。
　一方、緑色および白緑色彩色３箇所からは、い
ずれも強い銅（Cu）のピークが検出されたが、
調査箇所によっては銅（Cu）とともに若干の亜
鉛（Zn）と微量のヒ素（As）が検出された。

　拡大観察では緑色彩色箇所では粗い岩緑青顔料
の集合体が、緑青彩色の下層の白緑色箇所からは
細かい白緑顔料の微細粒の集合体が観察された。
その一方で緑 →白緑色の繧繝彩色箇所では、白
色胡粉の上に薄く希釈した緑青顔料が疎に塗られ
た彩色技法が採用されていた。
　斗栱などの組物部材や拝殿外部波濤木彫の青色
彩色箇所では、カルシウム（Ca）のピークが強
く検出されるとともに、拡大観察では青いのっぺ
りとした塗り面のなかに濃青色のダマ溜りが観察
される彩色箇所が多い。これらは有機染料系の植
物藍（インディゴ）もしくは江戸後期に浮世絵な
どで用いられたベロ藍（プルシャンブルー：鉄
のへキサシアノ錯体に過剰量の鉄イオンを混和
した 1704 年にベルリンで生産が始まった人造顔
料：日本では北斎・広重らが浮世絵で使用）のい
ずれかが使用されたものであろう。そのなかで拝
殿外部正面左右側の波濤木彫の植物藍もしくはベ
ロ藍による波青色彩色の凹部分には、青い色相が
やや異なる濃い群青色の調子付け彩色が為されて
いた。この箇所からは微量ではあるがコバルト
（Co）、ヒ素（As）、鉛（Pb）などが検出される
とともに、拡大観察では透明感がある粗いガラス
質顔料の集合体が観察された。この状況からこの
青色彩色はスマルト（コバルトガラス系の花群青
もしくは花紺青）顔料由来であろうと理解した。
　また空色彩色箇所においてもカルシウム（Ca）
の強いピークが検出されるが、拡大観察では白色
胡粉の上に薄く希釈した植物藍もしくはベロ藍の
濃青色のダマ粒子を疎に巻き込む淡青色塗料によ
る彩色技法が採用されていた。
　赤色や海老茶色の彩色箇所からは水銀（Hg）
と鉛（Pb）の双方のピークが検出されたが、水
銀（Hg）の検出量が強い箇所、鉛（Pb）の検出
量が強い箇所など、状況はまちまちであった。
　橙色彩色箇所からは鉛（Pb）のピークのみが
検出されたため、鉛丹彩色であると理解した。ま
た、赤色彩色箇所は胡粉下塗りの上にまず鉛丹彩
色を施し、その上塗りとして朱彩色が為されたも
のであろう。
　使用箇所は肘木のみで多くはないが、紫色彩色
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第４章　旧井伊神社社殿の塗装彩色材料・技法
に関する調査

はじめに

　佐和山西麓の彦根市古沢町に所在する旧井伊
神社社殿は、天保 13 年（1842）の井伊共保公
七百五十年忌にともない龍潭寺の寺域内に井伊八
幡宮として造営され、弘化２年（1845）に完成し
た彦根藩主井伊家の祖神を祀る権現造様式の建造
物である。それ以前の彦根藩井伊家祖神を祀る建
造物には近接する清凉寺境内に文化 4 年（1807）
起工、文化８年（1811）に完成した彦根藩藩祖の
井伊直政と２代当主の井伊直孝を祀る護国殿が存
在していたが、新築された井伊八幡宮に合祀され
たことからも本社殿の格の高さが理解される。今
回、「井伊八幡宮御鎮坐記」に「御宮ニ惣朱塗ニ
而彩色等出来、花麗結構ニ出来也、扨又拝殿も続
きて御出来、是亦同断なり」と称せられた旧井伊
神社本殿・相の間・拝殿からなる社殿の塗装彩色
材料・技法に関する調査を実施したので結果を報
告する。

第１節　調査対象資料

　旧井伊神社社殿建造物における塗装彩色材料の
調査対象資料は、① 社殿外部・屋内の木彫彩色
材料、② 拝殿小壁の貼付絵画の彩色材料、③ 拝
殿天井板貼付絵画の彩色材料、④ 本殿内陣天井
板貼付絵画の彩色材料、⑤ 本殿外陣天井板貼付
絵画の彩色材料、⑥ 本殿外陣・内陣境正面左右
脇入口扉絵画の彩色材料、⑦ 相の間天井板貼付
絵画の彩色材料、⑧ 拝殿・相の間・本殿内外面
の漆塗装材料、の８つのグループに分類される。
以下、調査方法と調査結果を記す。

第２節　調査方法

１　彩色顔料の色相と集合状態の拡大観察
　調査対象試料である彩色顔料の粒子の集合状態
や砂子の色相は、まず（株）スカラ製の DG-3 型

デジタル顕微鏡を用いて 50 倍の倍率で観察した。
引き続き、（株）ハイロックス社製の RH-2000 型
デジタルマイクロスコープを使用して、観察箇所
に応じた 500 倍から 2,000 倍の高倍率観察を行っ
た。
２　彩色顔料の構成無機元素の定性分析
　調査対象試料である各種彩色顔料や金箔・砂子
などの無機元素の定性分析は、まず（株）リガク 
Niton XL3t-700 携帯型のエネルギー分散型蛍光 
X 線分析装置を調査対象箇所に注意深く近接させ
て大気中で分析した。設定条件は、測定視野は直
径 8.0㎜ スポット、管球は対陰極 Ag ターゲット、
管電圧は 50kV、大気圧で分析設定時間は 60 秒
である。引き続き小破片の構成無機元素に関する
詳細な定性分析は、（株）堀場製作所 MESA-500 
型の蛍光 X 線分析装置を使用した。設定条件は、
分析時間は 600 秒、試料室内は真空、Ｘ線管電圧
は 15kV および 50kV、電流は 240μA および 20
μA、検出強度は 200.0 〜 250.0cps である。

第３節　調査結果

　各種の分析調査を行なった結果、次のような基
礎的データの蓄積を得た（表１）。
　① 社殿外部・屋内の木彫彩色材料
　拝殿の外部・屋内正面扉上の虹梁、拝殿屋内背
面の相の間境虹梁の部材には金丸円を中心とした
七宝繋文様が金箔・金泥・白色・赤色・橙色・紫
色・緑色・白緑色・青色・空色の繧繝彩色で装飾
されている。
　拝殿・相の間・本殿外陣・内陣の外部・屋内の
柱上にある斗栱・木鼻の組物部材には、金箔・金
泥・白色・黒色・赤色・橙色・青色・空色・緑色・
白緑色の繧繝彩色が、通肘木には金箔・白色・黒
色・青色・紫色の彩色が施されている。
　一方、拝殿外部正面の左右側１間分と側面２ 
間分には、金箔による波頭・色相がやや異なる２  
色の青色と空色・金泥線による波模様による波濤
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